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中央教育審議会生涯学習分科会 

社会教育の在り方に関する特別部会（第 18 回） 

議 事 次 第 

 

１．日 時：令和８年５月 25日（月）１３：００～１６：００  

２．場 所：文部科学省 ３F１特別会議室 ※WEB会議併用 

３．議 題： 

（１）地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方について 

（２）その他 

 

４．資 料：  

資料１    地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方について 

（たたき台案） 

資料２    審議事項２ 意見の整理 概要 

資料３    審議事項２ 意見の整理 

資料４    中央教育審議会総会、生涯学習分科会及び特別部会における主な意見 

 

参考資料１  地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策

について（諮問）  

参考資料２  地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策

について（諮問）【概要】 

参考資料３  参考資料集 

参考資料４  社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号） 

参考資料５  教育基本法（社会教育関係部分抜粋） 
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地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方について 

（たたき台案）  

 
Ⅰ．現状と課題 

（１）社会構造の変化による地域コミュニティにおけるつながりの希薄化 

〇 我が国ではいま、少子高齢化の進行に伴い、生産年齢人口の減少や地域社会の担い

手不足が深刻化している。とりわけ地方においては、人口流出と高齢化が同時に進む

ことで過疎化が加速し、自治体や地域コミュニティの中には、その存続が危ぶまれて

いるものもある。 
〇 さらに、ライフスタイルの多様化や価値観の変化が進む中で、働き方や居住形態、

消費行動にも大きな変化が生じている。あわせて、ICT や AI の急速な進展は、業務

の効率化や新たなサービス創出、高度な情報技術によって利便性がもたらされた一

方で、デジタル格差の拡大や情報の偏り（フィルターバブルやエコーチェンバー現象）

も生み出され、価値観の異なる他者と対話したり、相互に理解を深め合ったりする機

会の減少が指摘されている。 
〇 グローバル化の加速も地域コミュニティに大きな影響を与えている。地域の生活を

支えるうえで外国人労働者が重要な役割を果たしている一方で、国内の外国人住民

の増加により、外国人住民との文化的背景の相違に基づく地域における軋轢を生じ

ているケースも見られる。また、不安定な国際情勢の影響でエネルギーや食糧の安定

供給などについて生活に支障が生じるのではないかという不安も生まれている。 
〇 地域コミュニティにおいて人と人とのつながりの希薄化が進むと、周囲との良好な

関係性を基盤とする日本型ウェルビーイング 1 の実現が難しくなることも危惧され

る。家族形態や地域コミュニティの変容により、支えになってくれたり相談できたり

する人が周囲におらず、孤立や不安を抱える人が増加するなど、相互に助け合う機能

の低下が課題として顕在化している。こうした状況の下で、多様な主体が連携し、人

と人とのつながりを再構築する取組の重要性が一層高まっている。 
〇 子供を取り巻く環境についても、過疎化や少子化による近所の同世代の子供の減

少、デジタル化の進展による直接的なコミュニケーションの減少、習い事や学習塾に

よる多忙化などが生じている。そのため、子供同士が直接的な触れ合いをする場面は

主に学校に限られ、また大人との交流も保護者や学校の教師など限られた範囲にと

どまっている。このような中、子供が将来大人になったときに不可欠なコミュニケー

ション能力や多様な者への配慮、価値観や考えの異なる他者を尊重し、折り合いをつ

ける力などが育まれにくい環境となっている。 

 
1 ウェルビーイング（Well-Being）とは、身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみ

ならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。多様な個人がそれぞれ幸せや生きが

いを感じるともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む概念。

「日本型ウェルビーイング」とは、日本の社会・文化的背景を踏まえ、我が国においては、自己肯定感や自己実現

などの獲得的な要素と、人とのつながりや利他性、社会貢献意識などの 協調的な要素とのバランスを取り入れ、日

本社会に根差した「調和と協調」に基づくウェルビーイングである。 

資料１ 
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〇 少子化により、近所に同世代の子供が少なくなり、少人数又は一人でスマホのゲー

ムなどの遊びに費やす時間が増えることによって、大勢で一緒になって外遊びをす

るような機会が減少している。そのため、五感を使う直接的な体験を通じて、好奇心

や発見力、思考力、豊かな感性などを高める機会が減少している。また、遊びの中で

体を大きく使って動き回ることが減り、そのことが体力や柔軟性の低下を招いてい

るとの指摘もなされている。 

（２）地域社会における課題の多様化と「共助」の必要性 

〇 地域を支える若者の地元への定着は、持続可能な地域社会の形成に向けた重要な課

題となっている。進学や就職を契機とした都市部への人口流出が続く状況を踏まえ、

魅力ある雇用の創出や生活環境の充実等を通じて、若者が地域に根付き活躍できる

環境づくりが求められている。 
〇 共働きの増加や核家族化の進行により、子育てに対する負担や孤立感が高まる中、

保護者の学びや交流の機会を充実させるなど、地域における子育て世帯への支援を

充実させていくことが求められている。 
〇 安心して暮らせる地域社会の基盤として、防災・防犯等への地域的取組の充実も、

その重要性を増している。近年の気候変動と自然災害の多発化・巨大化の影響で、防

災や災害からの復興の観点からも地域住民同士の助け合いが必要となる場面が多く

なっているものの、人口減少に加えて単身世帯の増加傾向がみられること等により

近隣住民との関係性が希薄になることで、都市・地方に関わらず災害時における地域

住民の共助体制の脆弱性が懸念されている。また、犯罪の多様化、凶悪化も懸念され

る中、行政のみならず地域住民や関係団体が連携し、日常的な見守りや情報共有を進

めることが求められている。こうした共助の取組を通じて、地域全体の危機対応力と

安全性の向上を図る必要がある。 
〇 地域とのつながりの希薄化が進む中、単身高齢者の増加に伴う孤立・孤独の深刻化

や、障害のある者の社会参画の機会不足も課題となっている。見守り活動や交流の場

の確保、多様な就労や活動機会の創出を通じて、誰もが安心して自分らしく暮らせる

環境づくりを進めるなど、住民や関係機関が連携し、包摂的な地域社会の実現を図る

必要がある。 
〇 また、近年では在留外国人の増加に伴い、言語や文化の違いによるコミュニケーシ

ョンの課題や、住民間の相互理解の不足による軋轢が顕在化するケースも生じてい

る。こうした地域において共生を実現するためには、多言語対応の情報提供や交流機

会の創出を通じて、相互理解を深める取組が求められている。さらに、行政や地域団

体、住民が連携し、多様性を尊重した包摂的な地域づくりを推進することが重要であ

る。 
〇 こうした多様化・複雑化する地域課題に対し、行政のみによる対応では、財源や人

員の制約があり、個別のケースごとの実情に応じたきめ細かな支援を十分に行うこ

とや、その発生・深刻化を未然に防いでいくことは限界がある。そうしたことも背景
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としながら、地域包括ケアシステム 2や農村 RMO （地域運営組織 3）など、地域単位

で多様化する行政課題に対応する取組の重要性が高まってきている。このため、住民

や地域団体等が主体となり、日常的な支え合いを基盤とする「共助」の視点からの取

組を強化し、地域全体で課題解決を図ることが一層重要となっている。 
〇 しかし、これまで地域を支えてきた自治会などの団体においては、担い手の高齢化

が進む中、特に若い世代において新たにこれらの活動に参加する者が十分ではなく、

活動の担い手の後継者不足が深刻化しており、継続性が危ぶまれている。そのため、

これらの地域活動の将来の担い手である子供たちについて、地域課題を自分事とし

て認識し、また他者と協力して地域のために活動する楽しさや充実感を味わう経験

を増やしていく必要がある。これらの活動に参加することを通じて、責任感や自主性、

自発性、困難なことがあっても諦めずにやりきる力、自己有用感などが育まれ、子供

の健全育成に資するとともに、将来の地域社会を担う人材として不可欠な資質が育

まれる。 
〇 また、人間関係の希薄化や少子化、核家族化などにより、これまでは家庭における

教育や、地域の中での子供同士や大人との交流の中で育まれてきた基本的な生活習

慣や躾、コミュニケーション能力や他者への配慮などが十分に培われず、学校におい

て対応せざるをえないような状況が生じている。しかし、学校の働き方改革を進め、

学校教育の質を向上させていく必要がある中、学校にそれらのすべての役割を担わ

せることは困難である。また、子供が深い学びをするためには、子供が自身の興味関

心に応じて、とことん没頭してやりたいことを探究することが大切であるが、学校に

おいては、限られた授業時数の中で多くの内容を多様な子供を教える必要があるた

め、一定の制約が生じる。 
〇 そのため、学校において幅広い内容を学ぶことを通じて育まれた好奇心や興味関心

に基づき、放課後や休日などにおいて、子供自身が探究したい内容を学べる機会を設

けていく必要がある。 
〇 このように、子供の教育について、従来のように学校教育の比重が大きい状態から、

学校と地域や家庭が連携・協働して社会全体で担っていく環境へと転換を図ってい

く必要がある。 

（３）根本的な解決に向けた課題 

  〇 上記のような課題については、これまでもそれぞれの課題ごとの対策や、地域の活

性化を企図した方策など、様々な施策が講じられてきているが、対症療法的な対応で

は、根本的・持続的な解決は極めて困難である。 

〇 これは、 「他者とのつながりへの忌避感」、「自分が困らなければそれでよいとする自

己中心性や他人への無関心」「当事者意識の欠如や無力感等による行政による対応へ

の過度な期待や依存心」等、住民一人ひとりの認識や態度の問題が大きな要因の一つ

 
2 地域包括ケアシステムについて情報を追記 
3 RMO（地域運営組織）について情報を追記 
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と考えられる。 
〇 これを踏まえれば、我が国の社会が現在直面している諸課題の根本的解決を図るた

めには、こうした個人の認識や態度さらには行動を変容させていくという教育的意

図をもった社会教育としての地域活動や行政施策の充実が必要不可欠である。 
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Ⅱ．地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方 

（１）これまでの社会教育 

〇 1949 （昭和 24）年に社会教育法が制定され、社会教育の目的や行政の責務、公民館

等の位置付けが明確化された。同時期に各地で公民館が設置され、民主主義社会の担

い手の育成という観点から、地域住民による自治的な学習や話し合い、文化的な交流

の拠点となった。また、図書館法（1950 （昭和 25）年）、博物館法（1951 （昭和 26）

年）も制定された。 

〇 1960～70年代の高度経済成長期には、都市化や産業構造の変化に対応し、社会教育

施設や講座が量的に拡大した。公民館や図書館は各自治体に広がり、趣味・教養講座

や市民講座が盛んに実施された。一方で、社会の成熟化に伴い、「学校教育中心」か

ら「生涯にわたる学習」へと視点を広げる議論が生まれた。1970 年代後半には生涯

教育・生涯学習の理念が提唱され、個々人の生涯にわたる学習全体を支える生涯学習

政策の一部という位置づけが強く意識されるようになっていった。 

〇 1980 年代以降、生涯学習の理念が浸透していく中で、行政上も個人の自己実現支援

に重点が移り、社会教育における社会の担い手の育成という趣旨は相対化されてい

った。さらに 2000年代になると、規制緩和・地方分権改革が進み、社会教育行政の

在り方も自治体の裁量に委ねられる部分が増えた。その中で、社会教育施設を首長部

局への移管できることになったり、指定管理者制度が導入されたりしたことなどに

より、他の行政分野との連携強化が期待された一方で、社会の担い手を育成するとい

う社会教育の本来の教育的な機能への意識の低下が懸念されている。 

〇 2008 年をピークとして我が国の人口が減少を始め、近年は地域コミュニティにおけ

る人とのつながりの希薄化などの社会課題が深刻化しており、社会教育に求められ

る役割として、人と人をつなぎ、地域における住民の学びと参加を支えることが重視

されてきている。 

（２）今後の社会教育の役割 
〇 社会教育については、単なる高齢者向けの趣味的な学習機会の提供ではないかとの

誤解も見受けられる。しかし、社会教育は、学びを通じて個人の成長を期するととも

に、他者との協働的な活動を通じて人と人相互のつながりや社会とのつながりを形

成していくものである。より具体的には、地域課題の解決を図る活動を通じた地域コ

ミュニティの維持・形成という「地域づくり」を目指し、協働活動等を通じた顔が見

えて自分事の範囲が重なる関係の構築である「つながりづくり」を実現するため、楽

しさや充足感のある学びや活動を通じた主体性の涵養を通じた 「人づくり」を行う教

育的意図を有する活動として行われるものである。 
〇 第４期教育振興基本計画のコンセプトとして示されたように、社会教育は学校教育

と共に、子供・若者・青少年を「持続可能な社会の創り手」として育んでいく営みで

ある。社会教育を通じて人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、協力し合え
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る関係づくりを促進することで、持続的な地域コミュニティの基盤を形成すること

が求められている。 
〇 社会教育による地域住民の関係性の構築は、防災、まちづくり、福祉、環境、子供

の健全育成などの地域における様々な課題を解決する基盤となることから、そうし

た広範な行政施策の円滑な実施を支える基盤ともいうべき機能を果たしうるもので

ある。このため、課題解決にむけた住民による主体的・継続的な取組の促進を図るた

めにも、こうした様々な分野で活躍する関係者とも社会教育の価値を共有していく

ことが重要である。 

（３）社会教育の充実により期待される効果 

① 地域における人とのつながりを基盤としたウェルビーイングの実現 
〇 社会教育は、単なる学習機会の提供ではなく、他者とのかかわりや対話を通じて 「地

域づくり」「つながりづくり」「ひとづくり」を進めるものであり、地域における社会

的基盤として機能することが求められる。さらに、地域における周りの人との良好な

関係の構築、地域活動への参加・貢献による自己有用感の向上等により、「ウェルビ

ーイング」の実現にも資するものである。 
〇 少子化やゲームなどによる遊びが広まる中で、子供同士の人間関係の希薄化が生じ

ており、子供同士が直接的な触れ合いをする経験を増やすことで、人とつながること

の楽しさや心地よさを味わい、それを通じた主体性や自律性、コミュニケーション能

力などの育成が図られる。 

② 地域課題に「共助」で対応できる地域コミュニティの構築 

〇 社会教育活動を通じて知り合った顔の見える関係を基盤として、地域住民が地域課

題の解決に向けて自ら協働して取り組むことで、地域住民同士の助け合いができる

地域コミュニティの構築が促進される。 
〇 こうした地域コミュニティにおける共助の取組として、行政の支援が届いていなか

った人への支援の充実や、課題の顕在化・深刻化の予防につながる日常的な取組の充

実等が図られることが期待される。 
〇 また、地域社会の将来の担い手となる子供たちについても、地域活動に積極的に参

加を促すことで、地域の事柄に関する当事者意識を育み、また地域活動に参加するこ

との楽しさや充実感を経験することで、将来も地域活動に参加しようとする意欲を

高めていくことが可能と考えられる。 
〇 さらに、子供の教育について、学校と地域や家庭とが連携・協働して学校の教育課

程と連続性のある探究活動や体験活動などを推進することにより、学校の役割が本

来の役割を超えて肥大化している状況を改善し、社会全体で子供の教育を担ってい

く環境を構築することも求められる。 

③ 共生社会の実現 

〇 共生社会を実現していくためには、様々な地域活動に、従来からの参加者だけでな
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く、家庭の事情等により参加が難しかった者や、子供や若者、高齢者、障害者や外国

人等の多様な人々が集い、参加者同士が対話を通じて相互理解を深める機会を増や

すことを通じて、共生社会の実現への地域住民の理解を涵養することが重要である。 
〇 地域全体の共生社会に関する理解が進むことにより、子供のうちから自然と、自分

とは異なる他者を尊重する意識が養われたり、ありのままの自分らしく過ごしやす

い環境のもとで自己肯定感の向上が図られたりすることなども期待される。 
〇 また、高齢者、障害者、外国人等を含むすべての人が、主体的に選択し行動できる

ようになるためには、これらの者が地域の一員として、他の地域住民とともに社会教

育活動をはじめとする様々な活動に参画することを通じて、支援をする・されるとい

う固定的な関係ではなく、助け合い・支え合う関係を前提に自らができることを増や

していくことが重要であり、そうした関係性の構築は持続的な共生社会の実現にも

資するものと考えられる。 
〇 こうした取組を進める上では、高齢者や障害者等の活躍の場や居場所づくり、孤立

の予防といった福祉等の他分野の関係者とも社会教育についての共通理解を図って

いくことで、共生社会の実現に向けた取組がより充実することが期待される。 

（４）社会教育の推進を図る基本的な方向性（「社会教育人材」を中核として） 

〇 これまで地域において社会教育を担ってきた団体や施設における活動をさらに充

実させるとともに、新たな地域課題の解決に向けて、これまで社会教育とのつながり

が薄かった団体等も含め、様々な分野の垣根を越えて連携・協働していくことが重要

であり、それらを支え、繋げる「人材」が求められている。 
〇 地域住民の認識・態度・行動の変容を図り、自主的・継続的な地域活動への取組が

進むようにすることで、地域コミュニティの維持・構築を推進していくためには、 「人

づくり・つながりづくり・地域づくり」という教育的意図をもって地域活動を社会教

育として行うことができる 「社会教育人材」の関与が不可欠である。このため、今後

は、社会教育人材の質的・量的な拡充を図り、「社会教育人材」を中核として社会教

育を推進していくことが重要である。 

① 社会教育人材の質的・量的な拡充 

〇 地域課題に対処する団体や活動などは多数存在するものの、それらの活動の質は

様々である。また、地域課題の根本的な解決には、それぞれの住民の認識等の変容を

図ることが必要であり、社会教育の手法を取り入れることが求められる。そのため、

これらの活動に、社会教育に関して一定の専門性を有する者が参画することで、活動

の質の担保や高度化を図ることが求められる。 
〇 しかし、現行の社会教育法では、教育委員会に配置され、社会教育に関して専門的・

技術的な助言と指導を行う専門職である 「社会教育主事」は制度化されているが、他

の行政分野や地域活動において社会教育に関する専門性を活かして活動する人材に

ついては規定がない。 
〇 令和２年度からは、社会教育主事になるための任用資格を得るために大学の社会教
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育主事養成課程又は社会教育主事講習（以下「養成・講習」という。）で学ぶべき科

目及び単位数を規定している社会教育主事講習等規程において、この養成・講習を修

了した者が、「社会教育士」と称することができることとされている。ただし、位置

づけとしては、あくまで称号であり、当然ながら学習内容も社会教育主事の任用資格

としてのものとなっている。 
〇 このため、社会教育の専門性を他の行政分野や地域活動において活かす際に、その

専門性を的確に証することができる仕組みとすることで、活動の質の担保や高度化

を図ることが求められる。  
〇 また、社会教育士の称号は、令和７年度までに約 1.2 万人が取得しているが、多様

な分野の地域活動に社会教育の手法を取り入れることで、活動の質の向上や自走化

を図り、地域コミュニティの維持・形成につなげていくためには、各地域に十分な人

数の社会教育士が存在することが不可欠であることを考慮すれば、社会教育士数の

現状の規模や増加率では大きく不足している。 
〇 これらを踏まえると、社会教育人材の質的・量的な抜本的拡充を図るために必要な

措置を制度的な見直しも含めて講ずる必要がある。 
〇 その際、個々の社会教育士がその専門性を十分に発揮し、活動を円滑かつ効果的に

行えるようにするためには、社会教育士に代表される社会教育人材のネットワーク

を整備し、実践の共有、相互支援等を行える環境を構築していくことも求められる。 

② 地域における社会教育の実施体制の充実と裾野の拡大 

〇 地域における社会教育活動をこれまで担ってきた主な組織的主体としては、公民館

に代表される社会教育施設や社会教育団体が挙げられる。ICT や SNS の発達もあり、

社会教育士が個人や少人数で活動することも容易になってきているが、社会教育施

設や社会教育団体がそれぞれの組織としての強みを生かしながら、社会教育の振興

を図る役割を果たしていくことは引き続き重要である。それに加えて、各施設や団体

が、社会教育士等の活躍の場となってその活動の質を高めたり、施設利用者等に社会

教育の裾野を広げていく役割を果たしたりしていくことが期待される。 
〇 従来は、社会教育を行う者として、公民館主事や青少年教育施設職員のように社会

教育が本業である者、本業とは別に地域活動等に携わる者が主に想定されてきた。し

かし、今後は、学校教育のほか、地域振興・福祉等の教育以外の分野、さらに、地域

とのつながりが深い民間企業などで本業を持ち、その本業において社会教育の素養

を活かそうとする者についても、社会教育人材としての活躍の促進が期待される。 
〇 また、地域活動等に関心がある者に対し、社会教育の学習機会や実践者とつながる

機会を提供したり、子供・若者の地域活動への参画を促すことで、社会教育の裾野を

拡大したりすることも重要である。 
〇 一部の地域では、地域課題の解決に向けて社会教育を再評価する声も聴かれるもの

の、多くの地域においては社会教育士の活動を身近に感じられる状況には至ってお

らず、未だ社会全体での認知度は高いとは言えない状況にある。このため、社会教育
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人材の質的・量的な拡大や社会教育の裾野の拡大等を通じて、身近なところで社会教

育士による活動に触れ、その効果を実感できるようにしていくことに加え、社会教育

が地域の課題解決に役立つ身近な活動であることを分かりやすく発信すること等を

通じて、認知度の向上を図っていく必要がある。 
〇 特に、若年層の社会教育への関心や参画を広げるためには、社会教育施設の中に若

者が利用しやすく居場所となる場所を設けたり、若者による地域活動の情報を提供

したりすることなどが考えられる。そのうえで、若者が地域コミュニティの主体とな

り、大人と対等なプレイヤーとして認知され、尊重されるという視点を共有すること

も重要である。 
〇 社会教育主事講習の在り方の見直しと併せて、社会教育の裾野を広げるための短期

の講習（社会教育の導入的講習）等が、各地において、教育委員会や各種団体等が主

体となって実施されることを促せるよう検討すべきである。 
〇 全国各地でこうした社会教育に関する講習が増えていった際に、各地域の大学や教

育委員会で特色に応じた強みを出すことができると、全国各地で多様な人材を輩出

することにつながることが期待される。 
〇 また、社会教育人材の裾野を広げていくことと併せて、公民館等の社会教育施設を

中心とした、従来の社会教育の諸活動の在り方に関しても、活動の場の提供などの支

援を求める団体等に対して対応するだけではなく、これからは地域課題解決に向け

た活動を行っている団体や社会貢献活動に意欲のある営利企業に対して積極的に働

きかけを行い、これらと連携した活動を展開したりすることなども重要と考えられ

る。 

③ 社会教育の実践を支える仕組みの構築・整備等 

〇 上で述べたとおり、社会教育人材の質的・量的な拡充を図るとともに、地域におけ

る公民館をはじめと社会教育の実施体制を充実し、社会教育の裾野の拡大を図るに

あたり、そうした実践を支える仕組みを構築・整備することが求められる。 

〇 具体的には、社会教育人材ネットワークの構築によって、社会教育人材同士で情報

共有や相互の連携・協力依頼等が可能となるだけでなく、教育委員会をはじめとする

行政においても社会教育人材を組織的に活用した施策を講じる際の基盤ともなるも

のである。 
〇 各施設や団体等の組織としての相互の情報共有が進むことも期待されるが、例えば

公民館に配置された社会教育士同士のネットワークを通じて、公民館に関する様々

な情報の共有が進むといったように、社会教育人材ネットワークが施設ごとや、テー

マごとなどでの情報共有の場として発展することも期待される。 
〇 また、Ⅱ（２）にある今後の社会教育の役割について、社会教育関係者のみならず、

地域社会に関する活動を行っている者に対しても理解を促進するため、社会教育は

持続可能な地域コミュニティの基盤を支えることを明確にすることも重要である。

この点も含め、公民館等の社会教育施設の役割等をはじめ、必要な見直しを検討すべ
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きである。  
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Ⅲ．社会教育の推進に向けた施策 

1. 社会教育人材を中核とした社会教育の推進 

（１）社会教育士の在り方の見直し  

① 社会教育士の質及び量に係る現状の課題 

〇 Ⅱ（４）①で述べたとおり、近年、社会教育士の称号取得者が増加しており、称号

取得者は 1.2 万人を超えてはいるが、今後は、社会教育士の活動する場面が多様な分

野に広がっていくことを考えると、社会教育士数は大きく不足している状況である。 
〇 また、地域における課題の実情やその解決に向けて、当事者である住民の認識を変

容させていくためには、そのための教育的手法に関する専門的な知識や技術が必要

である。さらに、多くの地域住民の参画を得ながら、社会教育法に規定される社会教

育の一環として地域社会の課題解決という公益的な取組を実施していくに当たって

は、活動のけん引役となる社会教育士について、これまで社会教育主事が地方公務員

として得ていた一定の信頼性と同程度の信頼性を保証できる仕組みが必要である。 
〇 現行制度における社会教育士は称号との位置づけであることから、いわゆる国家

資格と比較すると、専門的知識や技術を証するものとしての社会的な認知や信頼性

には限界がある。こうした事情もあって、社会教育士を取得したとしても、その専門

性を生かせる職場や役職は限られており、社会教育士の称号を有することが、社会教

育主事以外の職に就くことや多様な場面で活躍の機会の確保には十分につながって

おらず、もともと社会教育に高い興味関心のある者以外のものが社会教育士を取得

しようとする動機付けにはつながりにくい状況がある。そのため社会教育士の取得

者は増加傾向にあるとはいえ、将来的に大きな増加を見込むことは困難である。 
〇 さらに、現行の養成・講習は社会教育主事になることを前提とした学習内容となっ

ており、社会教育士の称号を有する者が社会教育主事以外の立場で多様な場面にお

いて活動することが期待されることとは合致していない。 

  ② 社会教育士の在り方の見直し 

〇 今後は、教育委員会で社会教育に関する職務に従事する社会教育主事のみならず、

首長部局でまちづくりや防災、福祉等を担当する職員や、NPO や民間企業等で地域

づくりや地域課題解決を行う職員などの幅広い者が社会教育士となり、これらの社

会教育士が行う社会教育活動に対する地域住民の信頼を高めることで、地域住民の

認識の変容や地域活動への参画を一層促進できるようにすることが必要である。 
〇 また、社会教育士としての社会的な認知や評価を高め、社会教育士の取得者が多様

な場で活躍できる機会を確保していくこととあわせて、社会教育士を目指す者を増

やしていくことが必要である。そのため下記のような見直しを行うことを検討すべ

きではないか。 
・ 社会教育士の位置づけについて見直すことも含め、その社会的な認知や信頼性向

上につながるような方策を検討することが必要である。 
・ 社会教育主事との関係については、社会教育主事は社会教育士を有する者から任
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用するものとして位置づけることが考えられる。 
・ また、地域における社会教育の拠点である公民館の主事については、社会教育の

高い専門性を有することが求められるため、公民館の主事についても社会教育士

を有する者から任用するものとして位置づけることが考えられる。ただし、現状の

職員配置を踏まえ、人事の柔軟性確保に配慮するため、まずは任命権者に自発的な

取組を促すことも考えられる。 
・ 養成・講習の内容を、従前の社会教育主事として任用されることを前提とするも

のから、社会教育に関する専門性を有し、幅広い分野で活躍できる実践力を有する

社会教育士を養成していくために必要なものに見直すこととしてはどうか 4。 
〇 社会教育士の制度上の取り扱いについては、今後引き続き検討する必要がある。 

（２）社会教育主事・社会教育委員の機能強化 
〇 社会教育士の制度的な位置づけの見直しと併せて、従来制度上の社会教育のけん引

役であった社会教育主事や社会教育委員についても、その機能を強化していくべき

である。 

（ア）社会教育主事 

① 市町村の社会教育主事 

〇 市町村の社会教育主事は、教育委員会事務局に置かれる行政の専門職としての立場

であり、社会教育に関する専門的な知識や技術を用いて、自治体における社会教育行

政の企画・立案及び実践の推進全体を牽引する、いわば「地域全体の学びのオーガナ

イザー」としての役割が期待される。 
〇 さらに、福祉や防災、まちづくりなどの地域コミュニティに関する他の部署と連

携・協働し、他部署の施策の推進に当たって、地域住民の認識の変容が促されるよう

社会教育手法が組み込まれるように調整することで、当該施策の実効性をより高め

ることに資することも期待される。 

② 都道府県の社会教育主事 

〇 広域自治体である都道府県の社会教育主事は、都道府県全体の社会教育の振興の企

画・立案を行うほか、基礎自治体である市町村が行う社会教育施策の水準の向上のた

め、都道府県内における効果的な実践事例の収集や周知、必要に応じた市町村への指

導助言等により、管内の市町村における社会教育全体の質の向上に努めることが求

められる。 
〇 特に、社会教育人材ネットワークの構築・運営に関しては、一定の広域性をもった

取組とすることが効果的と考えられることから、都道府県が中心的な役割を担うこ

とが適当と考えられる。 

③ 配置促進に向けて必要な取組 

 
4 具体的な科目の内容等に関する検討は専門家による検討に委ねる。 
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〇 社会教育主事は社会教育法上、「都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置く」

とされていながらその配置率は市町村で年々低下傾向にある。こうした状況を改善

し、各自治体において社会教育主事が適切に配置されるよう、国においても、自治体

に対して法律の趣旨を周知するとともに、社会教育主事が学校教育や首長部局との

連携において中心的な役割を果たしている好事例、社会教育主事の任用上の工夫等

を収集・周知するなど、その配置に係る有用性の理解増進を図る等の取組を進めるこ

とが必要である。 
〇 社会教育は、首長部局が所管する福祉や防災、まちづくりなどの分野との関連性が

高く、これらと一体的な推進を図る観点から、公民館等の管理を首長部局に移管する

とともに、社会教育全般についても首長部局に事務委任されたり、首長部局が補助執

行することとされたりしている地方公共団体も見られる。このような場合でも、社会

教育主事を教育委員会との併任発令が可能であり、これにより確実に配置すること

で、その専門性を活かして首長部局と教育委員会との連携を円滑に進めることが期

待される。 

（イ）社会教育委員  

〇 社会教育委員は現在、全国で約 1.8 万人発令されている。しかし役割の形骸化、人

材の固定化・高齢化、自治体よっては教育基本計画への関与の度合いが低いケースが

あることや、（ア）で述べた通り、社会教育分野が首長部局に移管等されている場合

の連携に課題がみられるケースもあることが指摘されている。 
〇 社会教育委員に新たに任命された者等に対しては、社会教育に関する施策の動向な

ど、社会教育委員として必要となる知識等を得られるよう研修等を実施することが

必要である。 
〇 そのほか、例えば、委員自ら調査研究を行ったり、教育委員会に対して社会教育に

関する意見を積極的に述べたりするなどの「行動する社会教育委員」などの事例もあ

るが、一部の自治体の取組にとどまっている。 
  〇 委員の一部について、公募制の導入や社会教育士の取得者の登用などの選任上の工

夫や、委員による現場視察の実施や議論型委員会への転換などの運用上の改善の検

討も必要である。 
  〇 国においても、こうした優良事例について周知を図ることにより、各自治体におけ

る取組が進むよう支援していく必要がある。 

（３）社会教育主事・社会教育士の養成の改善 【養成 WG 報告書の内容を追って記述】 

（４）社会教育人材ネットワークをはじめとする活躍支援 

〇 社会教育の裾野を広げていくに当たっては、様々な分野において社会教育人材が増

加することと並んで、彼らの活動の質を高めたり、幅を広げたりしていける環境を整

えることが重要である。具体的には、社会教育人材が、継続的な学びの機会を得たり、

相互に活動に関する情報を共有したり、連携・協力を図れる相手と知り合えたりする
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ような、相互につながりあえる社会教育人材ネットワークが必要である。 
〇 社会教育人材ネットワークの構築・運営及び活性化は、社会教育人材を通じた社会

教育の振興を図ることに他ならず、各自治体において社会教育行政の一環として取

り組まれることが必要である。また、その構築に向け、一定の広域性と規模を持つこ

とが多様な取組に関する情報共有を図り、相互の資質向上や活躍の場の拡充に資す

るものとするうえで有効であることから、都道府県等が中心的な役割を担うことが

適当である。 
〇 この他にも、社会教育人材のネットワークは全国規模、地域単位、同窓会型、関心

分野別等、その機能に応じて複層的につながり、情報交換、交流、研修等を行うこと

が考えられる。さらに、そうしたネットワーク同士が、広域的に社会教育人材が緩く

つながる場であることも、活動の支援につながるものと考えられる。 
〇 一方で、地域に存在する社会教育士の実態が網羅的には把握されていないという課

題があることから、幅広いネットワークの構築に当たって都道府県等を中心とした

情報の集約・集積等が必要である。 
〇 国は、社会教育人材ネットワークに関する取組を始め、社会教育の振興に関する自

治体における取組を支援するため、定期的なオンライン会議や研修会等の開催を通

じて都道府県・指定都市の社会教育主事との連携を強化することも重要である。 

２．地域における社会教育活動の推進体制の充実 

（１）社会教育施設・団体等 

① 公民館 

（求められる役割） 
〇 公民館は地域における社会教育の中心となるべき施設であり、近隣の図書館や博物

館等と緊密に連携・協働し、それぞれの社会教育施設の強みを生かしながら、一体と

なって地域における社会教育の振興を図っていくことが望まれる。 
〇 公民館の運営に際しては、地域住民にとって敷居が低く、だれもがフラットに関わ

れるような、いわば 「地域の縁側」として、多様な主体が混ざり合う可能性のある場

として活用されることが望まれる。 
〇 こうした観点に加えて、地域を将来担っていく子供・若者にとって公民館が身近な

存在となることの重要性を踏まえれば、例えば、これまでの利用者の多くが成人や高

齢者であったものから、子供・若者向けのスペースを設けて放課後や休日の居場所と

しての機能を強化したり、デジタル環境を整備したりする等、子供や若者にとっても

魅力的で利用しやすい環境づくりを進めていくことが求められる。さらに、その結果、

子供から高齢者まで多世代の居場所となり、公民館を拠点にして地域の多世代の交

流が促進されるようにしていくことも、上記の観点に照らして重要である。 
〇 また、従来の館内で行われていた講座のように「集めて学ばせる」という発想だけ

でなく、「集まっているところに学びを醸成する」という発想に立ち、例えば民間商

業施設等に出向いて行う講座を企画してみるなど、取組の幅を広げていくことも重
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要である。 
〇 高齢者、障害者、外国人等を含むすべての人が、地域の一員として他の地域住民と

ともに様々な活動に参画できるようにするため、支援や交流を充実していく場とし

ての役割が期待されており、今後の公民館は、こうした共生社会の実現に資する社会

教育の実践の拠点として、その機能を充実させていくことが重要である。 
 
（運営体制の充実） 
〇 公民館が上で述べた役割を果たしていくためには、そこに配置される職員に社会教

育人材としての高い専門性が求められる。そのため、公民館主事の任用に当たっては

社会教育士を有するものを任用することを促進することなどにより、各公民館への

社会教育人材の配置を促進していくべきである。また、一部の自治体では、公民館に

ついて指定管理者制度を導入しているところもあるが、その場合には、指定管理者が

雇用する職員についても同様に社会教育士を有することが望まれる。また、例えば、

職員の中で社会教育士を有する者については、その専門性を生かすために公民館で

働くことができるようにしたり、あるいは、公民館で社会教育士としての専門性を活

かして働くことを希望する者には、複数の公民館での経験を積めるような人事上の

配慮をすることで専門性を一層高められるようにしたりするなどの人事上の配慮も

望まれる。 
〇 公民館において民間企業との連携に関しては、公民館における営利事業を禁ずる現

行規定を過度に厳しく解釈し、連携に消極的になっている場合が見受けられるとの

指摘がある。このため、実際の事業や連携の目的や内容を踏まえながら、地域の実情

等に応じて実施の可否を適切に判断できるようにすることも含め、必要な事業や連

携を円滑かつ柔軟に行えるようにするための方策を検討するべきである。 
〇 さらに、社会教育施設と他の公共施設との複合化は、効率的な財政運営上の観点と

ともに、多様な人が集うことを促進する上で有効な手法の一つと考えられる。 
〇 公民館の貸館機能は、住民の主体的な活動の場が各地域で保障されているという点

で有意義なものであり、公民館の重要な役割の一つとして引き続き維持していく必

要がある。ただし、貸館業務はあくまで公民館機能の一部であり、それだけに偏るこ

となく、多様な主体がつながり、混ざり合うことで、さらに地域課題の解決に向けた

新たな学びや取組へとつながっていくよう支援するという、公民館の本来の役割を

重視した運営が求められる。 

② 図書館  

〇 社会教育施設である図書館は、単なる「本を借りる場所」ではなく、子供、高齢者、

外国人、障害者など、多様な人が安心して集い、学び合い、つながることのできる地

域の拠点としての役割を強めるべきである。 
〇 図書館が、その教育的な機能を果たすためには、読書活動に加え、対話や交流、地

域課題の共有などの機能を充実させるなど、地域住民の孤立を防ぎ、共生社会を支え
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る「開かれた公共空間」として再構築していくことが求められる。 

③ 青少年教育施設 

（求められる役割） 
〇 デジタル化の進展や少子化、人間関係の希薄化は、子供の直接的な体験活動の機会

の減少をもたらしている。また、学校における働き方改革を推進する中で学校行事等

の見直しも進められており、学校教育以外での体験活動の機会の充実が求められて

いる。そのような中、良質な体験活動機会を青少年に提供する青少年教育施設の重要

性はますます高まっている。 
〇 体験活動は、幼児期から身近な生活環境・自然環境を楽しむ活動を推進するなど、

発達段階に応じて適切な活動に参加することが重要である。そのため、青少年教育の

ナショナルセンターである国立青少年教育振興機構には、それぞれの発達段階にふ

さわしい体験活動のプログラムの開発や普及が期待される。 
〇 また、子供の生活においてもデジタルが不可欠なものとなっていることを踏まえ、

体験活動においてデジタルを一方的に排除するのではなく、むしろデジタル技術（間

接・疑似体験）も併用することで、直接体験とデジタル技術の相乗効果により、高い

教育効果を発揮しうる体験活動プログラムの開発についても、国立青少年教育振興

機構において先駆的な取組を進めることが期待される。 
〇 各青少年教育施設においては、自然体験等の非日常の体験だけでなく、近隣の放課

後子供教室や児童館などと連携して身近な環境における体験活動と効果的に組み合

わせて、体験活動が子供にとって身近なものとなるよう推進していくことが求めら

れる。 
〇 また、各青少年教育施設においては、大人が考えた体験プログラムを子供に提供す

るだけでなく、青少年自身が自由にやりたいことを考え、自ら実施できるような機会

を提供したり、青少年にとっての居場所としての役割を担ったりすることも考えら

れる。 

（運営体制の充実） 
○ 各青少年教育施設は、従来の運営にとらわれない柔軟で創意工夫に富んだ運営を進

められるよう、例えば NPO、民間企業、大学、地域団体等との連携・協働を積極的

に進め、多様なプログラム開発や人材交流を促進したり、民間事業者のノウハウを生

かした共同事業を実施したりすること等が考えられる。これらの取組を効果的に進

めるため、社会教育の専門的知識を有する社会教育士を積極的に配置することが望

ましい。 
〇 各青少年教育施設においては、青少年を対象にした社会教育事業を企画・運営する

に当たっては、青少年の視点や意見を尊重するとともに、意見表明と多様な社会的活

動への参画の機会を確保することが必要である。また、青少年の教育・支援に携わる

指導者の質の向上の観点からも、子供を権利の主体として捉え、子供 ・若者の視点や

意見を尊重し、対話を重ねながらともに進めていくという姿勢を持つことが求めら
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れる。 
〇 青少年教育に活用できる様々な施設や資源は各地域に存在しており、各施設同士が

連携・協働を進めることに加えて、社会教育士がそれらを連携させる役割を担うこと

で、更なる有効活用につながることが期待される。 
○ 体験活動は、自然体験、社会体験、文化的体験などを通じて子供たちの非認知能力

の向上にも資するものである。こうした体験活動が担う重要な役割に鑑み、青少年教

育が未来に向けてどのようにあるべきかについて、さらに議論を深める必要がある。 

④ 社会教育関係団体等 
〇 社会教育関係団体は、それぞれの団体の設立の目的に従って組織的な教育活動を展

開し、人々の成長を支える学びの機会を提供してきており、今後もその役割を果たし

ていくことが期待される。他方で、団体の運営に携わる者の高齢化に伴う後継者不足

や参加メンバーの固定化など、運営上の課題を抱えている団体もみられる。 
〇 こうした状況を踏まえると、例えば、PTA や子ども会などの子供にかかわる社会教

育関係団体については 「子供を中心に関係者がつながる会」と捉え、例えば、運営方

法の透明性確保や地域学校協働活動との連携強化のほか、子ども会については若者

のボランティアの協力による保護者の運営業務の負担軽減等を通じ、活動の活性化

を図ることが考えられる。 
〇 家庭教育支援については、地域において主体的に家庭教育支援を担う家庭教育支援

チーム等によって担われており、これまで文部科学省においても登録制度による支

援等を行ってきている。今後、共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域のつながりの

希薄化等を背景とした子育て世帯の孤立、地域関係の希薄化などの現状に鑑み、不安

や悩みのある家庭への支援にとどまらず、社会教育の枠組みを通じて、学校教育はも

とより、福祉・地域づくり等の幅広い他分野との連携を進めていくことが必要である。 

（２）社会教育と連携してきた施設・団体等 

① 学校 

〇 学校が抱える複雑化・多様化した課題への対応は、学校単独の努力だけでは限界を

迎えている。地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校づくり」の

持続的な実現に向けて、今後さらに、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の

一体的な推進を図ることが重要である。 
〇 その際、地域住民と学校関係者との連絡調整や地域学校協働活動のコーディネート

を担う地域学校協働活動推進員等の社会教育人材は、取組を持続可能なものとする

上で重要な役割を果たすものである。 
〇 地域学校協働活動推進員には、継続的に多様な地域学校協働活動をコーディネート

することや、地域と学校の実情を踏まえた連携・協働関係を構築することが求められ

ることから、研修の実施など、教育委員会による伴走支援を促進する必要がある。ま

た、地域学校協働活動推進員の充実した活動が展開されるよう、各自治体で適切な財

政措置が行われ、国から自治体に対する財政支援を充実させることが必要である。 
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〇 現行の学習指導要領に基づいて行われている探究学習の質を高めるという観点か

らも、学校教育と社会教育の連携はこれまで以上に重要である。社会教育士が連携の

窓口となり、学校内の教科学習だけでは扱いにくい社会課題の多様な視点に、地域の

人材・施設・文化資源を通して触れることで、児童生徒は主体的に問いを立てること

ができる。また、社会教育という実社会により近い現場での体験的・実践的な学びは、

情報収集・分析・発信といった探究のプロセスを深化させ、学びの質を高めることに

つながることが期待できる。 
〇 家庭の教育機能の低下、いわゆる「体験格差」の課題等を背景とした、放課後等の

学校教育の時間以外の時間に対するニーズの変化等に適切に対応していくため、安

価で良質な放課後等における学習、体験活動を充実させていく必要がある。その際、

学校運営協議会制度を活用するなどして、学校の教育課程における活動との連動を

図りながら、放課後の学習、体験活動を展開していくことも効果的であると考えられ

る。 
〇 このように、近年、活動に対するニーズ等が変化し、多様な活動が展開されつつあ

ることを踏まえ、「地域学校協働活動」の定義についての整理を改めて検討すること

も考えられる。 
〇 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進は、いわゆる学社連携

による教育の充実に資するだけでなく、人々が社会教育と出会い、社会教育に参加す

るきっかけとして有用な組織であり、活動である。 
〇 一方で、学校運営協議会委員や地域学校協働活動推進員等の高齢化や固定化なども

指摘されており、大学生等の若者世代を中心に社会教育への関心や参画を広げる工

夫をすること等により、持続性を高めることが必要と考えられる。 

② 高等教育機関 
〇 大学等の高等教育機関は、社会教育人材の養成を担うとともに、社会教育に関する

知見の集約及び体系化、さらに学術的エビデンス等に基づいた社会教育の必要性や

有用性についての発信などの役割を果たしていくことが期待される。 
〇 また、大学は、研究活動や学生の実習等の一環として様々な地域に関わることがで

きる主体であるため、広域にわたって人材活用ニーズに対応した貢献も期待される。 
〇 一方、社会教育主事講習等の実施主体である大学において、外部資金の獲得に結び

付きづらいとの考えから、社会教育に関する講座を廃止するなどの状況が見られる。

しかし、社会教育人材養成の重要性や、社会教育分野における地元自治体や地域の関

係機関等との連携は大学の地域貢献としての意義も大きいことに鑑み、必要な社会

教育の教育研究体制の維持・充実が望まれる。 
〇 折しも、現在、教員養成課程の在り方の見直しに向けた審議が進められていること

を踏まえ、教員を志す学生が身に付けることが求められる「強み」や「専門性」の重

要な柱の一つとして、社会教育士養成課程を位置づけられるよう、各大学において教

員養成課程と社会教育士の養成課程の連携を進めることも重要である。 
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〇 また、社会教育行政においても、高等教育機関から提供された知見を活かしながら、

社会教育の成果や価値について正当に評価されるよう、社会教育の啓発を研究機関

と一体的に進めていくという視点も必要である。 

③ 地域とのつながりのある活動等を行っている NPO・民間企業等 

〇 地域における社会教育の担い手としては、地域づくり活動の分野などで広がりを見

せている NPO 等の関係団体も挙げられる。こうした団体の目的や理念等が尊重され

るべきことは言うまでもないが、その専門性の高さや行政サービスが届かない分野

における丁寧な取組により、行政との相互補完の役割を果たしていることも踏まえ

た上で、これまで以上に連携を強化していく必要がある。 
〇地域に関連する NPO 等の担当者等による社会教育士の取得を促進することは、社会

教育行政との連携を強化したり、他の社会教育士とのネットワークを強化したりす

るにつながり、活動の質的・量的な充実につながることが期待される。 
〇 一方で、行政と連携する場面等において、「NPO は無報酬のボランティア団体であ

る」との誤解がみられるとの指摘もあるが、その専門性を適切に評価し、活動を持続

するためにも適正な対価を得ることが必要であるという認識が広まっていくことが

重要である。 
〇 NPO が継続的に人材を確保・育成していくためにも、行政から業務を受託する際に

NPO の人件費が適切に積算されるようにすることなど、その活動が持続することで

裨益する側において適切な対応をしていくことが求められる。 
〇 また、NPO 等の関係団体と、行政・企業・支援者の間に立ち、情報・資金・人材 ・

場所などの資源を仲介・提供し、活動の円滑化や団体の育成を支援する「中間支援機

能」やその役割を果たす「中間支援組織」も、NPO 等の活動を円滑かつ持続的に行

えるようにする上で極めて重要である。 

（３）今後社会教育との連携が期待される施設・団体等 

① 上記以外の NPO・民間企業 

〇 地域社会における課題が多様化・複雑化していること等を踏まえれば、これまで社

会教育との関わりが必ずしも強くなかった NPO や民間企業についても、地域コミュ

ニティを支える新たな担い手となっていくことが期待される。特に、地域住民との接

点を有する企業や、多様な社会課題に取り組む NPO等が、社会教育の視点を取り入れ

ながら活動を展開することにより、人と人とのつながりづくりや地域課題の解決に

つながることが期待される。 

〇 民間企業においては、地域貢献活動や CSR活動にとどまらず、事業活動そのものを

通じて地域社会と関わる取組が広がっている。商業施設、金融機関、交通事業者、通

信事業者等、地域住民の日常生活と密接に関わる主体が、学びや交流の場づくりとい

った地域活動に社会教育の一環として取り組むことは、そうした活動の質を高める

ことに加え、社会教育の裾野を広げる観点からも重要である。 

〇 また、NPO や民間企業は、行政とは異なる柔軟性や専門性、機動力を有しており、
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地域課題に対して先駆的・実践的な取組を展開している例も多い。こうした主体と社

会教育の関係者や関係機関等が連携・協働することで、多様な住民の参画を促し、地

域における新たな学びや活動の機会を創出していくことが期待される。 

〇 その際、社会教育士をはじめとする社会教育人材が、NPO や民間企業と地域住民、

行政等との橋渡し役となり、多様な主体による協働を支えていくことが重要である。 

② 首長部局（防災、地域づくり、福祉） 

〇 防災、福祉、地域づくり等の分野においては、地域住民同士のつながりや相互理解、

主体的な参画が施策の実効性を左右する重要な要素となっている。そのため、首長部

局が進める各種施策についても、社会教育の視点を取り入れながら推進していくこ

とが重要である。 

〇 例えば、防災分野においては、平時からの地域住民同士の関係づくりや学び合いが、

災害時の共助体制の基盤となる。また、福祉分野においても、高齢者や障害者、外国

人等を含む多様な住民が地域社会とのつながりを持ち続けるためには、交流や学び

の機会を充実させていくことが重要である。 

〇 さらに、地域づくりの分野においても、住民が地域課題を自分事として捉え、多様

な主体と協働しながら活動することが求められている。こうした取組を進める上で

は、地域住民の主体性や当事者意識を育む社会教育の役割が重要となる。 

〇 このため、教育委員会と首長部局が連携し、社会教育主事や社会教育士等の社会教

育人材が、各分野の施策形成や実践の場に積極的に関わることを通じて、地域コミュ

ニティを基盤とした施策の推進を図ることが期待される。 

③ 地域運営組織（RMO）、社会福祉法人等 

〇 人口減少や高齢化が進行する中、地域運営組織（RMO）や社会福祉法人等は、地域住

民の日常生活を支える重要な主体となっている。これらの団体は、地域課題に密着し

た活動を継続的に行っており、持続可能な地域コミュニティの形成において重要な

役割を果たしている。 

〇 地域運営組織（RMO）は、地域住民が主体となって地域課題の解決や地域資源の活用

に取り組むものであり、地域における「共助」の実践の場として期待される。その活

動を持続可能なものとしていくためには、住民同士の対話や学び合いを通じて、多様

な主体が参画しやすい環境づくりを進めることが重要である。 

〇 また、社会福祉法人についても、地域共生社会の実現に向けた公益的な取組が求め

られており、高齢者、障害者、生活困窮者等への支援に加え、地域住民との交流や居

場所づくり、学びの機会の提供等を通じて、地域コミュニティの形成に貢献していく

ことが期待される。 

〇 このため、こうした団体等と社会教育施設、NPO、自治体等が連携・協働し、社会教

育の視点を取り入れながら活動を展開することで、多様な住民が支え合いながら暮

らすことのできる地域社会の実現につながることが期待される。 
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３．国、地方公共団体における推進・支援体制の充実 

（１）地方公共団体 
〇 地方行政の現場では、各地方公共団体における行財政資源の制約により、社会教育

行政の予算や人員が縮小されたり、社会教育主事の配置がなされなくなったりする

ケースもみられ、結果として、社会教育の関連事業が減少したり、様々な分野との

連携が十分に図られなくなったりして、社会教育がその役割を十分に果たせない状

況が生じているのではないかとの課題も指摘されている。 
〇 各地方公共団体においては、社会教育が地域コミュニティの形成等を通じて他の

行政分野の施策の円滑な実施にも資するものであること等も踏まえながら、社会教

育の中核的な役割を担う「地域全体の学びのオーガナイザー」として社会教育主事

の配置・活用を進めることが重要である。特に都道府県においては、域内に未配置

の市町村がある場合には、配置の有用性を示しつつ配置促進を図るべきである。 
〇 さらに、社会教育主事の配置のみならず、社会教育を担当する部署の職員のスキル

アップや施策の推進力向上も期待される。 
〇 また、今後の社会教育の推進役となる社会教育人材の活躍促進を図るためにも、社

会教育人材ネットワークの構築を各地方公共団体における社会教育行政の一環と

して位置づけ、広域性を有する都道府県等がその中心的な役割を果たしながら、こ

れを推進するべきである。さらに、こうしたネットワークも活用しながら、社会教

育士の取得後の学びのフォローアップにおいて、都道府県は主導的な役割を果たし、

基礎自治体と連携しながらこれを進めていくことが期待される。このほか、社会教

育士の育成・配置や活用に関する業務も都道府県・市町村が担うべき役割を整理し

た上で、明示すべきである。 
〇 民間企業や NPO など、地域づくり活動の分野などにおいてそれぞれの強みを発揮

しながら社会教育を担っている団体等とこれまで以上に連携関係を強化していく

ことも求められる。その際、特に NPO についてはその専門性を適切に評価し、委

託費等の予算において人件費が適切に積算されるようにするなど、その活動が持続

可能なものとなるよう配慮することが重要である。 
〇 各地方公共団体における社会教育行政の推進においては、社会教育を総合教育会

議の議題とするなど、首長部局との連携をより積極的に図るべきである。なお、社

会教育や地域と学校の連携・協働の必要性に関して首長の理解を得ることが重要で

あるため、首長に対して社会教育等の施策について直接説明できる機会を活用して

いくことも考えられる。 
〇 社会教育委員については、委員の一部への公募制の導入や社会教育士の取得者の

登用などの選任上の工夫のほか、委員による現場視察の実施や議論型会議への転換

などの運用上の改善の取組を進めるべきである。 
〇 なお、制度上の都道府県や市町村の事務を整理するに際しては、より現代的なニー

ズや取組に合致したものとなるよう検討すべきである。 
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（２）国 

〇 各地方公共団体や地域において、社会教育人材を中核とした社会教育の推進体制の

整備が円滑に進むよう、国として必要な措置を講ずることが期待される。具体的には、

社会教育士の資質向上のため、取得後もその専門性をより高めていけるよう研修等

の機会の確保を図るとともに、登録や抹消等が円滑に行える組織体制を整えること

が想定される。また、国において、都道府県等における社会教育人材ネットワークの

整備を優良事例の共有等により支援する役割を果たすことが期待される。その際、例

えば、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターの在り方を見直し、機能を抜本

的に強化していくことを検討することなども考えられる。 
〇 社会教育活動を推進する優れた企業（例えば、商業施設内において行う特徴的な取

組や、基金等を通じた社会教育活動への継続的支援の取組等）を国が表彰するなどし

て、民間事業者に社会教育への関心や参画を高めていくことも考えられる。 
〇 社会教育の裾野を拡大していくため、社会教育に関する導入的講習（短期間・オン

ラインによる履修が可能なプログラム等）を開発・提供するなど、各地方公共団体に

おいて社会教育の裾野が拡大するような環境づくりを推進していくことも重要であ

る。 
〇 国においても、関係省庁間でコミュニティ施策に関する連携を図り、社会教育の必

要性や有用性への認識を共有するとともに、多様な分野で活躍する者に社会教育主

事講習の受講や社会教育人材ネットワークへの参加を促したり、様々な施策の予算

に関しては政策分野横断的な視点から必要な予算を確保したりしていくことも重要

である。 
〇 社会教育を地域コミュニティ政策の基礎として位置づけていくためにも、社会教育

政策の有効性を示すデータの提示や予算の確保が重要である。 
  〇 社会教育士は、一般的にはまだ認知がそれほど進んでおらず、社会教育に関する専

門性や活動に対する信頼性を示すものであることが認識されていなかったり、社会

教育士を有することがどのように実際の活動を進める上で有効なのか、更には自ら

のキャリア形成においてどのような役割を果たしうるのかといったイメージがつか

みにくかったりするのが現状である。また、これらに関する具体的な活躍事例の蓄積

も未だ不十分であるため、制度の周知と併せて活躍事例の収集・展開を進めることが

必要である。 
〇 社会教育士に関しては、社会教育主事の任用の要件としての役割だけでなく、より

広い分野や職種においてその専門性の活用が進むことが望まれるものである。この

ため、行政・NPO ・民間企業等においてその有用性が評価され、さらには採用等の場

面でも社会教育士を有することがより広く評価されるようになることが、活躍機会

の拡大の一環として期待される。この点についても、好事例の収集・展開などを進め

ていくことが重要である。 
 



審議事項２に関する意見の整理【概要】

I．本意見の整理の趣旨

中央教育審議会生涯学習分科会
社会教育の在り方に関する特別部会（令和８年５月）

II．社会教育活動の具体的な推進方策

１．審議事項２の位置づけ

本意見の整理は、中央教育審議会生涯学習分科会社会教育の在り方に
関する特別部会において、特に審議事項２「社会教育活動の推進方策」
に関して集中的に議論された内容を総括し、今後の施策の具体的な方向
性を体系的に提示することを目的とする。

審議事項２においては、さまざまな社会教育の「活動そのもの」に焦
点を当て、その具体的な在り方と、多様な主体との連携による効果的な
推進方策について議論された。これに基づいて確認された現状認識や課
題と、答申に向けて深めていくべき主な検討の視点を整理したもの。

２．社会教育活動の推進に向けた基本的認識

社会教育活動には、地域住民の、開かれたプラットフォームとしての役
割が期待される。また、社会教育は、単なる学習機会の提供ではなく、民
主主義と住民自治を成立させるための社会的基盤を支えるものであり、ひ
いては地域全体の「ウェルビーイング（well-being）」の向上に貢献する。
社会教育の優位性を最大限に生かし、住民の「自己実現」と「社会貢献」
を両立させる活動設計が求められる。今後は、行政分野相互の垣根を越え
て地方自治体の諸施策を貫く「基礎」として「社会教育」を位置づけ、共
通の目標をもって人づくりや活動づくりを推進することが求められる。

１.地域と学校の連携・協働のさらなる推進方策

２.公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の
推進方策

・地域と学校の連携・協働は、「社会に開かれた教育課
程」の実現だけでなく、地域コミュニティが抱える課題
解決、さらには当事者性をもった住民による持続可能な
地域コミュニティ形成につながる意義がある。

・学校と地域の関係性を、「一方向の支援」（ボランティ
ア）から、共通の目標を持つ「双方向のパートナー」へ
移行させることが求められる。

・推進方策の視点としては、参画意欲を高めるため、「学
びの楽しさ」を感じられるような事業の企画や、児童生
徒のロールモデルとなる若年層を巻き込む工夫が有意義。

〇 教員の多忙化を背景に、「学校を周囲が支える」という考え方が主流になりつつある現状に
おいては、「学校を核とした地域づくり」から、こども基本法を踏まえて「子供たちを中心に
置いた社会（こどもまんなか社会）」をつくることを共通目標とすることが適当ではないか。

〇 コミュニティ・スクールにおける対話と地域学校協働活動の連携の相乗効果が表れ、地域と
学校の信頼関係が構築され、公民館における学習活動と地域学校協働活動への展開など、学校
と地域の目標の共有などが図られて、住民の当事者意識が高まり、地域の学校教育と社会教育
それぞれが充実していくのではないか。

〇 社会教育主事養成課程の一部の科目を教職課程の中に位置付けることで、社会教育を学んだ
教員が、地域と学校の協働が求められている学校現場において活躍できるという流れをつくる
ことが重要である。

・公民館や図書館、博物館などの社会教育施設は、従来の
学習提供機能に加えて、現代的な社会課題に対応した
「多機能化」が求められている。

・いずれが所管であっても、社会教育主事等の専門性を生
かした運営の質の向上を図り、地域の実情や住民ニーズ
に応じた柔軟な対応を可能とする仕組づくりが急務であ
る。教育委員会と首長部局による情報共有と連携を密に
し、地域全体の学びと交流の推進に貢献することが求め
られる。

〇 今後、社会教育施設が外国人を含めた幅広い地域住民に利用され、学びが地域と住民をつな
ぐためには、例えばショッピングセンターなどの「生活に密接した施設」と複合化し、こうし
た活動内容が可視化されることも有効ではないか。

〇 障害者や外国人のための社会教育施策を推進するに当たっては、例えば社会福祉協議会や国
際交流協会と公民館が合同で事業を行い、そこに外国人住民が当事者として参加するなどの方
法によって、地域における相互理解の意識を強め、また多文化共生・多様性尊重の文化、風土
を醸成することができるのではないか。

〇 首長部局側も行政課題解決に向けて、学びを基本に据えた取組をしたいという意識が強まっ
ており、社会教育側は待ちの姿勢ではなく、提案を積極的に投げかけていくことで、新しい多
様な事業が生まれるのではないか。こうした協働の学びの場を社会教育側から、とりわけ社会
教育主事の仕事としてアプローチしていくべき。

＜現状認識・課題＞ ＜主な検討の視点＞

資料２



III．答申に向けて

３.青少年教育施設等における青少年体験活動の推進方策

４. 地域コミュニティに関する多様な主体との連携・
振興方策

５.共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含めた
社会教育の推進方策

・青少年教育を取り巻く様々な環境が縮小傾向にある中で、
デジタル環境が進化する今だからこそ、改めて「体験活
動は人づくりの“原点”」であるとの認識を再確認し、
青少年に対してリアルな体験を意図的・計画的・継続的
に提供する体制を全国的に備えることが重要である。

・今後の青少年教育施設は、単なる「場の提供」にとどま
らず、地域や社会と連動しながら体験活動を創出・支援
す機能が求められる。そのため、様々な主体との連携・
協働や民間事業者のノウハウを生かした運営委託や共同
事業により、柔軟で創意工夫に富んだ運営が必要となる。

・総合的なまちづくりの推進を図るうえで、地域コミュニ
ティにおける多様な分野の連携を実効的なものとするた
めには、教育委員会と首長部局の垣根を越えた人づくり
や活動づくりの仕組を構築し、社会教育人材の横断的な
活躍を推進することが極めて重要となる。

・社会教育行政は、NPOの専門性や行政サービスでは十
分に行き届いていない分野についてもきめ細かい取組み
を実践している特性を尊重し、これまで以上に連携を強
化し、対等な協働関係を築く必要がある。

・共生社会の実現に向けた生涯学習に関する事業は、多く
の自治体で取組がなかなか進展していないのが現状であ
る。これらの事業推進における課題としては、人材不足
に関する理由が上位を占めており、活動の担い手そのも
のが不足している現状が浮き彫りとなっている。

・社会教育の「場」「機会」を多様な人々に開放し、参加
者同士が対話を通じて相互理解を深める機会を増やすこ
とが、共生の精神を涵養する上で最も重要である。

〇社会教育人材が青少年教育に活用できる様々な施設や資源を連携させる役割を担うことで、
地域による体験格差の縮小など、さらなる有効活用につながるのではないか。

〇 これからの青少年教育施設の在り方を考えるにあたっては、施設を維持・存続させるために
利用者に提供する価値を適切に評価することも含めて検討することが必要ではないか。

〇 青少年教育施設は、予め作成したプログラムのみを提供するのみではなく、利便性、快適性、
安全性の観点を踏まえつつも、自発的な活動から学びを得る体験を青少年に提供することが重
要な役割ではないか。

〇 中央教育審議会では、平成２５年１月の答申以降、青少年の体験活動を中心とした議論がな
されていないことから、その後の社会情勢等の変化も踏まえて青少年教育が未来に向けてどの
ようにあるべきかについて、いま、あらためて中央教育審議会の場で議論を深める必要がある
のではないか。

〇 NPOによる社会教育活動は、民主的で持続可能な社会の創り手を育成する土台としての役割
を担うという観点からも、行政として財源・人材などの資源を計画的に調達し、その活動が持
続可能なものとなるよう取組むべきではないか。

〇 民間企業や大学が持つ専門性は地域コミュニティやNPOが行う課題解決にも大きな価値をも
たらすものと考えられる。企業における人材育成や、大学における地域連携を担当する者が社
会教育士の称号を取得することで、社会教育の視点を持って地域と共に学ぶことが促進される
のではないか。

〇 大学はその所在する地域と、所属する研究者が各自の研究において活動する地域、という接
点があり、その両方を活用するためにも社会教育人材のネットワークが有効ではないか。

〇 PTA・子ども会等の団体は、子供を起点とした民主的学習の場として再定義し、アップデー
トすることで、若者世代にも開かれた生涯学習のコミュニティへと進化しうるのではないか。

〇 外国人を含めた社会教育について考える際に、まずは日本人に対して、外国の文化や言葉に
ついて理解を深めるよう、社会教育の中で働きかけていくことが重要。

〇 外国人を含むマイノリティの人々が社会に包摂され、地域にどのように溶け込んでいくのか
は非常に大事な問題。昨今、子供の貧困、特に子供たちの間に体験格差が広がっており、格差
解消に向けた社会教育の取組が行われているが、外国人を含む情報弱者には情報が届きにくく
孤立してしまう状況があるため、その観点も含めた社会教育の在り方を考えるべき。

〇社会教育の役割は、障害者や外国人など、困難を抱えやすい人々が意見を表明できる環境を
作り出すとともに、その意見を社会教育人材や地域の人々の協力を通じて広く流通させたり、
対話を通じて公的な意思として提示したりすることにより、社会参加とその過程における学び
を促すことではないか。

１， 今後の社会教育活動を推進するためには、「人」「場」「ネットワーク」という３つの要素を三位一体で強化していくことが必要。これらの活動の推進により、
地域コミュニティにおける「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の好循環が後押しされ、社会全体の「ウェルビーイング（well-being） 」の向上に貢献する。

２．審議事項３「国・地方公共団体における社会教育推進体制等の在り方」の検討に当たっての審議事項２からの接続事項としては、以下の３点が挙げられる。
① 社会教育は、民主主義と住民自治を成立させるための社会的基盤であり、地域全体の「ウェルビーイング（well-being）」の向上に貢献するという観点。
② 対処療法的な改善策ではなく、課題を未然に防ぎながら、社会教育を通じて持続可能な社会の実現を目指すという観点。
③ これからの社会教育の推進方策は、現行制度下で積み上げられてきた取組の価値を引き継ぐとともに、それらを再構築・発展させていくものであるという観点。
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I. 本意見の整理の趣旨 1 
 2 
１．審議事項２の位置づけ 3 

本意見の整理は、令和６年６月の文部科学大臣による「地域コミュニティの基盤を支える4 
今後の社会教育の在り方と推進方策について」の諮問を受け、中央教育審議会生涯学習分科5 
会社会教育の在り方に関する特別部会 （以下「特別部会」という。）において、特に諮問にお6 
ける審議事項２「社会教育活動の推進方策」に関して集中的に議論された内容を総括し、今7 
後の施策の具体的な方向性を体系的に提示することを目的とするものである。 8 

今日の日本社会は、グローバル化、情報化、技術革新が急速に進展する一方で、少子高齢9 
化と人口減少に伴う地域コミュニティの機能の低下という、かつてない構造的な変動に直面10 
している。また、地震・風水害・山火事等の自然災害の多発・甚大化や地球温暖化等の自然環11 
境の変化も人々の生活に大きな影響を与えている。このような状況下で、住民一人ひとりが12 
生涯にわたって学び続け、自ら当事者として形成し続けることで、地域課題の解決に主体的13 
にかかわり、持続可能な社会を構築することが喫緊の課題となっている。その基盤は住民相14 
互の関係に支えられる民主主義と住民自治であり、人々のつながりやかかわりの土壌をつく15 
る営みである社会教育の果たすべき役割には極めて大きなものがあるといえる。 16 

そこで、審議事項２においては、諮問で示されたさまざまな社会教育の「活動そのもの」17 
に焦点を当て、その具体的な在り方と、多様な主体との連携による効果的な推進方策につい18 
て議論された。本意見は、その過程で確認された現状認識や課題をとりまとめるとともに、19 
総括的な答申の作成に向けて、さらに深めていくべき主な検討の視点を整理したものである。 20 

審議事項２に関する意見の整理としては、諮問で示された、地域コミュニティの基盤強化21 
に直結する以下の５つの主要なテーマを包括している。 22 
・地域と学校の連携・協働のさらなる推進方策 23 
・公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の推進方策 24 
・青少年教育施設等における青少年体験活動の推進方策 25 
・地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様な主体が担う活動との連携・振興方策 26 
・共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含めた社会教育の推進方策 27 

これらのテーマは、いずれも従来の狭義の社会教育の枠組みを超え、地域コミュニティに28 
おける実践を踏まえつつ、教育、防災、福祉、子育て、環境問題、産業、まちづくりといった29 
多分野にわたる活動の在り方にも関わるものであり、社会教育活動の地域コミュニティに根30 
差した 「現場力」、すなわち課題の実態に即した解決に向けた取組みを強化するための５つの31 
領域であるとも捉えられる。 32 

また、これまでの特別部会における具体的な事例に基づく議論を通じて、社会教育活動は、33 
単なる知識の提供や趣味活動の場に留まらず、地域コミュニティにおける「人づくり・つな34 
がりづくり・地域づくり」の３要素が相互に作用しあう「好循環」を生み出すための核とな35 
る営みであるという認識があらためて共有されている。 36 
・人づくり： 住民の主体的な学びを促し、行政に過度に依存することなく、自ら地域社会を37 

つくっていく意識を育む。 38 
・つながりづくり： 多様な価値観を持つ人々が交流し、信頼の関係性と協働のネットワーク39 

を築く。 40 
・地域づくり：  「人づくり」と「つながりづくり」の成果が、地域課題の発見と解決だけで41 
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なく、課題発生の未然防止にも結び付き、持続可能な地域コミュニティを創出する。 1 
これらの好循環をより強固なものとするため、社会教育人材の専門性の発揮と活躍および、2 

活動の裾野を広げるためアプローチが重要となる。 3 
 4 
 5 
 6 
２．社会教育活動の推進に向けた基本的認識 7 

日本社会においては、人口が相対的に多く集積している大都市を中心に、地縁や血縁に基8 
づく伝統的な地域コミュニティのつながりが弱体化し、それに伴って地域住民の孤立や社会9 
活動への参画意欲が低下していることが指摘されて久しい。また、少子化に伴う人口の急激10 
な減少が進む中山間地域や小規模自治体においても、地域コミュニティ活動の担い手の減少11 
から、伝統的な地域コミュニティ機能の脆弱化が課題となっている。これらは、地域コミュ12 
ニティの住民相互のつながりが切断され、人々が孤独化していることが根本的な原因となっ13 
ている。 14 

このように、人口規模の大小によらず、いずれの地域社会においても、防災、福祉、子育15 
て、環境問題、産業、まちづくりなどの地域課題は複雑化・困難化している。このような状況16 
下で、社会教育活動は、地域住民が自発的に集い、共通の課題について学び、対話を通じて17 
合意形成を図り、具体的な行動へと繋げるための、 「開かれたプラットフォーム」としての役18 
割を担うことが期待される。社会教育は、学習と活動を通して、人と人とのつながりを生み19 
出し、地域課題を解決し、また新たなまちづくりを創造していくという「過程（プロセス）」20 
の中にこそ、その本質がある。何を学ぶのかという学びのターゲットを重視するのみではな21 
く、人と人との学習とかかわりの過程（プロセス）から、活動を生み出していくことが重要22 
視される。 23 

また、社会教育は、単なる学習機会の提供ではなく、 「民主主義」1と 「住民自治」を醸成し24 
成立させるための社会的基盤を支えるものであり、ひいては地域全体の住民にとっての「ウ25 
ェルビーイング（well-being）」の向上に貢献する。特別部会のこれまでの議論の中では、社26 
会教育活動は、「住民自治」の基盤となる「信頼の関係性」や「人々の共通認識」を醸成し、27 
「場や関係性のウェルビーイング」を充実させる機能において、他の行政施策に比べて相対28 
的に優位性を有することが指摘されている。この優位性を最大限に生かすとともに、他の行29 
政分野との連携を促すことにより、社会教育をとおして、住民の「自己実現」と「社会貢献」30 
を両立させる環境整備・活動設計が求められる。 31 

多様な地域課題の解決には、教育委員会だけでなく、防災、福祉、子育て、環境、産業、ま32 
ちづくり等を所管する首長部局との連携・協働が不可欠である。しかしながら、一般に、国33 
の各省庁の政策や予算が所管に基づいて執行される傾向にあるように、地方行政においても、34 
教育行政と一般行政の間にはいわゆる部署ごとの「縦割り」の障壁が存在し、未だに地域課35 
題に総合的に対応しきれていない現状があると言える。そこで、この行政分野相互の垣根を36 
越えて総合的な課題解決を図るためにも、地方自治体の諸施策を貫く「基礎」として「社会37 
教育」を位置づけ、共通の目標をもって人づくりや活動づくりを推進することが有用である。 38 

 
1 本稿における民主主義とは、政治形態のみならず、多様な人々が声を出すことのできる、そし

てそれが傾聴され、反映されることで、多様な人々が仲間や社会を信頼でき、そこに希望を見出

すことができるような互恵的な共生社会の実現につながる営みという意味も含む。 
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さらに、多様化する社会教育活動を効果的に推進するためには、その中核を担う専門人材、1 
すなわち社会教育主事・社会教育士をはじめとする社会教育人材の役割と活躍が極めて重要2 
となる。社会教育人材は、活動を企画・運営する専門性に加え、多様な主体間のネットワー3 
クづくりを駆使し、学びをコーディネートする能力を有する行政的・実践的な人材である。4 
一方で、多くの地方自治体ではこうした人材の不足が課題として挙げられており、社会教育5 
人材を確保・育成していくためには、その専門性を教育委員会内だけでなく、地方自治体の6 
首長部局や地域の多様な主体（企業、民間事業者や NPO 等）においても、汎用的に活躍でき7 
る仕組として構築することが、今後の社会教育活動の推進に当たって重要な要素となる。  8 
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II. 社会教育活動の具体的な推進方策 1 
 2 
１．地域と学校の連携・協働のさらなる推進方策 3 

1-1. 連携・協働が不可欠となる現代の教育課題 4 
今日の学校は、「社会に開かれた教育課程」の実現を求められているが、一部の学校では、5 

地域との目標共有や具体的な活動への結びつけが十分ではないことから、地域との連携が不6 
十分な実態がある。とはいえ、教職員の長時間労働や、不登校・いじめの増加、複雑化・多様7 
化する子供たちの課題への対応は、学校単独の取組みや努力だけでは限界を迎えており、地8 
域住民の理解と協力による「地域に開かれた学校」を実現することが、喫緊の課題となって9 
いるといってよい。また、地域と学校の連携・協働は、 「社会に開かれた教育課程」の実現や10 
学校の課題解決に資するだけでなく、平時の地域課題の解決に向けた取組を促すとともに、11 
防災や災害時の対応及び災害からの復興といった地域コミュニティが抱える課題解決に資す12 
ることになる。さらには、地域住民が教育にかかわることにより、当事者性を持った住民に13 
よる持続可能な地域コミュニティ形成につながる意義がある。こうした地域と学校の連携・14 
協働を支えるうえで、 「地域学校協働活動推進員」として活躍する社会教育人材の配置をはじ15 
めとして、学校教育と社会教育の連携の充実が求められる。 16 
 17 
＜主な検討の視点＞ 18 
○ 学校教育と社会教育の橋渡しの役割を果たす社会教育人材が、持続可能な地域コミュニテ19 

ィ形成の重要な基盤となり得る。学校教育の観点では、教員が担う業務の適正化の推進の20 
ためには、保護者や地域住民、首長部局等の理解、協力、連携が不可欠である。社会教育の21 
観点では、一般に、各自治体においては社会教育施設の拡充や更新についての取組みが縮22 
小されてきていることに加えて、社会教育への多様な参加者の確保も課題である。そこで、23 
学校教育で進められている「クラブ活動の地域移行」や「学校施設の地域利用」などを契24 
機として、学校教育と社会教育の更なる融合の発想と具体化が必要ではないか。 25 

○ 教員の多忙化を背景に、「学校を周囲が支える」という考え方が主流になりつつある現状26 
においては、 「学校を核とした地域づくり」から発展して、2023 年の『こども基本法』の27 
施行を踏まえて「子供たちを中心に置いた社会 （こどもまんなか社会）」をつくることを共28 
通目標とすることが適当ではないか。 29 

○ 保護者の PTA 活動参加に伴う業務についての負担感があるという課題に対しては、仕事30 
や育児等と両立しながら、PTA や地域学校協働活動等の社会教育活動に参加することがで31 
きるような環境の整備も必要ではないか。 32 

○ 限られた者のみが PTA 活動に参画するのではなく、様々な分野・組織に属する人々を包33 
含した組織とすることが、PTA が学校教育の質の向上に向けた社会教育活動を実践する組34 
織としてより持続的なものとすることにつながるのではないか。 35 

○ 学校は、災害発生時に避難所として活用される防災拠点の一つであるため、日常的に学校36 
と地域との良好な関係性を構築しておくことが重要である。今日、防災の観点から CS の37 
導入と活用を図ろうとする自治体が増えていることからも、このような観点を強調するこ38 
とで、CS や地域学校協働活動の重要性についての首長はじめ、首長部局の理解促進にも39 
つながり、社会教育の持つ機能の有用性が再認識されるのではないか。 40 

 41 
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1-2. コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進 1 
コミュニティ・スクール（以下「CS」という。）と地域学校協働活動は、それぞれ異なる目2 

的を持つが、両者の一体的な推進が不可欠である。CS は学校運営への地域住民の参画を通じ3 
て、スクールガバナンスを強化し、学校づくりを促進する制度であり、地域学校協働活動は、4 
学校支援にとどまらず、地域住民が主体的に参画し、学校を核とした地域づくりを目的とす5 
る活動である。現状、全国的に CS の導入は進んでいるが、両者を一体的に整備している学6 
校は 51.6%にとどまっており、両方の導入の加速と CS の取組の形骸化防止が課題である。7 
そのことを通して、学校と地域の関係性を、地域から学校への 「一方向の支援」から、共通の8 
目標を持つ「双方向のパートナー」へ移行することが求められる。また、CS と地域学校協働9 
活動の連携を単発で一過性の事業や関係性に終わらせることのないようにするためにも、ど10 
ちらかを受け身の立場にするのではなく、対等な関係の下で相互に継続的に伴走していくこ11 
とが、次の取組への「創発性」につながるという視点も不可欠である。 12 
 13 
＜主な検討の視点＞ 14 
○ 教育委員会と首長部局の連携が促進されることによって、コミュニティ・スクールにおけ15 

る対話と地域学校協働活動の連携の相乗効果が表れ、地域と学校の信頼関係が構築され、16 
公民館における学習活動の地域学校協働活動への展開、さらには学校と地域の目標の共有17 
などが図られて、住民の当事者意識が高まり、地域の学校教育と社会教育それぞれが充実18 
していくのではないか。 19 

○ 障害者や外国人を対象とする社会教育の取組が少ない現状においては、好事例を積極的に20 
発信し共有を図り、共生社会の実現が全ての人々にとって今後必要な課題であることが認21 
知されることが必要である。次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方の 1 つに22 
は「多様性の包摂」が含まれている。その実現のためには、障害者や外国人の児童生徒が23 
相互に、また健常児童・生徒と共に学び、活動しあうコミュニティ・スクールや地域学校24 
協働活動が有用ではないか。 25 

○ 外国にルーツのある子供や障害のある子供に係る課題については、学校だけではなく地域26 
や保護者も一緒に課題を共有し、取組を進めることが必要であり、社会教育人材、地域学27 
校協働活動推進員や地域連携担当教員も、次期学習指導要領の検討の際の共通の３つ視点28 
の 1 つである「多様性の包摂」の観点を持つことが必要である。 29 

 30 
 31 
1-3. 推進のための社会教育人材の役割強化 32 

地域学校協働活動推進員は、学校と地域のつなぎ役、新たな活動の企画立案という重要な33 
役割を担うことから、その資質能力の向上が喫緊の課題である。地域学校協働活動推進員に34 
対して社会教育士の称号取得を促進し、社会教育主事とのネットワークを構築することで、35 
活動の質を担保するとともに、学校への常駐化など積極的委嘱を進めることで、CS の意義を36 
実現するとともに、教職員の負担を軽減する実効的な体制整備につながることが求められる。 37 

この推進方策の視点としては、住民の参画意欲を高めるため、「学びの楽しさ」を感じられ38 
るような事業の企画や、従来の保護者層だけでなく、児童生徒のロールモデルともなる大学39 
生や勤労者等の多様な若年層に対して、担い手としての参加を促す工夫が有意義である。 40 
 41 
 42 
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＜主な検討の視点＞ 1 
○ 教員の多忙化の中、コミュニティ・スクールを活性化し学校と地域が連携するためには、2 

各小中学校に大学での設置が促進されている「地域連携室」のようなものを置き、社会教3 
育士が地域とのコーディネートを担うと良いのではないか。また、社会教育施設が首長部4 
局所管の場合、社会教育主事や教育委員会との連携が弱くなる傾向が懸念されるため、学5 
校にいる社会教育士との連携を通じて、担当部局を超えた密接な関係を創れると良いので6 
はないか。 7 

○ 社会教育主事養成課程の一部の科目を教職課程の中に位置付けることで、社会教育を学ん8 
だ教員が、地域と学校の協働が求められている学校現場において活躍できるという流れを9 
つくることが重要である。 10 

○ 公民館の職員や社会教育主事が、高校コーディネーターとともに、高校の探究学習に関わ11 
ることは、今後の持続可能な社会の創り手を育成する上で重要である。今後の社会教育に12 
は、より積極的に学校教育に関わることで、地域と学校の協働・共創のハブ（プラットフ13 
ォーム）としての役割を果たしていくことが求められるのではないか。 14 

○ 学校教育と地域教育をつなぐ人材として位置づけられている地域学校協働活動推進員に15 
は、専門性が求められている一方で、無償あるいや非常に低い賃金で雇用されたり、任用16 
されたりしているという実態がある。こうした人材の今後の活躍や専門性を担保していく17 
ためにも、身分や報酬をどのように保障していくかも検討が必要な視点である。 18 

 19 
 20 
２．公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の推進方策 21 

2-1. 社会教育施設に求められる多機能化と居場所づくり 22 
公民館や図書館、博物館などの社会教育施設は、従来の学習提供機能に加えて、目下の社23 

会課題に対応した「人と人とをつなぐ場としての機能」など多機能化が求められている。特24 
に近年注目されているのは、「居場所づくりの機能」と「多世代交流の拠点としての機能」で25 
ある。まず、「居場所づくりの機能」については、社会教育施設が、不登校の子供を含めた子26 
供の居場所や、若者の交流や活動支援の場として活用されることは、社会的な孤立を防ぐ上27 
で有効である。また、「多世代交流の拠点としての機能」を果たす場については、移住者を含28 
む多世代の地域住民が日常的に交流し、地域コミュニティを形成・維持する「開かれた場」29 
としての機能を果たすことが期待され、地域コミュニティの機能の低下が進む昨今、より重30 
要性を増している。 31 

その一方で、ある種の楽しさや面白さをきっかけに活動が始まっていくような、気軽に行32 
くことができる居場所や空間も重要であり、今後の社会教育施設の在り方を考えるに当たっ33 
ては、こうした「目的が明確な学びの手前」という視点を持つことも求められる。 34 
 35 
＜主な検討の視点＞ 36 
○ 海外では、地域の図書館が外国人住民の学びや居場所になっている例がある。日本語学校37 

は都市部に集中しているため、外国人住民の学習機会の保障には、地域の身近な社会教育38 
施設を活用できるのではないか。その際、外国人を学習の対象者として位置付けるだけで39 
はなく、地域社会の一員として主体的に学習活動の運営に参加し、社会参加できるような40 
支援も必要である。また、社会教育関係職員の養成の段階から、マイノリティの人々のニ41 
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ーズを取りあげ、円滑なコミュニケーションの取り方も扱うべきである。 1 
○ 現役世代は子育てや仕事が忙しく、時間的に余裕がなく、公民館に足が向かない傾向があ2 

る。そのため、たとえば、乳幼児を育てる保護者と従来は参加を躊躇していた傾向がある3 
小中高校生が参加しやすい場とする視点も求められる。こうした、従来社会教育施設や事4 
業に参加が少なかった対象に向けて、社会教育の柔軟性や面白さを経験してもらい、それ5 
ぞれの必要に応じた公民館の利用や地域での活躍を促す柔軟性や包容力も重要である。 6 

○ 地域の公民館において開かれる日本語教室を社会教育主事がコーディネート・ファシリテ7 
ートしたり、社会福祉との連携を調整したりするなどの事例が増えている中、社会教育主8 
事が外国人や障害者を含めた共生社会に関する幅広い視点を持てるよう、社会教育主事講9 
習等の内容に含めることが必要ではないか。 10 

○ 外国人住民も地域を支える担い手として活躍できる地域づくりのためには、外国人住民と11 
地域をつなぐ存在が必要である。加えて、社会教育に携わる人材には、外国人との共生だ12 
けでなく、そこに住む障害者も含めて、各地域の状況に合わせて地域社会のウェルビーイ13 
ングをデザインすることも求められるのではないか。 14 

○ 共生社会の実現のために各自治体等で行われる社会教育の取組は、いまだ量・質ともに少15 
なのが現状である。社会教育関係者は、社会的に排除される傾向にある人々の存在が社会16 
教育の本質的な課題を提起しているという意識を持つ必要があるのではないか。 17 

○ 社会教育の役割は、障害者や外国人など、困難を抱えやすい人々が意見を表明できる環境18 
を作り出すとともに、その意見を社会教育人材や地域の人々の協力を通じて広く共有した19 
り、対話を通じて公的な意思として提示したりすることにより、彼らの社会参加とその過20 
程における学びを促すことではないか。 21 

〇 社会教育施設には、孤独や社会的な生きづらさを抱える人を、趣味の集まりやボランティ22 
ア活動などへの参加を通して地域の社会資源へつなぐ「社会的処方」という機能も期待さ23 
れる。 24 

○ 各地域において外国人との共生社会の実現を図る上では、従来は教育において取り上げら25 
れることの少なかった宗教や生活様式などについて相互理解を深める取組が必要であり、26 
社会教育の観点からもアプローチを強化していくことが重要になるのではないか。 27 

○ 今後の社会教育の推進に当たっては、図書館の活用と図書館司書の活躍も一つの鍵であり、28 
社会教育主事、社会教育士、図書館司書の連携や産学官の連携が非常に重要ではないか。 29 

○ 産業振興など社会教育以外の領域においても、公民館はコミュニティの主体の一つとして30 
役割を果たしている地域があるとの認識が、行政分野横断的に共有されるべきではないか。 31 

○ 社会教育が他分野と連携するに当たって、現行法の厳密過ぎる運用という課題、例えば公32 
民館では営利活動が一切禁止されているとの認識が一部存在するなどのケースがあり、今33 
後、社会教育政策を振興していくうえで改善すべき点の一つとして考えられる。 34 

○ 公民館は地域の住民が自ら地域づくりに取り組む拠点としての役割を果たしてきたが、今35 
後は教育委員会と首長部局とが緊密に調整しながら、一体的な行政運営の中で、各地域に36 
おける望ましい公民館の在り方について考えることが求められるのではないか。 37 

○ 公民館、図書館、博物館等の社会教育施設については、それぞれが有する機能をどのよう38 
に生かして持続可能な地域社会の構築につなげるべきか、という視点とあわせ、施設の在39 
り方を検討することが必要ではないか。また、少子化にともなって、学校と社会教育施設40 
との機能連携の在り方などについても、検討する必要があるのではないか。 41 

○ 人口減少社会においては、社会教育施設を中核として公共施設の複合化を図ることも必要42 
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である。その際、幅広い年齢層の住民が利用できることや、多様な活動に利用できること1 
が重要ではないか。 2 

○ 今後の社会教育施設は、従来の社会教育に関する要素だけでなく、社会教育以外の要素と3 
の接合を図る専門性を持った社会教育人材が関わることや、誰もが無料で利用できる居場4 
所として、「学習活動の入口の機能」を担うことが重要になるのではないか。 5 

○ これからの社会教育施設には、デジタル技術を活用して、若者単身世帯などこれまで社会6 
教育施設との接点が少なくなりがちだった年代層との接点を構築したり、地域の外に対し7 
て独自の価値を発信することで活動資金を獲得したりするなどの新たな取組が期待される8 
のではないか。 9 

○ 社会教育施設が自身の学習活動には関係がないと考える住民に対しても、活動への参画を10 
促す仕組づくりが必要であり、利用者が何を目的に来館しているのか、どのような学びを11 
得ているのかなどのエビデンスの収集と合わせて、検討が必要ではないか。 12 

○ 社会教育施設の種類毎の役割の違いに加え、所在地や対象とする範域等によって、各施設13 
が担うべき役割は異なるため、それぞれの状況に応じて活性化のための方策を議論するこ14 
とが必要ではないか。また、こうした議論に当たっては、現場で生じている課題に対し、15 
より高次の解決策を提起する役割として、社会教育人材の参画も重要ではないか。 16 

○ 図書館や博物館が、学校やその他の施設との連携強化を図るに当たっては、そのための専17 
門窓口の設置や、社会教育士の称号を取得した司書や学芸員の配置など、社会教育の専門18 
性を有する人員を配置することが有効ではないか。 19 

○ 今後、社会教育施設が外国人を含めた幅広い地域住民に利用され、学びが地域と住民をつ20 
なぐためには、例えばショッピングセンターなどの「生活に密接した施設」と複合化し、21 
活動内容が可視化されることも有効ではないか。 22 

○ 社会教育を基礎として、地域コミュニティの活性化を図る取組が拡大しており、公民館は23 
その拠点としての機能を担うようになっているのではないか。 24 

○ これからの公民館は、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の取組を踏まえつつ、25 
さらに学校と地域の連携を促進したり、子供の体験活動の機会を提供したりする場所とし26 
ての機能を発揮することが求められるのではないか。 27 

○ 近年、公民館施設の所管を首長部局に移管する例がみられるが、その結果の検証や、「公28 
民館の設置及び運営に関する基準」の見直しなど、社会情勢の変化を踏まえ、公民館施策29 
の在り方を検討することが必要ではないか。 30 

 31 
 32 
2-2. 学習や活動の質の向上を目指す、教育委員会と首長部局の連携の必要性 33 

公立社会教育施設に関する事務を首長部局に移管する地方公共団体が増加している。この34 
ような中で、施設の所管が教育委員会である施設の方が、共生社会の実現に向けた生涯学習35 
に関する事業の実施率がやや高い傾向にあるというデータも存在する 2。 36 

しかしながら、いずれが所管であっても、社会教育主事等の専門性を生かした運営の質の37 
向上を図り、地域の実情や住民ニーズに応じた柔軟な対応を可能とする仕組づくりが急務で38 

 
2 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター「令和４～６年度奉仕活動・体験活動の推進・

定着のための研究開発 共生社会の実現を推進する社会教育とボランティアに関する調査研究

報告書」P.55～56 
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ある。教育委員会と首長部局による情報共有と連携を密にし、地域全体の学びと交流の推進1 
に貢献することが求められる。 2 
 3 
＜主な検討の視点＞ 4 
○ 自治体の実情に応じて、たとえば、教育委員会所管の公民館と首長部局所管の国際交流協5 

会が連携することで、各地域の外国人が地域住民と交流するような活動が活発化するので6 
はないか。 7 

○ 障害者や外国人のための社会教育施策を推進するに当たっては、例えば社会福祉協議会や8 
国際交流協会と公民館が合同で事業を行い、そこに外国人住民が当事者として参加するな9 
どの方法によって、地域における相互理解の意識を強め、また多文化共生・多様性尊重の10 
文化、風土を醸成することができるのではないか。 11 

○ 防災訓練や就労支援など、障害者や外国人も対象とする事業を実施する主体をつなぐ役割12 
を社会教育人材が果たすことで、社会教育の意義が様々な場面で実感されるようになるの13 
ではないか。 14 

○ 生活者としての障害者や外国人を巻き込んだ施策を推進するに当たっては、防災活動を基15 
盤に福祉や経済などの活動を加えることや、地域の外から来た者がより地域の資源に気づ16 
きやすいという点を踏まえた実践活動を重視することも必要ではないか。 17 

○ 首長部局側も行政課題解決に向けて、学びを基本に据えた取組をしたいという意識が強ま18 
っており、社会教育側は待ちの姿勢ではなく、提案を積極的に投げかけていくことで、新19 
しい多様な事業が生まれるのではないか。こうした協働の学びの場を社会教育側から、と20 
りわけ社会教育主事の仕事としてアプローチしていくべきである。 21 

○ 各省庁がそれぞれの推進するコミュニティ施策においてコーディネーターを重視した結22 
果、地方の現場では各施策分野においてコーディネーターのなり手の奪い合いが生じてい23 
る状況にある。一人が複数の施策のコーディネーターを併せ持つことができる仕組をつく24 
ることが重要ではないか。 25 

 26 
 27 
３．青少年教育施設等における青少年体験活動等の推進方策 28 

3-1. 青少年体験活動の課題と今後取り組むべき方向性 29 
青少年が多様な体験に触れる機会は年々減少しており、各種の調査においても、青少年団30 

体や地域の団体が行う自然体験活動に参加した者の割合は大きく減少している。また、放課31 
後や休日の過ごし方について、保護者の希望では、世帯年収が多くなるほど「運動やスポー32 
ツをする」、「キャンプ・登山などの野外活動をする」、「ボランティア活動をする」と回答す33 
る割合が大きくなる傾向がみられた一方で、「テレビをみたり、音楽をきく」、「ゲームをする」34 
と回答する割合は小さくなる傾向がみられたというデータもある 3。 35 

子供たちの様々な体験活動機会の減少傾向の一方で進む「体験格差」の拡大、またそれら36 
の機会と場を提供する中心的な役割を果たす公立の青少年教育施設の減少など、青少年教育37 
とくに体験活動を取り巻く様々な環境が縮小傾向にある中で、デジタル環境が進化する今だ38 
からこそ、改めて「体験活動は人づくりの“原点”」であるとの認識を再確認し、青少年に対39 

 
3 独立行政法人国立青少年機構「青少年の体験活動等に関する意識調査（令和４年度調査）報告

書」（令和６年３月）P.99 
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してリアルな体験を計画的・継続的に提供する体制を全国的に備えることが重要である。 1 
同時に、青少年教育施設では、体験活動に加えて、青少年が意見交換する機会をもち、対2 

話を通じて事業を企画し、その上で活動を実践するような青少年参加型の取組みの事例もみ3 
られてきている。 4 

そこで、青少年教育施設においても、体験活動に加えて、青少年の提案を生かした活動の5 
多様性を図る必要性も出てきている。 6 
＜主な検討の視点＞ 7 
○ 青少年教育に活用できる様々な施設や資源は各地域に存在しており、社会教育人材がそれ8 

らを連携させる役割を担うことで、地域による体験格差の縮小など、さらなる有効活用に9 
つながるのではないか。 10 

○ 全国で事業を展開している国立青少年教育施設は、共働き世帯や貧困世帯など、子供を体11 
験活動に連れていくことが困難な家庭に対してそうした機会を提供するなど、その役割は12 
より重要度を増すと考えられることから、さらに積極的な取組が求められるのではないか。 13 

○ 青少年教育活動について議論を行うに当たり、今日における「青少年」の意味や、「青少14 
年教育」「青少年体験活動」とは何か、という観点も同時に踏まえることが必要ではないか。 15 

○ 自治体における青少年教育活動の推進方策として、首長部局と社会教育主事が連携し、16 
様々な公共施設を子供の居場所として活用することで、子供が地域やまちに対して意見を17 
表明できる環境を構築することも方策の一つとして有効ではないか。 18 

○ 教員の働き方改革や関連費用の高騰などの影響で、学校単独で質の高い体験活動を継続す19 
ることが困難になりつつあることから、安全性を担保しながら地域と連携して体験活動を20 
実施できるような仕組の充実や、青少年教育施設の職員が地域学校協働活動に日常的に参21 
加するなど、学校教育の一環としての体験活動を支える環境の整備が重要ではないか。 22 

○ 青少年教育の取組に当たり、子供たちの体験格差に関わって、外国人を含む情報弱者へ情23 
報が届きづらいことや、各家庭における家計状況の違い等について十分留意することが必24 
要ではないか。 25 

○ 中央教育審議会では、平成２５年１月の答申以降、青少年の体験活動を中心とした議論が26 
なされていないことから、その後の社会情勢等の変化も踏まえて青少年教育が未来に向け27 
てどのようにあるべきかについて、いま、あらためて中央教育審議会の場で議論を深める28 
必要があるのではないか。 29 

 30 
 31 
3-2. 青少年体験活動の推進に資する民間活力の活用も含めた青少年教育施設の在り方 32 

利用者減少や財政制約等により、青少年教育施設が地域における体験活動の拠点として十33 
分に機能していないことが指摘される中、今後は、単なる「場の提供」にとどまらず、地域や34 
社会と連動しながら体験活動を創出・支援する拠点としての機能が求められる。そのため、35 
NPO、企業、大学、地域団体等との連携 ・協働を積極的に進め、多様なプログラム開発や人36 
材交流を促進するとともに、民間事業者のノウハウを生かした運営委託や共同事業により、37 
柔軟で創意工夫に富んだ運営が必要となる。特に民間活力の導入に当たっては、営利性が過38 
度に優先されることのないよう、公共性・教育的意義・公平性を明確に位置付けることが必39 
要である。利用者負担の在り方に配慮し、経済的事情に左右されず参加できる仕組を確保す40 
る一方、学校教育や地域学校協働活動等と連動し、日常的な学びと体験活動をつなぐハブと41 
して機能も維持していくことが求められる。 42 
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青少年教育施設は、青少年教育のための重要施設としての役割だけでなく、地域課題の解1 
決や世代間交流の場として、地域の多様な世代全体に開かれ、生活に密着した施設としての2 
運営も必要である。 3 

また、社会や青少年の生活の変化（デジタル化、多様化）に対し、施設機能や事業内容の更4 
新が追いついていないといった課題も指摘されている。デジタル技術の活用による事前・事5 
後学習支援、活動成果の発信等を進めることや防災・環境・多文化共生など、現代的課題に6 
対応した体験活動を展開できる柔軟な施設機能を整備していくことも必要である。 7 
＜主な検討の視点＞ 8 
○ 青少年教育施設の老朽化等に伴い、施設運営にＰＦＩを導入する例がみられるが、自治体9 

の直営でなくなった後も、施設運営の理念を明確化し、青少年教育のための重要施設とし10 
て位置付けることが重要ではないか。 11 

○  「国立青少年教育施設の振興方策に関する検討会」でも議論があった通り、体験活動は子12 
供の未来の可能性を広げる上で非常に重要な役割を担うものであり、青少年教育が未来に13 
向けてどのようにあるべきかについて、さらに議論を深める必要があるのではないか。 14 

○ 青少年教育施設は本来、プログラム化され、目的を持った教育活動を提供するための場で15 
はなく、非日常的な場面に限定しつつも、公民館や図書館等の他の社会教育施設と同様に、16 
自由な学びや余暇を保障する場となることで、民主主義や自治的な社会づくりにつながっ17 
ていく場所であるという視点を再確認することが必要ではないか。 18 

○ 青少年教育施設の取組を評価するに当たっては、長期間の事業が大会等の形として実現す19 
るまでのプロセスも含めて、施設が何を実現させたかを評価することで、施設の必要性を20 
判断することが求められるのではないか。 21 

○ これからの青少年教育施設の在り方を考えるに当たっては、施設を維持・存続させるため22 
に必要な収益を確保することのみではなく、利用者に提供する価値を適切に評価すること23 
も含めて検討することが必要ではないか。 24 

○ 青少年教育施設は、予め作成したプログラムを提供するのみではなく、利便性、快適性、25 
安全性の観点を踏まえつつも、自発的な活動から学びを得る体験を青少年に提供すること26 
が重要な役割ではないか。 27 

○ 国立青少年教育施設や、地方の中核になる施設が、様々な地域で青少年教育に関わる者や28 
団体をネットワーク化する役割を担うことで、青少年教育施設の知名度を高め、その利用29 
者を拡大することにもつながるのではないか。 30 

○ 青少年教育施設は、必ずしも非認知能力を高めるために非日常的な体験活動をするためだ31 
けではなく、居場所やユースワークといった文脈において、広い視野でその役割を捉える32 
ことも重要である。 33 

○令和 5 年にこども家庭庁が設立されるとともに『こども基本法』が施行された。第 3 条第34 
3 項には、 「全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全て35 
の事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」36 
が規定されている。そこで、青少年教育施設をはじめ、特に青少年を対象にした社会教育37 
事業を企画し運営する際には、青少年の意見を表明する機会及び社会的活動に参画する機38 
会の保障を念頭においた取組みが求められる。 39 

 40 
  41 



13 
 

４．地域コミュニティに関する多様な主体との連携・振興方策 1 

4-1. 首長部局のコミュニティ施策と社会教育の連携 2 
地方自治体の町会・自治会・地域活動団体等のコミュニティ組織は、地縁を基盤として、3 

網羅的・包括的な活動を行っているため、地方自治体の中には主として「地域コミュニティ」4 
に関わる行政を総合行政として取り組んでいる事例があるとはいえ、一般的には行政の仕組5 
が分野ごとに縦割りの傾向があるため、コミュニティにおける活動は、行政分野ごとに所管6 
が分断される傾向がみられる。そこで、地域コミュニティにおける、まちづくり、福祉、防災7 
といった主として首長部局の施策を実効性のあるものとするためには、社会教育の持つ、個8 
別的な課題解決に留まらない、住民自治の基盤となる「信頼の関係性」や「人々の共有意識」9 
を醸成するという機能が、その取組みの「基礎」として位置づけられることが有効である。 10 

したがって、総合的なまちづくりの推進を図るうえで、地域コミュニティにおける多様な11 
分野の連携を実効的なものとするためには、首長のリーダーシップのもと、教育委員会と首12 
長部局の垣根を越えた人づくりや活動づくりの仕組を構築し、社会教育人材の横断的な活躍13 
を推進することが極めて重要となる。 14 
 15 
＜主な検討の視点＞ 16 
○ コミュニティ・スクールや地域学校協働活動など、既存の仕組を地域づくりに有効に活用17 

することについても、首長との連携を強化すべきである。 18 
○ 文部科学行政以外にも社会教育の重要性が理解されるよう、多様な人の学びを他省庁の策19 

定する戦略やビジョンに位置づけることも必要ではないか。 20 
○ 行政のセクショナリズムを超えることが重要であり、行政の中にノットワーカー4 的な役21 

割が求められる。 22 
○ 現在、各省庁で進められている地域コミュニティ施策において、民間企業で働く地域住民23 

に活躍の機会を提供しその参画を促す仕組づくりや、地域コミュニティへの参画が企業の24 
社会的責任であることの意識付けについて、さらに積極的に推進していくべきではないか。 25 

○ 首長部局が子供に関する施策を実施する際には、福祉・保健や地域コミュニティ分野、地26 
域貢献に意欲のある地元の企業など様々な主体との連携が重要であり、こうした学校外の27 
地域コミュニティでの活動の支援に当たっては、社会教育がつながりを促しコーディネー28 
トするという要素が有効となるのではないか。 29 

○ 社会教育は人々の 「つながり」や 「かかわり」の土壌を耕し、社会基盤を作る役割を担っ30 
ており、様々な一般行政に先行して取り組むべきではないか。その際、社会教育的な発想31 
や手法を学び、各省庁所管のコーディネーターの役割を担うことができる人材を要所に配32 
置していくことが重要ではないか。 33 

○ 各省庁が推進する地域コミュニティ施策の対象となる多様な人々は、単にサービスの対象34 
者ではなく、むしろ活動の担い手でもあり、これを支援する人材は社会教育人材であると35 
言えるのではないか。 36 

○ 社会教育は収益に結び付きづらく、行政が積極的に取組まざるを得ない分野であるため、37 
教育委員会に加えて、首長部局も十分に社会教育の意義を理解して施策を推進するべきで38 
はないか。 39 

 
4 ノットワーカー（knot worker）とは、異なる分野・組織・立場の人々を「結び（knot）」、課

題解決や価値創出のために関係性を編み直す役割を担う人を指す概念。 
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 1 
4-2. NPO 等の民間団体・企業との協働 2 
① NPO 等の民間団体との連携 3 

地域課題の解決に多様な活動を展開する NPO は、社会教育活動の強力な担い手となり得4 
る。しかし、NPO 自身も、人材不足と担い手の偏在、社会的認知の低さによる収益性の困難5 
さ、地域課題の多様化・複雑化といった課題を抱えている。 6 

とはいえ、地域課題の多様性を踏まえ、その解決に臨むとき、社会教育行政は、これらの7 
NPO が直面している課題を認識しつつ、その専門性や行政サービスでは十分に行き届いてい8 
ない分野についてもきめ細かい取組みを実践している特性を尊重し、これまで以上に連携を9 
強化し、対等な協働関係を築く必要がある。たとえば、NPO が持つ柔軟性や専門性を活かし10 
たコミュニティ・スクールの担い手に向けた研修の企画運営や、子供の意見表明・社会参加11 
の仕組づくり（こども基本法第 3 条の具体化）への貢献は、これまでも具体的な成果を上げ12 
ている事例がある。社会教育人材は、NPO の抱える人材・運営上の課題も含み置きながら個13 
人や関係団体を結び付けるコーディネート機能を発揮することで、地域連携教育活動の持続14 
可能性を高めることが期待される。 15 
 16 
＜主な検討の視点＞ 17 
○ PTA は全国各地に多くの関係者を有し、地域コミュニティにおける活動やコミュニティ・18 

スクールなどの取組にも密接に関わる存在である。学校や地域全体への貢献を通じて、PTA19 
が必要とされる雰囲気の醸成とともに事業や運営等の在り方の見直しも必要ではないか。 20 

○ 子供たちとの交流を通じて地域住民も学びを深めることができる構造をつくることが、地21 
域と学校の連携を長続きさせる上では重要である。そのためにも地域住民が学校を応援し、22 
子供たちと関わることが必要となる。 23 

○ 社会教育を普及させる上では、社会福祉協議会や町内会・自治会等の地域自治活動団体、24 
子ども会など、子供を含めた地域のコミュニティに根付いている諸組織・団体と連携する25 
ことも考えられるのではないか。 26 

○ NPO は、異なる主体や地域、世代による活動を越境させるとともに、社会教育の現場に27 
おける実践者と伴走者としての役割、さらに人々の活動を鼓舞する役割をも担うことがで28 
きる存在であり、相互に連携し、その貢献度の向上を図ることが必要ではないか。 29 

○ NPO は継続的に人材を確保・育成していくためにも、多様な収入源が求められるが、社30 
会的認知度が低いため十分な収益性の確保が困難であることや、「NPO は無報酬のボラン31 
ティア団体である」との誤解により専門性が評価されず、財政面での負担も小さくないこ32 
となどの課題に直面している。NPO による社会教育活動は、民主的で持続可能な社会の創33 
り手を育成する土台としての役割を担うという観点からも、行政として財源・人材などの34 
資源を計画的に調達し、その活動が持続可能なものとなるよう取組むべきではないか。 35 

○ 首長部局は、NPO 等の様々な団体との連携・協働を含むコミュニティ政策等の諸施策を36 
推進する上で、社会教育を有効な政策手法として位置付けることが必要ではないか。 37 

○ 社会教育行政には、「サポート・バット・ノーコントロール」の原則 5に基づき、社会教育38 

 
5 サポート・バット・ノーコントロール（Support but no control）とは、社会教育行政や公民

館が、地域住民の自主的・自律的な学習活動や団体を支援するものの、その内容や運営を支

配・管理してはならないという原則。 
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関係団体は無料で様々な取組を行うことが善であるとの考え方が歴史的に根付いているよ1 
うに思われる。反面で、活動を継続させるためには収益を上げていくことも重要であり、2 
社会の変化を踏まえ、社会教育行政と社会教育関係団体の関係のこれからの在り方につい3 
て、行政が積極的に方向性を示すことが必要ではないか。 4 

○ NPO を含む専門性を持った団体への支援は十分ではなく、活動の継続性を担保すること5 
は重要である一方で、収益性を高めることに傾倒するあまり本来の長所が失われることの6 
ないよう、本来の目的や自発性と、収益性とのバランスを取っていくことが重要ではない7 
か。 8 

○ NPO を含め、地域において活動する団体のネットワーク化を進めるに当たっては、教育9 
委員会や社会教育主事が中心的な役割を担うと考えられるが、そのためには首長部局の理10 
解も得ながら、社会教育に関する予算や行政職員の充実を図ることが必要ではないか。 11 

○ 行政が NPO や官・民の中間支援組織など、地域において活動する団体や人材の活動内容12 
が広く認知されるよう、専門性のある NPO 等とも協働しながら伴走支援を行うことで、13 
人材育成や活動の質の向上、継続性を担保することにつながるのではないか。 14 

○ 行政の NPO に対する支援は事業活動費の助成しか認められていないことが多いが、人件15 
費への助成こそ重要であり、組織運営に関する伴走支援も行われる仕組があれば、より各16 
分野の団体の活動と社会教育の取組が発展するのではないか。 17 

○ 社会教育は、NPO 等の団体の活動が、具体的な目的や活動内容にどのような意義がある18 
のかを明らかにすることで、行政が団体に対する理解を深め、事業を委託する際の取組を19 
充実させることなどに貢献できるのではないか。 20 

○ 社会教育が多様な領域と連携を進める上で、社会教育施設は人々にとっての居場所として21 
の機能を果たしているという性質を基礎として、学びや様々な分野の活動に発展的につな22 
がっていくというイメージを持つことが必要ではないか。 23 

○ 現在では、NPO は行政サービスの補完的な役割を担うものとみなされている 6が、これ24 
からは行政と対等なステークホルダーとして、社会を担っていく役割として位置づけ、そ25 
の支援のための財源の在り方についても議論が行われるべきではないか。 26 

○ 社会教育関係団体は、NPO 制度導入当初さらには以前から活動しているいわば「老舗の27 
NPO」とも言える。そこで、今後は、社会のニーズに応じて登場してきている新しい NPO28 
とどのように連携を図り、課題解決につなげていくのかについても、改めて前向きに検討29 
する必要があるのではないか。 30 

 31 
 32 
② 企業との連携 33 

民間企業は現場性の高い知識・技能・技術（DX、金融、環境、ものづくり等）を有し、社34 
会教育行政だけでは提供しにくい実践的かつ最新の学習内容を提供しうる。また、キャリア35 
教育、リスキリング、地域人材育成との親和性が高く、多様な担い手による社会教育の持続36 
可能性向上や、民間の発想による組織・団体運営力の補強（広報、企画、マネジメント）も期37 
待できる。 38 

 
6 1980 年代後半〜1990 年台に欧米の NPO や関連する制度の調査研究を進められてきた“草創

期”から NPO 法人制度ができてしばらくは、行政・企業と対等なセクターとしての成長が期待

されていた。 



16 
 

一方、企業側にとっても、社会教育分野への参画は、CSR（企業の社会的責任）を果たす1 
だけでなく、社員の学び直しや地域との信頼関係構築を通じた企業ブランドの向上などのメ2 
リットが考えられる。 3 

民間企業が社会教育活動の一翼を担っていく上では、公共性・中立性をどう確保するのか、4 
行政との役割分担と責任の所在をどう明確化するのか、また、社会教育と民間企業が接点を5 
持つ上で、企業の立地が多い都市部と相対的に少ない地域との間で生じうる機会の格差をど6 
のように解消していくのか、といった課題への対応が求められる。 7 
＜主な検討の視点＞ 8 
○ 社会教育は企業によってまだ十分に認識されておらず、特に社会教育士は、民間企業で働9 

きながらも称号を得ることができることの周知を図り、民間企業従業員の取得を産業界・10 
企業として推奨することによって、社会教育士の数が増える可能性は高い。 11 

○ 例えば防災分野では、「公助・共助・自助」に加えて「民助」という概念が登場したよう12 
に、今後は、民間企業もステークホルダーとして、地域コミュニティに参画していく必要13 
があるのではないか。 14 

○ 地元企業が地域学校協働活動など、子供に関わる活動に参画することは、学校教育におい15 
て地域との交流が深まり、子供を取り巻く教育資源を豊かに形成するとともに、地域の活16 
性化につながるほか、企業にとっても地元の認知度・理解度が高まり、将来の人材採用な17 
どにおいても利点となる可能性がある。そこで、特に人口減少の進む自治体においては、18 
民間企業が地域学校協働活動に参画するための促進方策について、検討を進めるべきでは19 
ないか。 20 

○ 民間企業の社会教育への参画を促すためには、自治体事業への参画の見える化、認証制度21 
の創設、評価される仕組（プラットフォームなど）構築などが必要ではないか。 22 

○ 民間企業が地域貢献活動に参画することは、企業活動に利点があるのみでなく、従業員が23 
地域住民としての自覚を高め、成長することにもつながるのではないか。 24 

○ 地域貢献活動は、支援する側とされる側という考え方に陥りがちだが、当事者性を高める25 
ためにも、例えば企業が中学校の探究活動に参画するに当たる際などにおいて、「全員が学26 
習者である」という考えのもとで取り組む姿勢が重要ではないか。 27 

○ 企業との連携については有意義であるとはいえ、特定の営利企業と公民館が連携して社会28 
教育活動を行うことについて、 『社会教育法』の規定を念頭に現場から懸念が示されること29 
もあるため、国がルールの周知を進めるべきではないか。 30 

○ 民間企業などが有する外部資源を学校教育に活用する上では、社会教育人材の活躍の機会31 
の整備や、首長部局の関係部署が社会教育との関係について理解を深めることが必要なの32 
ではないか。 33 

 34 
 35 
4-3. 高等教育機関（大学等）との連携 36 

高等教育機関（大学等）は、教育研究機能と教員・学生という重要な資源を有しており、地37 
域コミュニティを構成する重要な要素の一つとして、地域の核となる活動の強化が求められ38 
ている。こうしたなか、地域での高校・大学における充実した学びの経験が進路・就職先選39 
択に影響を与えていることが示唆されており、地域での学びの場が魅力的なものとなるよう、40 
社会教育との連携を充実させることが期待されている。 41 

また、地域での魅力的な学びの場を具体的に整備するに当たっては、社会教育主事のみな42 
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らず、社会教育士や地域学校協働活動推進員など社会教育の専門性を有する者が、地域の産1 
業界を含む地域関係者や、大学をはじめ地域の教育機関と連携し、そのニーズも踏まえなが2 
ら取組を進めることが重要である。 3 
 4 
＜主な検討の視点＞ 5 
○ 2040 年問題として、人口減少の急激化によるいわゆる「消滅可能性自治体」も指摘され6 

ているが、価値観が多元化し、個人のライフスタイルが多様化する社会において、個人の7 
成長と地域社会の発展を両立する社会教育は有効である。一方、行政だけが担うのではな8 
く、産学官連携が必要であり、重要なプレーヤーとして地域の大学を巻き込むことも必要9 
だと思われる。学生が住民と地域の課題解決に取り組んだり、地域のスポーツや文化活動10 
のリーダーとして活躍したりすることは、地域社会の発展のほか学生のキャリア形成にと11 
っても重要である。地域大学を中心に産学官がネットワーク型の社会教育システムを構築12 
し、国として支援をすることも重要である。 13 

○ 大学は、研究活動や学生の実習等の一環として様々な地域に関わることができる主体であ14 
るため、広域の人材活用に貢献できるのではないか。 15 

○ 社会教育主事講習等の実施主体である大学において、事務負担が大きく、大学にとっての16 
メリットに結び付きづらいとの考えから、社会教育に関する講座を廃止するなどの状況が17 
見られるが、社会教育人材は地域にとって必要な人材であり、その養成は地方創生にも資18 
する重要な役割であることを各大学は認識する必要があるのではないか。 19 

○ 近年は、都市と地方の連携を通じた大学による国内留学等の取組が進められているが、こ20 
うした機会は若者が地域の課題を「自分事」として捉えるよい機会となることから、今後21 
も多くの大学で進められるべきではないか。 22 

○ 大学は、その所在する地域と所属する研究者が各自の研究において活動する地域の接点で23 
あるという特徴があり、その両方を有機的に結びつけ、研究を一層発展させるとともに、24 
地域をも活性化するためにも社会教育人材のネットワークが有効ではないか。 25 

○ 大学が地域におけるネットワークを構築する上では、留学生や海外の研究者、海外大学等26 
の参画も促すことで、地域がより多様な価値観に触れ、開かれた社会づくりを進めること27 
につながるのではないか。 28 

○ 民間企業や大学が持つ専門性は地域コミュニティや NPO が行う課題解決にも大きな価値29 
をもたらすものと考えられる。企業における人材育成や、大学における地域連携を担当す30 
る者が社会教育士の称号を取得することで、社会教育の視点を持って地域と共に学ぶこと31 
が促進されるのではないか。 32 

○ 民間企業や大学が持つ専門知を、地域のニーズに応じて活用し、住民とともに地域づくり33 
を行う際に、社会教育人材が有するコーディネート能力が有効に機能するのではないか。 34 

○ 民間企業や大学など、社会教育との連携可能性がある主体を集約したプラットフォームが35 
構築されることで、自治体や公民館などが地域の希望に応じた連携先を選択できるようにな36 
り、つながりづくりを促進することが期待できるのではないか。 37 

 38 
 39 
4-4. PTA・子ども会等の活動の意義と若者・勤労世代・子育て世代への広がり 40 

PTA・子ども会等の従来の社会教育団体は、子どもを軸に大人が学び合い・育ち合う場で41 
あり、地域社会への参加を「最初に経験する入口」として機能してきた。近年では、少子化、42 
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コロナ禍等による急激な社会情勢の変化を大きく受けて、これらの団体規模は縮小傾向が続1 
いている。しかし、これらの団体が持つ、家庭・学校・地域をつなぐ「中間団体」としての役2 
割、合意形成を通じた民主的学習の場としての機能、世代間交流を自然に生み出す装置とし3 
ての意義は依然として大きい。これらの意義と機能は、デジタル化や個人化が進む社会にお4 
いて、むしろ価値が高まっていると言える。 5 

今後、PTA や子ども会等は、他者から 「やらされる活動 （受動的活動）」ではなく、 「関わ6 
りたくなる学び（主体的学習）」への転換が鍵であり、「役職前提・全員参加の機会」から、7 
「スポット参加・プロジェクト型参加の機会」へ、また、学校・行政と 「共に考える主体」へ8 
とアップデートすることが求められているのではないか。その際、子供・保護者といった 「ラ9 
イフステージ限定の団体」から「人生に並走する学びのコミュニティ」へと転換するととも10 
に、若者・勤労世代が団体の 「担い手」というよりも、むしろ 「共創者」になる組織としての11 
構造づくりが重要である。これはまた、PTA や子ども会本来の姿つまり地域の保護者やおと12 
なと教師ら関係者が一緒になって地域を、子供を中心として、「学びのコミュニティ」へと形13 
成するという役割を時代に合わせてつくりだすことにつながるものと思われる。 14 
 15 
＜主な検討の視点＞ 16 
○ 子供は自ら企画した取組を実行するなど、様々な体験を通じて周囲の多様な人々から受け17 

止められ、褒められる機会が多くなることで、自己肯定感や様々な意欲が高まると考えら18 
れる。少子化等の影響で PTA や子ども会などの社会教育団体は、縮小傾向が続いている19 
が、こうした機会を多く提供していく上で、これらの団体は重要な役割を果たしているの20 
ではないか。 21 

○ PTA や子ども会などの団体を「子供を中心に関係者がつながる会」と捉え、参画を希望22 
する大学生や若者のボランティアの協力を得て、保護者と運営業務を分担することで、保23 
護者の負担を軽減し、活動の活性化を図ることができるのではないか。 24 

○ 参加に伴う業務の負担感という課題に対しては、仕事や育児等と両立しながら、PTA や25 
地域学校協働本部等の社会教育活動に参加することができるような環境の整備も必要では26 
ないか。 27 

○ 限られた者のみが参画するのではなく、様々な分野・組織に属する人々を包含した組織と28 
することが、社会教育活動をより永続的なものとすることにつながるのではないか。 29 

○ 子育て中の勤労世代の中には、自分の仕事や子育てで手いっぱいのところに、抱えきれる30 
自信がなくても、PTA 等の活動で何かしたいと考える者も少なくない。今後の団体活動の31 
推進に当たっては、こうした層の持つ負担感をどのように抑え、活動への参画を促すのか32 
を検討すべきではないか。 33 

○ PTA ・子ども会などの従来団体は、子供を起点とした民主的 ・自治的学習の場として再定34 
義し、関わり方と学びの価値をアップデートすることで、若者・勤労世代にも開かれた生35 
涯学習のコミュニティへと進化しうるのではないか。 36 

  37 
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５．共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含めた社会教育の推進方策 1 

5-1. 共生社会実現に向けた生涯学習の推進状況 2 
共生社会の実現に向けた生涯学習に関する事業は、多くの自治体での取組がなかなか進展3 

していないのが現状である。たとえば、行政計画への項目の位置づけ（盛り込み）という点4 
では、自治体の行政計画に「共生社会の実現に向けた生涯学習」に関する項目を盛り込んで5 
いるのは約 45％に留まり、自治体規模が小さくなるにつれてその割合が減少する傾向がみ6 
られる。7 7 

事業実施の現状としては、 「障害者の生涯学習に関する事業」の実施は約 14％、 「生活者と8 
しての外国人等の生涯学習に関する事業」の実施は約 1 割に留まっている 8。 「孤独・孤立の9 
状況にある者」や「貧困状況にある子供」に関する事業はごくわずかであり、新たな困難を10 
抱える層への対応が特に遅れている。これらの事業推進における課題としては、「職員数が少11 
ない」、「人材育成や意識、情報が整っていない」といった人材不足に関する理由が上位を占12 
めており、職員やボランティアといった活動の担い手そのものが不足している現状が浮き彫13 
りとなっている 9。 14 
 15 
＜主な検討の視点＞ 16 
○現在の人口減少と少子高齢化に伴う外国人住民の急増や多様性・公正・包摂が求められる17 

社会変化に対して、外国人住民の視点を社会教育が持つことは意義深い。言葉や文化・習18 
慣の異なる人たちが共に学び、外国人の生活課題や在留資格など法規上の制限をジブンゴ19 
トとして想像できる力を育みながら、誰にとっても暮らしやすいウェルビーイング社会の20 
実現を考えていくことが求められる。 21 

○ 外国人を含めた共生社会について考える際に、まずは日本人に対して、外国の文化や言葉22 
について理解を深めるよう、社会教育の中で働きかけていくことが重要である。外国人・23 
日本人住民間のコミュニケーションが重要となるため、「やさしい日本語」や翻訳・通訳あ24 
りの活用に注目すべきである。 25 

○ 民主的で公正な地域社会の実現に向けて、また多様性を認め合う共生社会の形成に向けて、26 
社会教育行政・人材が果たし得る役割に、困難を抱える人々に対して対話の場に参加する27 
機会を保障すること、またその中で安心して声をあげやすい空間作りの仕掛けをすること28 
などがあるのではないか。 29 

○ 外国人住民との共生実現のため、多くは国際交流協会や民間組織で実施されている地域日30 
本語教室を、公民館など社会教育施設で開催することで、外国人住民を地域での学習を含31 
む多様な活動に取り込み、共生社会づくりを推進していけるのではないか。 32 

○ 共生社会の実現のために各自治体等で行われる社会教育の取組は量・質ともに少なく、社33 
会教育関係者は、社会的に排除される傾向にある人々の存在が社会教育の本質的な課題を34 
提起しているという意識を持つ必要があるのではないか。 35 

 36 

 
7 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター「令和４～６年度奉仕活動・体験活動の推進・

定着のための研究開発 共生社会の実現を推進する社会教育とボランティアに関する調査研究

報告書」P.14 
8 同上、P.14～23 
9 同上、P.47～54 
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 1 
5-2. 共生社会に向けた社会教育の役割と推進の視点 2 

地域コミュニティの基盤としての社会教育は、地域で生活する障害者、外国人、困難を抱3 
える家庭、孤立しがちな単身者や高齢者など、多様な住民一人ひとりが活躍できる地域づく4 
りを目指す必要がある。社会教育の「場」 「機会」を多様な人々に開放し、参加者同士が対話5 
を通じて相互理解を深める機会を増やすことが、共生の精神を涵養する上で最も重要である。6 
その際、外国人の言語や文化・習慣の違いを充分に理解することが必要になる。また、外国7 
人人口比率などの地域特性が、事業展開に影響を与えている実態を踏まえ、それぞれの地域8 
の特性に応じたきめ細やかな事業展開を促進することも求められる。 9 

また、共生社会の実現に向けた取組を推進するうえで、人材不足が課題となるなか、行政10 
分野の垣根を越え、さまざまな活動の中核的人材とのネットワークを駆使しうる社会教育主11 
事・社会教育士といった専門人材の活躍が期待される。 12 
 13 
＜主な検討の視点＞ 14 
○ 人口が減少する中、経済成長に向けた労働力の確保の観点から、外国人の活躍に向けた環15 

境整備として、質の高い日本語教育が重要である。法的な環境整備は大まかな枠組みがで16 
きたところであり、今後の議論を通じて、外国人の日本語教育について深掘りし、更なる17 
環境整備やそれを通じた地域コミュニティにおける外国人とのつながりが強まることを期18 
待したい。 19 

○ 外国人を含むマイノリティの人々が社会に包摂され、地域にどのように溶け込んでいくの20 
かは非常に大事な問題である。昨今、子供の貧困、特に子供たちの間に体験格差が広がっ21 
ており、格差解消に向けた社会教育の取組が行われているが、外国人を含む情報弱者には22 
情報が届きにくく、孤立してしまう状況があるため、その観点も含めた社会教育の在り方23 
を考えるべきではないか。 24 

○ 外国人住民も地域を支える担い手として活躍できる地域づくりのためには、外国人住民と25 
地域をつなぐ存在が必要である。加えて、各地域の状況に合わせて地域社会のウェルビー26 
イングをデザインすることも、社会教育に携わる人材には求められるのではないか。 27 

○ 社会教育の役割は、障害者や外国人など、困難を抱えやすい人々が意見を表明できる環境28 
を作り出すとともに、その意見を社会教育人材や地域の人々の協力を通じて広く流通させ29 
たり、対話を通じて公的な意思として提示したりすることにより、社会参加とその過程に30 
おける学びを促すことではないか。 31 

○ 各地域において外国人との共生社会の実現を図る上では、従来は教育において取り上げら32 
れることの少なかった宗教や生活様式などについて相互理解を深める取組が必要であり、33 
社会教育の観点からもアプローチを強化していくことが重要になるのではないか。 34 

○ 近年の外国人住民の急激な増加に鑑みると、どうしても外国人のことを「取り出して」考35 
えてしまいがちである。共生社会の実現に向けては、社会の中で外国人の視点を入れて、36 
あるいは外国人とともに考えていくという姿勢も重要ではないか。 37 

 38 
  39 
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III. 答申に向けて 1 
 2 
１．今後の社会教育活動推進に不可欠な要素 3 

審議事項１と、それに続く審議事項２に関するこれまでの議論を通じて、今後の社会教育4 
活動を推進するためには、 「人」「場」「ネットワーク」という３つの要素を三位一体で強化し5 
ていくことが必要であることが共有された。 6 

まず、 「人」の強化については、社会教育主事・社会教育士といった社会教育の専門人材の7 
確保・育成と、その有する専門性を生かして、教育委員会ひいては行政を超えて横断的に活8 
躍できる仕組を構築することが求められる。 9 

その際、社会教育人材一人ひとりの専門性を高め資質の向上を図る必要があるとともに、10 
地域コミュニティにおける住民である 「人」と「人」を結び付け、交流を促す「コーディネー11 
ト」能力がとくに必要である。 12 

次に、 「場」の充実については、公民館や図書館等の社会教育施設や青少年教育施設を、学13 
習機会の提供だけでなく、対話が生まれる子供・若者の居場所や多世代交流のための、また、14 
共生社会の実現に資する「プラットフォーム」として再定義・機能強化していくことが求め15 
られる。 16 

社会教育と学校教育との連携という点では、これまでもコミュニティ・スクールと地域学17 
校協働活動は、その一体的な推進が図られてきたところであるが、学校教育の教育課程にお18 
ける子供達の学びを深化・補完するためにも、社会教育の果たす役割が一層重要となってい19 
る。 20 

さらに、首長部局の所管する多様な施設、国公私立を問わず、地域の大学・専門学校・高等21 
学校等の教育機関や企業等民間を含む研究所等との連携も重要である。 22 

加えて、地域に立地している企業、商店、医療・福祉等の施設もまた、社会教育の場として23 
の実態を持っており、今後、社会教育の場としての機能を果たす可能性の高さがうかがえる。 24 

また、 「ネットワーク」の構築については、地域と学校の連携・協働を CS と地域学校協働25 
活動の一体的な推進により強化し、さらに首長部局、NPO、企業、大学といった多様な主体26 
との連携を深化させるためのコーディネート機能を社会教育人材が担うことである。 27 

加えて、社会教育主事・社会教育士、地域学校協働活動推進員等が相互にネットワークを28 
作ることによって、相互の資質の向上、事業の連携、新事業の企画・運営等の可能性が広が29 
ることが挙げられる。 30 

これからの社会教育活動の推進に当たっては、従来公民館活動を中心に共有されてきた「集31 
う、学ぶ、結ぶ」という機能がより重要となる。これらの機能が様々な主体を混ぜ合わせ、新32 
たな価値が「創発」されることにより、地域コミュニティにおける「人づくり ・つながりづく33 
り・地域づくり」の好循環が後押しされ、それぞれの地域における産業の振興や福祉の増進34 
といった他の行政分野だけでなく、社会全体の「ウェルビーイング」の向上に貢献するもの35 
である。 36 
 37 
  38 
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２． 「審議事項３．国・地方公共団体における社会教育推進体制等の在り方」への接続 1 

特別部会における審議事項２の議論において示された、社会教育活動の推進していく上で2 
の、人材不足の克服、連携の障壁の打破、財源確保の必要性といった様々な課題は、各活動3 
主体による個別の工夫だけで解決できるものではなく、今後、国・地方公共団体における社4 
会教育の推進体制の在り方の見直しや制度上の手当ても必要となるものでもある。 5 

一方、これらの検討に当たっては、単なる制度論に終始するだけではなく、以下の観点に6 
留意する必要があると思われる。 7 

① 社会教育は、学習機会の提供にとどまるものではなく、 「民主主義」と 「住民自治」を成8 
立させるための社会的基盤であり、ひいては社会全体の「ウェルビーイング（well-being）」9 
の向上に貢献するものでなければならないという観点。 10 

② 対処療法的な改善策だけではなく、課題を未然に防ぎながら、社会教育を通じて持続可11 
能な社会の実現を目指すという観点。 12 

③ これから構想される新たな社会教育の推進方策は、現行制度下で関係者により積み上げ13 
られてきた取組の価値を引き継ぐとともに、それらを再構築・発展させていくものであ14 
るという観点。 15 

 16 
 17 
 18 

 19 
【審議事項３について】（再掲） 20 
 21 

 

「地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について」（諮問） 

令和６年６月２５日（抄） 

 

第三に、国・地方公共団体における社会教育の推進体制等の在り方についてです。 

第一及び第二の検討事項を踏まえ、我が国全体で社会教育を推進するため、以下の

事項などについて御検討をお願いします。 

○ 社会教育を総合的に推進するための国の体制の在り方 

特に、社会教育人材の養成・資質向上、地方公共団体や関係団体への情報提供・

相談対応等、国において求められる役割の観点からの御検討をお願いします。 

○ 社会教育を総合的に推進するための地方公共団体の体制の在り方 

○ 社会情勢の変化を踏まえた社会教育に関する現行法令の在り方 

 

 22 
 23 
 24 



中央教育審議会総会、生涯学習分科会及び特別部会（第１～17 回） 

における主な意見（下線部は特別部会第 17 回における意見） 

 

（社会教育全体、地域コミュニティにおける社会教育について） 

生涯学習分科会 

○諮問の背景として、第４期教育振興基本計画に新たな教育の役割と社会教育の定義が示さ

れたことが大きい。現行法で学校教育以外の組織的な教育活動とされている社会教育は、

「学び」を通した人々の関わりやつながりを作っていく、地域コミュニティの人的な基盤

を作っていくものであるとされている。臨時教育審議会の最終答申では、いわゆる学歴社

会から学習社会への転換が示されたものの、生涯学習の推進は個人の問題とされたのでは

ないか。今回の新たな社会の在り方を考える上で、社会教育が捉え直されたのは、個人の

ウェルビーイングは生涯学習で考え、それを保障するための社会・環境のウェルビーイン

グを社会教育が担い、互いに高め合う好循環がつくられる社会を考えていくという構造で

はないか。社会教育人材部会では、この社会教育の担い手として、社会教育主事や社会教

育士を社会に実装、展開していく新たな方向性が示された。 

○超少子化社会や地域コミュニティの希薄化といった社会課題は、20 年前から文部科学省

の様々な報告書に記載され、国民の実感としても危機意識がある。社会教育主事や社会教

育士が、社会教育の観点から行政の縦割り機構の横串を通していく上で、目詰まりは何か

検討が必要。また、社会教育という概念が国民や自治体職員にも十分に浸透していないの

ではないかという懸念がある。これらの課題を顕在化させ、目詰まりをどう取るのかの議

論が、必要な施策や提言につながるのではないか。 

○社会教育は地域コミュニティにおけるセーフティネットとして、災害や様々な課題に即応

できる仕組みづくりも可能なノンフォーマルな学びであり、学びの場や機会の提供が極め

て重要。旧来の社会教育施設だけではなく、例えば空き家などを活用し、地域の多様なニ

ーズに即座に対応できるようなプログラムを考えて、まちづくりに貢献するような活動を

普及するための工夫についても議論してほしい。 

○近年地域に貢献したいという意識の高い人が増えているが、子供が地域イベントでボラン

ティア活動をしたい場合に教員の引率が必要となると、休暇期間中などは働き方改革の観

点もあり難しい。社会教育士のような方が、子供の引率など、従来の教員に替わるような

活動も担い、子供や若者が地域のまちづくりに貢献できる仕組みづくりを議論すべき。 

○社会教育を振興するうえで、学びたくなるような空間 ・魅力的な場、デジタル環境の駆使

による時間の融通が利くような工夫、社会教育人材による人と人の間をつなぐコーディネ

ート力、社会教育人材の学校への配置を通じた社会教育と学校 ・地域コミュニティとの連

携が重要。若い世代が基盤となって、学ぶ喜びを共有する地域コミュニティを育んでいく

視点が重要。 

○社会教育が、教養的な内容だけではなく、関係部局での計画も踏まえ、防災やまちづくり

資料４ 



 

2 
 

などを学ぶものへと広がり、社会で学ぶ意識が高まっている。さらに社会全体で子供を育

て、自分も成長するという意識が高くなっている。地域で学ぶことで社会への貢献意識も

高くなり、広い意味での社会教育が今後も展開されることに期待。 

○地域コミュニティの基盤を支える社会教育というのは、まさに社会教育の実践と研究の本

道であり、環境問題、高齢者、子育て、男女平等、共生社会など幅広いテーマが存在する

が、人口問題が１つのポイント。Iターンや Uターンは、単に仕事だけではなく、自分が

やりたいことを共に考えてくれる住民の存在が条件になっている。また、地域の基盤を支

える人口が減らないようにするためには、高校生に対して自分の住む地域の経済循環を学

んでもらい、地域の可能性に気がついてもらうことが重要。 

○第４期教育振興基本計画の柱の１つとして日本社会に根差したウェルビーイングの実現

が掲げられているが、社会教育の現場の受け止めには温度差があり、それぞれの地域の価

値観を考えることができる場が求められている。 

 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第１回】 

○従来、社会教育に関しては、政策、行政、施設、実践論等はあったものの、担い手論が十

分ではなかったのではないか。今回の諮問においては、担い手論から社会教育の在り方を

見直していくという方向性も示されており、議論を通じ、新しい社会教育の姿を模索する

ことを期待。 

○目標達成の社会から、プロセスを重視する社会へと変わってきた中、人が幸せを感じるの

はプライドや当事者性、自己有用感が尊重されながら生活をプロセスとして持続していく

ことであり、これが行政的にも支えられていくことが求められている。社会教育は、自治

の基盤を耕し形成する営みであり、一人一人が主役として活躍できるような社会の基盤を

どのように整備していくのか等の観点から社会教育について議論することを期待。 

○地域振興とは、地域で暮らすために地域課題を解決することと、地域で生きていくために

世代を紡ぐこと。その実現手法の一つとして社会教育があり、継続性・発展性があること、

人に焦点を当てた振興策であることが有用。 

○地域づくりとは、人口減少下においても地域でウェルビーイングを追求する枠組みだと考

える。その実践は、人材創生、コミュニティ創生、しごと創生の三者の一体的 ・内発的発

展である。公民館活動が活発な地域と地域運営組織（RMO）が活発な地域は相関している

と感じており、社会教育の人材創生は、コミュニティ創生につながっている。しごと創生

とどのように結びつけるかが重要。 

○公正で民主的な社会とは、ハード、ソフトの資源を相互に分配し合うことにより、誰もが

ありのままの自分を認め、そして他者や社会に対して基本的信頼を持ち、自分も社会の中

で何かができる、希望を持っていいと思える温かでウェルビーイングを保障する社会だと

考える。社会教育は、こうした公正で民主的な社会の形成の基盤となる非常に重要なもの。 

○地域が自ら立ち上がり、環境を良くしたり人づくりの活動をしたりするには、地域の担い

手不足が課題。社会教育の分野、活動、人材は、地域コミュニティの補強に期待が持てる



 

3 
 

ものであり、市長部局と教育委員会の垣根を越えた人づくりや活動づくりができると良い

のではないか。 

○社会教育は、その枠組みや実態が自治体ごとに大きく異なっている現状を前提に、今後の

社会教育の方向性を模索することが必要。これまでの議論では、社会教育かよりも社会教

育的かどうかが重要になると捉えている。その意味で、社会教育主事や社会教育行政の枠

組みを維持している自治体を応援しつつ、社会教育士の枠組みのように、社会教育的なも

のを人がつなぐモデルも重要。 

○学校教育を良くするためにも、地域の基盤を支える社会教育は重要。 

○社会教育は定義が多様であり、行政内部での社会教育行政の位置づけや、民間同士でもど

こでどんな人が活躍しているのか、どんな地域課題を捉えているのかというところが、ま

だまだ分かりにくいと感じている。 

○地域課題の解決に資するような新たな社会教育、公民館の事業が展開できないか。 

 

【第２回】 

○ウェルビーイング社会の実現のためには、個人の多様性を尊重しつつも、他者や社会のた

めに何ができるかを考えることや、他者に対する寛容な視点を持つことが重要。社会教育

は 「場のウェルビーイング」に向かって、共有意識や信頼関係を醸成し、人々を繋ぐ役割

を持っている。社会教育を通じて、教育現場での場のウェルビーイングを含め、様々な形

で地域のウェルビーイングが充実するのではないか。 

○地域住民の満足度や幸福度は、コミュニティに参加し、活動することによって向上してい

ると考えられ、そこに社会教育的な考え方や運用が不可欠。また、公民館は、地域住民が

自ら決定して実践する組織であり、地域自治の実践の場として有効な組織。社会教育をコ

ミュニティ政策の基礎として位置付ける視点も重要。 

○多様性を考える上では、外国人やひとり親といったマイノリティの人々だけではなく、今

後増えていくと予想される単身世帯も含め、「場」を開き、ウェルビーイングにつなげて

いく必要がある。人権教育だけではなく、地域の個々人の暮らしぶりを互いに共有し、相

互理解を深めることが、地域の課題設定のファーストステップとして重要。 

○地域コミュニティの基盤としての人々の関わり合いや、人々の存在そのものをどう捉える

かといった論点から、社会をどう捉えるのかにつなげるような議論をしていく中で、新し

い社会教育の在り方が見えてくるのではないか。 

○現代社会では人とのつながりが希薄化しているが、本来、人は人との関係の中で生きてい

かざるを得ないという原点に立ち返る必要があるのではないか。目の前にいる又は自分と

似たような他者だけではなく、少し距離のある他者の存在にも思いを馳せ、自らの人生に

どう取り込んでいくことができるのかという感性を育むことは、ウェルビーイングの根幹

にある。防災や地域福祉をはじめ、多様な他者が互いに支え合いながら一つのコミュニテ

ィを形成してきた地域社会は、それらの実践の場だと考えられる。 

○社会教育は、サービスで消費されるようなものではなく、多様な価値観の中で、将来に向

けてお互いに信じて任せることができるような関係性を作り出すこと、またそのような
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人々を育成していくことと関わっているのではないか。 

○多様性に富んだ地域においては、様々な立場の他者の考え方に耳を傾け、相手の心をケア

できる精神を育てていくことが重要であり、そのために社会教育の中に対話の場を増やし

ていくようなアプローチも必要ではないか。 

○地域のウェルビーイングを実現するためには、多様な全ての人々が活躍できるような地域

づくりが重要であり、社会教育を通じた対話と想像力を働かせることが必要。 

○生涯学び続け、成長していく自分を追求していくこと、またそれを支える地域や学びの場

が保障されていることは重要であり、ウェルビーイングの不可欠な要素。住民の多様なニ

ーズに応え、学びたいことが身の回りに沢山ある環境を整えることは、地方自治体の役割

である。その際、誰一人取り残さないという観点では、障害者、外国人という視点に加え、

居住地や置かれた環境による不利をどのように克服するか、という点も重要。 

○公正で民主的な社会を形成するためには行政のボトムアップ （経済的、物的な基盤整備に

加え、公正の価値を普及するソフトな基盤整備）と再分配が必要であり、人権の尊重を行

政が下支えする意味で社会教育を行政としても振興すべきではないか。 

○地域コミュニティ政策における合意形成においては、対話のプロセスを通じた納得を引き

出すことが重要であり、社会教育の考え方が有効である。社会教育と地域コミュニティ政

策の境界は曖昧であり、両者を広く捉える考え方が必要。 

○社会教育施設が首長部局所管のコミュニティセンター化する流れがあるが、社会教育の観

点が地域コミュニティ政策から失われると、人づくりの側面で弊害が現れていると聞く。

多様な人が学び続けながら、その成果を地域に還元する方策について検討することも必要。 

○子供に関することについては地域住民の興味・関心や協力意識は高い。コミュニティ・ス

クールや地域学校協働活動を推進し、大人の学び場や地域の対話の場として機能させるこ

とは、社会教育を推進する方策として有用であり、地域コミュニティの基盤強化にもつな

がるのではないか。 

○都市部にあっても、地域主体のまちづくりを推進する一方で、地域コミュニティの衰退は

顕著であり、地域防災、子どもの居場所、障害者、外国人など、多くの地域課題を解決し、

多様性と共生社会を実現していくことが必要。社会教育分野や社会教育施設は、人々が、

互いに「学びあう」、「対話する」、「つながる」という場面で水平の関係性を持つことがで

き、学校、地域、コミュニティ、ひいては社会と繋がらない、繋がりにくい人と関係を繋

ぐ大きな可能性を持っている。 

 

【第３回】 

○地域づくりにおいては、早急な課題解決を目指すのではなく、課題解決に至るまでの試行

錯誤の時間を投資と捉え、住民が主体的に参画できるようになるためのプロセスを重視

することが重要。社会教育においてもこうした考え方を担保することが求められる。 

○地域づくりには、公民館などの物的な場所も含め、多世代の地域住民、移住者、関係人口

などの多様な主体が地域内で混ざりあう場をつくることが必要。 

○地域づくりを行政がサービスとして提供してしまうと、住民が受け手となり、地域や生活
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に対する主体性を次第に失っていく例もみられる。住民の生きる意欲や地域への誇りは、

人々の関わりやつながりの中で育まれるものであり、人々がそうした関係をつくるため

の基盤としての土壌を耕しておくのが社会教育ではないか。 

○地域づくりに行政としてどのように取り組むのか、首長の方針による部分も多いことから、

まずは首長が社会教育人材を活用した地域づくりをしようと考える仕掛けづくりをする

とともに、首長部局の担当部局が社会教育人材と連携して地域づくりを進める仕組みの

構築が重要。 

○自ら地域づくりの計画を決定しようとする首長と、首長による決定を望む住民との間では、

時間をかけた対話が生じない場合も多いが、住民の納得が得られる地域づくりに向けた

対話の機会を設けるよう、首長が意識を変えていくことも必要。 

○地域づくりにおいては、各地域が自発的に仕掛けを作ることができるような空気感の醸成

が首長には求められるのではないか。 

○自治体の社会教育担当部局は、現在本部会で議論している地域づくり、ウェルビーイング、

共生社会といった社会教育に通ずる大きな理念とは異なる社会教育観の下、事業を運営

しているように思われる。社会教育に具体的にどのような役割があるのか、自治体に即し

た表現で言語化していく必要があるのではないか。 

○地域づくりや共生社会、ウェルビーイングの実現は、社会教育行政固有の目標ではないこ

とから、社会教育の「学び」にこそできることを意識しながら仕掛け作りを考えていく必

要があるのではないか。 

○各地域の地域活動について情報共有ができるプラットフォームづくりが必要ではないか。 

 

【第４回】 

○地域コミュニティに資する社会教育が目指される中で、学習やその支援が地域づくりのた

めの手段として位置付くことをどう考えるか。また、社会教育以外の領域でも地域づくり

が目指される中で、社会教育にこそできる地域づくりのアプローチは何かを考える必要

があるのではないか。 

 

【第５回】 

○社会教育は地域コミュニティに「楽しさ」をもたらすものであり、様々な地域コミュニテ

ィ政策を地域に定着させることにも寄与するのではないか。 

○社会教育人材が地域づくりに有用な人材であることを首長部局に理解してもらうために

は、まず、教育委員会において、学校と地域の連携や子供に対する支援等に積極的に活用

していくことも重要。 

○社会教育には、自分の学びたいことを安心して自由に学ぶことができる土台があった上で、

つながりづくりやウェルビーイングの実現、社会課題の解決につながっていく、という考

えも必要ではないか。 

○文化・スポーツに関する事務を首長部局に移管した自治体において、首長部局側が社会教

育的な要素をどのように捉えるのか、という視点も重要ではないか。 
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○地域コミュニティづくりに携わっている者に向けて、社会教育の魅力や概念について、積

極的に発信することも重要ではないか。 

 

【第６回】 

○現在議論している社会教育の概念は、首長部局で取組んでいるまちづくり、地域づくり、

ウェルビーイングなどの施策と極めて近しい印象。社会教育についての議論が矮小化し

たものとならないよう、今の時代の地域で起こっていることをベースに考えることが必

要。 

 

【第 17回】 

○地域コミュニティの「機能低下」、「当事者意識の低下」、および「家庭の教育機能の低下」

といった表現については、過去の地域コミュニティ等が必ずしも肯定的な側面だけを有

していたわけではないことや、現代における人権意識の向上、多様性や共働き家庭への配

慮といった観点も踏まえ、表現のあり方を検討する必要があるのではないか。  

〇今後の社会教育の在り方に関する研修・議論にあたっては、教育委員会と首長部局が一緒

に取り組んでいくことが重要であるため、事業の実践の場では、そういった機会を作って

いけるとよいのではないか。  

〇人づくり、つながりづくり、地域づくりという観点から、社会教育と学校教育が密接にな

っていると感じている。ぜひ探究のことも含めながら、社会教育活動推進員の方達が社会

教育士の称号取得をしやすいような方向性を教育委員会が作るような文言も入れていた

だくとよいのではないか。 

〇全ての人々が自ら学びながら役割を果たし、助け合う関係をつくりながら社会基盤を作る

ことが改めて求められてきている中で、社会教育が捉え返しをされてきている。社会教育

は、社会の基盤である人々の関わりやつながりをつくっていくための土壌を耕しておく

ものであることを、改めて今日確認ができたのではないか。  

〇社会教育の実践がフィードバックされ、研究者による研究成果をまた現場に返していくと

いった、大学における社会教育研究との往還関係を形成することを、答申の中にも反映し、

新しい社会構想につなげていくような流れを作れるといいのではないか。  

〇昨今の国際情勢は不安定であり、国家間の関係にも変化が生じ、多くの人々に頻発する災

害と同様に不安感を与えていることを踏まえ、本当に厳しい状況を加えておくことが日

本の社会教育を考えることにおいても必要ではないか。  

〇「AIの普及の状況が、私たちの日常生活に与える影響」についても、学校教育と同様に重

要な課題として位置づけておく必要があるのではないか。  

〇答申は中長期的な視点に立ち、推進体制や研修の在り方も考えている必要がある。その際

には社会教育実践研究センターが非常に重要な役割を果たしていくため、その体制をど

う強化するのかということも考える必要があるのではないか。 
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（社会教育人材について） 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第１回】 

○社会教育には人々の社会参加が必要であるため、社会参加に困難を抱える人々の声を酌み

取り、全ての人々をエンパワーメントしながら声を流通させることや、一定の専門性を持

ち、地域づくりに向けて人々の声をコーディネート、ファシリテートできる者の存在が重

要。 

○社会教育人材とは、人々が活動に参画することを促し、その人がいることによって活動が

活性化する触媒のような役割を担っているのではないか。子供の頃から社会教育の楽しみ

を知り、将来社会教育に関わりたいと思うような人材を育てて行く道筋をつくれると良い

のではないか。 

○サイレントマジョリティ、サイレントマイノリティの人々と地域コミュニティの接点をつ

くるには、当事者意識や主体形成が難しい場合もあり、社会教育人材に、ファシリテーシ

ョンも含めてのプロモータ―の役割も発揮して欲しい。 

○社会教育主事、社会教育士を前提としながらも、同様の力を持つ人材を広く育成していく

ような方法も検討すべき。 

○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動は、地域コミュニティの基盤をつくる機能を

果たしており、その一体的推進を図るために社会教育人材が必要。 

○地域によっては、学校と地域の協働を担うコーディネーターになる人材が育っていない、

学校と地域側のミスマッチが起きているという課題があり、社会教育の領域で地域学校協

働活動を推進できる人材の育成をさらに推進していくことが必要。 

○地域と学校の協働については、地域側と学校側に温度差がある場合が多い。教員が社会教

育の視点を学ぶのか、社会教育士が地域と学校の協働に更に活躍できるような位置付けを

高めていくのか、教員の負担感にも留意しながら、どのように地域と学校をつないでいく

か議論していくことが必要。 

○社会教育に関する人材を育てていくというよりも、実際に社会で活躍している人材が社会

教育を学びながら社会教育の分野を広げる担い手となっていくという考え方ではないか。

また、外国人住民と地域、地域住民のつなぎ手という視点も重要。 

 

【第２回】 

○社会教育をコミュニティ政策の基礎として位置付けるという視点が必要であり、その意味

で社会教育人材は首長部局の職員も含め行政にとっても有益な人材。社会教育主事講習へ

アクセスしやすい環境を整え、参加者を増やしていくことが必要。 

○持続的なウェルビーイングの場づくりには多様性が重要。多様な地域住民が他者を尊重し

つつ、一人一人が力を発揮し、地域のウェルビーイングな社会を共につくっていけるよう、

社会教育の担い手は人権の視点を持つことが重要。 

○社会教育人材には、専門性のある者を繋ぐだけではなく、地域にとって実際にどのような

学びが必要なのかということを理解しておくことが求められる。 
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○社会教育人材には、ウェルビーイングの実現や地域づくりといった社会教育の効能や成果

を意識して合理的に支援・関与する仕掛け人としての専門性と、成果にとらわれず活動の

プロセスそのものの楽しさや居場所としての組織や場づくりを促す人としての側面の両

方の両立にこそ専門性が求められる。 

○まちづくりを行うにあたり、行政や社会教育人材が中心になって、関係者のつながりを作

り対話の場を設けることで、より社会教育活動や地域活動が活性化する。そうしたつなが

りや対話の場で、それぞれの活動や地域の現状を共有し合うことで、より包括的なまちづ

くりや地域福祉にも結び付くのではないか。対話の場への参画のきっかけづくりを担う

人々として、社会教育人材は今後一層重要。 

○人や組織を育て、地域の内発的発展を支えるというコーディネートの機能は、活動が見え

づらく政策評価に馴染みにくい。社会教育人材の重要性を打ち出し、行政が支えるために

は、活動の見える化や、どのような視点で政策評価するのかを検討する必要がある。 

 

【第３回】 

○地域づくりの実践を支えるプロセス・マネージャーに期待される性格の一つとして、解法

探求型人材であることが重要。時と場所によって異なる地域の課題に対する解答そのも

のを探求するのではなく、解法を身に付けることが求められており、社会教育人材の一つ

のポイントではないか。 

○社会教育人材が地域コーディネーターとして地域資源を掘り起こして学校とつなぎ、多様

な人々や団体もつなぐことが、子供たちの学びの充実のためにも求められている。 

○特に市町村の社会教育主事の配置率は低い水準が続いているが、社会教育主事がプライド

を持って様々な活動に取り組めるよう、地域の社会教育士や民間・NPOで活動する者など、

多様な主体と連携して活動できるような仕組みを検討することも必要ではないか。 

○最初から地域づくりなどの公共性のある目的を掲げた場づくりや学びではなく、遊び、居

場所、余暇といったものに住民が関わる中で、結果として無意識に地域づくりに貢献して

いくような仕掛け作りが重要であり、そこに社会教育人材の専門性があるのではないか。 

○地域活動の重要性を社会教育の観点から論理的に説明できる人材として、行政が各地域や

学校に社会教育士を配置するような取組も有効ではないか。 

○学校と地域の連携の観点から、地域づくりの支援ができる人材を段階的に育成するととも

に、社会教育行政において、社会教育主事や社会教育士が統括的な位置付けで各地域の伴

走支援を行う仕組みも必要ではないか。 

○社会教育人材は人の暮らしと生活の基盤を支えるヒューマンインフラストラクチャ―で

あり、従来の無意識の固定概念にとらわれず、今どのような人材が必要なのか、多様な

人々に寄り添うためには何が必要なのかを人権の観点も含めて考えていくことが重要で

はないか。 

○地域づくりを考えるにあたっては、現在の地域の問題を今一度見つめ直し、複雑な状況を

踏まえた上で取り組むことが重要であり、そのための本音を出しあえる場づくりに社会

教育人材の専門性が役立つのではないか。 
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○地域づくりのプロセス・マネージャー型人材として、NPOなどの中間支援組織が重要だと

されているが、まずは自治体としてどうしたいのかについての議論をきちんとしていく

ことが必要。 

○地域づくりの専門型人材については、各省庁の政策の中で既に様々なコーディネーターが

存在しており、これらが相互乗り入れできる条件があるのか。地域人材政策の横割り化を

意識した政策を検討することが必要ではないか。 

 

【第４回】 

○年齢や役職に応じて社会教育主事の活躍の在り方が変化することから、地域において求め

られる役割を踏まえた発令要件の設定や、社会教育主事の成長を支えるキャリアデザイ

ンが必要ではないか。 

○特に市町村において、教育専門職としての社会教育主事を孤独にせずにチームで活動でき

るよう、社会教育主事補を含めた複数配置や、相談役となる社会教育主事経験者の活用が

必要ではないか。 

○これからの社会教育主事には、自ら変化をけん引する存在ではなく、その人がいることで

地域の新たな活動が始めやすくなるような存在であることが求められているのではない

か。 

○社会教育主事の役割として、例えば 

 社会教育計画を策定する際、専門性を発揮し、社会教育委員とともに関与すること 

 首長部局の協働領域において、社会教育主事が求めに応じて指導・助言できること 

 自治体内の社会教育士のつながりを構築し、コーディネーター、ファシリテーターの

役割を担うこと 

などが明確になるとよいのではないか。 

○社会教育士のネットワーク形成に資するよう、全国のどこにどのような社会教育士がいる

のかを一覧化したデータベースが整備されるとよいのではないか。 

○現在の社会教育主事講習は、行政の専門職の育成を前提としたカリキュラムとなっている

ため、社会教育士を目指す新たな受講者層のニーズと講習内容のミスマッチが生じやす

く、様々な分野での活躍を念頭に置いた社会教育の裾野の拡大に対応しきれていないと

いう課題がある。 

  社会教育士として地域の学びを支援するために必要な学習内容 （１階）を土台に、社会

教育主事として、地域全体の学びをオーガナイズしていくための学習内容を設けるとい

う２階建てのカリキュラムに再構築してはどうか。その際も、社会教育士が行政と連携で

きるよう、１階部分の学習内容に社会教育行政に関する学びは必要。 

  さらに、社会教育士を取得した上で、例えば「子ども・若者の学習支援」や「地域と学

校の協働」「障害のある人の学習支援」等の分野に特化した専門性のある学びの機会もオ

プションとして考えられるのではないか。 

○社会教育士の活躍を念頭に、社会教育の裾野の拡大を強調し社会教育行政を積極的に再編

していく方向性が、社会教育主事制度を中心とした伝統的な社会教育行政の枠組みの解
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体につながらないように留意する必要がある。 

○社会教育主事講習の受講者を広げるためには、働きながら受講できるよう、短期間の集中

的な講座に加え、休日・夜間に受講できる機関の拡大に向けた支援が必要。 

○社会教育主事は任用資格であり発令によってなる職であることを踏まえると、社会教育士

を取得して社会教育に関する一定の理解を持つ人々が、様々な立場で同じような方向を

見ながら活躍できる環境があると良いのではないか。 

○社会教育の重要性の高まりは実感しているものの、社会教育主事必置の課題は、首長部局

にも異動可能な職員として人事をする場合、社会主事講習の受講負担が大きく継続的に

資格保有者を育成することが困難であること。例えば、社会教育士を有する外部人材を、

任期付きで社会教育主事として任用するといった手法なども考えられるのではないか。 

○社会教育主事や社会教育士が、行政や地域において複数で民主的に活躍できる場を首長部

局側もつくることで、その有用性や価値を高めることができるのではないか。 

○首長部局において既に各分野の専門性を有している人々が、社会教育主事講習を受講でき

る機会をいかに広げていくかも重要。 

○子供たちが自身の生き方を見つけていく上では、学校外で地域の多様な人々と交流しなが

ら学ぶことが重要であり、社会教育主事や社会教育士には、学校と学校外の体験、活動の

場を橋渡しし連携させる役割を期待。 

○地域学校協働活動に関わる人材が社会教育に関する知見を有していると、学校と地域がよ

り効果的に連携できている。社会教育主事講習を受講しやすくすることで、社会教育士を

有する学校教員や地域のコーディネーターを増やし、社会教育主事が地域の社会教育人

材をネットワーク化する要となることが必要。 

○社会教育主事講習を修了した後、さらに実践的な学びを積み重ねることができるよう、行

政や民間において行われる講座等を受講しやすくなるような仕組みを検討してはどうか。 

○社会教育の考え方や手法が浸透することで、マイノリティと位置づけられがちな人々の活

躍の機会を地域社会に創出することができるのではないか。 

○教育委員会に置かれる社会教育主事が一般行政や社会教育士と連携し、地域住民が自治を

展開していくという社会の在り方を考え、その自治の基盤の上で行政の効率化が進めば、

社会教育主事は引き続き重要な役割を果たすと考えられる。 

○社会教育が自治体によって多様な中、社会教育主事が必置であることによって守られてき

たものは大きく、社会教育主事講習が設けられていることも含め、改めて意義を考えてい

く必要がある。 

 

【第５回】 

○社会教育は共生社会の実現に向けて、民主的で公正な社会をつくるための基盤であり、社

会教育人材はそうした社会をつくるうえでの中心となる人々といえることから、人材確

保のための支援策を検討していくことが重要。 

○社会教育士に専門性に応じた種類を設けることや、自治体の行政部局以外の公的な機関で

の採用を促進するなどの方法も、こども・若者の育成支援に携わる社会教育人材確保の方
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策として有用ではないか。 

○社会教育主事が現場経験で身に付けたスキルが可視化され、豊富な経験を持った者が新し

い社会教育人材を支えるといった関係性が構築されるとよいのではないか。 

○地域全体の社会教育行政を推進する役割の形骸化につながらないよう留意しつつ、社会教

育主事が地域全体の学びのオーガナイザーとして活躍する配置の在り方について、より

多様なモデルを示すことも重要ではないか。 

○地域コミュニティの基盤の再構築のためには、各自治体への社会教育主事の配置や派遣が

必要だと考えるが、教員が不足している現在の状況においては、学校籍ではない者を社会

教育主事に任用することを前提に、その養成についても検討すべきではないか。 

○地域おこし協力隊や集落支援員など、他省庁も含めた既存の制度の活用などにより、福祉、

防災、地域づくりや地域生活支援など、様々な場で社会教育士が活躍するというモデルを

作ることができるのではないか。 

○ライフステージの各段階において、社会教育に参画することで、自治を営む力が育まれ、

地域コミュニティの形成にも関わると考えられることから、できるだけ切れ面なく社会

教育に参画できるような流れを作っていくことが重要。 

 

【第６回】 

○社会教育人材に求められているスキルは、例えば地域おこし協力隊などの地域の支援人材

に共通するものであり、将来的には、社会教育士として必要な学習内容（１階）の上に、

各省庁の様々なコーディネーター施策に関係する専門的な学習内容（２階）を設けること

も考えられるのではないか。 

 

【第９回】 

○社会教育人材には各地域の固有の課題や、優先して取り組むべき課題を分析し、その分析

に基づいて情報を収集・活用して解決に導く能力が求められるのではないか。 

 

【第 16回】 

○社会教育人材の活用にあたっては、都道府県がネットワークの中心を担い、市町村が地域

の実情に応じた講習を企画することが望ましいのではないか。 

 

【第 17 回】 

○社会教育士・社会教育主事に求められる専門性について、これまで用いられてきたコーデ

ィネート能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力といった表現が独り歩

きしているのではないか。 コミュニティ形成 、PDCAサイクルを回す能力 、課題の認識・

解決、地域資源を新たに発見する目 など、専門性の捉え直しが必要ではないか。 

〇社会教育士は、教育政策の動向を伝えられると同時に、多様な存在と価値とを尊重し得る

ような社会動向を理解し、子供・若者の選択肢の拡大を保障できるといった専門性があっ

てもいいのではないか。  
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〇強みのある社会教育士、といった打ち出し方をして、この方は図書館に詳しい、学校に詳

しい、および若者の居場所に詳しいといった、それぞれの強みを発揮していくようなこと

を考えてもいいのではないか。  

〇ファシリテーションという言葉を使うにしても、場を回すといった技術的な部分に収れん

せず、社会教育らしい学習のための場をつくっていく上での考え方がしっかりしている

かといった点が重要ではないか。  

〇スキルのみならず、姿勢も大事ではないか。主体性の涵養という主体性の涵養、楽しさの

醸成という点に関して、心理学的な基本的欲求を学ぶところから主体形成の社会教育特

有の手法について、ケーススタディーも重ねながら主体形成自体を学ぶという機会が重

要ではないか。 

〇 社会教育士と近接する社会福祉士の場合は、地域を見立てて、そこにどんな地域資源が

あるか評価する一連のアセスメントの手法（コミュニティソーシャルワーク）があるため、

そういった手法も有効活用できるのではないか。  

〇従来のファシリテーション、コーディネート等も含まれる持続可能な活動体制、あるいは

内外にチームを長期的に作っていく観点から、チームビルディング手法というものも今

後学ぶべきではないか。  

〇地方創生では、地方創生伝道師などが様々な地域を飛び回って、ノウハウの移転・活用が

されていることを踏まえ、共通の社会教育士をもう少し表現的にかみ砕いた、なおかつオ

フィシャルに使えるような地位やステータスがあるといいのではないか。  

〇社会教育においても多様な一人一人と向き合っていくという人として、人権感覚や多様性

への理解、こども基本法で示された子供たちの権利への認識というところが前提として

必要ではないかと思うので、そういった視点も位置づけられるとよい。  

〇全国各地で社会教育士の講座が増えていった際に、各大学・各県の特色に応じた強みを打

ち出せると、全国で多様な人材が生まれやすくなるのではないか。  

〇社会教育士だとキャリアにつながらないというイメージがあったり、専門性や信頼性がま

だまだ認知されていなかったりすると感じる場面がある。そういった点がさらに認知さ

れると、大学、企業、NPO、自治体等においても、社会教育士の人をもっと優先的に配置

する場面が増えてくるのではないか。  

〇社会教育士と教育委員会等の連携にあたっては、役割と責任の明確化が必要ではないか。

例えば、何か自治体との受皿の仕組みや、協議体の形成等により、責任、役割等を明瞭に

することについても検討すべきではないか。  

〇社会教育が地域コミュニティの基盤を支えるならば、その人材はその地域コミュニティで

起こっていることを把握し、傍観者ではなく問題解決をする 1人として、地域の社会資源

とつなげながら、一緒に解決を考える人であってほしい。  

〇外国人住民を含め多様な人たちを取り込んだ社会教育が検討される中、国際交流分野で既

に専門性を持って活動している人に社会教育士の資格を取る機会が開かれた場合、社会

教育と国際交流分野双方にとってメリットになるのではないか。  

〇行政関係職員等への研修所として JAMP（市町村アカデミー）と JIAM（全国市町村国際文
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化研修所）がありますが、そこで社会教育士の講習が実施できれば、効果的であり全国規

模での情報交換、意見交換もできるのではないか。また、全国をカバーする社会教育士の

分野毎の活動リストがあると、公民館などが社会教育事業を企画する際のアドバイス、参

考になるのではないか。  

○類似する普及指導員においても課題になったが、つなぎの支援はアウトカム指標としては

分かりにくい実情がある。社会教育士の働きというのが、最終的にどういうところにどう

つながっていくのかというのを可視化する仕掛けも必要なのではないか。  

〇後ろ向きの課題解決型というよりは、より前向きなウェルビーイングの増進のようなこと

に具体的に携わる、ということが明記されるといいのではないか。  

〇地域が動き出す前においては当事者意識を醸成の支援をする力、地域が動き出した後には

地域伴走力が社会教育士には求められるのではないか。前者は、住民の交流や共同作業を

通じて、問題解決のため試行錯誤を重ねながら前向きな思いを掘り起こすことが重要で

ある。後者は、あくまで地域が主役である前提に立ちつつ、地域と一緒に考え、持続性を

持って伴走することが需要となる。  

〇社会教育士人材は行政と協働していくということが一般的であることを踏まえると、社会

教育と地方公共団体の首長との関係強化が今後重要となるのではないか。  

〇社会教育士が公民館の主事になった場合、その人が自分のなりわいを立てる上で 10 年、

20 年という期間、その地域の公民館の中で働くことが果たして実現できるのかどうかと

いった点について、これからの方向性を考えるべきではないか。  

〇法律の改正を見据えると、法律の中の社会教育士、主事の定義をきちんと位置づけて見直

していく必要があるのではないか。今までの社会教育士は各分野の専門性を前提にした

書き方になっているが、そのような形で社会教育士を規定していいのか、それも含めても

っと広げるべきかが論点ではないか。  

〇社会教育法の中で、市町村の社会教育行政と都道府県の社会教育行政が別々の条項で書か

れているが、それぞれに社会教育士に関わる項目を追加しておくのが重要ではないか。  

〇社会教育人材は、人権感覚や民主主義などの価値を認識しながら社会基盤を作るという方

向が出てきている。そういった意味で社会教育主事は行政の中で、これらを実践現場で展

開できるような指導助言や、一般行政との連携を図ることにより、一般行政の基盤を作り

出すという役割を担っているのではないか。 

〇社会教育士とは、 社会教育的な手法を使いながら学びをオーガナイズしていく役割を担

う、社会の中に学びを埋め込んでいくアクターであるということになるのではないか。  

〇一人一人の子供に合った社会教育の実現には、社会教育人材が常に状況を観察し、それに

応じて意思決定していくことが必要であるため、PDCA、OODA ループといったものもしっ

かり学ぶ必要があるのではないか。 
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（青少年教育指導者等について） 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第 13回】 

○青少年教育指導者の養成や資質向上のためには、大人の視点に立った教育的観点のみでは

なく、学校等の管理下ではない環境において、子供が自発的に活動を始め、次第に教育と

しての質が高まっていくという観点も踏まえることが必要ではないか。 

○国立青少年教育振興機構が行う指導者養成講座については、これからの子供に求められる

学びに対応した内容を取り入れることが必要ではないか。 

○青少年教育施設の指定管理を行う企業など、青少年教育活動に関わる民間企業や団体が社

会教育主事講習を受講することは、社会教育の専門性を身につけ、提供する体験活動の質

を一層高める上で有効ではないか。 

○青少年教育施設は教育プログラムを提供する役割のみでなく、その職員が青少年の意思を

尊重し、寄り添うことでその活動を支えているという点も重要な側面ではないか。 

 

（若年層の社会教育への参画について） 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第３回】 

○行政部局の縦割り問題に加え、社会における年齢割りもあり、若年層の社会教育への参画

を広げるためには、多世代を混ぜ合わせるような活動が重要ではないか。 

○地元で地域のために頑張っている人々の姿を見ることが、若年層が地域のために何かした

いと考える要因の一つであり、行政もそうした活動を理解し、味方になることが必要。 

 

【第４回】 

○高校のカリキュラムに総合的な探究の時間が導入されたこともあり、特に高校生が積極的

に社会に関わる場面が増えているように感じる。高校生をターゲットに、地域づくりや社

会教育に興味関心を持ってもらえるようなプログラムを e ラーニングなどを活用して提

供することで、若年層のこうした取組を支えるとともに、将来社会教育に関わる裾野を増

やすきっかけづくりができるのではないか。 

○社会教育士が担っている、地域の様々な主体をつなぎ学びを通じて地域活性化を図る役割

は、高校の探究学習において身に付ける学びとも共通する。若年層に対しては、探究学習

の先につながるものとして社会教育を示すと分かりやすいのではないか。さらに、様々な

企業・行政等の採用において、社会教育士の称号を有することが加点されるような仕組み

も有効ではないか。 

 

【第５回】 

○最近では若者と社会教育の関わりは体験活動や、学校と地域の連携に関することが多いが、

若者が地域のつながりを維持することにも資する形で、様々な活動を展開することなど

も、社会教育として関わると良いのではないか。 
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【第６回】 

〇若者は図書館、博物館、青少年教育施設といった社会教育施設の利用や子供会活動など、

社会教育に触れる機会はあるものの、それらを社会教育として認識するきっかけは少な

いのではないか。 

〇若者が社会教育という言葉や社会教育人材と出会うきっかけづくりや、若者が自ら主体的

に地域での活動に挑戦できるような環境づくりが必要。そのためには、社会教育士や社会

教育施設の職員等の社会教育人材が、信頼できる大人の伴走者として若者の活動を支え

ることが重要ではないか。 

〇学校と地域の連携・協働の実践の場であるコミュニティ・スクールと地域学校協働活動を

一体的に推進するとともに、居場所づくり等の子供・若者の支援にあたり、公民館や図書

館等の社会教育施設を活用していくことも有効ではないか。 

 

（外国人を含む共生社会の実現について） 

総会 

○人口が減少する中、経済成長に向けた労働力の確保の観点から、外国人の活躍に向けた環

境整備として、質の高い日本語教育が重要。法的な環境整備は大まかな枠組みができたと

ころ、今後の議論を通じて、外国人の日本語教育について深掘りし、更なる環境整備やそ

れを通じた地域コミュニティにおける外国人とのつながりが強まることを期待。 

 

生涯学習分科会 

○新たな社会教育の在り方では、この社会の基盤を作り、豊かに形成していく、例えば外国

人や障害者など社会的な弱者の人々も包摂し、より豊かな価値を持った社会を作るための

社会教育を考えるべき。 

○外国人を含むマイノリティの人々が社会に包摂され、地域にどのように溶け込んでいくの

かは非常に大事な問題。昨今、子供の貧困、特に子供たちの間に体験格差が広がっており、

格差解消に向けた社会教育の取組が行われているが、外国人を含む情報弱者には情報が届

きにくく孤立してしまう状況があるため、その観点も含めた社会教育の在り方を考えるべ

き。 

○海外では、地域の図書館が外国人市民の学びや居場所になっている例がある。日本語学校

は都市部に集中しているため、移民を含めた外国人の学習機会の保障には、地域の身近な

社会教育施設を活用できるのではないか。その際、外国人が学習者としてだけではなく、

主体的に運営に参加し、社会参加できるよう支援するべき。また、社会教育関係職員の養

成の段階から、マイノリティの方のニーズを取りあげ、円滑なコミュニケーションの取り

方も扱うべき。 

○子供も大人も地域で共に学ぶ環境を充実させることがポイント。さらには、学校に社会教

育人材等を配置し、保護者を含む若い世代のコミュティが基盤となって、地域全体のコミ

ュニティを育む視点を持つ必要がある。 
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○現役世代は子育てや仕事が忙しく時間的に余裕がなく、公民館に足が向かない。そのため、

乳幼児を育てる若い保護者と小中学生に一番力を入れて、社会教育の柔軟性や面白さを経

験してもらい、仕事や子育てが落ち着いたところで、公民館や地域で活躍してもらいたい

と考えている。 

 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第１回】 

○多様な社会の変化の中で、外国人住民という視点が社会教育の中に入ってきたことは意義

深い。外国人の視点の中で、在留資格の制限や文化、習慣の違いなど、分からない部分に

想像力を働かせ、それを自分事にする中で、この社会を誰にとってもいい暮らし、ウェル

ビーイングを実現できるような社会にするのかということも今後考えるべき。 

 

【第２回】 

○外国人を含めた社会教育について考える際に、まずは日本人に対して、外国の文化や言葉

について理解を深めるよう、社会教育の中で働きかけていくことが重要。 

 

【第３回】 

○民主的で公正な社会、すなわち共生社会の形成に向けて、社会教育行政・人材が果たし得

る役割に、困難を抱える人々が対話の場に参加する機会が保障されていること、またその

中で安心して声をあげやすい空間作りの仕掛けをすることなどがあるのではないか。 

○各自治体において、教育委員会所管の公民館と首長部局所管の国際交流協会が連携するこ

とで、各地域の外国人が地域住民と交流するような活動が活発化するのではないか。 

 

【第４回】 

○地域の公民館において開かれる日本語教室を社会教育主事がコーディネート・ファシリテ

ートするなどの事例が増えている中、社会教育主事が外国人や障害者を含め、幅広い視点

を持てるよう、社会教育主事講習等の内容に含めることが必要ではないか。 

 

【第５回】 

○青少年教育の取組が格差を埋めるものにも広げるものにもなり、学校外でこそ格差が広が

るという視点が重要。公の取組が結果として格差を広げないよう留意が必要。 

 

【第８回】 

○外国人住民も地域を支える担い手として活躍できる地域づくりのためには、外国人住民と

地域をつなぐ存在が必要。加えて、各地域の状況に合わせて地域社会のウェルビーイング

をデザインすることも、社会教育に携わる人材には求められるのではないか。 

○共生社会の実現のために各自治体等で行われる社会教育の取組は量・質ともに少なく、社

会教育関係者は、社会的に排除される傾向にある人々の存在が社会教育の本質的な課題
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を提起しているという意識を持つ必要があるのではないか。 

○社会教育の役割は、障害者や外国人など、困難を抱えやすい人々が意見を表明できる環境

を作り出すとともに、その意見を社会教育人材や地域の人々の協力を通じて広く流通さ

せたり、対話を通じて公的な意思として提示したりすることにより、社会参加とその過程

における学びを促すことではないか。 

○外国人が地域社会において共に生きる上では言語の障壁を取り除くことも必要であり、社

会教育とあわせ、日本語教育についても施策を推進することが必要。 

○障害者や外国人のための社会教育施策を推進するにあたっては、例えば社会福祉協議会や

国際交流協会と公民館が合同で事業を行うなどの方法によって、地域における意識や、文

化、風土を変えることができるのではないか。 

○防災訓練や就労支援など、障害者や外国人も対象とする事業を実施する主体をつなぐ役割

を社会教育人材が果たすことで、社会教育の意義が様々な場面で実感されるようになる

のではないか。 

○異なる目的を持って集まった健常者と障害者が一つになって活動することで、共生社会を

超え、一緒にいる状態が普通の社会をつくることを目指すことが重要ではないか。 

○障害者や外国人を対象とする社会教育の取組が少ない現状においては、好事例を積極的に

発信し、共生社会の実現が全ての人々にとって今後必要な課題であることが認知される

ことが必要であり、そのための手法としてコミュニティ・スクールや地域学校協働活動が

有用ではないか。 

○各地域において外国人との共生社会の実現を図る上では、従来は教育において取り上げら

れることの少なかった宗教や生活様式などについて相互理解を深める取組が必要であり、

社会教育の観点からもアプローチを強化していくことが重要になるのではないか。 

○外国にルーツのある子供や障害のある子供に係る課題については、学校だけではなく地域

や保護者も巻き込みながら課題を共有し、取組を進めることが必要であり、社会教育人材、

地域学校協働活動推進員や地域連携担当教員も包摂性の観点を持つことが必要。 

○社会教育において日本語教育を行うにあたっては、学校で子供に対し行われる初期指導や、

日本でキャリアを高めるために行われる専門的な日本語教育をつなぎ、補完する役割を

担っていることに留意し、連携を図ることが必要ではないか。 

○共生社会の実現のために行われるもの以外も含め、社会教育全体が全ての人にとって開か

れたものとなっているかという点についても同時に見つめなおすことが必要ではないか。 

○生活者としての障害者や外国人を巻き込んだ施策を推進するにあたっては、防災活動を基

盤に福祉や経済などの活動を加えることや、地域の外から来た者がより地域の資源に気

づきやすいという点を踏まえた実践活動を重視することも必要ではないか。 

○障害者や外国人が周囲に助けを求められる環境があるかを見つめ直すことも、地域におけ

る共生社会について考える上では重要ではないか。 

○共生社会について考える上では、日本語を母語としない人々の存在も念頭に、言語を通じ

た交流のみでなく、非言語的な交流や共生を基本に考える必要があるのではないか。 
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（デジタルの活用について） 

生涯学習分科会 

○今後の社会教育の在り方について、忙しい現代社会の中で、様々な時間帯での活動も大事

であり、地域コミュニティのつながり合いの中の一つの機会として、デジタル環境の活用

により時間の融通が利くこともある。 

○子育てや仕事が忙しい現役世代に対しては SNSを活用している。小さい子のいる子育て世

代は家から出ることがとてもハードルが高い。 

 

（関係機関との連携について） 

生涯学習分科会 

○持続的で実効性のある社会教育に向けては、個人の熱意やボランティア精神に過度に依存

するのではなく、参加者一人一人がメリットを感じられるように、地域での学びを持続可

能なものにすることが重要。総務省をはじめとした関係省庁を巻き込みながら、予算確保

も含めた様々な施策に向けた対応が必要。 

○首長部局側も行政課題解決に向けて、学びを基本に据えた取組をしたいという意識が強ま

っており、社会教育側は待ちの姿勢ではなく、提案を積極的に投げかけていく方が新しい

多様な事業が生まれる。こうした協働の学びの場を社会教育側から、とりわけ社会教育主

事の仕事としてアプローチしていくべき。 

○今後の社会教育の推進に当たっては、図書館の活用と図書館司書の活躍が鍵であり、社会

教育主事、社会教育士、図書館司書の連携や産学官の連携が非常に重要。 

○学校教育と社会教育の橋渡しの役割を果たす社会教育人材が、持続可能な地域コミュニテ

ィの重要な基盤となり得る。学校教育の観点では、教員が担う業務の適正化の推進のため

には、保護者や地域住民、首長部局等の理解、協力、連携が不可欠。社会教育の観点では、

社会教育施設の拡充や更新が縮小されてきており、多様な参加者確保も課題。部活動の地

域移行や学校施設の地域利用など、学校教育と社会教育の更なる融合の発想も必要。 

○地域学校協働活動の展開が非常に有効な制度であり、子供をまんなかに置くことで大人だ

けだとうまくいかないこともうまくいき、発展していくことができる。 

○教員の多忙化の中、コミュニティ・スクールを活性化し学校と地域が連携するためには、

各小中学校に大学の地域連携室のようなものを置き、社会教育士が地域とのコーディネー

トを担うと良いのでは。また、社会教育施設が首長部局所管の場合、社会教育主事や教育

委員会との連携が弱くなるため、学校にいる社会教育士との連携を通じて、部を超えた密

接な関係を創れると良いのでは。 

○2040 年問題として消滅可能性自治体が指摘されるが、これを回避するのに個人の成長と

地域社会の発展を両立する社会教育は有効。一方、行政だけが担うのではなく、産学官連

携が必要であり、重要なプレーヤーとして地域の大学を巻き込むことも必要。学生が住民

と地域の課題解決に取り組んだり、地域のスポーツや文化活動のリーダーとして活躍した

りすることは、地域社会の発展のほか学生のキャリア形成の刺激としても重要。地域大学

を中心に産学官がネットワーク型の社会教育システムを構築し、国として支援をすること
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も重要。 

○社会教育は企業の立場から見ると手付かず。特に社会教育士は、民間企業で働きながらも

称号を得ることができ、社会教育士の数を増やす面からも、民間企業での取得を産業界・

企業として推奨することの有効性は高い。 

 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第２回】 

○例えば防災分野では、公助・共助・自助に加えて民助という概念が登場したように、今後

は、民間企業もステークホルダーとして、地域コミュニティに参画していく必要があるの

ではないか。 

○社会教育行政は、首長部局の地域コミュニティ政策と一体的に推進していくことが重要で

あり、行政内部での合意形成や協働を進める上では、そのためのプロジェクトや推進会議

等の立ち上げも必要になるのではないか。 

○地域コミュニティや他施策を総合的に推進する首長部局の施策推進の観点又は民間、NPO

活動の観点から、把握している課題に対して、社会教育分野を取り込む可能性及び人材の

活用可能性について議論することを期待。 

 

【第３回】 

○コミュニティ・スクールや地域学校協働活動など、既存の仕組みを地域づくりに有効に活

用することについても、首長に積極的に発信すべき。 

○文部科学行政以外にも社会教育の重要性が理解されるよう、多様な人の学びを他省庁の策

定する戦略やビジョンに位置づけることも必要ではないか。 

○行政のセクショナリズムを超えることが重要であり、行政の中にノットワーカー的な役割

が求められる。 

 

【第５回】 

○社会教育主事養成課程の一部の科目を教職課程の中に位置付けることで、社会教育を学ん

だ教員が、地域と学校の協働が求められている学校現場において活躍できるという流れを

つくることが重要。これは、社会教育主事講習を実施する大学が減少しているという現状

を改善する上でも有効なのではないか。 

○公民館の職員や社会教育主事が、高校コーディネーターとともに、高校の探究学習に関わ

ることは、今後の持続可能な社会の創り手を育成する上で重要。今後の社会教育には、よ

り積極的に学校教育に関わることで、地域と学校の協働・共創のハブとしての役割を果た

していくことが求められるのではないか。 

 

【第７回】 

○コミュニティ・スクールにおける対話と地域学校協働活動を通じて、地域と学校の信頼関

係を構築していくことで、教育委員会と首長部局の連携促進や、公民館における学習活動
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の地域学校協働活動への展開されていく。学校と地域の目標の共有などが図られて当事

者意識が高まり、地域の社会教育が発展していくのではないか。 

○PTAは全国各地に多くの関係者を有し、地域コミュニティにおける活動や、コミュニティ・

スクールなどの取組にも密接に関わる存在。学校や地域全体への貢献を通じて、PTAが必

要とされる雰囲気の醸成も必要。 

○教員の多忙化も背景に、学校を周囲が支えるという考え方が主流になりつつある現状にお

いては、学校を核とした地域づくりから、子供たちを中心に置いた社会をつくることを共

通目標とすることが適当ではないか。 

○今後の地域の発展のためには、学校運営協議会や地域協働本部の構成員や、地元の企業、

PTA、子供会などの社会教育団体を含む地域住民の協力も得ながら、将来の担い手となる

子供たちが、自分たちの地域社会や地元産業の良い点を学んでいくことが重要ではない

か。 

○地域と学校の協働を推進する上では、公民館主事や地域学校協働推進員など、その地域の

ことを長年把握している人々と行政が連携し、地域との協働がその学校の文化として継

承されることが必要である。 

○地域学校協働推進員は、地域にある多様な資源を活かす力や、地域の協働を促すための身

近な題材を発見する力、関係者とつながる力などの資質が求められる。 

○子供たちとの交流を通じて地域住民も学びを深めることができる構造をつくることが、地

域と学校の連携を長続きさせる上では重要。そのためにも地域住民が学校を応援し、子供

たちと関わることが必要となる。 

○社会教育を普及させる上では、社会福祉協議会や町内会、子供会など、子供を含めた地域

のコミュニティに根付いている組織と連携することも考えられるのではないか。 

○首長部局へ社会教育施設を移管する自治体においては、多様な意見をバランスよく取り入

れながら社会教育施策を推進する体制の整備が必要。その際、コミュニティ・スクールや、

PTA、子供会などの地域に根差した社会教育に対する理解を広め、地域との連携を図って

いくことが有効ではないか。 

○コミュニティ・スクールや PTA、子供会などが連携を図る上では、社会教育主事相当の能

力や見識を持った人々がそれぞれに所属し、円滑なコミュニケーションを取ることができ

る関係性の構築を目指すことが重要。 

○地元企業が地域学校協働活動など、子供に関わる活動に参画することは、地域の活性化な

どにつながるほか、企業にとっても将来の採用などにおいて利点となることから、特に人

口減少の進む自治体においては、民間企業がこうした活動に参画するための促進方策につ

いて、検討を進めるべきではないか。 

○コミュニティ・スクールの概念は、本来は（単に「学校運営協議会を置く学校」）より広

く捉えられるべきものであり、今後コミュニティ・スクールと地域学校協働活動との概念

整理を進めることも考えられるのではないか。 

○地域学校協働活動推進員には、特定の分野に関する専門性はなくとも、特色ある学校、社

会に開かれた学校のカリキュラムデザインや、探究学習などの学校の様々な活動に関わる
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ことができる資質能力が必要ではないか。 

○家庭教育支援については社会教育の分野のみでなく、福祉分野や、関係する専門性を持っ

た社会教育士との連携を念頭に検討することが必要ではないか。 

○地域と学校の在り方については、改めて子供を中心に据え、社会教育主事や社会福祉士な

ど、関係する人材の育成を含めて考えることで、持続可能な地域づくりや、地方創生 2.0

で掲げられた地域課題の解決につながるような議論が求められる。 

○地域と学校の関係は小中学校を中心に考えられることが多いが、幼稚園、高等学校、大学

などの他の校種についても同様に、地域と学校の連携方策を考えることが必要ではないか。 

○地域と学校の連携を考えるにあたっては、子供や若者の意見やニーズを集めるとともに、

彼らが主体的に社会づくりに参画することが重要。 

 

【第９回】 

○地方のコミュニティの組織や公民館等の施設は様々な分野で役割を担っていることに配

慮し、各省庁の地域コミュニティ関連施策は展開されることが必要ではないか。 

○産業振興など社会教育以外の領域においても、公民館はコミュニティの主体の一つとして

役割を果たしている地域があるとの認識が、行政分野横断的に共有されるべきではないか。 

○社会教育が他分野と連携するに当たって、現行法の厳密過ぎる運用という課題、例えば公

民館では経済活動が一切禁止されているとの認識が一部存在するなどのケースがあり、今

後、社会教育政策を振興していくうえで改善すべき点の一つとして考えられる。 

○各省庁がそれぞれの推進するコミュニティ施策においてコーディネーターを重視した結

果、地方の現場ではなり手の奪い合いが生じている状況にある。一人が複数の施策のコー

ディネーターを併せ持つことができる仕組みをつくることが重要ではないか。 

○中山間部、都市部を問わず、地域の様々な取組の担い手となる人材は不足しており、今後

は複数のエリアを行き来して実践に携わる人材や、既存のコーディネーターをさらにコー

ディネートできる人材がより重要になるのではないか。 

〇防災対応や地域の大人と子供の交流は地域住民の関心も高い喫緊の課題であり、社会教育

の取組を進めるに当たっては、学校施設も活用していくことも有効ではないか。 

○公民館は地域の住民が自ら地域づくりに取り組む拠点としての役割を果たしてきたが、今

後は教育委員会と首長部局とが緊密に調整しながら、一体的な行政運営の中で、各地域に

おける望ましい公民館の在り方について考えることが求められるのではないか。 

○現在、各省庁で進められている地域コミュニティ施策においては、民間企業で働く地域住

民を活用する仕組みの構築や、地域コミュニティへの参画が企業の社会的責任であること

の意識付けについて、さらに積極的に位置づけていくべきではないか。 

○ネットワークについて考える際には、その範囲の大小を区分することが必要であり、広域

のネットワークのづくりのために、例えば社会教育行政においても広域の人事交流が可能

になるような仕組みを作ることで、地域コミュニティの活性化につながるのではないか。 

○地域運営組織（RMO）など社会教育以外の分野と、コミュニティ・スクールなど社会教育

の分野は、同じ地域で共通の目標を持ちながら別々に取組を行っている場合もあり、この
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ような課題に対して、社会教育は部局や現場の組織を超えて対話し、協働を生み出すプロ

セスに貢献できるのではないか。 

○大学は、研究活動や学生の実習等の一環として様々な地域に関わることができる主体であ

るため、広域の人材活用に貢献できるのではないか。 

○首長部局が子供に関する施策を実施する際には、福祉・保健や地域コミュニティ分野、地

域貢献に意欲のある地元の企業など様々な主体との連携が重要であり、こうした学校外の

活動の支援にあたっては社会教育という要素が有効となるのではないか。 

○社会教育は人々のつながりや関わりの土壌を耕し、社会基盤を作る役割を担っており、

様々な一般行政に先行して取り組むべきではないか。その際、社会教育的な発想や手法を

学び、各省庁所管のコーディネーターの役割を担うことができる人材を要所に配置してい

くことが重要ではないか。 

○各省庁が推進する地域コミュニティ施策の対象となる多様な人々は、単にサービスの対象

者ではなく、むしろ活動の担い手でもあり、これを支援する人材は社会教育人材であると

言えるのではないか。 

○子供は自ら企画した取組を実行するなど、様々な体験を通じて周囲の多様な人々から褒め

られる機会が多くなることで、自己肯定感や様々な意欲が高まると考えられる。少子化等

の影響で PTAや子ども会などの社会教育団体は、縮小傾向が続いているが、こうした機会

を多く提供していく上で、これらの団体は重要な役割を果たしているのではないか。 

○PTAや子ども会などの団体を「子供を中心に関係者がつながる会」と捉え、参画を希望す

る大学生や若者のボランティアの協力を得て、保護者と運営業務を分担することで、保護

者の負担を軽減し、活動の活性化を図ることができるのではないか。 

○参加に伴う業務の負担感という課題に対しては、仕事や育児等と両立しながら、PTAや地

域学校協働本部等の社会教育活動に参加することができるような環境の整備も必要では

ないか。 

○限られた者のみが参画するのではなく、様々な分野・組織に属する人々を包含した組織と

することが、社会教育活動をより永続的なものとすることにつながるのではないか。 

 

【第 10回】 

○NPOは、異なる主体や地域、世代による活動を越境させるとともに、社会教育の現場にお

ける実践者と伴走者としての役割、さらに人々の活動を鼓舞する役割をも担うことができ

る存在であり、相互に連携・貢献を図ることが必要ではないか。 

○NPOは継続的に人材を確保・育成していくためにも、多様な収入源が求められるが、社会

的認知度が低いため十分な収益性の確保が困難であることや、 「NPOは無報酬のボランティ

ア団体である」との誤解により専門性が評価されないことなどの課題に直面している。NPO

による社会教育活動は、民主的で持続可能な社会の作り手を育成する土台としての役割を

担うという観点からも、行政として NPOの専門性を正当に評価し、その活動が持続可能な

ものとなるよう取組むべきではないか。 

○社会教育は収益に結び付きづらく、行政が積極的に取組まざるを得ない分野であるため、
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教育委員会に加えて、首長部局も十分に社会教育の意義を理解して施策を推進するべきで

はないか。 

○社会教育を含む様々な分野が首長部局へ移管されている現状においては、首長部局が社会

教育の視点を持ち、NPO も含む様々な団体を包含しながら、コミュニティ政策をはじめ、

施策を推進することが必要ではないか。 

○社会教育行政には、「サポート・バット・ノーコントロール」の原則に基づき、社会教育

関係団体は無料で様々な取組を行うことが善であるとの考え方が歴史的に根付いている

ように思われる。現在の社会の変化を踏まえ、社会教育行政と社会教育関係団体の関係の

これからの在り方について、活動を継続させるためには収益を上げていくことも重要であ

り、方向性を示すことが必要ではないか。 

○NPOを含む専門性を持った団体への支援は現状十分ではなく、活動の継続性を担保するこ

とは重要である一方で、収益性を高めることに傾倒するあまり本来の長所が失われること

のないよう、バランスを取っていくことが重要ではないか。 

○NPOを含め、地域において活動する団体のネットワーク化を進めるにあたっては、教育委

員会や社会教育主事が中心的な役割を担うと考えられるが、そのためには首長部局の理解

も得ながら、社会教育に関する予算や行政職員の充実を図ることが必要ではないか。 

○行政が NPOや、官・民の中間支援組織など、地域において活動する団体や人材の活動内容

が広く認知されるよう伴走支援を行うことで、人材育成や活動の質の向上、継続性を担保

することにつながるのではないか。 

○行政の NPOに対する支援は事業活動費の助成しか認められていないことが多いが、人件費

への助成こそ重要であり、組織運営に関する伴走支援も行われる仕組みがあれば、より各

分野の団体の活動と社会教育の取組が発展するのではないか。 

○社会教育は、NPO等の団体の活動が、具体的にどのような意義があるのかを明らかにする

ことで、行政が団体に対する理解を深め、事業を委託する際の取組を充実させることなど

に貢献できるのではないか。 

○社会教育が多様な領域と連携を進める上で、社会教育施設は人々の様々な居場所となって

いるという性質を基礎として、学びや様々な分野の活動に発展的につながっていくという

イメージを持つことが必要ではないか。 

○従来は、NPOは行政サービスの補完的な役割を担うものとみなされていたが、これからは

行政と対等なステークホルダーとして、社会を担っていく役割として位置づけ、その支援

のための財源の在り方についても議論が行われるべきではないか。 

○社会教育関係団体は、NPO 制度導入当初から活動しているいわば老舗の NPO とも言える。

今後は、社会のニーズに応じて登場してくる新しい NPOとどのように連携を図り、課題解

決につなげていくのかについても、改めて確認する必要があるのではないか。 

 

【第 11回】 

○民間企業の社会教育への参画を促すためには、可視化され、評価される仕組み （プラット

フォームなど）構築が必要ではないか。 
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○民間企業が地域貢献活動に参画することは、企業活動に利点があるのみでなく、従業員が

地域住民としての自覚を高め、成長することにもつながるのではないか。 

○特定の営利企業と公民館が連携して社会教育活動を行うことについて、社会教育法の規定

を念頭に現場から懸念が示されることもあるため、国がルールの周知を進めるべきではな

いか。 

○民間企業や大学が持つ専門性は地域コミュニティや NPO が行う課題解決にも大きな価値

をもたらすものと考えられる。企業における人材育成や、大学における地域連携を担当す

る者が社会教育士の称号を取得することで、社会教育の視点を持って地域と共に学ぶこと

が促進されるのではないか。 

○民間企業や大学が持つ専門知を、地域のニーズに応じて活用し、住民とともに地域づくり

を行う際に、社会教育人材が有するコーディネート能力が有効に機能するのではないか。 

○民間企業などが有する外部資源を学校教育に活用する上では、社会教育人材の活用や、首

長部局の関係部署が社会教育との関係について、学校関係者が理解を深めることが必要な

のではないか。 

○民間企業や大学など、社会教育との連携可能性がある主体を集約したプラットフォームが

構築されることで、自治体や公民館などが地域の希望に応じた連携先を選択できるように

なり、つながりづくりを促進することが期待できるのではないか。 

○社会教育主事講習等の実施主体である大学において、外部資金の獲得に結び付きづらいと

の考えから、社会教育に関する講座を廃止するなどの状況が見られるが、社会教育人材は

地域にとって必要な人材であり、その養成は地方創生にも資する重要な役割であることを

各大学は認識する必要があるのではないか。 

○市民セクターが社会教育の手法を用いて民間と行政のセクターをつなぐことにより、例え

ば災害発生時の受援力が高まるなどの効果が見込まれる。このように異なる主体が社会教

育を通じて連携・協働することで、地域社会の強化を目指すべきではないか。 

○大学はその所在する地域と、所属する研究者が各自の研究において活動する地域、という

接点があり、その両方を活用するためにも社会教育人材のネットワークが有効ではないか。 

○大学が地域におけるネットワークを構築する上では、留学生や海外の研究者、海外大学等

の参画も促すことで、地域がより多様な価値観に触れ、開かれた社会づくりを進めること

につながるのではないか。 

○多様な主体が連携して地域貢献活動を行うにあたっては、地域の課題を自分事として捉え

られる環境を整えることや、支援する者とその支援を受ける者という関係ではなく、全員

が学習者であるという考え方が重要になるのではないか。 

○大学と社会教育の関係性は、学生の地域活動や、学校施設の地域開放などを含め多種多様

であり、その関係性を幅広く捉えて連携方策を考えることが必要ではないか。 

○民間企業や大学と、社会教育の連携について検討する際には、どのように連携が可能かと

いう観点のみならず、社会教育の観点から企業や大学にどうあってほしいかといった点に

ついても目を向けることが求められるのではないか。 
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（社会教育施設における社会教育活動の推進方策について） 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第 12回】 

（社会教育施設全般） 

○公民館、図書館、博物館については、それぞれが有する機能をどのように生かして持続

可能な地域社会の構築につなげるべきか、という視点とあわせ、施設の在り方を検討す

ることが必要ではないか。 

○人口減少社会においては、社会教育施設を中核として公共施設の複合化を図ることも必

要。その際、幅広い年齢層の住民が利用できることや、多様な活動に利用できることが

重要ではないか。 

○今後の社会教育施設は、従来の社会教育に関する要素だけでなく、社会教育以外の要素

の接合を図る専門性を持った社会教育人材が関わることや、誰もが無料で利用できる居

場所として、学習活動の入口の機能を担うことが重要になるのではないか。 

○これからの社会教育施設には、デジタル技術を活用して、単身世帯などこれまで社会教

育施設との接点が少なくなりがちだった年代層との接点を構築したり、地域の外に対し

て独自の価値を発信することで活動資金を獲得したりするなどの新たな取組が期待され

るのではないか。 

○社会教育施設が自身の学習活動には関係がないと考える住民に対しても、活動への参画

を促す仕組みづくりが必要であり、利用者が何を目的に来館しているのか、どのような

学びを得ているのかなどのエビデンスの収集と合わせて、検討が必要ではないか。 

○社会教育施設の種類毎の役割の違いに加え、所在地や対象とする範域等によって、各施

設が担うべき役割は異なるため、それぞれの状況に応じて活性化のための方策を議論す

ることが必要ではないか。また、こうした議論にあたっては、現場で生じている課題に

対し、より高次の解決策を提起する役割として、社会教育人材の参画も重要ではない

か。 

○図書館や博物館が、学校やその他の施設との連携強化を図るにあたっては、そのための

専門窓口の設置や、社会教育士の称号を取得した司書や学芸員の配置など、社会教育の

専門性を有する人員を配置することが有効ではないか。 

○今後、社会教育施設が外国人を含めた幅広い地域住民に利用され、学びが地域と住民を

つなぐためには、例えばショッピングセンターなどの「生活に密接した施設」と複合化

し、こうした活動内容が可視化されることも有効ではないか。 

 

（公民館） 

○社会教育を基礎として、地域コミュニティの活性化を図る取組が拡大しており、公民館

はその拠点としての機能を担うようになっているのではないか。 

○これからの公民館は、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の取組を踏まえつ

つ、さらに学校と地域の連携を促進したり、子供の体験活動の機会を提供したりする場

所としての機能を発揮することが求められるのではないか。 
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○近年、公民館施設の所管を首長部局に移管する例がみられるが、その結果の検証や、「公

民館の設置及び運営に関する基準」の見直しなど、社会情勢の変化を踏まえ、公民館施

策の在り方を検討することが必要ではないか。 

 

【第 17回】 

〇公民館で様々な活動を行う際に、地域社会が城郭化してしまい、他の地域とのつながり

がどこかで制限されてしまうことがある。NPO関係の活動や、グループサークル活動等に

ついて、公民館機能によって全体をうまくトータルデザインするような方向性も必要で

はないか。  

〇公民館を建て直す際に生涯学習センターというように称号を変えたりしている自治体も

あることも踏まえ、公民館というのをもう少し幅広く、ネットワークとして捉えるよう

な観点や、 公民館という建屋がなくとも、そういう場を公民館と認定して社会教育が相

乗りするといった将来像も考えられるのではないか。  

〇一つの組織やチームだけで課題解決していくというのはやはり難しい時代の中、分野を

越境したり、多様な主体がコラボしながら課題解決したりしていくような、地域の営み

のハブとしての場を、公民館が今後担っていけるとよい。  

〇学芸員や司書と同じような形で、公民館で働くために専門的に学んだ人が、公民館で働

き続けることができる環境があるとよいのではないか。  

〇公民館の一つの役割に、学校の枠を超えて社会実践活動を提供し、学校教育と社会教育

をつなげることがある。公民館など社会教育施設で社会教育士が、小中高校生と一緒に

地域イベントの企画運営等を行うことができれば、効果的な社会教育の実践となり、多

様な人が暮らす社会でウェルビーイングが広がっていくのではないか。  

〇公民館は、制度としての位置付けにとどまらず、敷居が低く、誰もがフラットに関われ

る「地域の縁側」としての機能や、多様な主体が混ざり合う中で新たな活動が生まれ、

それを伴走支援につなげていく役割が重要ではないか。 また、活動が動き出した後にそ

れを伴走支援できるような仕組みがある場が公民館なのではないか。  

〇それぞれの地域において公民館の意図は違っており、貸し館的なものとなっている場合

もある。組織としての位置づけのようなものを検討いただき、組織として機能すること

を強調するような形で打ち出せば、社会教育全体がコミュニティ側に寄っていったり、

広がりを持っていったりするようなイメージになるのではないか。  

〇公民館の貸し館機能は比較的にネガティブな意味で使われることもあるが、住民の主体

的な活動の場が各地域で保障されている等の面では、貸し館機能が意味のあるものにし

ていくという点が重要ではないか。  

〇公民館は誰でも来られる施設・居場所であり、より多様なニーズを踏まえた地域の拠点

になっていける。こうした公民館のユニバーサルな強みの面をしっかりと打ち出してい

けるといいのではないか。 

 

（青少年教育施設） 
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【第 13回】 

○青少年教育に活用できる様々な施設や資源は各地域に存在しており、社会教育人材がそれ

らを連携させる役割を担うことで、体験格差の縮小など、さらなる有効活用につながるの

ではないか。 

○全国で事業を展開している国立青少年教育施設は、共働き世帯や貧困世帯など、子供を体

験活動に連れていくことが困難な家庭に対して体験活動の機会を提供するなど、今後その

役割はより重要度を増すと考えられることから、さらに積極的な取組が求められるのでは

ないか。 

○これからの青少年教育施設の在り方を考えるにあたっては、施設を維持・存続させるため

に必要な収益の確保のみを追求するのではなく、利用者に提供する価値を適切に評価する

ことも併せて検討することが必要ではないか。 

○青少年教育施設は、予め作成したプログラムのみを提供するのみではなく、利便性、快適

性、安全性の観点を踏まえつつも、自発的な活動から学びを得る体験を青少年に提供する

ことが重要な役割ではないか。 

○国立青少年教育施設や、地方の中核になる施設が、様々な地域で青少年教育に関わる者や

団体をネットワーク化する役割を担うことで、青少年教育施設の知名度を高め、その利用

者を拡大することにもつながるのではないか。 

○青少年施設について議論を行うにあたっては、現代における「青少年」の意味や、「青少

年教育」「青少年体験活動」とは何か、という観点も同時に踏まえることが必要ではない

か。 

○自治体における青少年教育活動の推進方策として、首長部局と社会教育主事が連携し、

様々な公共施設を子供の居場所として活用することで、子供が地域や町に対して意見を表

明できる環境を構築することも方策の一つとして有効ではないか。 

○青少年教育施設は本来、プログラム化され、目的を持った教育活動を提供するための場で

はなく、公民館や図書館等の他の社会教育施設と同様に、非日常的な場面に限定しつつも、

自由な学びや余暇を保障する場である。ここでの様々な活動を通じて、民主主義や社会づ

くりにつながっていくという視点を再確認することが必要ではないか。 

○青少年教育施設を評価するにあたっては、長期間の事業が大会等の形として実現した当日

のみではなく、それぞれの事業の過程にも目を向け、施設が何を実現させたかを評価する

ことで、施設の必要性を判断することが求められるのではないか。 

○教員の働き方改革や関連費用の高騰などの影響で、学校単独では質の高い自然体験活動を

継続することが困難になりつつある。そのため、安全性を担保しながら地域と連携して体

験活動を実施できるような仕組みの充実や、青少年施設の職員が地域学校協働活動に日常

的に参加するなど、学校教育の一環としての体験活動を支える環境の整備が重要ではない

か。 

○青少年教育施設の老朽化等に伴い、施設運営にＰＦＩを導入する例がみられるが、自治体

の直営でなくなった後も、施設運営の理念を明確化し、青少年教育のための重要施設とし

て位置付けることが重要ではないか。 
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○ 「国立青少年教育施設の振興方策に関する検討会」でも議論があった通り、体験活動は子

供の未来の可能性を広げる上で非常に重要な役割を担うものである。中央教育審議会では、

平成 25 年１月の答申以降、青少年の体験活動を中心とした議論がなされていないことか

ら、その後の社会情勢等の変化も踏まえて青少年教育が未来に向けてどのようにあるべき

かについて、いま、あらためて中央教育審議会の場で議論を深める必要があるのではない

か。 

 

【第 17回】 

〇青少年教育施設においても、子供、若者が社会教育の担い手として育てられるということ

も念頭に、自然体験だけではなく、より広い意味での社会教育の領域を含んでいくことが

必要ではないか。青少年教育施設の取組は、より注目され、社会教育の視点で再構築され

ることが望ましいのではないか。 

 

（国・地方公共団体の体制について） 

社会教育の在り方に関する特別部会 

（社会教育行政全般） 

【第 14回】 

〇社会教育が目指す価値やそれを実現するために整備された制度が、社会の変化に応じてど

のような変遷を経てきたのか等の歴史的背景を念頭に、これからの制度や法制の在り方を

検討することが重要ではないか。 

〇各地方公共団体における社会教育行政や社会教育施設の在り方については、教育委員会の

みではなく、総合教育会議も含めた首長部局、地域のコミュニティや民間企業など、多様

な主体の意見を取り入れ、検討することが必要ではないか。 

〇国や自治体が、既に集落支援員などとして地域における中間支援機能を果たしている社会

教育士を把握することは、社会教育行政の推進に有用と考えられるが、本来行政が取り組

むべきことが中間支援組織任せとなり、行政に知見の蓄積が進まない状態に陥らないよう、

留意する必要があるのではないか。 

〇社会教育行政は対外的に理解しやすい形で成果を発信することが難しく、成果指標が講座

等の実施回数や参加人数といった短絡的指標になりやすいため、長期的な変化やプロセス

を評価し、発信する仕組みの検討が必要ではないか。 

〇さまざまな社会教育活動が全国各地で行われているが、都市部と地方部など、地域ごとに

その特徴は本来異なっていることに国は留意するとともに、住民自治を育むためにも、各

地域においても自分たちにとって望ましい地域社会の姿について住民間で対話する場を持

つことが重要ではないか。 

 

【第 15回】 

〇首長部局と教育委員会が連携して社会教育行政を推進することの重要性は明らかになり

つつあるが、今後は各自治体内において、両者の取組を包括的に推進できるような制度等
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が必要ではないか。 

○地方行政において、社会教育分野単独の施策に多額の予算を投じることは困難な側面もあ

るが、社会教育は地域コミュニティの基盤を支え、一般行政に属する諸施策に対しても重

要な役割を果たすものであり、共通のテーマの下で他の分野と連携を図る工夫を進めるべ

きではないか。 

○社会教育委員や社会教育士など、地域に存在する様々なリソースを有効活用するためにも、

国から各地の好事例を発信し、横展開を図ることが必要ではないか。 

 

【第 16回】 

○従来は教育分野との関係性が相対的に薄かったものの、他の行政分野とは既に連携の実績

がある様々な地域の奉仕団体と協働することは、コミュニティ・スクールと地域学校協働

活動の一体的な推進、PTA や子供会等の社会教育団体との連携促進等においても有効では

ないか。 

○小規模の自治体においては行政を広域的に推進することが課題であり、社会教育の分野に

おいても、例えば社会教育主事を共同で活用するなどの方策の検討が今後必要ではないか。 

○エビデンスとなるデータの収集と、それに基づく予算の確保を通じて、社会教育を地域コ

ミュニティの基盤強化のための戦略的取組として位置づけ、推進していくことが求められ

るのではないか。 

 

（社会教育主事） 

【第 14回】 

〇社会教育主事任用資格の有無にかかわらず、処遇面の取扱が同一の自治体や、社会教育に

関する知識や理解が不十分なまま、担当部署に職員が配置される自治体の例が見られるが、

社会教育人材のネットワーク構築のため、社会教育主事にはハブとしての役割が期待され

ることから、適切に社会教育主事を発令したり、職員に講習等を受講する機会を提供した

りすることが必要ではないか。 

〇社会教育主事の任用資格や社会教育士の称号の保有の有無に関わらず、地域社会で活躍で

きる人材の活躍機会をどのように作りだしていくかについても議論が必要ではないか。 

 

【第 17回】 

〇養成課程は、社会教育主事前提で授業があるように感じられる場面もあったが、もっと社

会教育自体を学びたいと考えている人がたくさんいることも分かってほしい。  

〇養成課程の科目履修の自由度が低い。他学部科目から自分が興味・関心がある分野を学べ

ると良いのではないか。  

〇大学で学んだことを活かせる実践の場が欲しい。例えば，大学で学生対象の企画や公民館

の講座を企画できる機会等があるとよい。例えば防災や学校教育など、養成課程の科目以

外の学びをホームルームのような時間に持ち寄り、それらを実際に活かして企画する場が

あると、視野が広がり、活用の幅も広がって良いのではないか。  
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〇社会教育に関する導入的講習の活用、受講資格の見直しという報告は、社会教育人材とし

て地域の中心にいる方たちにとって励みになる提案だったのではないか。ぜひ受講資格の

見直し等について、積極的に提言をしていただきたい。 

（社会教育委員） 

【第 14回】 

〇社会教育委員については、十分にその活用が進んでいない地域も見られることから、社会

の変化に応じ、活躍促進を図っていく方策の検討が必要ではないか。 

〇社会教育行政を実質的に首長部局が担う自治体が増えていることも踏まえ、社会教育に関

する専門的知見を有する社会教育委員と、自主的に教育活動や体験活動を行っている外部

人材が、車の両輪として社会教育行政の推進を担うことが必要ではないか。 

 

【第 15回】 

〇社会教育委員がいわゆる充て職のように任用されている地域においては、委員の活動が硬

直化したり、主体性がなくなったりするなどの弊害が生じている。このため、社会教育士

の称号を取得した者など、意欲のある者が新たに参画し、活躍できるよう、一部の委員を

公募制とすることが望ましいのではないか。 

○今後の社会教育行政を推進する上で、95%の都道府県に、約 18,000人が配置されている社

会教育委員の一層の活躍促進を図ることが重要。そのためには当該自治体において、社会

教育主事の発令や、社会教育委員の活用に積極的に取り組む体制を構築することが不可欠

ではないか。 

○地域ごとに社会教育委員の属性は多様であることから、社会教育主事講習のうち、委員の

活動にも資する内容について学習を促すことが、社会教育委員の活動を充実させていくた

めにも有効ではないか。 

○社会教育委員の活動内容や、議論の結果実現した政策等が、十分に地域住民に認知されて

いない例があることから、その活動をわかりやすく発信することが必要ではないか。 

○各自治体が社会委員の役割を理解し、社会教育の理念や地域の課題について、対話を重ね

ながら熟議ができる環境を整備することで、社会教育委員の機能を戦略的に生かすように

していくことが必要ではないか。 

 

【第 16回】 

○社会教育委員は教育委員会に助言するために職務を行うこととされているが、地方公共団

体全体として、その活躍促進を図ることも必要ではないか。 

 

（現行法令の在り方について） 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第 14回】 

〇現行の社会教育法では学校教育と社会教育が明確に区分されているが、多様な子供を支援

するための学校のプラットフォーム化や探究学習の推進などの学校の変化に対応して、社
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会教育が学校教育の支援の基盤としてかかわることができるような規定の追加等が考えら

れるのではないか。 

〇社会教育法の制定当初とは社会情勢等が大きく異なっている中で、現在の社会教育情勢か

ら乖離が見られる表現の刷新や、社会教育士の追加など、必要な改正を行うべきではない

か。 

〇住民の学習活動を支える役割を担う社会教育主事や社会教育士、社会教育委員や公民館主

事などの専門職員の在り方について、法的な位置づけも含めて検討が必要ではないか。 

 

【第 15回】 

○制定当初の社会教育法は、戦前への反省から、抑圧や制約からの自由を保障することが目

的の 1 つとなっていたが、戦後、日本の地域社会の多様化が進み、さらに人々が孤立する

状況も生じている現在においては、一人一人が当事者として地域コミュニティを作る自由

を保障する法律となることが望まれるのではないか。 

○公民館に関する規定について、現代的な課題に対応し、自ら地域に働きかける役割の追加

や、企業や NPO との連携を阻害する要因となっている、「もっぱら営利を目的とする事業」

の禁止規定の見直しなどを図るべきではないか。 

○公民館主事の専門性を担保する方策として、社会教育士をはじめ一定の専門性を有する人

材を公民館主事として配置することを法令に規定すべきではないか。 

 

【第 16回】 

○社会教育法に規定されている教育委員会の事務については、現代的な課題等に即した内容

が明示される必要があるのではないか。 

 

（新部会の体制について） 

生涯学習分科会 

○社会教育の裾野を更に広げるためにも、部会の議論に参加する方々の多様化が重要。委員、

ゲストスピーカーの多様化や、今まで社会教育の議論に参加していなかった領域の方々か

らの意見を反映させていくことが重要。 

 

（答申に向けた草稿について） 

社会教育の在り方に関する特別部会 

【第 17回】 

〇答申草稿 P.1 で社会教育の定義をする際、「学びを通じて」というところで、学びだけを

記入していいのか。無自覚的な学びや活動が個人のウェルビーイングや社会のウェルビー

イングにつながっていることを、共生の観点とつなげて書けば、社会教育の中身も充実し

ていくのではないか。 

〇答申草稿 P.6-7 で、「コミュニティ・スクール」という言葉が指すものが、地教行法に基

づくものか、今まで社会教育が論じてきたような幅広い概念を指すものか明示すべきでは
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ないか。限定的な意味を指すならば、より広めに捉える書き方というのをした方がいいの

ではないか。  

〇答申草稿では、探究活動におけるカリキュラムとの連携が書かれていないのではないか。

社会教育が地域コミュニティの基盤であるのであれば、学校の基盤であるとも言い換えら

れるため、カリキュラムとの連携も書くべきではないか。  

〇答申草稿 P.8 では、「社会教育が教育としての軸を保つためにも」とあるが、今まで議論

に出てきた者ですら理解が難しいので、もう少しかみ砕いて書くといいのではないか。  

〇答申草稿 P.7の「（１）地域と学校の連携・協働のさらなる推進方策」では、「コミュニテ

ィ・スクールや地域学校協働活動の一体的な推進」とあるが、大切なのは両者を一体的に

推進していくことであるため、「コミュニティ・スクールと…」ではないか。  

〇答申草稿 P.1 に『第 4 期教育振興基本計画』のコンセプトとして、「社会教育は学校教育

とともに持続可能な社会の創り手を育んでいく営みである」とあるが、学校教育が児童生

徒を対象にして社会教育はしないことはないので、「子供、若者、青少年」を明記する必

要があるのではないか。  

〇答申草稿 P.7の「地域と学校の連携協働のさらなる推進方策」には、PTAや子ども会など

の団体との連携強化の記載があるが、大人が児童生徒のために有意義な活動をするという

視点だけではなく、まさに主人公としての児童生徒が入る記述が望ましい。  

〇答申草稿に社会教育主事の配置率の低下による専門性の希薄化という言葉があるが、配置

された社会教育主事の方々の専門性は必ずしも希薄化してはいないところがあるので、見

直していいのではないか。  

〇答申草稿にて、公民館、図書館や博物館等を「子供・若者の居場所」としてあるが、多世

代の居場所になることも重要ではないか。  

〇公民館、図書館、青少年教育施設のような社会教育施設に社会教育士・社会教育主事がい

るという形が作れないか、といった書き込みができるといいのではないか。  

〇答申草稿 P.8 にて、「子供の体験活動機会の減少」とあるが、何の活動が減少しているの

かといった検討をしてから書くべきではないか。  

〇答申草稿 P.8の「（2）青少年教育施設等における青少年体験活動の推進方策」については、

現状の課題解決を図るだけではなくて、より積極的に「青少年の社会教育活動の活性化を

図る意義と必要性」について明記する必要があるのではないか。  

〇答申草稿 P.11の「（５）共生社会の実現のための社会教育」のまとめ部分では、コミュニ

ケーションを通した地域での交流や相互理解からの信頼関係づくりに言及することがよ

り重要であるため、「活動に当たって多言語での通訳、翻訳支援に加え、やさしい日本語

やデジタル技術や翻訳ツールを活用して、地域交流や相互理解と信頼づくりを図ることが

望まれる」としてはどうか。  

〇答申草稿 P.13の「（3）の社会情勢の変化を踏まえた社会教育に関する現行法令の在り方」

にて「外国人のつながりづくり」と記載があるが、抽象的であるため、外国人住民との交

流や日本語教室活動など具体例を入れる想像しやすいのではないか。 
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 （理 由） 

 昭和 24 年６月に社会教育法が制定されてから、75 年が経ちました。この間、地

方公共団体や関係機関・団体等をはじめ、各般におけるたゆまぬ努力により、個

人の要望や社会の要請に応え、社会教育の振興が図られてきました。一方、社会

情勢は大きく様変わりし、現代においては、人口減少・少子化の深刻化、地域コ

ミュニティ・交流の希薄化、デジタルトランスフォーメーション、グローバル化

の進展等により、将来の予測が困難な時代となっており、学校・社会が抱える複

雑化・困難化した課題の解決や、人生 100 年時代における共生社会や「こどもま

んなか」社会の実現に向けた対応が求められています。さらに、高校や大学等の

進学率の高まりや様々な学習機会の増加など、社会教育に求められる役割やニー

ズが変化しています。 

 

こうした中、令和５年６月に第４期教育振興基本計画を閣議決定し、一人一人の

豊かで幸せな人生と社会の持続的な発展に向けて、「2040 年以降の社会を見据えた

持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」

という総括的な基本方針を掲げました。この実現に向け、社会教育による「学び」

を通じて人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、協力し合える関係づくり

の土壌を耕しておくことで、持続的な地域コミュニティの基盤を形成することが求

められています。また、社会教育の拠点として社会教育施設の機能強化や、社会教

育主事・社会教育士等の社会教育人材の養成及び活躍促進等を通じた社会教育の充

実を図る必要があります。 

 

また、第 12 期生涯学習分科会では、第 11 期分科会までの議論を基に、第４期教

育振興基本計画を踏まえ、社会人のリカレント教育、障害者の生涯学習、外国人の

日本語学習、社会教育人材について重点的に議論を重ね、社会教育人材部会におけ

る調査審議も踏まえ、本年６月に議論の整理がとりまとめられました。ここでは、

全世代の一人ひとりの主体的な学びを尊重し、個人の幸せと他者との関係性の構築

といったウェルビーイングを目指す上で、障害者や外国人などの社会的包摂の観点

も含めた社会教育の提供が十分に確保されることが不可欠であるとされています。

また、社会教育の連携分野や担い手が多様化し裾野が拡大する中、地域コミュニテ

ィの基盤を支えるために社会教育人材は重要な役割を担っており、その質的向上・

量的拡大に向けた養成及び活躍促進の在り方について今後の施策の方向性が示さ

れています。 

 

これらの方向性を土台とし、社会の変化を踏まえつつ施策の更なる深化を図るべ

く、社会教育の新たな在り方を見つめ直し、社会教育が果たすべき役割、担い手で

ある人材、その活動、国・地方公共団体における推進方策等について、次の事項を

中心に御審議をお願いします。 

 

第一に、社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策についてです。 

第 12 期生涯学習分科会の議論の整理や社会教育人材部会の最終まとめ等を踏ま

え、今後の方向性が示された社会教育主事と社会教育士の役割、社会教育人材の質
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的向上・量的拡大に向けた養成及び活躍促進の在り方について、これらの内容を実

効性のあるものとするための具体的方策として、以下の事項などについて御検討を

お願いします。 

○ 社会教育人材を中核とした目指すべき社会教育の在り方 

特に、社会教育を通じた地域コミュニティの維持・活性化、社会教育行政と関

係機関（関係府省庁、首長部局、高等教育機関、関係団体、民間企業等）との連

携促進、社会教育人材ネットワークの構築・活性化、共生社会の実現に向けた障

害者・外国人等を含めた社会教育の推進の観点から、行政の役割も含め御検討を

お願いします。 

○ 社会教育主事・社会教育士の役割・位置付けの明確化 

  特に、社会教育行政の中核として求められる社会教育主事の職務内容の在り方、

社会教育士の更なる活躍促進の観点からの御検討をお願いします。 

○ 社会教育主事・社会教育士の養成の在り方 

特に、異なる役割に応じた養成方法・内容の確立、講習実施機関の拡大、若年

層を中心に社会教育への関心や参画を広げるための方策の観点からの御検討を

お願いします。 

 

第二に、社会教育活動の推進方策についてです。 

第一の検討事項を踏まえ、社会教育活動の充実方策や社会教育施設の機能強化方

策として、以下の事項などについて御検討をお願いします。 

○ 地域と学校の連携・協働の更なる推進方策 

特に、「チームとしての学校」の考え方も踏まえつつ、コミュニティ・スクール

との一体的取組の更なる推進に向けた地域学校協働活動の充実、地域学校協働活

動推進員等の配置促進と専門性・資質の向上、PTA や子供会を含む社会教育関係

団体の活動と地域学校協働活動との連携の推進、家庭教育支援の促進の観点から

の御検討をお願いします。 

○ 公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の推進方策 

  特に、地域コミュニティの維持・活性化に資する公民館の在り方、デジタル技

術の活用も含めた公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の充実と水準

向上の観点からの御検討をお願いします。 

○ 青少年教育施設等における青少年体験活動の推進方策 

  特に、青少年の健全な育成に向け、青少年体験活動やその推進に資する民間活

力の活用も含めた青少年教育施設の在り方、青少年体験活動に携わる人材の資質

向上、関係団体や民間企業等の多様な主体との連携・協働を促すネットワークの

強化の観点からの御検討をお願いします。 

○ 地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様な主体が担う活動との連携・

振興方策 

  特に、環境・福祉・防災・農山漁村振興・まちづくり等の多様な分野における

行政機関や高等教育機関、民間公益活動を含む関係団体や民間企業等による取組

に対し、社会教育が連携・貢献しうる観点からの御検討をお願いします。 

○ 共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含めた社会教育の推進方策 

特に、障害者や外国人等の学習機会の充実、福祉関係者や民間団体等の地域に
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おける関係者との連携の在り方の観点からの御検討をお願いします。 

 

第三に、国・地方公共団体における社会教育の推進体制等の在り方についてです。 

第一及び第二の検討事項を踏まえ、我が国全体で社会教育を推進するため、以下

の事項などについて御検討をお願いします。 

○ 社会教育を総合的に推進するための国の体制の在り方 

特に、社会教育人材の養成・資質向上、地方公共団体や関係団体への情報提供・

相談対応等、国において求められる役割の観点からの御検討をお願いします。 

○ 社会教育を総合的に推進するための地方公共団体の体制の在り方 

○ 社会情勢の変化を踏まえた社会教育に関する現行法令の在り方 

 

以上が中心的に御審議をお願いしたい事項ですが、この他にも地域コミュニテ

ィの基盤を支える社会教育の在り方と推進方策に関連し、必要な事項について御

検討をお願いします。 



【主な審議事項】
①社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策
（社会教育人材を中核とした目指すべき社会教育の在り方、社会教育主事・社会教育士の役割・位置付けの明確化、社会教育

主事・社会教育士の養成の在り方 等）
②社会教育活動の推進方策
（地域と学校の連携・協働の更なる推進方策、公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の推進方策、青少年教育施設

等における青少年体験活動の推進方策、地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様な主体が担う活動との連携・振興
方策、共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含めた社会教育の推進方策 等）

③国・地方公共団体における社会教育の推進体制等の在り方
（社会教育を総合的に推進するための国・地方公共団体の体制の在り方、社会情勢の変化を踏まえた社会教育に関する現行法

令の在り方 等）

◎第12期中央教育審議会生涯学習分科会 ◎社会教育人材部会

地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について（諮問）

【議論の整理～一人ひとりが主体的に学び続ける生涯学習とそれを支える社会教育の未来への展開；リカレ
ント教育の推進と社会教育人材の養成活躍のあり方～】（令和６年６月）

〇重点的に議論した事項：社会人のリカレント教育、障害者の生涯学習、外国人の日本語学習、社会教育人材
〇障害者や外国人などの社会的包摂の観点も含めた社会教育の提供が十分に確保されることが不可欠
〇社会教育の裾野が広がる中、地域コミュニティの基盤を支えるために社会教育人材は重要な役割を担っており、
その質的向上・量的拡大に向けた養成及び活躍促進の在り方を提示

【社会教育人材の養成及び活躍促進
の在り方について(最終まとめ)】
（令和６年６月）

〇調査審議事項：社会教育人材の養成
及び社会教育士の活躍機会の拡充に
関する専門的な調査審議を行うこと

令和６年６月25日中央教育審議会総会

◎第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）
○「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を総括的な基本方針とし、将来の予測
困難な時代における教育の方向性を示す総合計画を作成。

〇社会教育による「学び」を通じて人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、協力し合える関係づくりの土壌を耕しておくことで、持続的な地域コミュ
ニティの基盤を形成することが求められる。

 〇社会教育の拠点として社会教育施設の機能強化や、社会教育主事・社会教育士等の社会教育人材の養成及び活躍促進等を通じた社会教育の充実を図る必要。

地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について（諮問）

これらの方向性を土台とし、社会の変化を踏まえつつ施策の更なる深化を図るべく、社会教育の新たな在り方を見つめ直し、

社会教育が果たすべき役割、担い手である人材、その活動、国・地方公共団体における推進方策等について検討が必要

＊社会情勢の変化
○社会教育法制定から75年が経過。人口減少・少子化の深刻化・地域コミュニティの希薄化、DX化、グローバル化の進展により将来の予測が困難な時代に。
学校・社会の複雑化・困難化した課題の解決、人生100年時代、共生社会、「こどもまんなか」社会の実現に向けた対応が必要。

○高校や大学等の進学率の高まりや様々な学習機会の増加など、社会教育に求められる役割やニーズが変化。
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人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（平成30年12月21日中央教育審議会答申）

○人口減少、高齢化、グローバル化、貧困、つながりの希薄化、社会的孤立、地方財政の悪化等の多様化し複雑化する課題と社会変化に対応す
るためにも、今後の我が国にとって 「『社会教育』を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づくり」が一層重要

〇地域における新時代の社会教育の方向性として「開かれ、つながる社会教育」を提示し、住民の主体的な参加のためのきっかけづくり、ネットワ
ーク型行政の実質化、地域の学びと活動を活性化する人材の活躍の３つの観点が必要

〇社会教育施設には学習と活動の拠点としてのみならず、住民主体の地域づくり、持続可能な共生社会の構築に向けた取組の拠点としての役割
も求められる

○地方公共団体からの意見も踏まえ、地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管できることとする特例について、社会教育の適切な実施の確
保に関する制度的担保が行われることを条件に可とすべき

第11期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理
～全ての人のウェルビーイングを実現する、共に学び支えあう生涯学習・社会教育に向けて～（令和４年８月）

○一人として取り残すことのない社会的包摂の実現や、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるような社会の実現が大きな課題

○生涯学習・社会教育に関わる多種多様な関係機関・関係者が、あらゆる人の身近に学びの機会がある社会の重要性についての共通認識を持
ち、生涯学習・社会教育の振興に係る取組を積み重ね、多様なニーズを持つそれぞれの人の学習機会を保障し、学習の当事者としての個人の
自主的・積極的な学びを支えることで、個人や集団、ひいては地域コミュニティにおけるウェルビーイングを高める

○住民自治を支える社会教育は、持続的な地域コミュニティを形成する、社会全体の基盤

社会教育についてのこれまでの議論について①

4

今後の生涯学習・社会教育の振興方策（重点事項・具体策）について
（令和５年３月８日第134回中央教育審議会総会 文部科学省報告資料）

〇一人一人の生活と地域づくりを支える「学びと実践」の機会と場を提供する「地域の学びと実践プラットフォーム」を打ち出し、「地域の学びと実践
プラットフォーム」としての役割を、社会教育人材・社会教育施設が連携して担う

〇社会教育人材に関する事項について、中央教育審議会生涯学習分科会において継続して専門的に議論・検討

P.５参照

P.６～７参照

P.８～16参照



社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について(最終まとめ)（令和６年６月中央教育審議会生涯学習分科会社会教育人材部会）

○社会教育の裾野が拡大する中、地域コミュニティにおける学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育人材が果たす役割は大きく、質的な向上・量的な
 拡大が重要

○社会教育主事、社会教育士の役割はそれぞれ「地域全体の学びのオーガナイザー」、「各分野の専門性を様々な場に活かす学びのオーガナイザー」
○地域の実情を踏まえつつも、講習・養成課程の修了（社会教育士の称号取得）は、あくまで社会教育人材のエントリー条件であり、その後の段階的な人材養成を経て、社

 会教育主事として任用していくことが望ましい方向性の一つであること、また任用後も実務経験や研修等によって必要な知見を適切に補完し、総合的な資質の向上を図る
ことが期待されること

○社会教育人材の裾野の拡大に伴う量的拡大・質的向上に向けた対応方策
○社会教育人材の活躍促進に向けた対応方策（社会教育人材のネットワーク化等）
○社会教育主事と社会教育士の関係や位置付け、それらを踏まえた社会教育人材の養成の在り方や活躍方策については、様々な観点から議論を継続していくことを期待

第 12 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（令和６年６月）

〇リカレント教育：多忙な社会人にも情報をわかりやすく提供することや、学び直しのための費用、時間、社会的評価等の課題の解決が必要であり、高等教育機関では地域
社会の知の基盤として地方公共団体や地元企業などと連携し、企業等からの人的成長投資ニーズをとらえた魅力的な教育プログラムを開発するとともに、社会人が学び
やすい教育環境を整備することで、学びの成果が適切に評価され、個人のキャリアアップが促進される「学びと成長のエコシステム」の構築を図るなど、地域の人材拠点と
なることが必要。

○障害者の生涯学習：多様な主体が連携し、人生のあらゆる段階における多様な学びづくり、特に、学校に通う段階を終えて社会への本格的な参画へ移行する段階で困難
に直面することが多いため、学校段階から生涯学習への意欲の向上、社会教育その他、様々な学習機会に関する情報提供が必要

○外国人の日本語教育：我が国に在留する外国人が急激に増加しており、地域社会の国際化が進む中で、共生社会を構築し、地域社会のコミュニティをより緊密で強固なも 
のとするため、日本語学習・文化理解とともに多文化共生の考え方を育むこと等は重要

○社会教育人材：学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育人材の質的な向上・量的な拡大を図るため、 社会教育人材の養成、活躍促進に係る方策
等に取り組む

〇社会教育を必要とする社会情勢は、社会教育法が制定された昭和24年から大きく様変わりし、新たな在り方を展望し、社会教育が果たすべき役割、若者を含めた担い手
である人材の養成やその活躍の在り方、国としての推進方策等についてさらなる検討が進むことを期待

社会教育についてのこれまでの議論について②
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第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

○「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」の２つがコンセプト

○基本的な方針３：地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進

・地域において人々の関係を共感的・協調的なものとするためには、社会教育による「学び」を通じて人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、協力し合える関係としての

土壌を耕しておくことが求められ、こうして形成された地域の人々の関係は持続的な地域コミュニティの基盤となり、ひいては社会全体の基盤となる

・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進など、社会教育の充実による地域の教育力の向上や地域コミュニティの基盤強化

・公民館等の社会教育施設の機能強化、社会教育人材の養成と活躍機会の拡充

・国や地方公共団体において、障害者の生涯学習の推進を生涯学習・社会教育推進施策として明確に位置付けるとともに、その担い手の人材育成・確保や理解促進のため

の取組を促進

P.17～19参照

P.22～23参照

P.20～21参照



地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進するセ
ンター的役割、地域の防災拠点

公民館 他部局と連携した個人のスキルアップや就業等の支援、
住民のニーズに対応できる情報拠点図書館

中央教育審議会「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答申）」
（平成30年12月21日）について

今後の地域における社会教育の在り方

今後の社会教育施設の在り方

地方の実情等を踏まえ、より効果的と判断される場合には、地方公共団体の判断により地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管できる特例を設けることについて、社会
教育の適切な実施の確保に関する制度的担保が行われることを条件に、可とすべき。

⇒上記を踏まえ、公立社会教育施設（公民館、図書館、博物館等）の所管の特例を認める制度改正を実施（第９次地方分権一括法の一部として社会教育法等を改正）
。

＜今後の社会教育施設の所管の在り方＞

各施設には、地域の学習拠点としての役割に加え、以下のような役割も期待。＜今後の社会教育施設に求められる役割＞

○人口減少、高齢化、グローバル化、つながりの希薄化、地方財政の悪化、SDGsに向けた取組 等
⇒ 住民自らも地域運営に主体的に関わっていくことが重要

○人生100年時代の到来、Society5.0実現の提唱 等
⇒ 誰もが生涯にわたって学び、その成果を生かすことのできる生涯学習社会の実現へ向けた取組が必要

個人の成長と地域社会の発展の双方
に寄与しうる社会教育に大きな期待

○今後の我が国において、「『社会教育』を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づくり」を推進していくことが一層重要。
○その実現のためには、より多くの住民の主体的な参加を得て、多様な主体の連携・協働と幅広い人材の支援により行われる

社会教育、すなわち、「開かれ、つながる社会教育」へと進化を図る必要がある。

「社会教育」を基盤とした、人づくり・つながりづくり・地域づくり
人づくり

自主的・自発的な学びによる知的
欲求の充足、自己実現・成長

つながりづくり
住民の相互学習を通じ、つながり
意識や住民同士の絆の強化

地域づくり
地域に対する愛着や帰属意識、地域の将来像
を考え取り組む意欲の喚起
住民の主体的参画による地域課題解決

学びと活動の好循環

住民の主体的な参加のためのきっかけづくり
社会的に孤立しがちな人々も含め、より多くの住民の主体的な参加
を得られるような方策を工夫し強化

ネットワーク型行政の実質化
社会教育行政担当部局で完結させず、総合教育会議の活用や地
域学校協働活動の推進等を通じた首長、NPO、学校、企業等といっ
た多様な主体の幅広い連携・協働

地域の学びと活動を活性化する人材の活躍
学びや活動と参加者をつなぎ、地域の学びと活動を活性化する多様
な人材の活躍を後押し

「開かれ、つながる社会教育」へ

学校における学習内容に即した展示・教育事業の
実施、観光振興や国際交流の拠点博物館
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２．生涯学習・社会教育が果たしうる役割
○生涯学習： 職業や生活に必要な知識を身につけ自己実現を図るためのもの。他者との学び合い・教え合いにより豊かな学びにつながるもの
○社会教育： 学びを通じて「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の循環を生み、持続的な地域コミュニティを支える基盤となるもの

１．生涯学習・社会教育をめぐる現状・課題

第11期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理【概要】
～全ての人のウェルビーイングを実現する、共に学び支えあう生涯学習・社会教育に向けて～

○ 社会やライフスタイルの変化等により、人と人との 「つながり」の希薄化、困難な立場にある人々（貧困の状況にある子供、障害者、高齢者、孤独・孤立の状態にある者、
外国人等）などに関する課題が顕在化・深刻化

 ⇒ 社会的包摂と、その実現を支える地域コミュニティが一層重要に
○ 「新しい資本主義」に向けた人への投資の充実、デジタル社会の進展への対応の必要性が増大
 ⇒ 社会人の学び直しをはじめとする生涯学習が一層重要に

 特に、デジタルデバイド解消や、国民全体のデジタルリテラシー向上が喫緊の課題に（デジタル田園都市国家構想の実現）

人生100年時代・VUCAの時代においては、こうした従来の役割に加え、下記の役割がより重要に

ウェルビーイング：「個人」 の幸せ＋ 周囲の「場」 のよい状態

生涯学習を通じた個人の成長と、持続的な地域コミュニティを
支える社会教育は、ウェルビーイングの実現に密接不可分

＜生涯学習＞
「個人」の生涯にわたる
自己実現を図る学習

＜社会教育＞
学びを通じた「人づくり・

つながりづくり・地域づくり」

ウェルビーイングの実現

貧困の状況にある子供、障害者、高齢者、孤独・孤立の状態にある者、外国人、
女性など、それぞれに学習ニーズがある

誰一人として取り残すことなく、学習機会を提供する

社会的包摂の実現

デジタルデバイド解消を含め、デジタルによる格差や分断のないデジタル化を実現
する社会的要請

国民全体のデジタルリテラシーの向上を目指す

デジタル社会に対応

リアル・オンラインの双方で、地域住民がつながる「場」として社会教育施設を活用
し、共に学びあう社会教育

＋
コミュニティ・スクールや地域学校協働活動への地域住民の参画（学校と地域の
連携）

「学び」を通じた、人と人とのつながり・絆の深まりが、
地域コミュニティの基盤を安定させる

地域コミュニティの基盤
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３．今後の生涯学習・社会教育の振興方策

公民館等の
社会教育施設
の機能強化

・ 公民館等の役割を明確化（社会的包摂の実現、地域コミュニティづくり、子供の居場所としての役割等）
・ リアルとオンラインの双方で、住民が相互に「つながり」を持てる共同学習・交流を促進⇒ 地域コミュニティの基盤に
・ 公民館等のデジタル基盤を強化（PC等の機器導入、Wi-fi環境整備等）
・ デジタルデバイドの解消やデジタル・シティズンシップの育成のための教育⇒ 国民全体のデジタルリテラシー向上へ
・ 他機関との連携（自前主義からの脱却）や、住民の意向を反映できる運営や評価の在り方の見直し等による運営改善

社会教育人材
の養成、活躍
機会の拡充

・ 社会教育主事の配置を促進⇒ 地域課題に応じた関連部局・施策と社会教育との連携・調整を推進
・ 社会教育士の公民館等への配置促進、社会教育士のネットワーク化等による活躍機会の拡大
・ 多様な分野の施策と連携しつつ、つながりづくり・地域づくりを担えるよう、社会教育士に係る制度の在り方を検討 
（例：社会教育士の役割や称号付与要件の見直し等）
・ 社会教育人材の継続的な学習機会の確保も検討（デジタルに関するスキルアップ・現代的課題への対応等）

地域と学校の
連携・協働の

推進

・ コミュニティ・スクールについて、十分な理解の下で全国的に導入を加速
・ 地域学校協働活動推進員の常駐化や、学校運営協議会の運営等に係る支援員の新たな配置の促進
・ 保護者、PTA活動の経験者、ＮＰＯや企業関係者などの多様な地域住民の参加を推進
・ 部活動の地域移行の推進に向け、地域の実情に応じ、社会教育関係団体等と積極的に連携

リカレント教育
の推進

・ 時間的・経済的な制約の中で学び直しを希望する女性や就業者、求職者など個々人のニーズに応じたリカレント教育を充実
・ ①大学・専門学校におけるリカレント教育プログラムの充実、②社会人が受講しやすい時間帯・期間・授業形態等の工夫、

③情報発信の充実（公民館や民間等によるものを含む）④学習履歴の可視化（オープンバッジ等のデジタル技術の活用）
等を推進

多様な障害に
対応した生涯
学習の推進

・ 障害者の生涯学習を、国・各地方公共団体の生涯学習・社会教育推進施策として明確に位置付ける
・ 障害者の生涯学習推進を担う人材育成・確保や、共生社会についての理解を促進

・ 国は、生涯学習・社会教育が、社会的包摂の実現や地域コミュニティ構築の役割を果たせるよう、振興方策の全体像を明確化
・ 国及び地方公共団体は、国民全体のデジタルリテラシーの向上に向けた取組をこれまで以上に推進
・ 地方公共団体は、社会教育主事の配置や社会教育士の活躍機会の拡充を積極的に検討。また、社会的包摂の実現や地域コミュニティ構築に関連する部
局やNPO等民間団体との連携・協力を促進（教育委員会は総合教育会議等を活用して首長部局と積極的に連携）
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今後の生涯学習・社会教育の振興方策
（重点事項）について
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ウェルビーイングの実現に向けた生涯学習・社会教育の推進
～これまでの議論を踏まえた施策の方向性～

生活を支えるリテラシーの向上
デジタルデバイドの解消

障害者・外国人等の学習ニーズへの対応等

地域づくりを支える社会教育の実現
様々な地域課題への取組・解決
持続可能な社会の創り手の育成等

一人一人の生活と地域づくりを支える「学びと実践」の機会と場を提供する
｢地域の学びと実践プラットフォーム｣としての役割を､社会教育人材･施設が連携して担う

第11期生涯学習分科会 議論の整理

教育振興基本計画の理念

第9期生涯学習分科会答申
「社会教育の意義と果たすべき役割」

自立 ・  協働 ・ 創造

学びを通じた「人づくり ・ つながりづくり ・ 地域づくり」

デジタル社会への対応

ウェルビーイングの実現

地域コミュニティの基盤
共に学び支え合う
生涯学習・社会教育社会的包摂の実現

次期教育振興基本計画（素案）の総括的基本方針

「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」「持続可能な社会の創り手の育成」

経済財政運営と改革の基本方針2022
「人への投資」
「デジタル田園都市国家構想」
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「地域の学びと実践プラットフォーム」の ねらいと効果

地域づくりを支える社会教育の実現生活を支えるリテラシーの向上

①：高齢者等を含め、日本に暮らす全て
の人が当たり前にデジタルの恩恵（行
政・民間サービス）を享受。

（肝心な時はリアルなつながりも大切） ②：子供・若者を含む主体的な住民参画
とそれを支援する行政の相乗効果で、
地域住民の健康・住みやすさ・住民満
足度等のウェルビーイングが向上 ③：まちづくりや福祉・防災等の地域課題に

関する行政も、地域の協力あってこそ。行
政の施策効果やコスト面でも好影響。

○ デジタルリテラシーの学習機会を公民館で提供すること
で、オンラインでの学習やSNSでのつながり作りなどを
可能に。
（デジタルのコンテンツ･ネットワーク等の活用に加え､
仲間・地域とリアルに繋がる場（公民館等）も提供）

〇社会教育主事等のコーディネートにより､公民館等の社
会教育施設において、高齢者・障害者・外国人等の個々
のニーズに応じた生活に必要な学び・学び合いを支援

期待される効果

「地域の学びと実践プラットフォーム」
一人一人の生活と地域づくりの双方を支える役割を、社会教育人材・施設がその専門性を生かし、連携して担う体制を構築

○ 公民館活動への地域住民の参加を促進し､コミュニティ施策
や地域づくり部局とのタイアップを推進

○ 社会教育士のネットワーク化や公民館等への配置を促進し､
社会教育士の得意分野を活かして住民による地域づくりを
組織的に支援

○ 住民の主体的参画を重視し、他の地域活動との協働やコミュ
ニティ・スクールとの連携等により、多世代の参画を推進。
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公民館等

社会教育人材ネットワーク
・市長のツイッターて何？
・マイナンバーカードって
どう役立つの？

・必要な情報にアクセスしたい
・地域の一員として参画したい

・オンラインで学習したい
・SNSなどで仲間と繋がりたい

地域づくり担当部局
〔社会教育士〕

地域の学びと実践プラットフォーム（イメージ図：地域づくりに役立つ社会教育）

○デジタルリテラシーの学習機会を保証
○仲間・地域とリアルで繋がる場も提供
○デジタルの活用で多様な学び・学び合いの
機会を充実

○公民館の運営自体も住民の参画の場に

地域づくりを支える社会教育の実現生活を支えるリテラシーの向上

町内会メンバー
〔社会教育士〕

簡単な日本語をあなたの
母語で学べるデジタル
コンテンツがありますよ

公民館所属
〔社会教育士〕

公民館で学習
したことを活
かしてSNS上
でグループを
作りましょう

公民館のデジタル入門
講座で学べますよ
講座受講者のA氏に地域の
サポート役を依頼したので
教えてもらえますよ

生涯学習推進員
（社会教育主事OB）

防災訓練は、児童生徒に対する防災体験学習
や非常食の試食も取り入れて、楽しく多世代
で学べる場にしたら、参加率が上がるぞ

地域学校協働活動、PTA、子ども会の活動に
携わっていた方と社会教育士ネットワークの
研修で知り合ったから協力を依頼してみよう

イベント運営参画を機に継続的な地域づくりに
資する人材が育つよう、社会教育士研修で学ん
だ地域住民を巻き込むワークショップ的手法を
社会教育担当の協力を得て取り入れてみよう

地域の学びと実践プラットフォーム

・地域を担う後継人材が育たない
・行政主導の地域振興イベントの効果は
一時的なものになりがち

社会教育主事・
社会教育士
（地域における学びと実践 
のコーディネーター）

・車いすになって普段の買い物もひと苦労だ
・急な通院、診療時間に間に合うだろうか？

ネットスーパーでの買い物を
スマホから試してみましょう
スマホで病院までの距離や時間
タクシーも調べられますよ

学生
〔社会教育士養成課程〕

学びと実践

地 域生 活

社会や地域に貢献したいと思っている
知り合いの企業・団体にも、地域活動
への協力を依頼できますよ

企業人
〔社会教育士〕
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社会教育人材の活用に関する現状の課題と重点事項（重点的に取り組むべき事項）

社会教育主事

教育委員会 首長部局(地域振興課等) 企業・団体(NPO) など

行政職員（地方公務員、教育公務員） 一般企業・地域等

課題① 社会教育人材について、どこに､どんな人(経験・得意分野等)がいるのかわからない

重点事項(1)
社会教育人材ネットワークの構
築による組織的な活用

重点事項(5)
講習の受講機会の拡大等
（受講者枠拡大･オンライン化等）

重点事項(2)
社会教育士等の講習･研修の充実
(継続的な学習･交流を支援｡現代的ニー
ズを踏まえて内容を見直し。)

重点事項(3)
社会教育分野での人材確保
（社会教育主事の配置、社会教育士の配
置・登用の促進、公民館主事等の講習受
講の促進等 ）

課題③ 社会教育主事の
 配置率が低い

課題⑦ 社会教育主事・社会教育士になるための講習は、仕事をしながらの受講が困難

社会教育士

公民館・学校等

社会教育士

課題⑤ 社会教育は地域振興等にも役立つ
との認識が浸透していない

社会教育士

課題⑥  社会教育士の専門性を生かせる活躍の
場が少ない

講
習
の
未
受
講
者

課題② 社会教育主事・社会教育士になった後、継続的な研修や繋がり維持の機会がない

組織的
活用に
関する
課題

配置・
活用に
関する
課題

裾野の
拡大に
関する
課題

課題①②⑥関係

課題③④関係

重点事項(4)
地域振興分野等での人材確保
(地域振興部局担当者、町内会･まちづく
り協議会関係者等の講習の受講促進等)

課題⑤⑥関係

課題⑦関係

課題②⑧関係

課題④ 公民館職員の専門性
の向上も重要

課題⑧ 講習内容について、現代的課題に対応した見直しも必要
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重点事項(1)
社会教育人材ネットワークの構築・展開による組織的な活用

重点事項(5)
講習の受講機会の拡大等（受講者枠の拡大・オンライン化等）

重点事項(2)
社会教育士等の講習・研修の充実
（講習のアップデート、継続的な学習･交流への支援）

重点事項(3)
社会教育分野での人材確保（社会教育主事の配置促進、公民館等への
社会教育士の配置・登用の促進、公民館主事等の講習受講の促進等）

○ 社会教育主事・社会教育士に必要とされる専門性に関する内
容や、デジタル活用、多様なニーズへの対応に関する内容につ
いて、社会教育主事講習等に反映。

○ 社会教育士等が継続的に学習できるよう、公開可能な研修を
オンデマンド配信。その際、継続的な学習の機会が、相互に協
力しあえる人的つながりづくりの機会となるよう、社会教育人
材ネットワークの活用も検討する。

○ 働きながらでも社会教育主事講習を受講したいというニーズに応える
ため、社会教育主事講習のオンライン化や夜間・休日中心の講座を含む
多様な社会教育主事講習を展開。社会教育主事講習の定員の増加等に向
け、講習実施機関へ働きかけ。

○ 民間資格等による科目代替の検討など社会教育士の資格取得の促進策
を検討。

○ 社会教育主事・社会教育士に対し、研修情報の周知、イベントや個別
相談対応への協力依頼等を組織的に行えるよう、社会教育主事講習・養
成課程の実施機関である大学等の協力も得ながらネットワークを構築・
展開。

○ 対象者、活用方法等の詳細は、集約する情報の種類（氏名や属性等）
や、集約の主体・手法等とあわせて検討。また、ネットワークの自主的
な活用や人材の確保の観点から、社会教育主事OBや社会教育主事養成課
程の学生等の活用も検討。

○ 社会教育士が地域で活動しやすくなるよう、社会教育士であることを
証する修了証書やデジタルバッジ等の導入を検討。

○ 社会教育主事の配置状況を分析し、自治体に必要な働きかけの実施。
○ 社会教育士の公民館や地域学校協働活動推進員への配置・登用を促進
する。また、公民館主事や地域学校協働活動推進員、PTA、子ども会等
の社会教育関係者等の専門性の向上に向け、社会教育主事講習の受講を
推奨する。

重点事項(4)
地域振興分野等での人材確保（地域振興部局担当者、町内会･まち
づくり協議会関係者等の講習の受講促進等）

○ 首長部局の地域振興担当等における社会教育士の活用が進むよう、
当該部局の職員の講習受講を促進。

○ 社会教育人材ネットワークを活用し、社会教育人材の地域振興施
策への協力を促進。

「地域の学びと実践プラットフォーム」構築に向けた重点事項（社会教育人材関係）

横断的事項
○ 生涯学習分科会において、社会教育教育人材に関する取組の実施
状況を踏まえ、さらに専門的な議論・検討を行う。
（議論・検討にあたっては、社会教育主事・社会教育士の制度的な
位置づけを踏まえ、社会教育主事講習の名称変更も含めて検討。）

〇 国で社会教育を一層推進するための体制の検討・整備を進めると
ともに、実際の課題解決事例を参考に、各自治体の取組が進むよう
アドバイスする体制を検討。その一環として、社会教育マイスター
（仮称）を創設。

〇 社会教育におけるEBPMの推進。
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公民館等

社会教育人材ネットワークとの連携

地域の学びと実践プラットフォーム（イメージ図：関係組織や住民等との連携）

○デジタルリテラシーの学習機会を保証
○仲間・地域とリアルに繋がる場も提供
○デジタル技術の活用等、公民館のデジタル化を推進

地 域

生 活
デジタルとリアル双方の教育機会の提供による

「つながりづくり」

○首長部局や地域にいる社会教育士と連携し､それぞれ
 の強みを活かした協力を得て､多様な課題に対応･解決

地域と学校等の連携・協働の推進

社会的包摂の実現に向けた学習支援
○公民館等の社会教育施設を拠点とし、社会教育人材の
コーディネートにより、ICTやデジタルコンテンツ等
も活用しながら、高齢者･障害者･外国人等の個々のニー
ズに応じて生活に必要な学び・学び合いを支援（福祉部
局等とも連携）

〇不登校、貧困等の課題を抱える子供たちの学びを支援
 （地域学校協働活動や家庭教育支援チーム等と連携）

〇社会教育での学びに加えて更に学びたい者が、大学等が
提供する学習コンテンツの情報を得られるよう、リカレ
ント教育の検索サイト「マナパス」等とも連携

地域住民による公民館運営への参画
他の行政施策・部局と連携し
多様な住民ニーズに対応

（地域振興、多世代交流、福祉等）

○地域づくり（地域振興）をはじめ、多様な
世代を対象とする他の行政施策や担当部局
とのタイアップを推進し、多世代交流によ
る地域コミュニティづくりを支援

○住民の自主的な学びや参画を促し、行政施
策の効果を高め、持続性やコストも改善

（連携の例）
【放課後児童健全育成事業】

放課後児童クラブ等を
公民館で実施

【地域運営組織】
公民館活動を母体とした地域運
営組織の取組（子育て交流、学
習支援等）や支援措置等を周知

【農村型地域運営組織（農村RMO）】
中山間地域における農地保全や
生活の支え合い等の活動を公民
館と連携して実施

【重層的支援体制整備事業】
相談支援や交流の場など
社会福祉分野における協働

○コミュニティ・スクールと地域
学校協働活動を一体的に推進し
、子供を中心として、幅広い地
域住民等が地域で繋がる機会を
提供。

地域の学びと実践プラットフォーム

民間企業やNPO等との連携
○民間企業やNPO、町内会、PTA、子ども会等との協働
により､公民館が多様な属性をもつ者の活動が重なり
あう場となることで、地域コミュニティの繋がりを強
める。

○企業と連携してリアルな体験活動等を推進し、リアル
な体験や繋がりの良さを
実感できる場に。

○身近な公民館の運営への住民の参画を促すことで、
住民が行政に主体的に関わるようになる機会を提供

○特に、若い世代の公民館に対する声の把握に努め、
子供や若者も集う地域コミュニティの拠点に。

社会教育主事・社会教育士

社会教育施設の複合化や
PFIの活用による官民連携の推進 こども園

15



課題⑤
公民館の運営や評価等について、地域住民の参画や
意向の反映が必ずしも十分ではないことも。

課題③
地域コミュニティにおける住民同士の関係性が希薄
化。地域における様々な活動間(町内会や学校等の活動
と公民館活動など)で、必ずしも連携が十分ではない。
課題④
様々な活動の際に集まれる場としての強みを地域コ
ミュニティづくりに十分生かせていない。

課題⑥
公民館等での学びが､住民同士の繋がりづくりや地

域づくりをはじめとした、地域における実践に十分に
結びついていない。

社会教育施設に関する現状の課題と重点事項

課題①
地域住民のニーズが多様化し､従来の取組だけでは､

多様な住民の期待･ニーズへの対応が困難に。

   重点事項(３)
学びと実践の場としての機能強化

重点事項(１)
他の行政施策･部局と連携し
多様な住民ニーズに対応
（地域振興､多世代交流､福祉等）

重点事項(２)
地域との連携推進による

地域づくりの主導
（地域住民、NPO、社会教育

関係団体、学校等）

重点的に取組むべき事項を
明確化

社会教育施設をめぐる課題

課題②
様々な行政分野で、地域との関係性が重視され、地

域づくりや自主的取組みに資する社会教育的な学びと
の連携が求められている。
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「地域の学びと実践プラットフォーム」構築に向けた重点事項（社会教育施設関係）

重点事項(１)
他の行政部局･施策と連携し､多様な住民ニーズに対応
（地域振興､多世代交流､福祉等）

重点事項(2)
地域との連携推進による地域づくりの主導（地域住民､NPO､社会教育

関係団体、学校等）

〇地域づくり（地域振興）を始めとする他の行政施策･部局とのタイアップ
を推進

（連携の例）
【放課後児童健全育成事業】放課後児童クラブ等を公民館で実施。
【地域運営組織】公民館活動を母体とした地域運営組織の取組(子育て交流、学習
支援等）や支援措置等を周知。

【農村型地域運営組織（農村RMO）】中山間地域における農地保全や生活の支え
合い等の活動を公民館と連携して実施。

【重層的支援体制整備事業】相談支援や交流の場など福祉分野における協働。
〇社会教育人材ネットワークとの連携
・社会教育との連携が重要な部局の職員に社会教育主事講習の受講を推奨。
・公民館等で活用する社会教育士も、地域づくり施策への協力に努める。
〇社会教育施設の複合化やPFIの活用による官民連携の推進

重点事項(３)
学びと実践の場としての機能強化

〇地域住民による公民館運営への参画
・公民館運営における地域住民の意向を反映するため手引きの作成
を検討。

・特に、若い世代の公民館に対する声の把握に努め、運営に反映。
〇民間企業やNPO等との連携
・民間企業やNPO、町内会、PTA、子ども会等との協働により、公民
館活動への多世代の参画を推進。

・企業と連携してリアルな体験活動等を推進。
・企業等との円滑な連携に向けて、営利的な活動との関係について
具体的事例を整理・周知。

〇地域と学校等の連携・協働の推進
・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進し、
子供を中心として、幅広い地域住民等が地域で繋がる機会を提供。 

〇デジタルとリアル双方の教育機会の提供による「つながりづくり」
・デジタル技術の活用等、公民館等のデジタル化を推進。
・デジタルリテラシーの学習機会を提供。
・地域住民同士がリアルに繋がる場も提供。
〇社会教育人材ネットワークとの連携
・社会教育士の公民館等への配置や公民館主事等の専門性向上
（資格取得促進）。

・社会教育士それぞれの強みを活かせる協力を要請。

横断的事項
〇重点事項(１)～(３)について「公民館の設置及び運営に関する基準」において明示することを検討。
〇「優良公民館表彰」に年度毎の重点分野を設定し、その優良取組事例を収集・横展開。
〇国で社会教育を一層推進するための体制の検討・整備を進めるとともに、実際の課題解決事例を参考に、各自治体の取組が進むようアドバイスする体制を検討。
その一環として、社会教育マイスター(仮称)を創設(再掲)。

〇社会教育におけるEBPMの推進（再掲）。

〇社会的包摂の実現に向けた学習支援
・公民館等の社会教育施設を拠点とした、社会教育人材のコーディネートにより、ICT
やデジタルコンテンツ等も活用しながら、高齢者･障害者･外国人等のニーズに応じ
て生活に必要な学びを支援（福祉部局とも連携）。

・不登校や貧困等の課題をかかえる子供たちへの支援（地域学校協働活動や家庭教育支
援チーム等と連携）。

○子供や若者の社会教育への参加促進
・若い世代の声を公民館の運営に反映するとともに、社会教育施設が子供や若者の学び
合う場となり、こどもの居場所としての役割も果たせるよう、具体的事例を周知。

〇リカレント教育の検索サイト｢マナパス」との連携
・社会教育での学びに加えて更に学びたい者が、大学等が提供する学習コンテンツの情
報を得られるよう、リカレント教育の検索サイト「マナパス」等とも連携。
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【社会の現状や変化】
・新型コロナウイルス感染症の拡大 ・ロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化 ・VUCAの時代（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性） ・少子化・人口減少や高齢化
・グローバル化・地球規模課題 ・DXの進展、AI・ロボット・グリーン（脱炭素） ・共生社会・社会的包摂 ・精神的豊かさの重視（ウェルビーイング）  ・18歳成年・こども基本法 等

教育の普遍的な使命：学制150年、教育基本法の理念・目的・目標（不易）の実現のための、社会や時代の変化への対応（流行）
教育振興基本計画は予測困難な時代における教育の方向性を示す羅針盤となるものであり、教育は社会を牽引する駆動力の中核を担う営み

今後の教育政策に関する基本的な方針

・（初等中等教育）国際的に高い学力水準の維持、GIGAスクール構想、教職員定数改善
・（高等教育）教学マネジメントや質保証システムの確立、連携・統合のための体制整備
・（学校段階横断）教育費負担軽減による進学率向上、教育研究環境整備や耐震化 等

第3期計画期間中の成果
・コロナ禍でのグローバルな交流や体験活動の停滞 ・不登校・いじめ重大事態等の増加
・学校の長時間勤務や教師不足 ・地域の教育力の低下、家庭を取り巻く環境の変化
・高度専門人材の不足や労働生産性の低迷 ・博士課程進学率の低さ 等

第3期計画期間中の課題

第４期教育振興基本計画 【概要】 （令和５年度～９年度）
我が国の教育をめぐる現状・課題・展望

2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 日本社会に根差したウェルビーイング（※）の向上

②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す
共生社会の実現に向けた教育の推進 ③地域や家庭で共に学び支え合う社会

の実現に向けた教育の推進

④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話

①グローバル化する社会の持続的な
発展に向けて学び続ける人材の育成

・将来の予測が困難な時代において、未来に向けて自らが社会の創り手となり、 
  課題解決などを通じて、持続可能な社会を維持・発展させていく
・社会課題の解決を、経済成長と結び付けてイノベーションにつなげる取組や、一人
一人の生産性向上等による、活力ある社会の実現に向けて「人への投資」が必要
・Society5.0で活躍する、主体性、リーダーシップ、創造力、課題発見・解決力、
論理的思考力、表現力、チームワークなどを備えた人材の育成

・多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸
せや豊かさを感じられるものとなるための教育の在り方
・幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、協働性、自己肯定感、自己実
現等が含まれ、協調的幸福と獲得的幸福のバランスを重視
・日本発の調和と協調（Balance and Harmony）に基づくウェルビーイン
グを発信

・子供が抱える困難が多様化・複雑化する中で、 個別最適・
協働的学びの一体的充実やインクルーシブ教育システムの推
進による多様な教育ニーズへの対応

・支援を必要とする子供の長所・強みに着目する視点の重視、
地域社会の国際化への対応、多様性、公平・公正、包摂性
（DE&I）ある共生社会の実現に向けた教育を推進

・ICT等の活用による学び・交流機会、アクセシビリティの向上

・持続的な地域コミュニティの基盤形成に向けて、公民
館等の社会教育施設の機能強化や社会教育人材の
養成と活躍機会の拡充

・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進、
家庭教育支援の充実による学校・家庭・地域の連携強化

・生涯学習を通じた自己実現、地域や社会への貢献等に
より、当事者として地域社会の担い手となる

教育データの標準化、基盤的ツール
の開発・活用、教育データの分析・
利活用の推進

DXに至る３段階（電子化→最適化→新たな価
値(DX)）において、第３段階を見据えた、第１段
階から第２段階への移行の着実な推進

GIGAスクール構想、情報活用能力の育成、
校務DXを通じた働き方改革、教師のICT活用
指導力の向上等、 DX人材の育成等を推進

デジタルの活用と併せてリアル
（対面）活動も不可欠、学習
場面等に応じた最適な組合せ

学校における働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実の一
体的推進、ICT環境の整備、 経済状況等によらない学び確保

各関係団体・関係者（子供を含む）との対話を
通じた計画の策定等

NPO・企業等多様な担い手との連携・協働、安全・安心で質
の高い教育研究環境等の整備、児童生徒等の安全確保

※身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生
の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

計画のコンセプト

人生100年時代に複線化する生涯にわたって学び続ける学習者

・主体的に社会の形成に参画、持続的社会の発展に寄与
・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善、大
学教育の質保証
・探究・STEAM教育、文理横断・文理融合教育等を推進
・グローバル化の中で留学等国際交流や大学等国際化、外
国語教育の充実、SDGsの実現に貢献するESD等を推進

・リカレント教育を通じた高度人材育成
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①教育費負担軽減の着実な実施及び更なる推進
・幼児教育・保育の無償化、高等学校等就学支援金による授業料支援、高等
教育の修学支援新制度等による教育費負担軽減を着実に実施
・高等教育の給付型奨学金等の多子世帯や理工農系の学生等の中間層への
拡大 等

今後５年間の教育政策の目標と基本施策
教育政策の目標 基本施策（例） 指標（例）

１．確かな学力の育成、
幅広い知識と教養・専門
的能力・職業実践力の
育成

○個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実
○新しい時代に求められる資質・能力を育む学習指導要領の実施
○幼児教育の質の向上 ○高等学校教育改革 ○大学入学者選抜改革
○学修者本位の教育の推進 ○文理横断・文理融合教育の推進
○キャリア教育・職業教育の推進 ○学校段階間・学校と社会の接続の推進

・OECDのPISAにおける世界トップレベル水準の維持・到達
・授業の内容がよく分かる、勉強は好きと思う児童生徒の割合
・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合
・高校生・大学生の授業外学修時間
・PBL（課題解決型学習）を行う大学等の割合
・職業実践力育成プログラム（BP）の認定課程数

２．豊かな心の育成 ○道徳教育の推進 ○発達支持的生徒指導の推進 ○いじめ等への対応、人権教育
○児童生徒の自殺対策の推進 ○体験・交流活動の充実 ○読書活動の充実
○伝統や文化等に関する教育の推進 ○文化芸術による子供の豊かな心の推進

・自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合
・人が困っている時は進んで助けていると考える児童生徒の割合
・自然体験活動に関する行事に参加した青少年の割合

３．健やかな体の育成、
スポーツを通じた豊かな
心身の育成

○学校保健、学校給食・食育の充実 ○生活習慣の確立、学校体育の充実・高度化
○運動部活動改革の推進と身近な地域における子供のスポーツ環境の整備充実
○アスリートの発掘・育成支援

・朝食を欠食する児童生徒の割合
・１週間の総運動時間が６０分未満の児童生徒の割合
・卒業後にもスポーツをしたいと思う児童生徒の割合

４．グローバル社会におけ
る人材育成

○日本人学生・生徒の海外留学の推進 ○外国人留学生の受入れの推進
○高等学校・高等専門学校・大学等の国際化 ○外国語教育の充実

・日本人学生派遣50万人、外国人留学生受入れ40万人（2033まで）
・英語力について、中・高卒業段階で一定水準を達成した割合

５．イノベーションを担う人
材育成

○探究・STEAM教育の充実 ○大学院教育改革 ○高等専門学校の高度化
○理工系分野をはじめとした人材育成及び女性の活躍推進
○起業家教育（アントレプレナーシップ教育）の推進 ○大学の共創拠点化

・修士入学者数に対する博士入学者数の割合
・自然科学（理系）分野を専攻する学生の割合
・大学等における起業家教育の受講者数

６．主体的に社会の形成
に参画する態度の育成・
規範意識の醸成

○子供の意見表明 ○主権者教育の推進 ○消費者教育の推進
○持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 ○男女共同参画の推進
○環境教育の推進 ○災害復興教育の推進

・地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割合
・学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさ
を生かして解決方法を決めていると答える児童生徒の割合

今後の教育政策の遂行に当たっての評価・投資等の在り方

「人への投資」は成長の源泉であり、成長と分配の好循環を生み出すため、教育への効果的投資を図る必要。未来への投資としての教育投資を社会全体で確保。
公教育の再生は少子化対策と経済成長実現にとっても重要であり、取組を推進する。

②各教育段階における教育の質の向上に向けた環境整備
・GIGAスクール構想の推進、学校における働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実、教師
の育成支援の一体的推進
・国立大学法人運営費交付金・私学助成の適切な措置、成長分野への転換支援の基金創設
・リカレント教育の環境整備、学校施設・大学キャンパスの教育研究環境向上と老朽化対策 等

OECD諸国など諸外国における公財政支出など教育投資の状況を参考とし、必要な予算について財源を措置し、真に必要な教育投資を確保

・客観的な根拠を重視した教育政策のPDCAサイクルの推進
・調査結果（定量・定性調査）に基づく多様な関係者の対話を通じた政策・実践の改善

教育政策の持続的改善のための評価・指標の在り方

教育投資の在り方

・データ等を分析し、企画立案等を行うことのできる行政職員の育成
・教育データ（ビッグデータ）の分析に基づいた政策の評価・改善の促進
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教育政策の目標 基本施策（例） 指標（例）
７．多様な教育ニーズへの
対応と社会的包摂

○特別支援教育の推進 ○不登校児童生徒への支援の推進 ○ヤングケアラーの支援
○子供の貧困対策 ○海外で学ぶ日本人・日本で学ぶ外国人等への教育の推進
○特異な才能のある児童生徒に対する指導・支援 ○大学等における学生支援
○夜間中学の設置・充実 ○高校定時制・通信制課程の質の確保・向上
○高等専修学校の教育の推進 ○日本語教育の充実 ○障害者の生涯学習の推進

・個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成状況
・学校内外で相談・指導等を受けていない不登校児童生徒数の割
合
・不登校特例校の設置数
・夜間中学の設置数
・日本語指導が必要な児童生徒で指導を受けている者の割合
・在留外国人数に占める日本語教育機関等の日本語学習者割合

８．生涯学び、活躍できる
環境整備

○大学等と産業界の連携等によるリカレント教育の充実 ○働きながら学べる環境整備
○リカレント教育のための経済支援・情報提供 ○現代的・社会的課題に対応した学習
○女性活躍に向けたリカレント教育の推進 ○高齢者の生涯学習の推進
○リカレント教育の成果の適切な評価・活用 ○生涯を通じた文化芸術活動の推進

・この１年くらいの間に生涯学習をしたことがある者の割合
・この１年くらいの間の学修を通じて得た成果を仕事や就職の上で
生かしている等と回答した者の割合
・国民の鑑賞、鑑賞以外の文化芸術活動への参加割合

９．学校・家庭・地域の連
携・協働の推進による地域
の教育力の向上

○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 ○家庭教育支援の充実
○部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備

・コミュニティ・スクールを導入している公立学校数
・学校に対する保護者や地域の理解が深まったと認識する学校割合
・コミュニティ・スクールや地域学校協働活動の住民等参画状況

１０．地域コミュニティの基
盤を支える社会教育の推
進

○社会教育施設の機能強化 ○社会教育人材の養成・活躍機会拡充
○地域課題の解決に向けた関係施設・施策との連携

・知識・経験等を地域や社会での活動に生かしている者の割合
・社会教育士の称号付与数
・公民館等における社会教育主事有資格者数

１１．教育DXの推進・デジ
タル人材の育成

○１人１台端末の活用 ○児童生徒の情報活用能力の育成
○教師の指導力向上 ○校務DXの推進
○教育データの標準化 ○教育データ分析・利活用
○デジタル人材育成の推進（高等教育） ○社会教育分野のデジタル活用推進

・児童生徒の情報活用能力（情報活用能力調査能力値）
・教師のICT活用指導力 ・ICT機器を活用した授業頻度
・数理・データサイエンス・AI教育プログラム受講対象学生数

１２．指導体制・ICT環境
の整備、教育研究基盤の
強化

○学校における働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進
○教師の養成・採用・研修の一体的改革 ○ICT環境の充実
○地方教育行政の充実
○教育研究の質向上に向けた基盤の確立（高等教育段階）

・教師の在校等時間の短縮 ・特別免許状の授与件数
・教員採用選考試験における優れた人材確保のための取組状況
・児童生徒１人１台端末の整備状況 ・ICT支援員の配置人数
・大学における外部資金獲得状況 ・大学間連携に取り組む大学
数

１３．経済的状況、地理
的条件によらない質の高い
学びの確保

○教育費負担の軽減に向けた経済的支援
○へき地や過疎地域等における学びの支援 ○災害時における学びの支援

・住民税非課税世帯等の子供の大学等進学率
・経済的理由による高等学校・大学等の中退者数・割合
・高等学校の学びの質向上のための遠隔教育における実施科目数

１４．NPO・企業・地域団
体等との連携・協働

○NPOとの連携 ○企業との連携 ○スポーツ・文化芸術団体との連携
○医療・保健機関との連携 ○福祉機関との連携 ○警察・司法との連携
○関係省庁との連携

・職場見学・職業体験・就業体験活動の実施の割合
・都道府県等の教育行政に係る法務相談体制の整備状況

１５．安全・安心で質の高
い教育研究環境の整備、
児童生徒等の安全確保

○学校施設の整備 ○学校における教材等の充実
○私立学校の教育研究基盤の整備 ○文教施設の官民連携
○学校安全の推進

・公立小中学校や国立大学等の施設の老朽化対策実施率
・私立学校施設の耐震化率
・学校管理下における障害や重度の負傷を伴う事故等の件数

１６．各ステークホルダーと
の対話を通じた計画策定・
フォローアップ

○各ステークホルダー（子供含む）からの意見聴取・対話 ・国・地方公共団体の教育振興基本計画策定における各ステーク
ホルダー（子供含む）の意見の聴取・反映の状況の改善 20



第11期分科会までの議論を基に、第4期教育振興基本計画（令和5年閣議決定）を踏まえ、
「生涯学び続ける社会の実現及びすべての人のウェルビーイングを目指したリカレント教育」
「すべての人のウェルビーイングにつながる地域コミュニティを支える社会教育人材のあり方」 についてとりまとめ。

＜生涯学習をめぐる状況と目指すべき姿＞
人生100年時代に、経済的豊かさのみならず精神的な豊か

さから幸福や生きがいを捉える「ウェルビーイング」を目指し、誰も
が生涯を通じて意欲的に楽しく学び続ける社会
＜デジタル社会への対応＞
デジタル化の恩恵を享受し、誰一人取り残されない社会の実

現、デジタルデバイドの解消
＜社会的包摂への対応＞
社会的に制約のある方々の学習ニーズの把握、学びを提供

する役割も担い、地域や社会へも貢献

＜生涯学習社会を実現するための社会教育人材の在り方＞
社会教育の連携分野や担い手が多様化する中、社会教育行政が

人々の学習活動の支援を通じて地域コミュニティの基盤を支えるうえで、
社会教育人材には大きな役割が期待
＜生涯学習を進める上で、各学校教育段階で目指すべきもの＞
【初等中等教育】 学ぶ楽しさを味わいつつ、自らの学びに主体的に取り

組む力、最適な学習方法を選択する自己調整力を育む
【高等教育】 自ら課題を設定し、その解決を発見できる自律性を伸ば

し、学びを活かして社会を牽引できる人材を育成
【リカレント教育】 職業経験から導かれた問題意識や仮説を自らの意

思で学び、成果を社会に還元するための仕事と学びの好循環

第12期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（概要）

企業 未来に向けた新たな価値を創造する人的成長投資を行い、キャリアと事業のマッチングを実施。高等教育機関等外部機関との協力の
下、生涯を通じた学習及び成長の機会を提供する。また、社員の学び直しの成果に対し、より一層高い評価と処遇で対応
社会人 新しい分野に挑戦する越境経験や、年齢に応じたキャリアプランの設計、主体的にキャリアを形成・選択することが必要。学びそれ自
体は目的ではなく手段であり、自らの成長を実感する精神的な豊かさから、幸福や生きがいにつなげることが必要
高等教育機関 企業ニーズをとらえた魅力的な教育プログラムの開発、社会人が学びやすい教育環境、企業において適切に評価される「学び
と成長のエコシステム」を構築が急務
地域社会の知の基盤として、地方公共団体や地元企業などとの連携を強め、地方創生の拠点、学習者同士のコミュニティを創出が必要

生涯学習・社会教育をめぐる状況と今後の方向性

今期重点的に議論した事項

1.社会人のリカレント教育

はじめに

～全世代の一人ひとりが主体的に学び続ける生涯学習とそれを支える社会教育の未来への展開；リカレント教育の推進と社会教育人材の養成・活躍のあり方～
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今後の展望
• 社会教育を必要とする社会情勢は、社会教育法が制定された昭和24年から大きく様変わり。
• 社会教育の新たな在り方を展望し、社会教育が果たすべき役割、若者を含めた担い手である人材の養成やその活躍の在り方、国と

しての推進方策等についてさらなる検討が進むことを期待。

放送大学  社会人が学び直すための壁となる「時間」や「場所」の課題に対応、様々な困難な状況にある若年者層への高等教育のセーフティ
ネットや、誰もが遠隔で質の高い高等教育にアクセスできる高等教育機会の実現が必要
専門学校 専門職業人材を対象とした受講者のスキルをアップデートするリカレント教育プログラムの開発、専門学校における高等教育機関と
しての位置づけの明確化等の制度整備を受け、学修継続の機会確保、社会的評価の向上への対応が必要
学習歴のデジタル化 スキルの可視化や人材流動性向上等のため、 NQFの検討や学校段階での修了証明のデジタル化などの取組が有効

多様な主体が連携し、人生のあらゆる段階における多様な学びづくり、特に、学校に通う段階を終えて社会への本格的な参画へ移行する段
階で困難に直面することが多いため、学校段階から生涯学習への意欲の向上、社会教育その他、様々な学習機会に関する情報提供が必要
大学での履修証明プログラムを活用した学び、公民館・図書館・博物館、放送大学等、多様な主体が連携したライフワイドの視点での生涯学

習機会の提供が必要

我が国に在留する外国人が急激に増加しており、地域社会の国際化が進む中で、共生社会を構築し、地域社会のコミュニティをより緊密で強
固なものとするため、日本語学習・文化理解とともに多文化共生の考え方を育むこと等は重要
日本語教育機関認定制度の着実な実施により、外国人に対する日本語教育の環境整備に取り組む

社会教育の裾野の拡大を踏まえ、学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育人材の質的な向上・量的な拡大を図るため、
社会教育人材の養成、活躍促進に係る以下の方策等に取り組む。

・社会教育主事講習の受講ニーズの増加を踏まえた講習の定員拡大
・多様で特色ある受講形態の促進（オンライン化やオンデマンド化等）
・地方公共団体における社会教育主事の配置促進（好事例等の周知、講習の開講促進・定員増加等）
・社会教育人材のネットワーク化 等に取組む

２.障害者の生涯学習

３.外国人の日本語の学習

４.社会教育人材

今期重点的に議論した事項
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〇社会教育の裾野が拡大する中、社会教育士をはじめとする地域の社会教育人材が、各分野の専門性と相互のつながりを活かして活躍できるよう、 社会教育主事が、地域における社会
教育全体を俯瞰し、地域の社会教育人材ネットワークを構築・活性化する役割を担うことが重要に

⇒各教育委員会における社会教育主事の配置により、地域における社会教育やその関連分野の実践をつなげ、各取組の充実に相乗効果が生まれるような体制の整備が望まれる

社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について（最終まとめ）概要（令和６年６月中央教育審議会生涯学習分科会社会教育人材部会）

○学校教育と社会教育との連携による地域のつながりづくりや次世代育成の進展、福祉・防災・農山漁村振興等の分野における地域コミュニティ関連施策の社会教育との連携の重要性増大
○社会教育の担い手は、社会教育施設、社会教育関係団体やNPOにとどまらず、首長部局や民間企業に広がるなど、多様化
⇒ 社会教育の裾野が拡大する中、地域コミュニティにおける学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育人材が果たす役割は大きく、質的な向上・量的な拡大が重要

○社会教育が地域コミュニティを支える社会基盤としての役割を果たすには、教育委員会事務局や社会教育施設はもとより、環境、福祉・防災・農山漁村振興・まちづくり等、首長部局だけ
ではなく、NPO等の多様な主体が担う幅広い領域において活躍する人材が、社会教育の実践的な能力を身に付け、それらを生かして社会課題の解決に向けた自律的・持続的な活動を
組織・展開できるようにしていくことが重要 ⇒幅広い人材にとって受講しやすい社会教育主事講習・社会教育主事養成課程の実現が極めて重要

学校教育（行政）をはじめ、首長部局が担う環境、福祉、防災、農山漁村振興、まちづくり等と社会教育（行政）
をつなぐこと等により、社会教育行政及び実践の取組全体を牽引し、地域全体の社会教育振興の中核を担う

（３）社会教育人材の確保の必要性

○社会教育主事講習・社会教育主事養成課程の修了は、社会教育人材のエントリー条件であり、ここでは、社会教育に関する基本的な理解も含め、様々な実務経験を積むに当たって
重要となる基本的な能力・知見等を身に付けることに比重を置くことを基本とすることが適当

○社会教育主事については、地域の実情を踏まえつつ、講習・養成課程修了後の実務経験や研修等による段階的な人材養成を経て任用することが望ましい方向性の一つ
〇講習・養成課程は、社会教育主事となる者が基本的な能力・知見等を身に付けるものであるとともに、地域の多様な活動における活躍が期待される社会教育士を輩出するものであること

から、地域や受講者の様々なニーズに応じられるよう、各教育機関の創意・工夫により、特色ある多様な内容が提供されることが望ましい
〇講習・養成課程の修了後においても、多様な研修機会等の確保や社会教育人材ネットワークの活用を通じて社会教育人材の資質の向上を図り、その活躍を促進していくことが必要

（２）社会教育主事・社会教育士の役割・期待

現場レベルの活動において、各分野の専門性と社会教育の知見を活かしな
がら、それぞれの分野の活動を活性化させたり、その意義を深めたりする

社会教育人材をハブにした人づくり、つながりづくり、地域づくりの実現

社会教育主事 社会教育士

（２）社会教育人材の養成の在り方

２．社会教育人材の養成について

１．社会教育人材を取り巻く状況と社会教育人材が果たす役割への期待

（１）社会教育の裾野の拡大

「地域全体の学びのオーガナイザー」

（１）社会教育人材に求められる能力・知見

〇全ての社会教育人材に必要な知識として、社会教育とは何かという基本的理解を深める内容に加え、地域における学びと実践活動の循環を、効果的に進めるために必要なコーディネー
ト能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力など、様々な活動において汎用的に活用し得る能力の習得が求められる

〇関係行政機関やNPO、企業等の多様な主体との連携・協働が想定され得るため、社会教育行政に関する一定程度の基本的な知識を含め、関係行政機関や多様な主体と連携・協働
を図りながら学習成果を地域課題解決等につなげていくための知識や技能の習得を図ることが必要

「各分野の専門性を様々な場に活かす学びのオーガナイザー」 
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社会教育主事講習の定員拡大 受講希望者の増加により、定員超過が継続⇒社会教育人材の量的拡大を図るためには、社会教育主事講習の定員の拡大が急務

講習の受講資格の明確化 国は社会教育関係団体や地域学校協働活動等の一定の活動経験、海外大学卒を講習の受講資格要件に参入できる旨を通知等で明確化

社会教育に関する民間資格等取得者の一部科目代替 国は、資格の内容等に応じて講習受講科目の一部を免除できるよう、科目代替を認める基準の検討を進める必要

多様で特色ある受講形態の促進等による受講者の選択肢の拡大
【受講形態の多様化】 オンライン・オンデマンドを含め、できる限り受講者のニーズに応じられるように多様な受講形態で講習が提供されることが望まれる
【柔軟な履修方法による選択肢の拡大】
・複数機関によるカリキュラムの策定により講習内容の維持・充実を図る ・現行でも可能な分割履修の円滑な実施に向け、国は受講記録の保存期間を５年以上と設定
・各講習実施機関は、提供するカリキュラムのねらい、教育内容、学修方法、特色等の分かりやすい発信を通じて魅力化を図ることが期待される
【講習科目の提供方法の弾力化】 国は、大学等の判断により１から４科目の開設を可能とし、国の委託費を活用しない講習について、複数年での開講や、受講料の徴収を認める

講習等の質の更なる向上に向けた各機関の取組の共有 国は、講習実施機関を対象とする意見交換会を定期的に開催し、講習実施機関間の連携・協力を促進

教職課程を含めた他分野専攻の学生が履修しやすくなるような取組など、多様な社会教育人材の輩出に向けた取組の一層の推進を期待養成課程における取組

３．社会教育人材の活躍促進に係る具体的な改善方策

社会教育士の活躍事例の収集やロールモデルの提示 国は、活躍事例の収集・分析、ロールモデルや活躍先の提示等により社会教育士の活用イメージを広く周知する必要

・社会教育人材ネットワークは、全国規模、都道府県・市町村等の地域単位、自発的な「同窓会型」等、機能毎に複層的に構築することが重要

令和２年度以降の新設２科目を受講しやすい環境の整備など、旧制度下の修了者の社会教育士の称号取得を促進

講習実施機関が発行する修了証書について、社会教育士の称号が付与された旨を明確化するとともに、養成課程についても同様の協力を求める必要

社会教育人材のネットワーク化

旧制度における受講者の社会教育士の称号付与の促進

修了証書の在り方
・国・地方公共団体が行う研修のオンデマンド配信等の推進など、社会教育人材に広く開かれた継続的な学習機会の確保や研修の充実が重要
・学習の成果や、専門性・得意分野を示すことにもつながりうるデジタルバッジの活用について、具体的な調査検討を進める必要

社会教育主事の配置促進

継続的な学習機会の確保等

４．社会教育人材の活躍促進に係る具体的な改善方策
・国は、市町村における社会教育主事の配置の好事例等を周知し、社会教育主事の専門職としての有用性について改めて理解増進を図る必要

社会教育士の認知度向上やその有用性の周知、活躍場所の拡大
・指定管理の社会教育施設が、公募の際に社会教育主事の有資格者がいることを選択的条件等とすることや、社会教育士を称する際に自らの専門性を付記することも有効

（「社会教育士（講習）×学校連携」、 「社会教育士（養成課程）×まちづくり」など）

・国は、社会教育士の称号取得者等の地域学校協働活動推進員等としての登用等を促す必要

・全国規模のネットワークは、国が中心となり、都道府県・指定都市の社会教育主事が集まる場の充実を図るとともに、持続的なネットワークの確立に向けた課題について検討
・地域単位のネットワークは、地方公共団体等が行う社会教育に関する研修などの機会を活用し、社会教育主事が、域内の社会教育士に関する情報を把握し、地域の幅広い
社会教育人材のつながりの構築に努め、専門的・技術的な助言と指導による活動支援に有用な取組として、各地域の実情に応じて運営し、研修や交流を行うことが望ましい

・「同窓会型」（同じ講習・養成課程の修了者）のネットワークは、顔の見える関係を活かした機動的な交流や、持続可能性の観点から他のネットワークとの連携に期待

・地方公共団体における社会教育人材の計画的な育成のため、国は任用予定者の受講枠の確保、講習の受講促進、定員増加等を進め、社会教育主事の配置を促していく必要

３．社会教育人材の養成に係る具体的な改善方策

５．おわりに 社会教育主事と社会教育士の関係や位置付け、それらを踏まえた社会教育人材の養成の在り方や活躍方策について、様々な観点から議論の継続を期待 24



〇社会教育関連データ

25



社会教育について

26

○教育基本法（平成十八年法律第百二十号）（抄）
（社会教育）

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他

の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
    （学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）
第十三条    学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努め

るものとする。

○社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号） （抄）
（社会教育の定義）

第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的
な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成
人に対して行われる組織的な教育活動 （体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。）をいう。



社会教育法制定以降の主な社会教育施策関連の動向①
※矢印（→）以降は上記の文書の概要等それに伴う動き、矢印（ ）以降は法令改正の内容
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年代 社会教育関連の動向
昭和23年 社会教育振興方策について（教育刷新委員会建議）
昭和24年 社会教育法制定（以下法という。）
昭和25年 図書館法制定

昭和26年
博物館法制定

法改正により都道府県の教育委員会に対し社会教育主事と社会教育主事補を置くことを義務付け

昭和28年 青年学級振興法の制定

昭和29年 →社会教育施設に対する運営費補助、建築費補助を増強

昭和34年

法改正により、社会教育主事講習実施者の範囲の拡大、社会教育関係団体への補助金支出を認め
る、公民館基準の制定、社会教育委員の役割の変化（青少年に対する助言・指導の追加）等が行わ
れた

法改正により市町村の教育委員会に対し、社会教育主事と社会教育主事補を置くことを義務
 付け（※人口１万人未満の町村においては当分の間猶予等）

「公民館の設置及び運営上必要な基準について」（社会教育審議会答申）
        公民館の設置及び運営に関する基準を告示

昭和40年 国立社会教育研修所（現在の国立教育政策研究所社会教育実践研究センター）を設置

人

施

人

施

※学制百二十年史、学制百五十年史、「社会教育10年の歩み：社会教育法施行10周年記念」（文部省社会教育局編、1959年）を元に作成



社会教育法制定以降の主な社会教育施策関連の動向②
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年代 社会教育関連の動向

人

人

昭和46年
「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」（社会教育審議会答申）
→急激な社会の変化の中での社会教育に対する期待に応ずるため、これまでの社会教育の実績と問題点
を明らかにしたうえで、今後における社会教育推進の基本方針を検討し、今後の社会教育のあり方を総合
的、体系的に明らかにした

昭和49年 「市町村における社会教育指導者の充実強化のための施策について」（社会教育審議会答申）
→派遣社会教育主事の国庫補助制度開始

昭和56年 生涯教育について（中央教育審議会答申）
→生涯学習の考え方を初めて提示

昭和57年 法改正により都道府県及び市町村に対する社会教育主事補の必置制が廃止、任意に

昭和60年 派遣社会教育主事の国庫補助制度を交付金制度に改正

昭和61年 特殊法人国立教育会館と国立社会教育研修所が統合し、国立教育会館社会教育研修所（現在の国
立教育政策研究所社会教育実践研究センター）となった

昭和62年

「教育改革に関する第四次答申」（臨時教育審議会答申）
→個性重視の原則の下、学校中心の考えを改め、生涯学習体系への移行を主軸とする教育体系の総合
的再編成を図るべきとした。

文部省組織令の改正により、社会教育局を生涯学習局（現在の総合教育政策局）に再編（昭和
63年）

人

昭和40年 国立社会教育研修所（現在の国立教育政策研究所社会教育実践研究センター）を設置

※学制百二十年史、学制百五十年史、「社会教育10年の歩み：社会教育法施行10周年記念」（文部省社会教育局編、1959年）を元に作成

※矢印（→）以降は上記の文書の概要等それに伴う動き、矢印（ ）以降は法令改正の内容



社会教育法制定以降の主な社会教育施策関連の動向③
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年代 社会教育関連の動向

人

施
平成９年 社会教育施設整備費補助事業を廃止し、平成10年から一般財源化し、地方交付税にて措置

派遣社会教育主事の交付金制度を廃止し、平成10年から一般財源化し、地方交付税にて措置

平成10年

「社会の変化に対応した今後の社会教育行政のあり方について」（生涯学習審議会答申）
→地方分権等の推進や、社会の変化に伴う人々の多様化・高度化する学習ニーズ、生涯学習社会の進
展等の新たな状況を踏まえ、社会教育施設の規制の大綱化・弾力化や社会教育行政における住民参加
の促進等が必要であるとした

法改正により公民館運営審議会の任意設置化（平成11年）
平成11年 「青年学級振興法」の廃止

平成12年

「教育改革国民会議報告−教育を変える１７の提案−」（教育改革国民会議）
→21世紀の日本を担う創造性の高い人材の育成を目指し、教育の基本に遡って幅広く今後の教育のあり
方について検討し、「教育の原点は家庭であることを自覚する」、「奉仕活動を全員が行うようにする」等の
17の提案を行う。

法改正により社会教育・学校教育・家庭教育の連携を国・地方自治体の任務に追加、家庭教育及び
青少年の社会奉仕体験活動を教育委員会の事務に追加（平成13年）

平成２年

「生涯学習の基盤整備について」（中央教育審議会答申）
→国と地方公共団体における連絡調整組織を法的に整備すること、都道府県に生涯学習推進センターを
設置し、及び大学・短期大学には生涯学習センターの設置を期待すること、教育・スポーツ・文化等の生涯
学習事業を地方の住民に集中的に提供できるようにするため、生涯学習活動重点地域を設置すること、そ
して、カルチャーセンターなど民間教育事業の振興のために国及び地方公共団体の間接的な支援が必要

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の制定

※学制百二十年史、学制百五十年史、「社会教育10年の歩み：社会教育法施行10周年記念」（文部省社会教育局編、1959年）を元に作成

※矢印（→）以降は上記の文書の概要等それに伴う動き、矢印（ ）以降は法令改正の内容



社会教育法制定以降の主な社会教育施策関連の動向④

30

年代 社会教育関連の動向

平成18年 教育基本法の全部改正により、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力に関する条文が新設さ
れた

平成20年

「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」（中央教
育審議会答申）
→学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力をより一層進めるため、社会教育と学校教育が目標を
共有し、地域の教育力向上のための方策の展開が必要とした。

教育基本法を踏まえた法改正により「放課後子供教室」、「学校支援地域本部」等を教育委員会の事
務に追加

平成25年

「第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
→社会教育行政の今後の方向性をネットワーク型行政の推進を通じた「社会教育行政の再構築」とした

「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける審議の整理」（中央教育審議会生涯学
習分科会）
→社会教育主事講習で学んだ知識や社会教育主事として得た知識・経験は、社会教育行政以外の社会
教育に関連する様々な場面や、NPO やボランティア団体等の活動でも幅広く活用することが可能であること
から、社会教育主事任用資格の有用性が社会教育に関する専門的な資質・能力を保障するものとして認
知される仕組みについての検討が必要とした

平成13年 国立教育会館が解散し、国立教育政策研究所に移管され、国立教育政策研究所社会教育実践研究セ
ンターとなる

※学制百二十年史、学制百五十年史、「社会教育10年の歩み：社会教育法施行10周年記念」（文部省社会教育局編、1959年）を元に作成

※矢印（→）以降は上記の文書の概要等それに伴う動き、矢印（ ）以降は法令改正の内容



社会教育法制定以降の主な社会教育施策関連の動向⑤
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年代 社会教育関連の動向

人

施

平成30年

「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」
（中央教育審議会答申）

→「社会教育」を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づくりを目指すべきとし、また他行政分野との一体的
な運営等により効果的と判断される場合の社会教育施設の所管に関する考え方をまとめ、地方公共団体
の長が所管することができる特例が必要とした。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律などの法改正により、公民館、図書館、博物館等の社会
教育施設を地方公共団体の長が所管することを可能とする（第9次地方分権一括法、令和元年）

文部科学省組織令の改正により、生涯学習政策局から総合教育政策局に再編、加えて社会教育課か
ら地域学習推進課に再編され、博物館に関する業務は文化庁へ移管

令和２年
「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について」 （社会教育主事養成等の改善・
充実に関する検討会）

社会教育主事講習等規程の改正により、社会教育士の創設

平成27年

「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策につ
いて」（中央教育審議会答申）
→これからの学校と地域の目指すべき連携・協働の姿を整理し、コミュニティ・スクールと地域学校協働本部
の一体的・効果的な推進が必要とし、制度的位置づけの検討が必要とした。

法改正により 「地域学校協働活動｣に関する連携協力体制の整備、｢地域学校協働活動推進員｣に
関する規定の整備（平成29年）

※学制百二十年史、学制百五十年史、「社会教育10年の歩み：社会教育法施行10周年記念」（文部省社会教育局編、1959年）を元に作成

※矢印（→）以降は上記の文書の概要等それに伴う動き、矢印（ ）以降は法令改正の内容



社会教育法制定以降の主な社会教育施策関連の動向⑥
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年代 社会教育関連の動向

人
令和６年

「第12期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
→社会人のリカレント教育、障害者の生涯学習、外国人の日本語学習、社会教育人材を重点的に議論、
障害者や外国人などの社会的包摂の観点も含めた社会教育の提供が十分に確保されることが不可欠であ
り、社会教育の裾野が広がる中、地域コミュニティの基盤を支えるために社会教育人材は重要な役割を担っ
ており、その質的向上・量的拡大に向けた養成及び活躍促進の在り方を提示

「社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について(最終まとめ)」（中央教育審議会生涯学習
分科会社会教育人材部会）
→社会教育の裾野が拡大する中、地域コミュニティにおける学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズ
できる社会教育人材が果たす役割は大きく、質的な向上・量的な拡大が重要とした

令和５年

第４期教育振興基本計画
→「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本社会に根差したウェルビーイ
ングの向上」を総括的な基本方針とし、将来の予測困難な時代における教育の方向性を示す総合計画を
作成し、社会教育による「学び」を通じて人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、協力し合える関係づくり
の土壌を耕しておくことで、持続的な地域コミュニティの基盤を形成することが求められ、社会教育の拠点とし
て社会教育施設の機能強化や、社会教育主事・社会教育士等の社会教育人材の養成及び活躍促進等
を通じた社会教育の充実を図る必要とした

※学制百二十年史、学制百五十年史、「社会教育10年の歩み：社会教育法施行10周年記念」（文部省社会教育局編、1959年）を元に作成

※矢印（→）以降は上記の文書の概要等それに伴う動き、矢印（ ）以降は法令改正の内容



※ １ 令和２会計年度

  ２ （）内は債務償還費を控除した数値

 ３ 「その他」は，幼稚園， 幼保連携型認定こども園,義務教育学校、

中等教育学校，専修学校，各種学校及び高等専門学校

（出典）地方教育費調査

単位：億円

平成6年 11年 16年 21年 26年 27年 28年 30年 令和元年 ２年 ３年 ４年

社会教育費 27,103 25,609 21,383 17,291 16,298 16,141 16,046 15,267 15,591 15,143 15,073 15,507

うち公民館費 3,253 3,209 2,893 2,477 2,282 2,271 2,175 2,185 2,100 2,139 2,134 2,118

うち図書館費 3,502 3,601 3,368 2,922 2,850 2,837 2,797 2,799 2,892 2,934 2,894 3,014

うち博物館費 3,203 2,792 2,136 1,732 1,342 1,475 1,439 1,389 1,474 1,472 1,560 1,618

社会教育費の推移とその内訳
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（資料）社会教育調査

（注）学芸員数は、博物館登録施設、博物館相当施設及び博物館類似施設の学芸員の合計。
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社会教育関係職員数の状況
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※類似施設含まない

※類似施設含む

公民館は館数、学級・講座数とも減少傾向。要因として、コミュニティセンター等の施設としての転用、施設
の老朽化や市町村合併に伴う廃止・整理統合が考えられる。博物館、図書館はコロナ禍の影響もみられる
ものの館数は増加傾向を維持。

※施設数については各年１０月１日現在の数値であり、学級・講座数、貸出冊数及び入館者数については、前年度間の数値である。
※H23の学級講座数、貸出冊数及び入館者数には、岩手県、宮城県、福島県の数値は含まれない。 （社会教育調査より作成）

H2年度 H5年度 H8年度 H11年度 H14年度 H17年度 H20年度 H23年度 H27年度 H30年度 R3年度

公民館数 17,347 17,562 17,819 18,257 17,947 17,143 15,943 14,681 14,171 13,632 13,163

学級・講座数 159,721 179,484 182,308 263,798 341,212 410,014 448,864 375,934 348,519 363,968 227,936
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(千冊)
※H20からは同種施設含む

H2年度 H5年度 H8年度 H11年度 H14年度 H17年度 H20年度 H23年度 H27年度 H30年度 R3年度

図書館数 1,950 2,172 2,396 2,592 2,742 2,979 3,165 3,274 3,331 3,360 3,394

貸出冊数 266,021 323,607 404,161 479,970 520,822 580,726 631,873 682,344 662,157 653,788 530,775
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(千人)

H2年度 H5年度 H8年度 H11年度 H14年度 H17年度 H20年度 H23年度 H27年度 H30年度 R3年度

博物館数 2,968 3,704 4,507 5,109 5,363 5,614 5,775 5,747 5,690 5,738 5,771

入館者数 244,980 283,087 286,001 280,649 269,503 272,682 279,871 276,652 279,996 303,069 139,704
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社会教育施設（公民館・図書館）におけるデジタル環境の整備状況
（１） 公民館における来館者が利用できるWi-Fi設備の整備状況

➤ 来館者が利用できるWi-Fi設備が、全ての公民館で既に整備又は整備中であると回答した「自治体」は39.0％
➤ 一部の施設では整備されている「自治体」を含めると76.4％

39.0% 37.4% 4.7% 18.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全ての施設で既に整備（整備中） 全てではないがいくつかの施設で既に整備（整備中） 未整備だが今後整備予定 未整備かつ整備予定なし

n＝1,055

・利用者が使える無料のWi-Fiサービスがある 72.1％ ・有料のWi-Fiサービスを案内している 0.1％

・Wi-Fiサービスは特に案内していない  20.7％  ・その他、無回答 6.7％

【 図書館内で利用できるWi-Fiサービス提供の有無 】（R5.10.1時点）

出典：「電子図書館・電子書籍サービス調査報告2023」((一社)電子出版制作・流通協議会)

出典：令和5年度社会教育デジタル活用等推進事業 「社会教育施設のデジタル環境の整備等に関する調査」（文部科学省）

（参考）無線LAN(Wi-Fi等)が使える環境(来館者利用可)［H31.1月時点］ 29.7％（公民館数 n=5401） 出典： 全国公民館実態調査 ((公社)全国公民館連合会)

（２） 図書館における利用者が利用できるWi-Fi設備の整備状況

➤ 利用者が使える無料のWi-Fiサービスがあると回答した「図書館」は72.1％

n＝721

【 デジタル環境の整備状況・今後の予定 】
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○多様な人材のニーズに応じた学習機会を拡大
（誰でも希望した時に受講できる環境の整備）

○社会教育人材のデジタルも活用したネットワーク
化や、継続的な学習の場を整備

○人づくり、つながりづくり、地域づくりは、
 従来の社会教育分野のみならず、 他の
多くの分野で求められるようになっている

○多様な人材（首長部局・企業・NPOの
職員等）の社会教育への参画が重要に

社会教育の裾野の広がりと、社会教育人材が果たすべき役割

学校

社会教育施設 首長部局

教育委員会

社会教育士

社会教育人材をハブにした
人づくり、つながりづくり、地域づくり

団体・民間企業

社会教育士

社会教育士社会教育士

※ 黄色の楕円で示された職種・属性の者が
講習を受講して、社会教育士となるイメージ

社会教育の裾野の広がり

地域学校
協働活動

推進員 等

学校司書

司書・
司書補

NPO

まちづくり

子ども会

地域振興

司書教諭

社会教育人材が
ハブとしての役割を果たすために

生涯学習
コーディネーター

PTA

CSR

学芸員

社会教育主事

公民館主事

地域学校連
携担当教員

民間教育
事業者

福祉

防災
観光

文化

スポーツ社会教育委員

学校教育

社会
教育士

地域コミュニティ

社会教育士

地域共生社会
地域運営組織

自治会

農村型
地域運営組織

青少年
教育施設

大学等

社会
教育士
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地域コミュニティに着目した他府省の施策例
重層的支援体制整備事業（厚生労働省）

地域運営組織の形成・運営（総務省）

・地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内
の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、
地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織。

・市町村が、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応し、包括的な支援体
制を整備するため、Ⅰ 相談支援（市町村による断らない相談支援体制）、Ⅱ 参加
支援（社会とのつながりや参加の支援）、Ⅲ 地域づくりに向けた支援を一体的に実
施する事業を創設 ※令和2年社会福祉法の改正により、令和3年4月から開始

「小さな拠点」の形成支援（内閣府）

・人口減少や少子高齢化が著しい中山間地域等でも安心して暮らし続けられ
るよう、地域住民自らが主役となり、地方公共団体やNPOなどの各種団体と
協力して生活サービスを確保するための取組である「小さな拠点」づくりを推進。

・中山間地域等において、複数の集落の機能を補完する農村RMOの形成を推進する
ため、むらづくり協議会等が行う実証事業やデジタル技術の導入・定着を推進する取組
のほか、協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組を支援。

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業（農林水産省）
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①障害者の多様な社会参加を支える学習活動の充実とともに進学が困難な
移行期の知的障害者等も学び続けることができる生涯学習機会が重要

②障害者の学習支援の経験のある公民館等が３２.８%に留まるように、地
方公共団体にはノウハウや実施体制がない
情報発信にも課題があり、障害者に生涯学習の情報が届いていない

③先進的に取り組むNPOや大学等による生涯学習プログラムのモデル化が進
展しているが、民間団体は予算等の資源不足から取組の持続性や成果の
波及力に課題がある

‣地方公共団体が民間団体と連携し、持続可能な事業実施体制を整備する
‣発達段階や障害種等に応じた学習プログラムの開発やその担い手を育成する

＜関連する他の施策・事業について＞

【厚生労働省】
・障害福祉サービス等
【文化庁】
・障害者芸術文化活動普及支援事業ああ
【スポーツ庁】
・障害者スポーツ推進プロジェクト 等

【公民館等が「障害者の生涯学習活動
の支援」に関わった経験の有無】

７４.２%
「ない」

３２.８%
「ある」

公民館：全国に約13,000ヶ所設置され、
地域住民に最も身近な社会教育施設

※令和５年度調査研究より

【障害者の学びの支援を継続させるための課題】

78%
「予算等の
資源不足」

その他

※委託団体を対象としたアンケート結果より抽出(民間団体等)

【アンケート回答の一例】
人とのつながりやネットワークは自分たちで作っていくこと
ができるが、財源を生み出すことが難しい。

障害者の生涯学習に関する現状と課題
障害者の学校卒業後の状況
● 特別支援学校卒業生の高等教育機関への進学率は約2.2％

特に、卒業生の9割近くを占める知的障害者は約0.5%に留まる
→「学校卒業後、学びや交流の場はどうなってしまうのか、とても不安に感じている」
「障害者はその特性から、ゆっくりと成長するのに、学び続けることができない」といった声も

● 約92％の障害者が就職又は障害福祉サービスなどに進む
● 障害者の職場定着状況については、職場定着が困難な者も多い
（就職1年後の定着率：知的障害68%、身体障害60.8%、精神障害49.3%）

障害者の生涯学習の機会の充足度／取組状況※令和４年度調査研究より

生涯学習の機会が十分にある、ある程度あるを足した割合 → 38.2％
現在、生涯学習に取り組んでいる割合 → 20.7%  
生涯学習に取り組んでいない理由

「どのような学習があるのか、知らない」 → 55.8％
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地方自治体における障害者の生涯学習の状況
（129回分科会資料１國本教授発表資料）
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〇日本語学習者、日本語教育実施機関・施設等及び日本語教師数は過去30年あまりで大幅に増加。
▸日本語学習者 （平成2年：６万人   → 令和４年：22万人）

 ▸日本語教育実施機関・施設等 （平成2年：821機関 → 令和４年：2,764機関）
 ▸日本語教師数 （平成2年：8,329人 → 令和４年：44,030人）
〇在留外国人及び外国人労働者の継続的な増加が見込まれており、日本語教育環境の整備は引き続き重要。

※ 出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」（各年11月1日現在）
※外国人に対する日本語教育等を実施している国内の機関・施設等のうち回答のあったものについてのみ集計した数値であり、国内のすべての日本語学習者、日本語教育実施機関・
施設等及び日本語教師数を集計したものではない。
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国内の日本語学習者、教育機関・施設及び日本語教師数の推移
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社会教育主事の職務と期待される役割

○社会教育主事は、社会教育法に基づき都道府県・市町村の教育委員会に置くこととされている(※)専門的教育職員であり、
  地域の社会教育事業の企画・実施及び専門的な助言と指導を通し、地域住民の学習活動の支援を行う。

〇そのほか、地域の学習課題やニーズの把握・分析、地域の社会教育計画の立案やそれに基づいた学習プログラムの立案、
 地域人材の育成、地域人材の把握、学校教育と社会教育との連携の推進、相談など、その職務は多岐にわたっている。

＜根拠法令＞【社会教育法第九条の二】都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
【社会教育法第九条の三】社会教育主事は、社会教育を行うものに専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。

社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、
必要な助言を行うことができる。

※町村の社会教育主事の設置に関しては、社会教育法施行令等の一部を改正する政令（昭和 34 年政令第 157 号）附則第２項に経過規定が置かれており、社会教育法等の一部を
改正する法律（昭和 34 年法律第 158 号）の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない町村で、人口１万未満の町村にあっては、当分の間、社会教育主事を置かないこと
ができるとされている。

社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の公布
（平成30年文部科学省令第5号）、令和2年4月1日施行

期待される役割

○人と人、組織と組織をつなぐコーディネート能力
○人々の納得を引き出すプレゼンテーション能力
○人々の力を引き出し、主体的な参画を促す
  ファシリテーション能力

〈養成のカリキュラムにおいて具体的に習得すべき能力〉
○生涯学習・社会教育の意義等、教育上の基礎的知識
○地域課題や学習課題の把握・分析能力
○社会教育行政の戦略的展開の視点に立った施策立案能力
○多様な主体との連携・協働に向けたネットワーク構築能力
○学習者の特性に応じてプログラムを構築する学習環境設計能力
○地域住民の自主的・自発的な学習を促す学習支援能力

必要な資質・能力
○「地域全体の学びのオーガナイザー」（※）として、学校教
育（行政）をはじめ、首⾧部局が担う環境、福祉、防災、
農山漁村振興、まちづくり等と社会教育（行政）をつなぐ
こと等により、社会教育行政及び実践の取組全体を牽引し、
地域全体の社会教育振興の中核を担うこと。

〇社会教育関係者への専門的技術的な助言指導や、地域
の社会教育に関する計画・事業・研修等の企画・立案・実
施とともに、地域の社会教育人材ネットワークを構築・活性
化する役割を担うことが今後ますます重要となる。

（参考） 「社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について」
（令和６年６月 中央教育審議会生涯学習分科会社会教育人材部会最終まとめ）

※学びのオーガナイザー：様々な主体を結び付け、地域の資源や各主体が
有する強みを活かしながら、地域課題を「学び」に練上げ、課題解決に繋げ
ていく人材。「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育システムの構築に向けて」

（平成29年3月 学びを通じた地域づくりに関する調査研究協力者会議 論点の整理）より

「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について」
（平成29年8月 社会教育主事養成等の改善・充実に関する検討会）より
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社会教育主事の配置率の低下
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社会教育主事の配置に関する状況と活躍促進に関する基礎調査

○調査主体

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

○調査期間

令和５年６月下旬～８月下旬

○回答状況等

（１）対象：都道府県及び市（区）町村等教育委員会社会教育主管課長

計 都道府県 市(区) 町 村･その他

1,396(77.8％) 47(100.0％) 666(81.9％) 548(74.3％) 135(68.5％)

計 都道府県 市(区) 町 村･その他

1,472人(21人) 490人(▲64人) 684人(148人) 269人(▲56人) 29人(7人)

(注) ( )内の数値は､令和３年１０月１日現在における地方公共団体数に占める割合である。

(注) ( )内の数値は､令和３年度社会教育調査における社会教育主事発令者との増減値である。

(単位：教育委員会数)

（２）対象：社会教育主事発令者（令和５年５月１日現在発令者）

国 立 教 育 政 策 研 究 所
社会教育実践研究センター
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1.5%

5.9%

14.8%

3.0%

24.4%

20.0%

28.9%

36.3%

35.6%

19.3%

63.0%

45.2%

1.1%

8.4%

12.6%

5.3%

39.4%

16.8%

23.9%

35.6%

35.0%

26.6%

55.7%

39.8%

2.7%

8.3%

13.2%

9.3%

30.3%

18.6%

21.2%

26.4%

39.0%

31.2%

56.0%

44.4%

2.1%

4.3%

4.3%

6.4%

10.6%

12.8%

12.8%

23.4%

36.2%

48.9%

51.1%

87.2%

0.0% 50.0% 100.0%

その他

社会教育施設を運営する

住民からの学習相談に

対応する

首長部局と連携する

社会教育団体を育成する

教育・学習プログラムを

実施する

学習計画や学習内容を

立案･編成する

地域の社会教育計画を

立案する

地域の教育資源や人材の

把握を行う

社会教育指導者への

指導と助言を行う

地域の学習課題やニーズを

把握する

学校教育と社会教育の

連携を推進する

都道府県 市(区) 町 村・その他

【対象：都道府県･市(区)町村教育委員会社会教育主管課長】
社会教育主事に期待する役割（※３つ選択）

国 立 教 育 政 策 研 究 所
社会教育実践研究センター

(N=47) (N=666) (N=548) (N=135)
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【対象：都道府県･市(区)町村教育委員会社会教育主管課長】

社会教育士を活用・連携した取組(事業)等があるか

1.5%

2.6%

5.4%

29.8%

98.5%

97.4%

94.6%

70.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村・その他

町

市(区)

都道府県

ある ない

国 立 教 育 政 策 研 究 所
社会教育実践研究センター

41.4%

53.2%

54.2%

74.5%

6.9%

4.5%

4.1%

3.1%

51.7%

42.4%

41.7%

22.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村・その他

町

市(区)

都道府県

必要になってくるとおもう 必要になってくると思わない わからない

【対象：社会教育主事発令者】

今後、社会教育士を活用した取組がこれまで以上に必要になってくると思うか

(N=47)

(N=666)

(N=548)

(N=135)

(N=490)

(N=684)

(N=269)

(N=29)

※小数第二位で四捨五入のため、合計が100％とならない場合あり

46



【対象：都道府県･市(区)町村教育委員会社会教育主管課長】

社会教育主事の発令が困難な理由(※社会教育主事未設置の市(区)町村)

32.1%

38.5%

42.4%

44.3%

33.3%

19.8%

8.5%

13.5%

18.0%

6.6%

5.1%

2.5%

0.3%

0.4%

8.5%

9.3%

17.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村・その他

町

市(区)

①社会教育主事を未発令

でも業務が可能

②有資格者がいないため ③各自治体の職務の級･

職制上の都合のため

④有資格者を養成する

予算がないため

⑤社会教育主事補を

設置しているため

⑥その他

国 立 教 育 政 策 研 究 所
社会教育実践研究センター

(N=666)

(N=548)

(N=135)

※小数第二位で四捨五入のため、合計が100％とならない場合あり

①

①

①

②

②

②

③

③

③

④

④

④

⑤

⑥

⑥

⑥

⑤
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２．コミュニティ・スクールのメリット

称号付与の趣旨
○ 社会教育主事講習等の学習の成果が認知され、社会教育行政以外の分野においても活用される仕組みの構築が

求められていたところ。
○ このため、講習等の学習の成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生かされる仕組みを構築し、社会教

育の振興を図るため、講習の修了証書授与者が 「社会教育士（講習）」 と、養成課程の修了者が 「社会教育士
（養成課程）」 と称することができることとした。

社会教育士に期待される役割
○ 「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携

・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野
における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。

○ また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・協
働が図られることが期待される。

法令根拠

社会教育主事講習等規程（昭和二十六年文部省令第十二号） （改正省令）公布日 平成30年2月28日 施行日 令和2年4月1日

第８条第３項 第１項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
第11条第３項  第１項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称することができる。

これまでの称号付与数

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 計
（内訳）主事講習 492人 1,414人 1,532人 1,382人 4,820人
（内訳）養成課程 214人 336人 538人 1,139人 2,227人

社会教育士称号付与数 706人 1,750人 2,070人 2,521人 7,047人

「社会教育士」の称号付与（趣旨及び役割等）
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「社会教育士」について

○ 「社会教育士」は、教育委員会事務局に配置される「社会教育主事」になるための講習や養成課程を修了した者に与えられる「称号」
です。社会教育主事にならなくても、その能力があることが分かるようにするため、令和２年４月に新設しました。

○ 講習や養成課程で習得したコーディネート能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力等を活かし、教育委員会のみならず、
福祉や防災、観光、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、行政や企業、NPO、学校等の様々な場で、
人づくりやつながりづくり、地域づくりに中核的な役割を果たすことが期待されています。

「社会教育士」とは？～学びを通じて、人づくり・つながりづくり・地域づくりの中核的な役割を果たします～
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50

社会教育主事と社会教育士の役割や活動について
社会教育主事 社会教育士

法令におけ
る規定

（社会教育法第９条の２）
都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

（社会教育法第９条の３）

社会教育を行う者に専門的技術的な助言指導を与える。ただし、命令及び監督を
してはならない。

学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行
う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

（社会教育主事講習等規程第８条）
修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
（社会教育主事講習等規程第１１条）

修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称すること
ができる。

業務・
活動内容

教育委員会事務局が主催する社会教育事業・研修事業の企画・実施、社会教育
施設・社会教育関係団体が実施する事業・活動に対する専門的な指導・助言を通
じ、地域住民の学習活動の支援を行う。

公民館の職員等として社会教育行政の分野で活躍している例もあるが、他の分野
における取組は、概ね社会教育士の各個人により、それぞれの所属や活動の場
（首長部局、民間企業、NPO等）において、各分野の専門性と社会教育の知見を活
かした取組が行われている。

人数 1,451人 ※市町村における配置率40.9% （令和３年10月時点 出典：社会教育調
査）

7,047人（令和５年度時点 出典：文科省調査）

期待される
役割

【現 在】

社会教育行政の中核として、地域の社会教育行政の企画・実施及び専門的技術
的な助言と指導に当たることを通じ、人々の自発的な学習活動を援助する役割を
果たしている。
【今 後】

 上記に加え、社会教育行政のみならず、地域における多様な主体による関連す

る取組全体を踏まえながら、社会教育人材のネットワーク活用しつつ、コーディ
ネート能力やファシリテート能力等を発揮し、他分野の専門職と対等に協働しなが
ら多様な分野と社会教育（行政）をつなぎ牽引する役割を担うことが期待される。

さらに、地域の社会教育人材ネットワークを構築・活性化する役割も担う。

【現 在】

社会教育士は、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり
等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに
関する活動に積極的に携わっていくことが期待される。
【今 後】

各分野における専門性と社会教育の知見を活かしながら、様々な活動に社会教
育としての学びの色彩を加える工夫を行ったり、また社会教育の手法を用いて活
動を支援したりすることで、それぞれの分野の活動を活性化させたり、その意義を
深めたりする活躍が期待される。さらに、地域の社会教育人材ネットワークを活用
することで、社会教育士によって地域の様々な取組がより効果的に推進されるよう
になることが期待される。

求められる
能力・知見

①人と人、組織と組織をつなぐコーディネート能力、②人々の納得を引き出すプレゼンテーション能力、③人々の力を引き出し、主体的な参画を促すファシリテーション能
力を発揮し、社会教育における学びと実践の活動を推進する力

行政としての専門的知見（社会教育計画の策定、社会教育関係団体の育成、   （それぞれの活躍の場において必要な各分野の専門的知見）
学習計画や学習内容の立案・編成に関わる知見など）

地域全体の学びのオーガナイザー
各分野の専門性を様々な場に活かす

学びのオーガナイザー
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社会教育士の称号の取得・社会教育主事への任用の流れについて

令和元年度以前に
社会教育主事講習又は

社会教育主事養成課程を修了

社会教育主事講習（ ４科目８単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習概論（２単位）
・生涯学習支援論（２単位）
・社会教育経営論（２単位）
・社会教育演習（２単位）

社会教育主事養成課程
（6科目24単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習概論（４単位）
・生涯学習支援論（４単位）
・社会教育経営論（４単位）
・社会教育特講（８単位）
・社会教育実習（１単位）
・社会教育演習・社会教育実習・

  社会教育課題研究のうち１科目
以 上（３単位）

社会教育士（養成課程）の称号を取得

大学に入学

社会教育主事講習の受講資格を満たす
①大学に２年以上在学し、６２単位以上修得
②教育職員の普通免許状を所有
③２年以上社会教育主事補等の職にある 等
④４年以上学校で教諭や事務職員の職にある 等
⑤文部科学大臣が①～④と同等以上の資格を有すると認める者

社会教育士（講習）の称号を取得

社会教育主事講習
（ ２科目４単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習支援論（２単位）
・社会教育経営論（２単位）

教育委員会からの発令により社会教育主事となる

大学に二年以上在学し、
６２単位以上修得

＋
勤務経験（Ａ）１年以上

勤務経験（Ａ）：社会教育主事補、司書、学芸員、その他文部科学大臣が指定する職や業務にあった期間
勤務経験（Ｂ）：学校等の学長、校長、副校長、副学長、学部長、教授、教諭、事務職員 等

大学に二年以上在学し、
６２単位以上修得

＋
勤務経験（Ａ）３年以上

教育職員の普通免許状
＋

勤務経験（Ｂ）５年以上

これらに相当する教養と
経験があると都道府県

教育委員会が認定
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※ 学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

 校長が作成する学校運営の基本方針を承認
 学校運営について、教育委員会又は校長に意見
 教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

※ 地域学校協働本部
地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動
地域と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度
 ・地域住民
 ・保護者
 ・地域学校協働活動推進員 など

地域住民等の参画を得て、
・放課後等における学習支援・体験活動（放

課後子供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動

補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統行事へ

の参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA
地域住民

保護者

子ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

民生委員
児童委員

人権擁護
委員

消防団

教育・体験活動プログラム等の利用者と
提供者のマッチングを行うポータルサイト

（現在構築中）の活用

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条
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様々な地域学校協働活動

家庭教育支援活動 地域の行事、イベント、お祭り、
ボランティア活動等への参画

地域未来塾学びによるまちづくり・
地域課題解決型学習・郷土学習

学校に対する多様な協力活動

放課後子供教室

「地域学校協働活動」とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、
「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして、以下の様々な取組を組み合わせて実
施する活動

定 義
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コミュニティ・スクールは、学校と地域をとりまく課題解決のための仕組み（プラットフォーム）

２．コミュニティ・スクールのメリットコミュニティ・スクールの有用性

学校の課題

「社会に開かれた
教育課程」の実現

教育の目標などを学校と
地域が真に共有し、連
携・協働することに課題

(例) 茨城県牛久市

学校運営協議会委員が
授業研究に参画。学校理
解を深め、熟議を行うことで、
社会に開かれた教育課程を
実現。教師の授業力向上、
子供の学力向上にも寄与

子供の課題

不登校対策

不登校やいじめなど、学
校内外において子供が抱
える問題への対応に課題

(例) 北海道登別市

学校運営協議会の組織
を生かし、多様な関係主
体との円滑な情報共有や
連携・協働により、チームと
しての不登校対策体制を
構築

地域の課題

若者の地元定着

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）により、地域全体で解決に向けて取り組む

地域防災

災害時に避難所となる
学校と地域の連携体制・
物資等の整備に課題

(例) 熊本県
自治体の防災担当職

員等が学校運営協議会
に参画し、地域住民との
合同防災訓練など、防
災に関する事項・取組を
協議・実践

学校における
働き方改革

学校業務の精選や教師
の意識改革などに課題

(例) 岡山県浅口市

保護者や地域住民と
目標や課題を共有し、
業務の見直しを実現。
協議を通じて教師の意
識改革にも成果

学校や子供たち、地域が抱える様々な課題を学校だけに任せるのではなく、地域全体で解決を図る必要性
→ 学校と地域が目標や課題を共有し、協議する仕組み ＝ コミュニティ・スクール
→ 保護者や地域住民等が当事者意識を持って参画することで、様々な取組が活性化

子供たちが地域と関わる
機会、ふるさとを知り学ぶ
機会の減少などの課題

(例) 鳥取県南部町

地域の協力のもと地
元の自然や歴史・文化
を学ぶカリキュラムを設
定し、子供たちのふるさ
とへの愛着や社会参画
力を育成
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・これまでのコーディネーターやその経験者
・地域と学校の連携・協働に関わる活動に地域ボランティアとして活動している人
・PTA関係者、PTA活動の経験者
・退職した校長や教職員
・自治会、青年会等の地域関係団体の関係者
・地域や学校の特色や実情を理解する企業、NPO、団体等の関係者
・社会教育主事の有資格者 等

・地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画・立案
・学校や地域住民、企業・団体・機関等の関係者との連絡・調整
・地域ボランティアの募集・確保
・地域学校協働本部の事務処理・経費処理
・地域住民への情報提供・助言・活動促進 等

地域学校協働活動推進員に期待される役割

地域学校協働活動推進員の候補となり得る人材

地域学校協働活動推進員とは

出典：地域学校協働活動推進員の委嘱のための参考手引（平成３０年 文部科学省）

・地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する
・地域学校協働活動への深い関心と理解がある
・地域の住民、団体、機関等の関係者を良く理解している
・学校の実情や教育方針への理解がある
・地域住民や学校、行政関係者等と協力して活動を円滑に進めることができるコミュニケーション能力があり、関係者を説得し、
 人を動かす力がある
・地域課題についての問題提起、整理、解決策の構築等を仲間と共に進めることができるファシリテート能力にたけている 等

地域学校協働活動推進員に望まれる資質・能力

これらの全ての役割を受け持ち、資質・能力を兼ね
備えている方への委嘱はもちろん、地域の中で複数
の地域学校協働活動推進員を委嘱し、分担してそ
れぞれが得意なことを生かしながらチームで地域学
校協働活動推進に取り組むことも考えられます。
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● 導入が進んでいない自治体に対するCSマイスターの重点的な派遣
● 地域学校協働活動推進員の配置充実、常駐的な活動、資質向上等への支援
● 全国フォーラムや自治体向け説明会・協議会、文部科学大臣表彰の実施

【 今後の方針 】

令和5年度 コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査 

【 調査結果のポイント 】

※ 学校運営協議会類似の仕組みを設置している学校 4,818校（前年度から1,334校減）

更なる導入の加速化、地域学校協働活動との一
体的な取組の推進など取組の質の向上を図る

コミュニティ・スクール
  （学校運営協議会制度）

※ 保護者や地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する
「学校運営協議会」を置く学校

（公立学校の導入校数）
15,221校（42.9%） 18,135校（52.3%）

2,914校増
9.4ポイント増

（うち、小・中・義務教育学校）
13,519校（48.6%） 16,131校（58.3%）

2,612校増
9.7ポイント増

（導入自治体数）

（38都道府県、15指定都市、
1,277市区町村、17学校組合）

1,347自治体
（74.3%）

1,213自治体
（66.9%）

879自治体
（48.5%）

地域学校協働活動推進員等
(地域コーディネーターを含む）

※ 地域学校協働活動を実施するにあたり、企画・提案や関係者との調整など
全体のコーディネートを行う調整役

※ 令和4年度の人数は、年度内の予定を含む

①地域学校協働活動推進員等の配置人数
32,954人 33,399人 445人増

1,583自治体（87.3%）

③①のうち、学校運営協議会委員である者
8,954人 11,125人 2,171人増

 ②のうち、学校運営協議会委員である者
4,810人 6,055人 1,245人増

1,764人増
②①のうち、地域学校協働活動推進員としての委嘱人数

11,380人 13,144人
755自治体（41.6%）

（調査基準日：令和5年5月1日）

 文部科学省では、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）と地域学校協働活動の一体的な推進による地域と学校の連携・協働体制の構築
を推進しており、毎年、実施状況に関する全国的な調査を実施。令和5年度（令和5年5月1日現在）の結果は以下のとおり。

地域学校協働本部 ※ 地域学校協働活動：幅広い地域住民や団体等が参画し、地域と学校が
連携・協働して行う学校内外で行われる子供たちの成長を支える多様な活動

（公立学校の整備校数）
20,568校（57.9%） 21,144校（61.0%）

576校増
3.1ポイント増

（うち、小・中・義務教育学校）
19,812校（71.7%）

556校増
2.5ポイント増19,256校（69.2%）

（地域学校協働本部数）

12,870本部
（537本部増）

コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の
一体的な整備状況

4,649校（13.4%）
コミュニティ・スクールのみ

7,658校（22.1%）
地域学校協働本部のみ

コミュニティ・スクール
地域学校協働本部

11,180校（31.5%）

2,306校増 7.4ポイント増

13,486校（38.9%）

両方

12,333本部
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コミュニティ・スクール及び地域学校協働本部の学校種別の状況

校種 学校数
コミュニティ・スクール 地域学校協働本部

導入校数 導入率 整備校数 整備率

幼稚園 2,437園

(3,060園)

341園 14.0％ 510園 20.9％

(325園) (10.6％) (612園) (20.0％)

小学校 18,437校

(18,619校)

10,812校 58.6％ 13,487校 73.2％

(9,121校) (49.0％) (13,160校) (70.7％)

中学校 9,010校

(9,061校)

5,167校 57.3％ 6,173校 68.5％

(4,287校) (47.3％) (5,976校) (66.0％)

義務教育学校 202校

(159校)

152校 75.2％ 152校 75.2％

(111校) (69.8％) (120校) (75.5％)

高等学校 3,449校

(3,482校)

1,144校 33.2％ 581校 16.8％

(975校) (28.0％) (494校) (14.2％)

中等教育学校 35校

(34校)

8校 22.9％ 4校 11.4％

(7校) (20.6％) (4校) (11.8％)

特別支援学校 1,117校

(1,103校)

511校 45.7％ 237校 21.2％

(395校) (35.8％) (202校) (18.3％)

合計 34,687校

(35,518校)

18,135校 52.3％ 21,144校 61.0％

(15,221校) (42.9％) (20,568校) (57.9％)

令和５年５月１日
時点

※ 括弧内は令和４年度の調査結果 57



コミュニティ・スクールを導入している学校数：18,135/34,687校
（教育委員会が学校運営協議会を設置している学校数）   

全国の公立学校のうち、52.3％がコミュニティ・スクールを導入

コミュニティ・スクールの導入状況 -学校数-

75％以上

50％以上

25％以上

25％未満

▍ 都道府県別導入割合

▍ 全国のコミュニティ・スクールの数

令和５年５月１日
時点

幼稚園
341/2,437園

義務教育学校
152/202校

小学校
10,812/18,437校

高等学校（中等教育学校含む）

1,152/3,484校

中学校
5,167/9,010校

特別支援学校
511/1,117校

▍ 校種別導入校数の推移

※沖縄県は地図を拡大しています。

コミュニティ・スクールとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５
の規定に基づく学校運営協議会を置く学校であり、学校運営協議会とは同規定に基づ
き教育委員会より任命された委員が、一定の権限と責任を持って、学校の運営とその
ために必要な支援について協議する合議制の機関のことです。

17 
53 
197 
341 
475 
629 
789 

1,183 
1,570 

1,919 
2,389 

2,806 
3,600 

5,432 
7,601 

9,788 
11,856 

15,221 18,135 

0 5,000 10,000 15,000 20,000

H17.4.1

H19.4.1

H21.4.1

H23.4.1

H25.4.1

H27.4.1

H29.4.1

R1.5.1

R3.5.1

R5.5.1
／34,687

前年度から

2,914校増

（導入率9.4ポイント増）

10,812
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地域学校協働本部とは、幅広い層の地域住民・団体等が参画し、地域と学校が目標を共
有しながら「緩やかなネットワーク」を形成することにより、地域学校協働活動を推進す
る体制のことです。

  ＜地域学校協働本部の要素＞
 ①コーディネート機能

 ②多様な活動（地域住民の参画による多様な地域学校協働活動の実施）
 ③継続的な活動（地域学校協働活動の継続的・安定的実施）
地域学校協働本部が整備されているとは、地域学校協働本部のコーディネート
のもとで様々な地域学校協働活動が行われている状態を言い、必ずしも学校
ごとに組織化されていたり、会議体や事務室があるものではありません。

※沖縄県は地図を拡大しています。

地域学校協働本部の整備状況 -学校数-

地域学校協働本部が整備されている公立学校数：21,144/34,687 校

全国の公立学校のうち、61.0％がカバーされている

▍ 地域学校協働本部が整備されている学校数の推移 ▍ 地域学校協働本部が整備
 されている学校の割合（整備率）

80％以上

60％以上

40％以上

20％以上

20％未満

令和５年５月１日
時点

14,390 

17,066 

18,296 

19,256 

19,802 

14,987 

18,130 

19,471 

20,568 

21,133 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

R1.5.1

R2.7.1

R3.5.1

R4.5.1

R5.5.1

系列1 系列2

14,390 

17,066 

18,296 

19,256 

19,812

14,987 

18,130 

19,471 

20,568 

21,144

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

R1.5.1

R2.7.1

R3.5.1

R4.5.1

R5.5.1

小中義務合計 全学校種合計
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地域・学校の連携・協働による教育活動に関係し得る団体等
コミュニティ・スクール等の仕組みを活用した関係団体・関係者との更なる連携促進、互恵的関係の構築・深化に向けて広く周
知を図ることができるよう、趣旨に賛同・協力いただける関係団体等のリスト（コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動
に係る協力団体等リスト）を作成。

掲載団体（令和６年５月時点）

《教育分野》
• 全国コミュニティ・スクール連絡協議会

（コミュニティ・スクールの推進に関する情報交換、普及啓発等）

• 公益社団法人日本PTA全国協議会
• 一般社団法人全国高等学校PTA連合会

（PTA活動に関する研修・広報活動、子供たちの健全育成等）

• 公益社団法人全国子ども会連合会
（子ども会活動の推進、指導者の養成・研修等）

• 公益社団法人全国公民館連合会
（公民館の普及促進、調査研究等）

• 全国私立大学教職課程協会
• 日本教育大学協会
• 日本教職大学院協会
（教師教育・教員養成に関する調査研究・情報発信等）

• 全国都道府県教育委員会連合会
• 全国市町村教育委員会連合会
• 指定都市教育委員会協議会
• 全国都市教育長協議会
• 中核市教育長会
• 全国町村教育長会
（教育委員会相互の情報共有、教育行政に関する調査研究等）

• 全国国公立幼稚園・こども園長会
（幼児期の教育の発展・振興、保幼小の連携推進）

• 全日本教職員連盟
（教職員の研修、地域・家庭における教育の充実に向けた取組等）

• 公益社団法人日本教育会
• 日本連合教育会
（教育に関する調査研究・普及活動等）

• 公益社団法人日本教育会
• 日本連合教育会
（教育に関する調査研究・普及活動等）

• 公益財団法人日本学校保健会
（子供の現代的健康課題に対応するための学校保健の振興等）

• 公益財団法人産業教育振興中央会
• 全国産業教育振興会連絡協議会
（産業教育の振興）

• 全国専修学校各種学校総連合会
（専修学校・各種学校における職業教育の振興、中高との連携推進）

《スポーツ・文化分野》
• 公益財団法人日本スポーツ協会
（スポーツ指導者・スポーツ少年団の育成、生涯スポーツの普及等）

• 公益財団法人運動器の健康・日本協会
（運動器の健康増進、疾患・障害の予防に関わる教育・啓発等）

• 特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟
（ラジオ体操・みんなの体操の普及等）

• 一般社団法人和食文化国民会議
（無形文化遺産「和食」の適切な保護・継承）

《防災・安全分野》
• 公益財団法人全国防犯協会連合会
（防犯思想・知識の普及、薬物乱用防止等）

• 一般財団法人全日本交通安全協会
（交通安全に関する普及啓発等）

• 消防団
（防火指導、応急手当の普及活動、防災意識の向上等）

• 公益社団法人隊友会
（防衛・防災関連施策への協力等） 

本体はこちら 

60



（全62団体 関係省庁建制順を基本に一部再整理）

《金融分野》
• 一般社団法人全国銀行協会
• 一般社団法人信託協会
• 一般社団法人全国地方銀行協会
• 一般社団法人第二地方銀行協会
• 一般社団法人全国信用金庫協会
• 一般社団法人全国信用組合中央協会
• 一般社団法人生命保険協会
• 一般社団法人日本損害保険協会
• 日本証券業協会
• 日本FP協会
（金融に関する普及啓発・リテラシー向上等）

《児童福祉分野》
• 一般財団法人児童健全育成推進財団
（児童館の活動支援、児童福祉に関する調査研究等）

• 全国学童保育連絡協議会
（学童保育に関する調査研究、指導員の研修活動等）

• 一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会
（ひとり親家庭・寡婦の福祉に関する啓発・広報等）

《人権分野》
• 更生保護法人全国保護司連盟
（保護観察対象者の指導・支援、犯罪予防活動等）

• 全国人権擁護委員連合会
（人権に関する相談対応、人権啓発等）

《国際協力分野》
• 公益社団法人青年海外協力協会
（グローカル人材の育成、地域の国際化支援等）

《社会福祉・労働分野》
• 一般社団法人生涯活躍のまち推進協議会
（多世代と交流しながら健康な生活を送る地域づくりへの支援）

• 全国食生活改善推進員協議会（一般財団法人日本食生活協会）
（食育の推進・運動習慣の定着等）

• 全国社会福祉協議会
（福祉人材の育成・研修、ボランティア・福祉教育の推進等）

• 全国民生委員児童委員連合会
（生活上の様々な相談支援を行う民生委員・児童委員活動の推進）

• 公益財団法人日本知的障害者福祉協会
（知的障害者の支援、知的障害福祉の普及啓発等）

• 全国老人クラブ連合会
（子供の見守り、清掃・緑化、伝承・多世代交流等の活動推進）

• 一般財団法人ACCN
（キャリアコンサルタントによるキャリア教育の推進等）

《農林水産分野》
• JAグループ（一般社団法人全国農業協同組合中央会）
• 全国森林組合連合会
• 全国漁業協同組合連合会
（農林水産分野における体験機会の提供等）

《経済分野》
• 公益社団法人経済同友会
• 日本商工会議所
• 全国中小企業団体中央会
• 全国商工会連合会
（経済界との連携・交流、地域経済の活性化等）

《自動車整備分野》
• 自動車整備人材確保・育成推進協議会
（自動車整備に携わる人材の確保・育成等）

《海事分野》
• 海事産業人材確保・育成推進協議会
（海事産業に携わる人材の確保・育成等） 61



登下校に関する対応

放課後から夜間などにおける見回り、
児童生徒が補導された時の対応

公益社団法人日本PTA全国協議会、一般社団法人全国高等学校PTA連合会、公益社団法人全国子ども会連合会、
公益財団法人全国防犯協会連合会、一般財団法人全日本交通安全協会、一般社団法人全国信用組合中央協会、
一般財団法人児童健全育成推進財団、更生保護法人全国保護司連盟、全国民生委員児童委員連合会、
公益財団法人日本知的障害者福祉協会、全国老人クラブ連合会

公益社団法人日本PTA全国協議会、一般社団法人全国高等学校PTA連合会、公益社団法人全国子ども会連合会、
公益財団法人全国防犯協会連合会、全国民生委員児童委員連合会

児童生徒の休み時間における対応 公益社団法人日本PTA全国協議会、公益社団法人全国子ども会連合会、全国老人クラブ連合会

校内清掃 公益社団法人日本PTA全国協議会、公益社団法人全国子ども会連合会

部活動
一般社団法人全国高等学校PTA連合会、公益社団法人全国子ども会連合会、公益社団法人全国公民館連合会、
公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人運動器の健康・日本協会、公益社団法人隊友会

学校行事の準備・運営

公益社団法人日本PTA全国協議会、一般社団法人全国高等学校PTA連合会、公益社団法人全国子ども会連合会、
公益社団法人全国公民館連合会、一般社団法人全国私立大学教職課程協会全国専修学校各種学校総連合会、
公益財団法人運動器の健康・日本協会、特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟、
一般社団法人和食文化国民会議、一般財団法人全日本交通安全協会、消防団、公益社団法人隊友会、
全国学童保育連絡協議会、全国社会福祉協議会、全国老人クラブ連合会、全国森林組合連合会、日本商工会議所、
自動車整備人材確保・育成推進協議会、海事産業人材確保・育成推進協議会

給食時の対応
公益社団法人日本PTA全国協議会、公益社団法人全国子ども会連合会、一般社団法人和食文化国民会議、
全国食生活改善推進員協議会（一般財団法人日本食生活協会）

進路指導
一般社団法人全国高等学校PTA連合会、公益社団法人全国子ども会連合会、公益社団法人全国公民館連合会、
一般社団法人全国信用組合中央協会、公益財団法人日本知的障害者福祉協会、一般財団法人ACCN、
全国森林組合連合会、日本商工会議所、自動車整備人材確保・育成推進協議会、海事産業人材確保・育成推進協議会

支援が必要な児童生徒・家庭への
対応

公益社団法人全国子ども会連合会、一般財団法人児童健全育成推進財団、全国学童保育連絡協議会、
一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会、更生保護法人全国保護司連盟、全国人権擁護委員連合会、
全国社会福祉協議会、全国民生委員児童委員連合会、公益財団法人日本知的障害者福祉協会

※本資料に記載していることをもって、各地域における協力を直ちに約束するものではない。

（参考）「学校・教師が担う業務の３分類」に基づき協力が可能と考えられる事項

○本年５月の中教審特別部会「審議のまとめ」では、学校における働き方改革の更なる加速化に向け、学校・教師が担う業務の適正化を一層
推進するとともに、働き方改革の実効性を向上するためには保護者、地域住民等の理解・協力・連携が不可欠であるとされている。

○こうした動向を踏まえ、「学校・教師が担う業務の３分類」（※）に基づく取組毎に、一般的に協力が可能と考えられる協力団体等を整理。
※学校における働き方改革の推進のため、学校・教師が担う業務を「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の３つに整理して
いる。「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31(2019)年１月 25 日中央教育審議会）において提言されたもの。
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国立教育政策研究所社会教育実践研究センターの概要

社会教育実践研究センターは、社会教育関係者に対する専門的・技術的研修を行う機関として、昭和40年に設置された国立社会教育
研修所を、社会教育事業のための実践的な調査研究体制を整備するために、業務を見直して、平成13年４月に国立教育政策研究所内に
設置された研究組織。
都道府県・市町村における社会教育事業の推進に資するため、全国の社会教育活動の実態調査や、社会教育事業のプログラム開発、社

会教育指導者の育成・資質向上に関する調査研究等を実施。
全国の社会教育関係者、研究者等の参加を得て、新たな研究課題の抽出や研究方法の改善を図る研究セミナーを開催するほか、文部科

学省や文化庁などとの共催で社会教育指導者のための研修事業も実施。

Ⅰ概要

Ⅱ調査研究事業（令和6年度）
１ 共生社会の実現を推進する社会教育とボランティアに関する調査研究
２ 社会教育主事と社会教育士等の配置・在り方に関する調査研究
３ 社会教育主事講習の充実に資する教材等の開発に関する調査研究（生涯学習概論）

Ⅲ ｢研究交流会･研究セミナー｣｢文部科学省･文化庁共催研修及び委嘱事業｣等（令和6年度）
１ 研究交流会・研究セミナー（社会教育実践研究センター主催の研究交流会等）

 全国生涯学習センター等研究交流会、地域教育力を高めるボランティアセミナー
２ 文部科学省・文化庁との共催研修等（主として現職の社会教育専門職等に対する研修）

 ｢全国社会教育主事の会｣交流研修会、図書館司書専門講座、ミュージアム・トップマネジメント研修、公民館職員専門講座、
社会教育主事専門講座

３ 文部科学省委嘱事業
社会教育主事講習［A：７～8月開催］、社会教育主事講習［B：１～2月開催］（社会教育主事の資格付与のための講習）

この他にも
・調査研究報告書・基礎資料集等
・インターネット等による情報発信
・全国体験活動ボランティア活動総合推進センター事業 等を実施

※社会教育実践研究センターのホームページはこちら
https://www.nier.go.jp/jissen/index.htm 63



社会教育主事・司書・公民館職員に関する研修事業
○国立教育政策研究所社会教育実践研究センターと共催して実施しているもの

・図書館地区別研修
情報化の進展など図書館に関する最新のテーマや地域における課題等について研
修を行い、図書館における中堅の司書としての力量を高めることを目的とする。
（参考 令和５年度）
・受講機関、開講形式、講習機関は下表の通り

・受講者数：６２９名（６機関合計）

・公民館職員専門講座
  公民館職員として必要な高度かつ専門的な
知識・技術について研修を行い、地域の指導

  者的立場にある公民館職員としての力量を高
める。 （参考 令和５年度）

「地域社会のウェルビーイングの向上に資する
公民館―地域のコミュニティ拠点機能の強化を
目指して」

・講座期間：令和５年１１月１６日～１１月２１日
・受講対象：公民館の館長

  及び職員、社会教育主事、公民館
類似施設・生涯学習関連施設の長                    
及び職 員等の経験が１年以上ある 
もの

・ 受講者数：３７名

・社会教育主事専門講座
  社会教育主事として必要な高度かつ専門的な
知識・技術に関する研修を行い、都道府県の
指導者的立場にある社会教育主事としての
力量を高める。

（参考 令和５年度）

「ウェルビーイングの実現を目指すための社会
教育の役割」

・期間：令和５年１０月１２日～１０月１７日
・対象：勤務経験が１年以上の社会教育主事

 及び社会教育主事と同等の職にある者
・受講者数：３２名

・図書館司書専門講座
 司書として必要な高度かつ専門的な知識・技術
に関する研修を行い、都道府県・ 指定都市等
での指導的立場になりうる司書及び図書館経 
営の中核を担うリーダーとしての力量を高める。

（参考 令和５年度）

「ウェルビーイングの実現に向けて図書館が果
たしうる役割」

・講座期間：令和５年６月１５日～６月２８日
・受講対象：図書館法第２条に規定する図書館

 に勤務する司書または職員で、
 勤務経験がおおむね７年以上で
 指導者的立場にある者

・受講者数：６３名

○公募により委託して実施しているもの

・新任図書館長研修

新任の図書館長等に対し，図書館の管理・運営，サービスに
関する専門知識や，図書館を取り巻く社会の動向等について研修を
行い，図書館運営の責任者としての力量を高めることを目的とする。

（参考 令和５年度）
・実施機関：筑波大学
・開講形式：オンライン形式（全国に配信）
・講習期間：令和５年９月２０日～９月２２日
・受講対象：公立図書館の館長・副館長に就任して１年未満の者
・受講者数：１９８名

実施機関名 講習期間 開講形式

1 福島県教育委員会 10月18日～10月20日 対面・オンライン

2 埼玉県教育委員会 11月28日～12月1日 対面

3 石川県教育委員会 12月5日～12月8日 対面

4 奈良県教育委員会 1月23日～1月25日 対面

5 島根県教育委員会 12月5日～12月8日 対面・オンライン

6 熊本市教育委員会 1月31日～2月2日 対面・オンライン
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文
化
庁
が
実
施

1年目→ 5年目→ 10年目→ 20年目→ 30年目

ミュージアムトップマネジメント研修
・開催：令和７年２月 ３日間
・定員：５０人（オンライン同時配信）
・対象：ミュージアムの館長・管理職
・内容：法改正対応、マネジメント、事業評価・改善、

 資金調達等を強化

ミュージアム・パブリックリレーションズ研修
・開催：令和６年９月頃 ４日間
・定員：対面５０人（オンライン同時配信）
・対象：ミュージアムの学芸員等専門職員
・内容：広報発信・地域交流、地域課題解決、資金調達、デジタル化等に焦点

文化をつなぐミュージアム研修
・開催：令和６年１２月上旬 ３日間
・定員：３００人（オンラインのみ）
・対象：設置者・行政職員等、ミュージアムの地域課題解決や中長期的な将来構想に関係する者
・内容：デジタル化、PPP/PFI、広報、収入の多角化、発信と交流、観光、国際化、ネットワーク等に焦点

中 堅 中間管理職若手 館長クラス

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
職

ガ
バ
ナ
ン
ス
職

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
職

令和６年度 博物館に関する学芸員等の研修体系

博物館法
第三条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
 十一 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質
の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。 65



独立行政法人国立青少年教育振興機構について
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目 的

我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年をめぐる様々な課
題へ対応するため、全国２８か所の国立青少年教育施設を活用し、青少年
に対し教育的な観点から、体験活動等の機会や場を提供するとともに、青少
年教育指導者の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び研究、
関係機関・団体等との連携促進、青少年教育団体が行う活動に対する助成
を行い、我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図ることを目
的とする。

事業概要

① 青少年及び青少年教育指導者等を対象とする教育事業の実施
② 青少年及び青少年教育指導者等を対象とする研修に対する支援
③ 青少年教育に関する基礎的・専門的な調査研究
④ 青少年教育団体が行う活動に対する支援
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〇 少子化や子供たちの生活の多様化、家庭環境の変化等により、子供の体験活動の場や機会は減少傾向となっている。
〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、子供の体験活動の減少に拍車がかかっている。

体験活動の現状等について

体験活動の定義、効果・意義、現状

体験活動に関する近年の動向

Ⅱ 体験活動の効果・意義

Ⅲ 子供の体験活動の現状

青少年教育施設の減少自然体験に関する行事に参加した子供の割合の減少

学校以外の公的機関や民間団体等が行う自然体験に関する行事に
参加した子供（小学１年～6年生）の割合（％）は、平成２１年度から
令和４年度の１３年間で５４.７％から36.7％に減少

国公立青少年教育施設数は平成１４年度の746施設をピークに、
年々減少を続け、令和3年度には337施設に減少

〇 自尊感情、自己肯定感、自律性、協調性、積極性といった非認知能力の
上昇、物事に対する意欲の向上

〇 体験活動を提供する企業における、社員の所属する企業の社会的
役割の再認識、労働意欲の向上 等

〇 体験活動とは「体験を通じて何らかの学習が行われることを目的として
体験するものに対して意図的・計画的に提供される体験」（H19中教審答申）

〇 体験活動は、具体的には、「生活・文化体験活動」、「自然体験活動」、「社
会体験活動」に分類（H25中教審答申） 。
※企業等による職場体験や科学体験、国際交流体験、読書活動等も含まれる。

（独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識調査」）

Ⅰ 体験活動の定義

67
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19年間で４０９施設
（５５％）減少



自然体験を多く行った者ほど、自己肯定感、自律性、協調性、積極性などの非認知能力が高くなる、という傾向が見られる。

自然体験活動の効果

自己肯定感 自律性

協調性 積極性

高い 低い 高い 低い

高い 低い 高い 低い

多
い←

自
然
体
験

→

少
な
い

多
い←

自
然
体
験

→

少
な
い

多
い←

自
然
体
験

→

少
な
い

多
い←
自
然
体
験

→

少
な
い

単位：％ 単位：％

単位：％ 単位：％

23.9

31.6

34.4

42.3

49.3

29.3

30.4

31.7

29.9

25.8

21.1

21.1

19.2

16.3

13.5

15.3

11.2

9.7

7.6

7.4

10.3 

5.6 

5.0 

4.0 

4.0 

高い やや高い ふつう やや低い 低い

出典）独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識調査（令和４年度調査）」

52.5

56.2

60.5

64.6

67.7

44.6

40.8

37.0 

34.0 

29.8

2.9

3.1

2.6

1.4

2.5 

高 中 低

33.8

43.1

50.7

59.3

64.3

55.4

50.0 

45.6

37.4

33.2

10.8

6.9

3.7

3.3

2.5

高 中 低

17.0 

22.1

29.7

37.2

48.7

58.3

60.5

58.7

54.1

45.3

24.8

17.4

11.6

8.7

6.0 

高 中 低
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69

〇実施地域・場所 〇実施時期・期間
〇対象者（学校種・学年・年齢等）・募集人数
〇指導者 〇料金・参加費
〇活動内容
（生活・文化体験、自然体験、社会体験等）
※想定される教科単元、学校教育活動外の活動か
※期待される教育上のねらい
〇こどもの声（体験の質）
〇安全対策（事故防止、コロナ対策、保険等） 等

提供者（企業や青少年教育団体等）利用者（学校や個人等） ポータルサイト
（団体向け／個人向け）
〇知りたい情報の検索機能
〇見やすく操作しやすい画面
〇申込・アンケート機能
※利用実績の把握・分析を可能に
〇取組事例

コーディネータ
〇地域で活躍する人材
（教職経験者、企業経験者、地域学校協働活動
推進員、社会教育関係者、青少年教育団体
関係者（社会教育士等））への参加呼びかけ
〇コーディネートにより実施した体験活動の実績
の把握

等

問い合わせ
相談（ニーズ）

体験活動の提案・調整

ニーズの伝達
調整

体験活動の提案

登録
閲覧
検索
申し込み

登録
閲覧
検索

体験活動プログラムの利用者と提供者のマッチング（イメージ）

〇実施地域・場所 〇実施時期・期間
〇対象者（学校種・学年・年齢等）・参加人数
〇指導者 〇予算
〇希望する体験活動内容
（生活・文化体験、自然体験、社会体験等）
※想定される教科単元、学校教育活動外の活動か
※期待する教育上のねらい
〇安全対策（事故防止、コロナ対策、保険等） 等 活 用

マッチング
利用者・提供者の双方の合意

利用者の申込完了

※「利用者」：体験活動プログラムを利用する学校や個人等
 「提供者」：体験活動プログラムを提供する企業や青少年教育団体等
ただし、例えば、体験活動を提供する青少年教育団体は、状況によって、
「利用者」にも「提供者」にもなりうることに留意。 69

令和４年の企業等と連携した子供のリアル
な体験活動の推進について（子供の体験活
動推進に関する実務者会議論点のまとめ）
を踏まえ、今後国において構築予定。



〇社会教育を取り巻く状況

70



71

人口の推移と将来推計

（出典）1920年～2020年：「人口推計」（総務省）、2025年～2070年：「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。実績値の1950年～1970年には沖縄県を含まない。
1945年については、1～15歳を年少人口、16～65歳を生産年齢人口、66歳以上を老年人口としている。

国立社会保障・人口問題研究所の予測では、少子高齢化の進行により、
2040年には年少人口が1,142万人、生産年齢人口が6,213万人まで減少し、我が国の総人口の三分の一以上が65歳以上となる。

（千人）

推計値
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DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する状況

72

日本は、DXに関連する取組が行われている範囲は、業種・規模によって大きな差異は見られず、いずれの業種・規模に
おいても2020年度に範囲が拡大している。

（出典）総務省委託調査「デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究報告書（株式会社情報通信総合研究所）」（2021年３月）

推計値

その一方で…
世代別デジタルデバイドの現状は
60歳台の4分の１、70歳台の半数以上が
スマートフォン等を利用できていない状況。

（出典）令和４年度版 情報通信白書 データ集（第4章コラム3）



36.4%

30.6%

19.2%

5.9%

20.5%

0.5%

2.9%

0.4%

35.9%

27.8%

32.1%

27.0%

8.4%

5.6%

4.4%

10.3%

6.6%

33.0%

47.3%

35.8%

16.0%

26.1%

17.4%

35.0%

15.7%

19.8%

79.5%

55.3%

75.5%

69.1%

教員と保護者間の連絡のデジタル化

GIGAスクール構想の下での校務DX化チェックリスト自己点検結果（学校）
全くしていない

一部している
（半分未満）一部している（半分以上）完全にデジタル化している 全くしていない

一部している
（半分未満）

完全にデジタル化
している

全くしていない

一部している（半分未満）

一部している（半分以上）完全にデジタル化している

全くしていない一部している（半分未満）一部している（半分以上）

完全にデ
ジタル化
している

全くしていない

一部している（半分未満）

完全にデジタル化している

全くしていない

一部している
（半分未満）

一部している（半分以上）

完全にデジタル化している

全く取り入れていない

一部取り入れている
（半分未満）

完全にオンライン化している

① 学校徴収金について、現金徴収ではなく、口座振替、
インターネットバンキング等を活用して徴収金の徴収
を行っていますか

② 児童生徒の欠席・遅刻・早退連絡について、クラウド
サービスを用い、ＰＣ・モバイル端末等から受け付け、
学校内で集計していますか

③ 保護者への調査・アンケート等をクラウドサービスを
用いて実施・集計していますか

④ 学校から保護者へ発信するお便り・配布物等をクラ
ウドサービスを用いて一斉配信していますか

⑤ 業務時間外の保護者からの問い合わせや連絡事項
について、クラウドサービス等を用い、ＰＣ・モバイル
端末等から受け付ける体制を整えていますか

⑥ 保護者から学校への提出資料をクラウドサービスを
用い、受け付けていますか

⑦ 保護者との日程調整をクラウドサービスを用いて行っ
ていますか

⑧ 学校説明会や保護者面談などにオンライン形式を取
り入れていますか

全くしていない

全くしていない

全くしていない

整えていない整えている

一部している
（半分以上）

一部している
（半分以上）

一部取り入れている（半分以上）
出典：文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務DX化チェック

リスト」学校・教育委員会の自己点検結果総括 73
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地域の繋がりの希薄化①

74

〇2022年１年間の社会参加活動状況について、全体では「社会参加活動を行っていない」が 68.0％
 を占めた。

〇年代別にみると、「社会参加活動を行ってない」と回答した割合がもっとも高いのは20～29歳であり、
 年齢を重ねるごとに参加している割合は減少傾向にある。

〇2022年１年間の社会参加活動状況

（出典）令和４年度厚生労働省委託事業
「令和４年度少子高齢社会等調査検討事業報告書
（エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社）」（令和５年３月）

※ここでの社会参加活動は、地域における子ども・高齢者・障害者など困難を抱える人々を手助けする手助けをするボランティアもしくはNPOなどの
活動（子ども食堂、保育への手伝い、高齢者見守りネットワーク、家事援助、車いす町歩きなど）、地域における交流・まちづくりに関するボランティ
ア（町内会のイベント、催し物の手伝い、交流スペースへの参加、環境美化、緑化推進等、安全活動、防災活動、PTA、自治会、町内会）などの活
動を想定。
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地域の繋がりの希薄化②

75

〇社会参加活動をしない理由は、全体では「興味・関心がないから」が33.1％で最多、次いで「時間的な余裕がない
 から」が30.5％であった。

〇参加意向別にみると、「参加したい」「どちらかといえば参加したい」と回答した人の社会参加活動をしていない理由
として高かったのは、「どのような活動が行われているか知らないから」（45.5%）であった。

○社会参加活動をしない理由

○参加意向別の社会参加活動をしない理由

（出典）令和４年度厚生労働省委託事業
「令和４年度少子高齢社会等調査検討事業報告書
（エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社）」（令和５年３月）
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地域の繋がりの希薄化③

76

〇現在の地域での付き合いの程度については、徐々に付き合っていないの割合が増加している。
○年齢別にみると、付き合っていない割合が60歳以上で約４割で、18～29歳で約７割になる。

（注）令和２年１月調査までは、調査員による個別面接聴取法で実施しているため、令和３年12月調査以降との単純比較は行わない。
（注）平成29年１月の調査はいずれもそのうち20歳以上のデータ
（出典）内閣府「社会意識に関する世論調査」
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障害者の状況

（出典）令和５年度版 障害者白書 参考資料 障害者の状況

〇身体障害、知的障害、精神障害の３区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者（身体障
 害児を含む。以下同じ。）436万人、知的障害者（知的障害児を含む。以下同じ。）109万４千人、精神障
害者614万８千人となっている。

〇これを人口千人当たりの人数（※）でみると、身体障害者は34人、知的障害者は９人、精神障害者は49人と
なる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ9.2％が何らかの障害
を有していることになる。

〇各区分の障害者の概数は増加傾向にある。

推計値

77

なお、当該身体障害者数及び知的障害者数は、「生活のしづらさなどに関する調査」に基づき推計されたものである一方、精神障害者数は、医療機関を利用した精神疾患のある患
者数を精神障害者数としていることから、精神疾患による日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には有しない者も含まれている可能性がある。
（※）身体障害者、知的障害者については、総務省「人口推計」2016年10月１日（確定値）、精神障害者については、総務省「人口推計」2020年10月１日（確定値）を

用いて算出。
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在留外国人数の推移
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在留外国人数（注１）

総人口に占める在留外国人の割合（注２）

平成20年９月 いわゆるリーマン・ショック

平成23年３月 東日本大震災

令和２年 新型コロナウイルス感染症の流行

平成24年７月
新しい在留管理制度の導入

平成２年６月
在留資格の整備

（千人）
（%）

平成22年７月
在留資格「技能実習」の創設

在留資格「留学」と「就学」の一本化在
留
外
国
人
数

総
人
口
に
占
め
る
在
留
外
国
人
の
割
合

平成29年11月
技能実習法の施行

平成31年４月
「特定技能」制度の創設

昭和 平成 令和

0.80%

2.74%

2.46%

令和５年末
341万992人

令和４年末
307万5,213人

（注２）総人口は、総務省「人口推計」 （各年10月1日現在の統計）に基づく。

（注１）平成23（2011）年までは法務省入国管理局（当時）「（旧）登録外国人統計」（12月末現在）に、平成24（2012）年以降は出入国在留管理庁「在留外国人統計」（12月末現在）に基づく。
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年 

六
月
二
〇
日
同 

第 

七
六
号 

同 

二
七
年 

六
月
二
四
日
同 

第 

四
六
号 

同 

二
八
年 

五
月
二
〇
日
同 

第 

四
七
号 

同 

二
九
年 

三
月
三
一
日
同 

第 
 

五
号 

kawashima-t
テキストボックス
参考資料４
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令
和 

元
年 

五
月
二
四
日
同 

第 

一
一
号 

同 
 

元
年 

六
月 

七
日
同 

第 

二
六
号 

同 
 

四
年 

六
月
一
七
日
同 

第 

六
八
号 

社
会
教
育
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

社
会
教
育
法 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条―
第
九
条
） 

第
二
章 

社
会
教
育
主
事
等
（
第
九
条
の
二―

第
九
条
の
七
） 

第
三
章 

社
会
教
育
関
係
団
体
（
第
十
条―

第
十
四
条
） 

第
四
章 

社
会
教
育
委
員
（
第
十
五
条―
第
十
九
条
） 

第
五
章 

公
民
館
（
第
二
十
条―

第
四
十
二
条
） 

第
六
章 

学
校
施
設
の
利
用
（
第
四
十
三
条―

第
四
十
八
条
） 

第
七
章 

通
信
教
育
（
第
四
十
九
条―

第
五
十
七
条
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

（
こ
の
法
律
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の

精
神
に
則
り
、
社
会
教
育
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
務
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
平
一
八
法
一
二
〇
・
一
部
改
正
） 

（
社
会
教
育
の
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
教
育
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
又
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七

号
）
に
基
づ
き
、
学
校
の
教
育
課
程
と
し
て
行
わ
れ
る
教
育
活
動
を
除
き
、

主
と
し
て
青
少
年
及
び
成
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
組
織
的
な
教
育
活
動
（
体

育
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
の
活
動
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

（
平
二
四
法
六
七
・
一
部
改
正
） 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
務
） 

第
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
社
会
教
育
の
奨
励
に
必
要
な
施
設
の
設
置
及
び
運
営
、
集
会

の
開
催
、
資
料
の
作
製
、
頒
布
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
す
べ
て
の
国
民
が

あ
ら
ゆ
る
機
会
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
利
用
し
て
、
自
ら
実
際
生
活
に
即
す
る

文
化
的
教
養
を
高
め
得
る
よ
う
な
環
境
を
醸
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
任
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
国
民

の
学
習
に
対
す
る
多
様
な
需
要
を
踏
ま
え
、
こ
れ
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め

に
必
要
な
学
習
の
機
会
の
提
供
及
び
そ
の
奨
励
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
生
涯

学
習
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
第
一
項
の
任
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
社

会
教
育
が
学
校
教
育
及
び
家
庭
教
育
と
の
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
学
校
教
育
と
の
連
携
の
確
保
に
努
め
、
及
び
家
庭
教
育
の
向
上

に
資
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
学
校
、
家
庭

及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
相
互
間
の
連
携
及
び
協
力
の
促
進
に
資
す

る
こ
と
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
平
一
三
法
一
〇
六
・
平
二
〇
法
五
九
・
一
部
改
正
） 
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（
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
援
助
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
、
国
は
、
こ
の
法
律
及
び

他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
予
算
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
財
政
的
援
助
並
び
に
物
資
の
提
供
及
び
そ
の
あ
つ
せ
ん
を

行
う
。 

（
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
一
三
法
一
〇
六
・
一
部
改
正
） 

（
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
事
務
） 

第
五
条 

市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
社

会
教
育
に
関
し
、
当
該
地
方
の
必
要
に
応
じ
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

次
の
事
務
を
行
う
。 

一 

社
会
教
育
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。 

二 

社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

公
民
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

所
管
に
属
す
る
図
書
館
、
博
物
館
、
青
年
の
家
そ
の
他
の
社
会
教
育
施

設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

所
管
に
属
す
る
学
校
の
行
う
社
会
教
育
の
た
め
の
講
座
の
開
設
及
び
そ

の
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

講
座
の
開
設
及
び
討
論
会
、
講
習
会
、
講
演
会
、
展
示
会
そ
の
他
の
集

会
の
開
催
並
び
に
こ
れ
ら
の
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

家
庭
教
育
に
関
す
る
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
の
講
座
の
開
設
及

び
集
会
の
開
催
並
び
に
家
庭
教
育
に
関
す
る
情
報
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら

の
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

職
業
教
育
及
び
産
業
に
関
す
る
科
学
技
術
指
導
の
た
め
の
集
会
の
開
催

並
び
に
そ
の
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

生
活
の
科
学
化
の
指
導
の
た
め
の
集
会
の
開
催
及
び
そ
の
奨
励
に
関
す

る
こ
と
。 

十 

情
報
化
の
進
展
に
対
応
し
て
情
報
の
収
集
及
び
利
用
を
円
滑
か
つ
適
正

に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
又
は
技
能
に
関
す
る
学
習
の
機
会
を
提
供
す

る
た
め
の
講
座
の
開
設
及
び
集
会
の
開
催
並
び
に
こ
れ
ら
の
奨
励
に
関
す

る
こ
と
。 

十
一 

運
動
会
、
競
技
会
そ
の
他
体
育
指
導
の
た
め
の
集
会
の
開
催
及
び
そ

の
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

十
二 

音
楽
、
演
劇
、
美
術
そ
の
他
芸
術
の
発
表
会
等
の
開
催
及
び
そ
の
奨

励
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三 

主
と
し
て
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
（
そ
れ
ぞ
れ
学
校
教
育
法
第
十

八
条
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
い
う
。
）
に
対
し
、
学
校

の
授
業
の
終
了
後
又
は
休
業
日
に
お
い
て
学
校
、
社
会
教
育
施
設
そ
の
他

適
切
な
施
設
を
利
用
し
て
行
う
学
習
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
を
提
供
す
る

事
業
の
実
施
並
び
に
そ
の
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四 

青
少
年
に
対
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
社
会
奉
仕
体
験
活
動
、
自

然
体
験
活
動
そ
の
他
の
体
験
活
動
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
の
実
施
及
び

そ
の
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

十
五 

社
会
教
育
に
お
け
る
学
習
の
機
会
を
利
用
し
て
行
つ
た
学
習
の
成
果

を
活
用
し
て
学
校
、
社
会
教
育
施
設
そ
の
他
地
域
に
お
い
て
行
う
教
育
活

動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
の
実
施
及
び
そ
の
奨
励
に
関

す
る
こ
と
。 
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十
六 

社
会
教
育
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

十
七 

視
聴
覚
教
育
、
体
育
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
な
設
備
、
器

材
及
び
資
料
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

十
八 

情
報
の
交
換
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。 

十
九 

そ
の
他
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務 

２ 

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
規
定

す
る
活
動
で
あ
つ
て
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
九

条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
「
地
域
住
民
等
」
と
い
う
。
）
が
学
校
と
協
働
し

て
行
う
も
の
（
以
下
「
地
域
学
校
協
働
活
動
」
と
い
う
。
）
の
機
会
を
提
供

す
る
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
域
住
民
等
の
積
極
的
な
参
加
を

得
て
当
該
地
域
学
校
協
働
活
動
が
学
校
と
の
適
切
な
連
携
の
下
に
円
滑
か
つ

効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
住
民
等
と
学
校
と
の
連
携
協
力
体
制
の

整
備
、
地
域
学
校
協
働
活
動
に
関
す
る
普
及
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ

の
長
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
（
以
下
「
特
定
事
務
」
と
い
う
。
）
を

管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
特
定
地

方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
務
の
う
ち
特
定
事
務
に
関

す
る
も
の
は
、
そ
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
昭
二
八
法
二
一
一
・
昭
三
四
法
一
五
八
・
平
一
一
法
八
七
・
平
一

三
法
一
〇
六
・
平
二
〇
法
五
九
・
平
二
九
法
五
・
令
元
法
二
六
・
一

部
改
正
） 

（
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
事
務
） 

第
六
条 

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
社
会
教
育
に
関
し
、
当
該
地
方
の
必

要
に
応
じ
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
各
号
の
事
務
（
同
項

第
三
号
の
事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
ほ
か
、
次
の
事
務
を
行
う
。 

一 

公
民
館
及
び
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
、
必
要
な
指
導
及
び
調

査
を
行
う
こ
と
。 

二 

社
会
教
育
を
行
う
者
の
研
修
に
必
要
な
施
設
の
設
置
及
び
運
営
、
講
習

会
の
開
催
、
資
料
の
配
布
等
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

社
会
教
育
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
必
要
な
物
資
の
提
供
及
び
そ
の
あ

つ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

市
町
村
の
教
育
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

そ
の
他
法
令
に
よ
り
そ
の
職
務
権
限
に
属
す
る
事
項 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
地
域
学
校
協
働
活

動
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

３ 

特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
第
四
号
の
事
務
の
う
ち
特
定
事
務
に
関
す
る
も

の
は
、
そ
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
昭
二
八
法
二
一
一
・
昭
三
六
法
一
六
六
・
昭
四
二
法
一
二
〇
・
平

一
一
法
八
七
・
平
二
〇
法
五
九
・
平
二
九
法
五
・
令
元
法
二
六
・
一

部
改
正
） 

（
教
育
委
員
会
と
地
方
公
共
団
体
の
長
と
の
関
係
） 

第
七
条 

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
所
掌
に
関
す
る
必
要
な
広
報
宣
伝
で
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視
聴
覚
教
育
の
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
そ
の
他
教
育
の
施
設
及
び
手
段
に
よ

る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
に
つ
き
、
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
実
施
を

依
頼
し
、
又
は
実
施
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
他
の
行
政
庁
が
そ
の
所
掌
に
関
す
る
必
要
な
広
報
宣
伝

に
つ
き
、
教
育
委
員
会
（
特
定
地
方
公
共
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
長
又
は

教
育
委
員
会
）
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
依
頼
し
、
又
は
実
施
の
協
力
を
求
め

る
場
合
に
準
用
す
る
。 

（
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
一
三
法
一
〇
六
・
令
元
法
二
六
・
一
部
改

正
） 

第
八
条 

教
育
委
員
会
は
、
社
会
教
育
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
関
係
行
政
庁
に
対
し
、
必
要

な
資
料
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条
の
二 

特
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
特
定
事
務
の
う
ち
当
該
特
定
地

方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
、
社
会
教
育
施
設
そ
の

他
の
施
設
に
お
け
る
教
育
活
動
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該

特
定
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
に

当
た
つ
て
は
、
当
該
教
育
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
則
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
令
元
法
二
六
・
追
加
） 

第
八
条
の
三 

特
定
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
特
定
事
務
の
管
理
及

び
執
行
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特

定
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
令
元
法
二
六
・
追
加
） 

（
図
書
館
及
び
博
物
館
） 

第
九
条 

図
書
館
及
び
博
物
館
は
、
社
会
教
育
の
た
め
の
機
関
と
す
る
。 

２ 

図
書
館
及
び
博
物
館
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
法
律
を
も
つ
て
定
め

る
。 

第
二
章 

社
会
教
育
主
事
等 

（
昭
二
六
法
一
七
・
追
加
、
平
二
九
法
五
・
改
称
） 

（
社
会
教
育
主
事
及
び
社
会
教
育
主
事
補
の
設
置
） 

第
九
条
の
二 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
、
社
会
教

育
主
事
を
置
く
。 

２ 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
、
社
会
教
育
主
事
補

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
全
改
、
昭
五
七
法
六
九
・
一
部
改
正
） 

（
社
会
教
育
主
事
及
び
社
会
教
育
主
事
補
の
職
務
） 

第
九
条
の
三 

社
会
教
育
主
事
は
、
社
会
教
育
を
行
う
者
に
専
門
的
技
術
的
な

助
言
と
指
導
を
与
え
る
。
た
だ
し
、
命
令
及
び
監
督
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

社
会
教
育
主
事
は
、
学
校
が
社
会
教
育
関
係
団
体
、
地
域
住
民
そ
の
他
の

関
係
者
の
協
力
を
得
て
教
育
活
動
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、

必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

社
会
教
育
主
事
補
は
、
社
会
教
育
主
事
の
職
務
を
助
け
る
。 

（
昭
二
六
法
一
七
・
追
加
、
平
二
〇
法
五
九
・
一
部
改
正
） 

（
社
会
教
育
主
事
の
資
格
） 
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第
九
条
の
四 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
社
会
教
育
主
事
と

な
る
資
格
を
有
す
る
。 

一 
大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
て
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
、
又
は
高
等

専
門
学
校
を
卒
業
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
三

年
以
上
に
な
る
者
で
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
教
育
主
事
の
講
習
を
修

了
し
た
も
の 

イ 

社
会
教
育
主
事
補
の
職
に
あ
つ
た
期
間 

ロ 

官
公
署
、
学
校
、
社
会
教
育
施
設
又
は
社
会
教
育
関
係
団
体
に
お
け

る
職
で
司
書
、
学
芸
員
そ
の
他
の
社
会
教
育
主
事
補
の
職
と
同
等
以
上

の
職
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
た
期
間 

ハ 

官
公
署
、
学
校
、
社
会
教
育
施
設
又
は
社
会
教
育
関
係
団
体
が
実
施

す
る
社
会
教
育
に
関
係
の
あ
る
事
業
に
お
け
る
業
務
で
あ
つ
て
、
社
会

教
育
主
事
と
し
て
必
要
な
知
識
又
は
技
能
の
習
得
に
資
す
る
も
の
と
し

て
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
従
事
し
た
期
間
（
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
期
間
を
除
く
。
） 

二 

教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
五
年
以
上
文
部
科
学
大
臣

の
指
定
す
る
教
育
に
関
す
る
職
に
あ
つ
た
者
で
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
社

会
教
育
主
事
の
講
習
を
修
了
し
た
も
の 

三 

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
て
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
、
か
つ
、

大
学
に
お
い
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
社
会
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単

位
を
修
得
し
た
者
で
、
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
を
通
算
し

た
期
間
が
一
年
以
上
に
な
る
も
の 

四 

次
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
教
育
主
事
の
講
習
を
修
了
し
た
者
（
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的

事
項
に
つ
い
て
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
教
養
と
経
験
が
あ
る
と

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
認
定
し
た
も
の 

（
昭
二
六
法
一
七
・
追
加
、
昭
二
九
法
一
五
九
・
昭
三
四
法
一
五
八
・

昭
三
六
法
一
四
五
・
平
一
一
法
一
六
〇
・
平
一
三
法
一
〇
六
・
平
二

〇
法
五
九
・
一
部
改
正
） 

（
社
会
教
育
主
事
の
講
習
） 

第
九
条
の
五 

社
会
教
育
主
事
の
講
習
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た

大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
が
行
う
。 

２ 

受
講
資
格
そ
の
他
社
会
教
育
主
事
の
講
習
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
全
改
、
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
社
会
教
育
主
事
及
び
社
会
教
育
主
事
補
の
研
修
） 

第
九
条
の
六 

社
会
教
育
主
事
及
び
社
会
教
育
主
事
補
の
研
修
は
、
任
命
権
者

が
行
う
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
都
道
府
県
が
行
う
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
追
加
、
昭
六
一
法
一
〇
九
・
平
一
一
法
一
六

〇
・
一
部
改
正
） 

（
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
） 

第
九
条
の
七 

教
育
委
員
会
は
、
地
域
学
校
協
働
活
動
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な

実
施
を
図
る
た
め
、
社
会
的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
地
域
学
校
協
働
活
動
の

推
進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進

員
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
は
、
地
域
学
校
協
働
活
動
に
関
す
る
事
項
に



 
 

（
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つ
き
、
教
育
委
員
会
の
施
策
に
協
力
し
て
、
地
域
住
民
等
と
学
校
と
の
間
の

情
報
の
共
有
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
学
校
協
働
活
動
を
行
う
地
域
住
民
等

に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
。 

（
平
二
九
法
五
・
追
加
） 

第
三
章 
社
会
教
育
関
係
団
体 

（
昭
二
六
法
一
七
・
旧
第
二
章
繰
下
） 

（
社
会
教
育
関
係
団
体
の
定
義
） 

第
十
条 

こ
の
法
律
で
「
社
会
教
育
関
係
団
体
」
と
は
、
法
人
で
あ
る
と
否
と

を
問
わ
ず
、
公
の
支
配
に
属
し
な
い
団
体
で
社
会
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行

う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。 

（
文
部
科
学
大
臣
及
び
教
育
委
員
会
と
の
関
係
） 

第
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
及
び
教
育
委
員
会
は
、
社
会
教
育
関
係
団
体
の
求

め
に
応
じ
、
こ
れ
に
対
し
、
専
門
的
技
術
的
指
導
又
は
助
言
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

文
部
科
学
大
臣
及
び
教
育
委
員
会
は
、
社
会
教
育
関
係
団
体
の
求
め
に
応

じ
、
こ
れ
に
対
し
、
社
会
教
育
に
関
す
る
事
業
に
必
要
な
物
資
の
確
保
に
つ

き
援
助
を
行
う
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
） 

第
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
社
会
教
育
関
係
団
体
に
対
し
、
い
か

な
る
方
法
に
よ
つ
て
も
、
不
当
に
統
制
的
支
配
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
事
業

に
干
渉
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。 

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
） 

第
十
三
条 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
社
会
教
育
関
係
団
体
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学

大
臣
が
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
第
五
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
、
地
方
公
共
団
体
に
あ
つ
て
は
教
育
委
員
会
が
社

会
教
育
委
員
の
会
議
（
社
会
教
育
委
員
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
条

例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
社
会
教
育
に
係
る
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事

項
を
調
査
審
議
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
）
の
意
見
を
聴
い
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
全
改
、
昭
五
八
法
七
八
・
平
二
法
七
一
・
平

一
一
法
一
六
〇
・
平
二
〇
法
五
九
・
一
部
改
正
） 

（
報
告
） 

第
十
四
条 

文
部
科
学
大
臣
及
び
教
育
委
員
会
は
、
社
会
教
育
関
係
団
体
に
対

し
、
指
導
資
料
の
作
製
及
び
調
査
研
究
の
た
め
に
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

第
四
章 

社
会
教
育
委
員 

（
昭
二
六
法
一
七
・
旧
第
三
章
繰
下
） 

（
社
会
教
育
委
員
の
設
置
） 

第
十
五
条 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
社
会
教
育
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

社
会
教
育
委
員
は
、
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。 

（
平
一
一
法
八
七
・
平
一
三
法
一
〇
六
・
平
二
五
法
四
四
・
一
部
改

正
） 
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第
十
六
条 

削
除 

（
平
一
一
法
八
七
） 

（
社
会
教
育
委
員
の
職
務
） 

第
十
七
条 
社
会
教
育
委
員
は
、
社
会
教
育
に
関
し
教
育
委
員
会
に
助
言
す
る

た
め
、
次
の
職
務
を
行
う
。 

一 

社
会
教
育
に
関
す
る
諸
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
。 

二 

定
時
又
は
臨
時
に
会
議
を
開
き
、
教
育
委
員
会
の
諮
問
に
応
じ
、
こ
れ

に
対
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
の
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
研
究
調
査
を
行
う
こ
と
。 

２ 

社
会
教
育
委
員
は
、
教
育
委
員
会
の
会
議
に
出
席
し
て
社
会
教
育
に
関
し

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

市
町
村
の
社
会
教
育
委
員
は
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
か
ら
委
嘱
を

受
け
た
青
少
年
教
育
に
関
す
る
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
社
会
教
育
関
係
団

体
、
社
会
教
育
指
導
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
、
助
言
と
指
導
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
平
二
六
法
七
六
・
一
部
改
正
） 

（
社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
の
基
準
等
） 

第
十
八
条 

社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
の
基
準
、
定
数
及
び
任
期
そ
の
他
社
会
教

育
委
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
昭
二
五
法
一
六
八
・
全
改
、
昭
三
一
法
一
六
三
・
平
二
五
法
四
四
・

一
部
改
正
） 

第
十
九
条 

削
除 

（
昭
三
四
法
一
五
八
） 

第
五
章 

公
民
館 

（
昭
二
六
法
一
七
・
旧
第
四
章
繰
下
） 

（
目
的
） 

第
二
十
条 

公
民
館
は
、
市
町
村
そ
の
他
一
定
区
域
内
の
住
民
の
た
め
に
、
実

際
生
活
に
即
す
る
教
育
、
学
術
及
び
文
化
に
関
す
る
各
種
の
事
業
を
行
い
、

も
つ
て
住
民
の
教
養
の
向
上
、
健
康
の
増
進
、
情
操
の
純
化
を
図
り
、
生
活

文
化
の
振
興
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
公
民
館
の
設
置
者
） 

第
二
十
一
条 

公
民
館
は
、
市
町
村
が
設
置
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
民
館
は
、
公
民
館
の
設
置
を
目
的
と
す
る

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
法
人
」
と

い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

公
民
館
の
事
業
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
公
民
館
に
分
館
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
平
一
八
法
五
〇
・
一
部
改
正
） 

（
公
民
館
の
事
業
） 

第
二
十
二
条 

公
民
館
は
、
第
二
十
条
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
お
お
む
ね
、

左
の
事
業
を
行
う
。
但
し
、
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
に
よ
つ
て
禁
じ
ら
れ

た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

定
期
講
座
を
開
設
す
る
こ
と
。 

二 

討
論
会
、
講
習
会
、
講
演
会
、
実
習
会
、
展
示
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
。 
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三 

図
書
、
記
録
、
模
型
、
資
料
等
を
備
え
、
そ
の
利
用
を
図
る
こ
と
。 

四 
体
育
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
等
に
関
す
る
集
会
を
開
催
す
る
こ
と
。 

五 
各
種
の
団
体
、
機
関
等
の
連
絡
を
図
る
こ
と
。 

六 

そ
の
施
設
を
住
民
の
集
会
そ
の
他
の
公
共
的
利
用
に
供
す
る
こ
と
。 

（
昭
二
八
法
二
一
一
・
平
一
一
法
八
七
・
一
部
改
正
） 

（
公
民
館
の
運
営
方
針
） 

第
二
十
三
条 

公
民
館
は
、
次
の
行
為
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

も
つ
ぱ
ら
営
利
を
目
的
と
し
て
事
業
を
行
い
、
特
定
の
営
利
事
務
に
公

民
館
の
名
称
を
利
用
さ
せ
そ
の
他
営
利
事
業
を
援
助
す
る
こ
と
。 

二 

特
定
の
政
党
の
利
害
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
又
は
公
私
の
選
挙
に
関

し
、
特
定
の
候
補
者
を
支
持
す
る
こ
と
。 

２ 

市
町
村
の
設
置
す
る
公
民
館
は
、
特
定
の
宗
教
を
支
持
し
、
又
は
特
定
の

教
派
、
宗
派
若
し
く
は
教
団
を
支
援
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（ 
 

の
部
分
は
「
営
利
事
業
」
と
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
） 

（
公
民
館
の
基
準
） 

第
二
十
三
条
の
二 

文
部
科
学
大
臣
は
、
公
民
館
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め

に
、
公
民
館
の
設
置
及
び
運
営
上
必
要
な
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

文
部
科
学
大
臣
及
び
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
市
町
村
の
設
置
す
る

公
民
館
が
前
項
の
基
準
に
従
つ
て
設
置
さ
れ
及
び
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
、
当

該
市
町
村
に
対
し
、
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
追
加
、
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
公
民
館
の
設
置
） 

第
二
十
四
条 

市
町
村
が
公
民
館
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
条
例
で
、

公
民
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
昭
三
一
法
一
六
三
・
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条 

削
除 

（
昭
四
二
法
一
二
〇
） 

（
公
民
館
の
職
員
） 

第
二
十
七
条 

公
民
館
に
館
長
を
置
き
、
主
事
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

館
長
は
、
公
民
館
の
行
う
各
種
の
事
業
の
企
画
実
施
そ
の
他
必
要
な
事
務

を
行
い
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。 

３ 

主
事
は
、
館
長
の
命
を
受
け
、
公
民
館
の
事
業
の
実
施
に
あ
た
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
一
部
改
正
） 

第
二
十
八
条 

市
町
村
の
設
置
す
る
公
民
館
の
館
長
、
主
事
そ
の
他
必
要
な
職

員
は
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
（
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村

の
長
が
そ
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
公
民
館
（
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
第
一
項
に

お
い
て
「
特
定
公
民
館
」
と
い
う
。
）
の
館
長
、
主
事
そ
の
他
必
要
な
職
員

に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
）
が
任
命
す
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
平
一
一
法
八
七
・
平
二
六
法
七
六
・
令
元
法

二
六
・
一
部
改
正
） 

（
公
民
館
の
職
員
の
研
修
） 

第
二
十
八
条
の
二 

第
九
条
の
六
の
規
定
は
、
公
民
館
の
職
員
の
研
修
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
追
加
） 
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（
公
民
館
運
営
審
議
会
） 

第
二
十
九
条 

公
民
館
に
公
民
館
運
営
審
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

公
民
館
運
営
審
議
会
は
、
館
長
の
諮
問
に
応
じ
、
公
民
館
に
お
け
る
各
種

の
事
業
の
企
画
実
施
に
つ
き
調
査
審
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
平
一
一
法
八
七
・
一
部
改
正
） 

第
三
十
条 

市
町
村
の
設
置
す
る
公
民
館
に
あ
つ
て
は
、
公
民
館
運
営
審
議
会

の
委
員
は
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
（
特
定
公
民
館
に
置
く
公
民
館
運

営
審
議
会
の
委
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
）
が
委
嘱
す
る
。 

２ 

前
項
の
公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員
の
委
嘱
の
基
準
、
定
数
及
び
任
期
そ

の
他
当
該
公
民
館
運
営
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
の
委
嘱
の
基
準
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
昭
三
一
法
一
六
三
・
平
一
一
法
八
七
・
平
一
三
法
一
〇
六
・
平
二

三
法
一
〇
五
・
令
元
法
二
六
・
一
部
改
正
） 

第
三
十
一
条 

法
人
の
設
置
す
る
公
民
館
に
公
民
館
運
営
審
議
会
を
置
く
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
委
員
は
、
当
該
法
人
の
役
員
を
も
つ
て
充
て
る
も
の
と

す
る
。 

（
平
一
一
法
八
七
・
一
部
改
正
） 

（
運
営
の
状
況
に
関
す
る
評
価
等
） 

第
三
十
二
条 

公
民
館
は
、
当
該
公
民
館
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行

う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
公
民
館
の
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
平
二
〇
法
五
九
・
全
改
） 

（
運
営
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 

第
三
十
二
条
の
二 

公
民
館
は
、
当
該
公
民
館
の
事
業
に
関
す
る
地
域
住
民
そ

の
他
の
関
係
者
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
と
の
連
携
及
び

協
力
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
当
該
公
民
館
の
運
営
の
状
況
に
関
す
る
情
報

を
積
極
的
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
平
二
〇
法
五
九
・
追
加
） 

（
基
金
） 

第
三
十
三
条 

公
民
館
を
設
置
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
公
民
館
の
維
持
運

営
の
た
め
に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

四
十
一
条
の
基
金
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
昭
三
八
法
九
九
・
一
部
改
正
） 

（
特
別
会
計
） 

第
三
十
四
条 

公
民
館
を
設
置
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
公
民
館
の
維
持
運

営
の
た
め
に
、
特
別
会
計
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
昭
三
一
法
一
六
三
・
一
部
改
正
） 

（
公
民
館
の
補
助
） 

第
三
十
五
条 

国
は
、
公
民
館
を
設
置
す
る
市
町
村
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
公
民
館
の
施
設
、
設
備
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
必
要
な
経
費
の

一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
の
補
助
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
昭
三
四
法
一
五
八
・
全
改
） 

第
三
十
六
条 
削
除 

（
昭
三
四
法
一
五
八
） 
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第
三
十
七
条 

都
道
府
県
が
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
、
公
民
館
の
運
営
に
要
す
る
経
費
を
補
助
す
る
場
合
に
お
い
て
、
文
部
科

学
大
臣
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
補
助
金
の
額
、
補
助
の

比
率
、
補
助
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
き
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
昭
三
八
法
九
九
・
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

第
三
十
八
条 

国
庫
の
補
助
を
受
け
た
市
町
村
は
、
左
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
受
け
た
補
助
金
を
国
庫
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

公
民
館
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に

基
い
て
し
た
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

公
民
館
が
そ
の
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃
止
し
、
又
は
第
二
十

条
に
掲
げ
る
目
的
以
外
の
用
途
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
と
き
。 

三 

補
助
金
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

四 

虚
偽
の
方
法
で
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き
。 

（
法
人
の
設
置
す
る
公
民
館
の
指
導
） 

第
三
十
九
条 

文
部
科
学
大
臣
及
び
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
法
人
の
設

置
す
る
公
民
館
の
運
営
そ
の
他
に
関
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
必
要
な
指

導
及
び
助
言
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
昭
三
一
法
一
六
三
・
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
公
民
館
の
事
業
又
は
行
為
の
停
止
） 

第
四
十
条 

公
民
館
が
第
二
十
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き

は
、
市
町
村
の
設
置
す
る
公
民
館
に
あ
つ
て
は
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会

（
特
定
公
民
館
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
）
、
法
人
の
設
置
す
る
公

民
館
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
そ
の
事
業
又
は
行
為
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
設
置
す
る
公
民
館
の
事
業
又
は
行
為
の
停
止

命
令
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
昭
二
八
法
二
一
一
・
昭
六
〇
法
九
〇
・
昭
六
一
法
一
〇
九
・
令
元

法
二
六
・
一
部
改
正
） 

（
罰
則
） 

第
四
十
一
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
民
館
の
事
業
又
は
行
為
の
停
止

命
令
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

（
昭
二
八
法
二
一
一
・
昭
六
〇
法
九
〇
・
昭
六
一
法
一
〇
九
・
令
四

法
六
八
・
一
部
改
正
） 

（
公
民
館
類
似
施
設
） 

第
四
十
二
条 

公
民
館
に
類
似
す
る
施
設
は
、
何
人
も
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
施
設
の
運
営
そ
の
他
に
関
し
て
は
、
第
三
十
九
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。 第

六
章 

学
校
施
設
の
利
用 

（
昭
二
六
法
一
七
・
旧
第
五
章
繰
下
） 

（
適
用
範
囲
） 

第
四
十
三
条 

社
会
教
育
の
た
め
に
す
る
国
立
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に

規
定
す
る
学
校
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
一
条
学
校
」
と
い
う
。
）
及

び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
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関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以

下
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
国
（
国
立
大
学

法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

立
大
学
法
人
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
国
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
及

び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
公
立
学
校
（
第
一
条
学
校
及
び
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
で
あ
つ
て
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法

人
（
次
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
公
立
大
学
法
人
」

と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
施

設
の
利
用
に
関
し
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
平
一
五
法
一
一
七
・
平
一
五
法
一
一
九
・
平
二
四
法
六
七
・
一
部

改
正
） 

（
学
校
施
設
の
利
用
） 

第
四
十
四
条 

学
校
（
国
立
学
校
又
は
公
立
学
校
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
管
理
機
関
は
、
学
校
教
育
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
限
り
、

そ
の
管
理
す
る
学
校
の
施
設
を
社
会
教
育
の
た
め
に
利
用
に
供
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
お
い
て
「
学
校
の
管
理
機
関
」
と
は
、
国
立
学
校
に
あ
つ
て
は
設

置
者
で
あ
る
国
立
大
学
法
人
の
学
長
若
し
く
は
理
事
長
又
は
独
立
行
政
法
人

国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
の
理
事
長
、
公
立
学
校
の
う
ち
、
大
学
及
び
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
つ
て
は
設
置
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
長
又

は
公
立
大
学
法
人
の
理
事
長
、
大
学
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外

の
公
立
学
校
に
あ
つ
て
は
設
置
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
に
設
置
さ
れ
て
い

る
教
育
委
員
会
又
は
公
立
大
学
法
人
の
理
事
長
を
い
う
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
平
一
五
法
一
一
七
・
平
一
五
法
一
一
九
・
平

一
九
法
九
六
・
平
二
四
法
六
七
・
平
二
八
法
四
七
・
令
元
法
一
一
・

一
部
改
正
） 

（
学
校
施
設
利
用
の
許
可
） 

第
四
十
五
条 

社
会
教
育
の
た
め
に
学
校
の
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

当
該
学
校
の
管
理
機
関
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
管
理
機
関
が
学
校
施
設
の
利
用
を
許
可
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
学
校
の
長
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
四
十
六
条 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
社
会
教
育
の
た
め
に
、
学
校
の
施
設

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
学
校

の
管
理
機
関
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
七
条 

第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
施
設
の
利
用
が
一
時
的
で
あ

る
場
合
に
は
、
学
校
の
管
理
機
関
は
、
同
条
第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
権
限

を
学
校
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
権
限
の
委
任
そ
の
他
学
校
施
設
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

学
校
の
管
理
機
関
が
定
め
る
。 

（
社
会
教
育
の
講
座
） 

第
四
十
八
条 

文
部
科
学
大
臣
は
国
立
学
校
に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
の
長
は

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
公
立
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学
校
に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
に
設
置
さ
れ
て
い
る
教
育
委
員
会
は
当
該
地

方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
公

立
学
校
に
対
し
、
そ
の
教
育
組
織
及
び
学
校
の
施
設
の
状
況
に
応
じ
、
文
化

講
座
、
専
門
講
座
、
夏
期
講
座
、
社
会
学
級
講
座
等
学
校
施
設
の
利
用
に
よ

る
社
会
教
育
の
た
め
の
講
座
の
開
設
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

文
化
講
座
は
、
成
人
の
一
般
的
教
養
に
関
し
、
専
門
講
座
は
、
成
人
の
専

門
的
学
術
知
識
に
関
し
、
夏
期
講
座
は
、
夏
期
休
暇
中
、
成
人
の
一
般
的
教

養
又
は
専
門
的
学
術
知
識
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は

高
等
学
校
に
お
い
て
開
設
す
る
。 

３ 

社
会
学
級
講
座
は
、
成
人
の
一
般
的
教
養
に
関
し
、
小
学
校
、
中
学
校
又

は
義
務
教
育
学
校
に
お
い
て
開
設
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
す
る
講
座
を
担
当
す
る
講
師
の
報
酬
そ
の
他
必
要
な
経
費

は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
。 

（
昭
三
六
法
一
四
五
・
平
一
五
法
一
一
七
・
平
一
五
法
一
一
九
・
平

一
九
法
九
六
・
平
二
四
法
六
七
・
平
二
七
法
四
六
・
平
二
八
法
四
七
・

一
部
改
正
） 

第
七
章 

通
信
教
育 

（
昭
二
六
法
一
七
・
旧
第
六
章
繰
下
） 

（
適
用
範
囲
） 

第
四
十
九
条 

学
校
教
育
法
第
五
十
四
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条

及
び
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
き
、
通
信
に
よ
る
教
育
に

関
し
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
一
〇
法
一
〇
一
・
平
一
三
法
一
〇
五
・
平

一
九
法
九
六
・
一
部
改
正
） 

（
通
信
教
育
の
定
義
） 

第
五
十
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
通
信
教
育
」
と
は
、
通
信
の
方
法
に
よ
り

一
定
の
教
育
計
画
の
下
に
、
教
材
、
補
助
教
材
等
を
受
講
者
に
送
付
し
、
こ

れ
に
基
き
、
設
問
解
答
、
添
削
指
導
、
質
疑
応
答
等
を
行
う
教
育
を
い
う
。 

２ 

通
信
教
育
を
行
う
者
は
、
そ
の
計
画
実
現
の
た
め
に
、
必
要
な
指
導
者
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
教
育
の
認
定
） 

第
五
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
学
校
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般

財
団
法
人
の
行
う
通
信
教
育
で
社
会
教
育
上
奨
励
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、

通
信
教
育
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
文
部
科
学
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

文
部
科
学
大
臣
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
を
与
え
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
十
三
条
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
等
に
諮
問
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
昭
二
七
法
一
六
八
・
昭
五
八
法
七
八
・
平
二
法
七
一
・
平
一
一
法

一
六
〇
・
平
一
八
法
五
〇
・
一
部
改
正
） 

（
認
定
手
数
料
） 

第
五
十
二
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
認
定
を
申
請
す
る
者
か
ら
実
費
の
範
囲
内

に
お
い
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
国
立
学
校
又
は
公
立
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
関
し
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 
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（
昭
五
三
法
二
七
・
昭
五
六
法
四
五
・
昭
五
九
法
二
三
・
平
一
一
法

一
六
〇
・
平
一
五
法
一
一
七
・
一
部
改
正
） 

第
五
十
三
条 

削
除 

（
昭
二
七
法
一
六
八
） 

（
郵
便
料
金
の
特
別
取
扱
） 

第
五
十
四
条 

認
定
を
受
け
た
通
信
教
育
に
要
す
る
郵
便
料
金
に
つ
い
て
は
、

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

特
別
の
取
扱
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
通
信
教
育
の
廃
止
） 

第
五
十
五
条 

認
定
を
受
け
た
通
信
教
育
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は

そ
の
条
件
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
許
可
に
関
し
て
は
、
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
報
告
及
び
措
置
） 

第
五
十
六
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告

を
求
め
、
又
は
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
認
定
の
取
消
） 

第
五
十
七
条 

認
定
を
受
け
た
者
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
く
命

令
又
は
こ
れ
ら
に
基
い
て
し
た
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣

は
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
定
の
取
消
に
関
し
て
は
、
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

附 

則 

抄 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

５ 

こ
の
法
律
施
行
前
通
信
教
育
認
定
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
二

十
二
号
）
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
通
信
教
育
は
、
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

附 

則 

（
昭
和
二
五
年
五
月
一
〇
日
法
律
第
一
六
八
号
） 

抄 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
二
六
年
三
月
一
二
日
法
律
第
一
七
号
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
一
号
）
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
昭
和
二
六
年
六
月
一
六
日
） 

２ 

改
正
後
の
社
会
教
育
法
第
九
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
大

学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
、
旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年

勅
令
第
三
百
八
十
九
号
）
、
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十

一
号
）
若
し
く
は
旧
教
員
養
成
諸
学
校
官
制
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百

八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
、
大
学
予
科
、
高
等
学
校
高
等
科
、
専
門
学
校

若
し
く
は
教
員
養
成
諸
学
校
又
は
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
こ
れ
ら
の
学
校

に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者
は
、
大
学
に
二
年
以
上
在
学

し
て
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
と
み
な
す
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

附 

則 
（
昭
和
二
七
年
六
月
六
日
法
律
第
一
六
八
号
） 

抄 
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１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
二
八
年
八
月
一
四
日
法
律
第
二
一
一
号
） 

抄 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 
（
昭
和
二
九
年
六
月
三
日
法
律
第
一
五
九
号
） 

抄 

１ 

こ
の
法
律
は
、
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
昭
和
二
九
年
一
二
月
三
日
） 

附 

則 

（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
一
六
三
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
三
二
年
五
月
二
日
法
律
第
九
五
号
） 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
三
四
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
一
五
八
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
社
会
教
育
主
事
等
の
経
過
規
定
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
現
に
社
会
教
育
主
事
の
置
か
れ
て
い
な
い
市
町

村
に
あ
つ
て
は
社
会
教
育
主
事
を
、
現
に
社
会
教
育
主
事
補
の
置
か
れ
て
い

な
い
市
に
あ
つ
て
は
社
会
教
育
主
事
補
を
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
社

会
教
育
法
第
九
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
に
あ
つ
て
は
昭
和
三
十

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
町
村
に
あ
つ
て
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
間
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
社
会
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

４ 

前
項
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
教

育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
教
育
主
事

の
職
に
あ
つ
た
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
教
育
法
第
九
条
の

四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
教
育
主
事
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。 附 

則 

（
昭
和
三
六
年
六
月
一
七
日
法
律
第
一
四
五
号
） 

抄 

こ
の
法
律
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法

律
第
百
四
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
昭
和
三
六
年
六
月
一
七
日
） 

附 

則 

（
昭
和
三
六
年
一
〇
月
三
一
日
法
律
第
一
六
六
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
三
八
年
六
月
八
日
法
律
第
九
九
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
及
び
適
用
区
分
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
中
目
次
の
改
正
規
定
（
第
三
編
第
四
章
の
次
に
一
章
を
加

え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
一
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
二
条
第
三
項
第
八

号
の
改
正
規
定
、
第
二
百
六
十
三
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
三
編
第
四
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
条
の
二
の

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
五

条
か
ら
附
則
第
十
八
条
ま
で
、
附
則
第
二
十
四
条
（
地
方
開
発
事
業
団
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
二
十
五
条
（
地
方
開
発
事
業
団
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
（
以
下
「
財
務
以
外
の
改
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正
規
定
等
」
と
い
う
。
）
は
公
布
の
日
か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
係
る

会
計
の
区
分
、
予
算
の
調
製
及
び
議
決
、
継
続
費
、
繰
越
明
許
費
、
債
務
負

担
行
為
、
予
算
の
内
容
、
歳
入
歳
出
予
算
の
区
分
、
予
備
費
、
補
正
予
算
及

び
暫
定
予
算
、
地
方
債
並
び
に
一
時
借
入
金
に
関
す
る
改
正
規
定
並
び
に
附

則
第
四
条
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
附
則
第
六
条
第

一
項
並
び
に
附
則
第
八
条
の
規
定
（
以
下
「
予
算
関
係
の
改
正
規
定
」
と
い

う
。
）
は
昭
和
三
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
並
び
に
附

則
第
二
条
、
附
則
第
三
条
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
六
条
第
二
項
及

び
第
三
項
、
附
則
第
七
条
、
附
則
第
九
条
か
ら
附
則
第
十
四
条
ま
で
、
附
則

第
十
九
条
か
ら
附
則
第
二
十
三
条
ま
で
、
附
則
第
二
十
四
条
（
地
方
開
発
事

業
団
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
附
則
第
二
十
五
条
（
地
方
開
発
事
業
団

に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
二
十
六
条
か
ら
附
則
第
三
十
四

条
ま
で
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
法
律
第
一
二
〇
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
五
六
年
五
月
一
九
日
法
律
第
四
五
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
五
七
年
七
月
二
三
日
法
律
第
六
九
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
七
八
号
） 

１ 

こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て

い
る
機
関
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
は
国
家
行
政
組
織
法
又
は
こ

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
（
以
下
「
関
係

政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
関
し
必

要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
制
定
又

は
改
廃
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
昭
和
五
九
年
五
月
一
日
法
律
第
二
三
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施

行
す
る
。 

附 

則 

（
昭
和
六
〇
年
七
月
一
二
日
法
律
第
九
〇
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当

該
各
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
六
日
法
律
第
一
〇
九
号
） 

抄 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
そ
の
他
の
処
分
、
申
請
等
に
係
る
経
過
措
置
） 
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第
六
条 

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該

各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他

の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ

の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ

て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等

の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為

に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
附
則
第

二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処

分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の

施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
年
六
月
二
九
日
法
律
第
七
一
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
法
律
第
一
〇
一
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
八
七
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
中
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
条
の
次
に
五
条
、
節
名
並
び
に
二

款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
法
第
二
百
五
十
条
の
九
第
一
項
に

係
る
部
分
（
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限

る
。
）
、
第
四
十
条
中
自
然
公
園
法
附
則
第
九
項
及
び
第
十
項
の
改
正
規

定
（
同
法
附
則
第
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
四
条
の

規
定
（
農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
並
び
に
第
四
百
七
十
二
条
の
規
定
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

す
る
法
律
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
五
十
九
条
た

だ
し
書
、
第
六
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
七
条
、

第
百
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
三

条
、
第
百
六
十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
条
の
規
定 

公
布
の
日 

（
国
等
の
事
務
） 

第
百
五
十
九
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
管
理
し
又
は
執
行
す
る
国
、
他
の
地

方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
（
附
則
第
百
六
十
一
条
に
お
い
て
「
国

等
の
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
地
方
公
共
団
体
が



 
 

（
社
会
教
育
法
） 

一
八
 

／ 
二
七

 

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
し
て

処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
百
六
十
条 
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
百
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
の

処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）

又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ

り
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申

請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
も
の

を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り

さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
又

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
対
し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
別

段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の

相
当
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、

届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の

手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
不
服
申
立
て
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
百
六
十
一
条 

施
行
日
前
に
さ
れ
た
国
等
の
事
務
に
係
る
処
分
で
あ
っ
て
、

当
該
処
分
を
し
た
行
政
庁
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
庁
」
と
い
う
。
）

に
施
行
日
前
に
行
政
不
服
審
査
法
に
規
定
す
る
上
級
行
政
庁
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
上
級
行
政
庁
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
同
法

に
よ
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
該
処
分

庁
に
引
き
続
き
上
級
行
政
庁
が
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
行
政
不
服
審
査
法

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁

と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
は
、
施
行
日
前
に
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
で
あ

っ
た
行
政
庁
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
が
地
方
公

共
団
体
の
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
機
関
が
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に

よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
は
、
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
百
六
十
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
百
六
十
四
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に

伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令

で
定
め
る
。 
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（
検
討
） 

第
二
百
五
十
条 

新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号

法
定
受
託
事
務
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
す
る
と
と
も
に
、
新
地
方
自
治
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
及
び
新
地

方
自
治
法
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
を
推
進
す

る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
百
五
十
一
条 

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及
び
事
業
を
自
主
的
か

つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応

じ
た
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
の
方
途
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
の
推
移
等
を

勘
案
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
 

○
中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
施
行
法
（
平
成
一
一
法
律
一
六
〇
）
抄 

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
千
三
百
一
条 

中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
及
び
こ
の
法
律
（
以
下
「
改
革
関

係
法
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の

機
関
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知

そ
の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係

法
等
の
施
行
後
は
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ

い
て
、
相
当
の
国
の
機
関
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
、
指
定
そ
の

他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

２ 

改
革
関
係
法
等
の
施
行
の
際
現
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関

に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
は
、
改
革
関
係
法
等
の

施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
さ

れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

３ 

改
革
関
係
法
等
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関
に
対

し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
事
項
で
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関

係
法
等
の
施
行
後
は
、
こ
れ
を
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当

規
定
に
よ
り
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て

い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
規
定
を
適

用
す
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
千
三
百
三
条 

改
革
関
係
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
千
三
百
四
十
四
条 

第
七
十
一
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
及
び
第
千
三
百
一

条
か
ら
前
条
ま
で
並
び
に
中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

改
革
関
係
法
等
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措

置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
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月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条

第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定 

公
布
の
日 

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
 

附 

則 

（
平
成
一
三
年
七
月
一
一
日
法
律
第
一
〇
五
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
一
三
年
七
月
一
一
日
法
律
第
一
〇
六
号
） 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
一
七
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
八
条 

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
一
九
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
平
成
一
六
年
四
月
一
日
） 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必

要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

○
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団

法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
八
法
律
五
〇
）
抄 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
百
五
十
七
条 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
百
五
十
八
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
規
定
に

よ
る
法
律
の
廃
止
又
は
改
正
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
平
成
一
八
年
六
月
二
日
法
律
第
五
〇
号
） 

抄 
こ
の
法
律
は
、
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
） 

（
平
二
三
法
七
四
・
旧
第
一
項
・
一
部
改
正
） 
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―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
 

附 

則 

（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
二
〇
号
） 

抄 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 
（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
法
律
第
九
六
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
平
成
一
九
年
政
令
第
三
六
二
号
で
平
成
一
九
年
一
二
月
二
六
日
か

ら
施
行
） 

附 

則 

（
平
成
二
〇
年
六
月
一
一
日
法
律
第
五
九
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
社
会
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
教
育

法
第
九
条
の
四
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
社
会
教
育
に
関
係
の
あ
る
職
で
文
部

科
学
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
あ
っ
た
期
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
社
会
教
育
法
第
九
条
の
四
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
期
間
と
み
な
す
。 

附 

則 

（
平
成
二
三
年
六
月
二
二
日
法
律
第
七
〇
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
附
則
第
十
七
条
の
規
定
は
地
域
の
自
主
性

及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
五
号
）
の
公
布
の
日
又
は
こ

の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
百
五
号
）
の
公
布
の
日
＝
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
） 

附 

則 

（
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七
四
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か

ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
法
律
第
一
〇
五
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

略 

二 

第
二
条
、
第
十
条
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
八
条
の
改
正
規
定
に

限
る
。
）
、
第
十
四
条
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
、
第
二

百
六
十
条
並
び
に
別
表
第
一
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十

八
号
）
の
項
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
の
項
、
都

市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
項
、
環
境
基
本
法

（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
項
及
び
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災

街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の

項
並
び
に
別
表
第
二
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）

の
項
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
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六
十
六
号
）
の
項
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
項
、

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
項
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
項
の
改
正
規
定
に

限
る
。
）
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
（
児
童
福
祉

法
第
二
十
一
条
の
五
の
六
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
、
第
二
十
一
条
の

五
の
二
十
三
、
第
二
十
四
条
の
九
、
第
二
十
四
条
の
十
七
、
第
二
十
四
条

の
二
十
八
及
び
第
二
十
四
条
の
三
十
六
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
二

十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、

第
三
十
四
条
（
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
及
び
第
七
十
一

条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八

条
（
水
道
法
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十

条
の
二
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
（
職
業

能
力
開
発
促
進
法
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十

条
の
二
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
条
（
感
染
症
の
予
防
及
び

感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
改
正
規
定

に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
条
（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
八
十
八
条
及
び
第

八
十
九
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六
十
五
条
（
農
地
法
第
三
条
第

一
項
第
九
号
、
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、

第
八
十
七
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
、
第
九
十
九
条
（
道
路
法
第
二
十
四

条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
一
条
（
土

地
区
画
整
理
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
二
条
（
道

路
整
備
特
別
措
置
法
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、

第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
三
条
、
第

百
五
条
（
駐
車
場
法
第
四
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
百
七
条
、
第

百
八
条
、
第
百
十
五
条
（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
第
十
五
条
及
び
第
十

七
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
十
六
条
（
流
通
業
務
市
街
地
の
整

備
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
百
十
八
条

（
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条

の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
条
（
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
、

第
七
条
の
二
、
第
八
条
、
第
十
条
の
二
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
十

二
条
の
四
、
第
十
二
条
の
五
、
第
十
二
条
の
十
、
第
十
四
条
、
第
二
十
条
、

第
二
十
三
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
五
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
を
除

く
。
）
、
第
百
二
十
一
条
（
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
四
か
ら
第
七
条
の

七
ま
で
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、
第
六
十
六
条
、
第
九
十
八

条
、
第
九
十
九
条
の
八
、
第
百
三
十
九
条
の
三
、
第
百
四
十
一
条
の
二
及

び
第
百
四
十
二
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
（
公
有
地

の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
百

二
十
八
条
（
都
市
緑
地
法
第
二
十
条
及
び
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
を
除

く
。
）
、
第
百
三
十
一
条
（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の

供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
、
第
二
十
六
条
、
第
六
十
四

条
、
第
六
十
七
条
、
第
百
四
条
及
び
第
百
九
条
の
二
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、

第
百
四
十
二
条
（
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再

配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三

条
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
五
条
、
第
百
四
十
六
条
（
被
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災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
第
五
条
及
び
第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を

除
く
。
）
、
第
百
四
十
九
条
（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
百
九
十
一
条
、
第

百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
七
条
、
第
二
百
三
十
三
条
、
第
二
百
四
十
一
条
、

第
二
百
八
十
三
条
、
第
三
百
十
一
条
及
び
第
三
百
十
八
条
の
改
正
規
定
に

限
る
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
五
十
一
条
第
四

項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
五
十
六
条
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え

の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
百

五
十
七
条
、
第
百
五
十
八
条
（
景
観
法
第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、

第
百
六
十
条
（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等

の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二

項
第
二
号
イ
」
を
「
第
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並

び
に
同
法
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
六

十
二
条
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十

六
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
（
地
域
に
お
け
る
歴
史

的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
九
条

の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
一
条
（
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、

第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
八
条
、
第
百
八
十
二
条
（
環
境
基
本
法
第
十

六
条
及
び
第
四
十
条
の
二
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び
第
百
八
十
七
条

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
改
正
規

定
、
同
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第

四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項

の
改
正
規
定
（
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
部

分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
法
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
の
改
正
規
定

に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
四

条
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第

四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
四

十
九
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
、
第
五
十
五
条
、
第

五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
、
第
七

十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
四
条
か
ら
第

七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
八

十
三
条
、
第
八
十
七
条
（
地
方
税
法
第
五
百
八
十
七
条
の
二
及
び
附
則
第

十
一
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
、
第
九
十

二
条
（
高
速
自
動
車
国
道
法
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第

百
一
条
、
第
百
二
条
、
第
百
五
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
、
第
百
十
二
条
、

第
百
十
七
条
（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様

性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法

律
第
七
十
二
号
）
第
四
条
第
八
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
十
九

条
、
第
百
二
十
一
条
の
二
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定 

平
成

二
十
四
年
四
月
一
日 

（
平
二
三
法
七
〇
・
平
二
三
法
一
二
二
・
一
部
改
正
） 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
十
一
条 
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
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当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び

こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
八
十
二
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で

定
め
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第
一
二
二
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

附
則
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定 

公
布
の
日 

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
 

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
四
法
律
六
七
）
抄 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
十
二
条 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
七
十
三
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し

必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
四
年
八
月
二
二
日
法
律
第
六
七
号
） 

抄 

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
平
成
二
七
年
四
月
一
日
） 

一 

第
二
十
五
条
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定 

公
布
の
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

附 

則 

（
平
成
二
五
年
六
月
一
四
日
法
律
第
四
四
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

略 

二 

第
一
条
、
第
五
条
、
第
七
条
（
消
防
組
織
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
に

限
る
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
四
条
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
目

次
の
改
正
規
定
（
「
第
六
章 

移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴

う
措
置
（
第
五
十
九
条―

第
六
十
七
条
）
」
を
「
／
第
六
章 

移
行
型
地

方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴
う
措
置
（
第
五
十
九
条―

第
六
十
七
条
）

／
第
六
章
の
二 

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
か
ら
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
へ
の
移
行
に
伴
う
措
置
（
第
六
十
七
条
の
二―

第
六
十
七
条
の
七
）
／
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
八
条
、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十

九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
、
第
二
十
二
条
（
民
生
委
員
法
第
四
条



 
 

（
社
会
教
育
法
） 

二
五
 

／ 
二
七

 

の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
条
（
森
林
法
第
七
十

条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十
条
（
建
設
業
法
第
二
十
五

条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条

（
建
築
基
準
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十

三
条
、
第
六
十
一
条
（
都
市
計
画
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に

限
る
。
）
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
（
国
土
利
用
計
画
法
第
十
五
条

第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
七
十
二
条
の
規
定
並
び
に
次
条
、

附
則
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三

条
、
第
十
四
条
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
一
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中

第
百
四
十
一
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
六
条
並
び
に
第
十

八
条
の
規
定 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
条 

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該

規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し

必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定

め
る
。 附 

則 

（
平
成
二
六
年
六
月
二
〇
日
法
律
第
七
六
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

附
則
第
三
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定 

公
布
の
日 

（
社
会
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 

附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
社
会
教
育
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
適
用

せ
ず
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
教
育
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
二
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
法
律
第
四
六
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
八
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
四
七
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
五
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 
前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要

な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
法
律
第
一
一
号
） 

抄 



 
 

（
社
会
教
育
法
） 

二
六
 

／ 
二
七

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則 

（
令
和
元
年
六
月
七
日
法
律
第
二
六
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要

な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
 

○
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
法
律
六
八
）
抄 

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
百
四
十
一
条 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六

十
七
号
。
以
下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
の
法
律
（
以

下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
等
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰

に
つ
い
て
は
、
次
章
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

２ 

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
法
律
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ

と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
法
律
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る
刑
（
刑

法
施
行
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
四
項
の

規
定
の
適
用
後
の
も
の
を
含
む
。
）
に
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲

役
」
と
い
う
。
）
、
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」

と
い
う
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
「
旧
拘
留
」

と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮

は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁
刑
と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
刑

と
長
期
及
び
短
期
（
刑
法
施
行
法
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
後
の
も
の
を
含

む
。
）
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
と
、
旧
拘
留
は
長
期
及
び
短
期
（
刑
法

施
行
法
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
後
の
も
の
を
含
む
。
）
を
同
じ
く
す
る
拘

留
と
す
る
。 

（
裁
判
の
効
力
と
そ
の
執
行
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
百
四
十
二
条 

懲
役
、
禁
錮
及
び
旧
拘
留
の
確
定
裁
判
の
効
力
並
び
に
そ

の
執
行
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
百
四
十
三
条 

懲
役
、
禁
錮
又
は
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
人
の

資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮

に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
の

懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘

禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ

た
者
と
み
な
す
。 

２ 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
な



 
 

（
社
会
教
育
法
） 

二
七
 

／ 
二
七

 

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は

改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
法
律
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の

資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
は
無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ

た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

（
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
五
百
九
条 

こ
の
編
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施

行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
日
＝
令
和
七
年
六
月
一
日
） 

一 

第
五
百
九
条
の
規
定 

公
布
の
日 

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
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教育基本法（抄）（旧法）昭和 22 年法律第 25 号 
※下線、太字は引用者による 
 

朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを 
公布せしめる。 
 
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和 

と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力

にまつべきものである。 
  われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普

遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 
  ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確

立するため、この法律を制定する。 
 
第１条（教育の目的） 
   教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、  

個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の 
育成を期して行われなければならない。 

 
第２条（教育の方針） 
  教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この 
目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他

の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 
 
第３条（教育の機会均等） 
   すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならな 

いものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差 
別されない。 

② 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に 
対して、奨学の方法を講じなければならない。 

 
第４条（義務教育） 
  国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 
② 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収 
しない。 

 
第５条（男女共学） 

男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、

認められなければならない 

参考資料５ 
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第６条（学校教育） 
   法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定 

める法人のみが、これを設置することができる。 
② 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂  

行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、 
期せられなければならない。 

 
第７条（社会教育） 

家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつ 
て奨励されなければならない。 

② 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その 
他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。 

 
第８条（政治教育） 

良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。 
② 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政 
治的活動をしてはならない。 

 
第９条（宗教教育） 

宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなけれ 
ばならない。 

② 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を 
してはならない。 

 
第１０条（教育行政） 

教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべき 
ものである。 

② 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標 
として行われなければならない。 

 
第１１条（補則） 

この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されな 
ければならない。 
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教育基本法（抄） 平成 18 年法律第 120 号 
※下線、太字は引用者による 
 

教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号）の全部を改正する。 
 

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させ 
るとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精 
神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新 
しい文化の創造を目指す教育を推進する。 

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確 
立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 

 
第一章 教育の目的及び理念 
 
（教育の目的） 
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資 

質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 
 
（教育の目標） 
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成 

するよう行われるものとする。 
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うと 

ともに、健やかな身体を養うこと。 
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う 
とともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、 
主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を 

尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 
 
（生涯学習の理念） 
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯 

にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切 
に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

 
（教育の機会均等） 
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければな 
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らず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 
２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられ 

るよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 
３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者 

に対して、奨学の措置を講じなければならない。 
 
第二章 教育の実施に関する基本 
 
（義務教育） 
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる 

義務を負う。 
２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立 

的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養 
うことを目的として行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割 
分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 
 
（学校教育） 
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に 

定める法人のみが、これを設置することができる。 
２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応 

じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける 
者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲

を高めることを重視して行われなければならない。 
 
（大学） 
第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究 

して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄 
与するものとする。 

２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されな 
ければならない。 

 
（私立学校） 
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及 

び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教 
育の振興に努めなければならない。 
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（教員） 
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励 

み、その職責の遂行に努めなければならない。 
２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇 

の適性が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 
 
（家庭教育） 
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活 

のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達 
を図るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び 
情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければなら 
ない。 

 
（幼児期の教育） 
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかん 

がみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な 
方法によって、その振興に努めなければならない。 

 
（社会教育） 
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共 

団体によって奨励されなければならない。 
２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施 

設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めな 
ければならない。 

 
（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携  協力） 
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を 

自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 
 
（政治教育） 
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 
２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政 

治的活動をしてはならない。 
 
（宗教教育） 
第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における 

地位は、教育上尊重されなければならない。 
２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を 
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してはならない。 
 
第三章 教育行政 
 
（教育行政） 
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところによ 

り行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の 
協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総 
合的に策定し、実施しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関す 
る施策を策定し、実施しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を 
講じなければならない。 

 
（教育振興基本計画） 
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振

興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的

な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 
２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
 
第四章 法令の制定 
 
第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならな 

い。 
 
 


